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日日本本学学専専攻攻のの概概要要  
  

 
 日本学専攻は、大阪大学と人文学研究科の教育目標のもと、次のような能力を身につけた人材を

養成することを目指しています。 
 
・日本の言語・文化・社会・歴史・文学などを厳密に学問的な方法に基づいて探究し、その専門的

知見に基づいて日本の抱える今日的課題に果敢に取り組むことのできる人材 
・比較や交流の観点から日本を世界的視野のうちに捉え、日本語・日本文化を通して日本と世界を

結ぶとともに、人類の抱えるグローバルな課題に対しても日本研究の最先端の知見に基づいて積

極的な発信を行うことのできる人材 
・研究成果を国内外に向けて発信し社会実装することのできる高度な俯瞰力、デザイン力、コミュ

ニケーション力を身につけた人材 
 
 日本学専攻には、以上の教育目標の 1 点目に力点を置く学位プログラム「基盤日本学」と、2 点

目に力点を置く学位プログラム「応用日本学」が設けられており、両学位プログラムがそれぞれの

特長を活かしつつ相乗効果を発揮することで、博士前期課程及び博士後期課程を通じて、上記の能

力を兼ね備え社会の多様な分野のプロフェッショナルとして活躍し得る人材の育成に取り組みま

す。 
 
 学位プログラム「基盤日本学」を提供する基盤日本学コースは、現代日本学分野、日本史学分野、

考古学分野、日本文学・日本語史学分野、基盤日本語学分野の 5 分野から成り、主に豊中キャンパ

スで開講されます。 
学位プログラム「応用日本学」を提供する応用日本学コースは、比較日本学分野、応用日本語学

分野、日本語教育学分野の 3 分野から成り、主に箕面キャンパスで開講されます。 
日本学専攻の提供する科目は、専攻共通科目と、各分野の開講する専門科目から成ります。各分

野の開講する専門科目に加えて、英語による研究発信力強化などに力点を置いた専攻共通科目も開

講されている点が、日本学専攻のカリキュラムの特徴の１つです。また、他分野、他コースの授業

も、学生の関心に応じて履修できるカリキュラムとなっています。 
 
 基盤日本学コースにおいては、各分野で精緻化されてきた研究方法を徹底的に習得しつつ、また

各分野の膨大な研究蓄積を十全に踏まえながら、当該分野において先端的かつ高度に専門的な課題

に取り組み、日本研究の領域から人文学の新生面を切り開きます。 
 応用日本学コースにおいては、比較や交流の観点から日本を世界的視野のうちに捉え、その観点

から日本語・日本文化についての専門的理解を深めるとともに、先端的かつ高度に専門的な日本語・

日本文化の理解に立脚して実践的に日本と世界を結ぶことにより、日本研究の領域から人文学の新

展開を先導します。さらに、伝統的・基盤的な日本研究についての深い理解と、世界的視野のうち

で捉えられた日本語・日本文化についての幅広い知見との相乗効果により、日本から世界に発信し

うる奥深く幅広い学識を養います。 
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 各学位プログラムの修了者に対しては、それぞれのディプロマ・ポリシーに従い，学位プログラ

ム「基盤日本学」においては、博士前期課程では修士（文学または学術）、博士後期課程では博士

（文学または学術）のいずれかの学位を授与し、学位プログラム「応用日本学」においては、博士

前期課程では修士（日本語・日本文化または学術）、博士後期課程では博士（日本語・日本文化また

は学術）のいずれかの学位を授与します。 
 
 以上、詳しくは、各学位プログラムの「教育目標」・「卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー）」・「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」をご参照ください。 
 
 このような日本学専攻の構成を概念図で示すと、次のようになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２つのキャンパスに分かれて授業が開講される不便さはありますが、日本学専攻で学ぶみなさん

が、２つの学位プログラムが置かれているというメリットを十分に生かしてくださることを期待し

ています。 
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・・学学  生生  心心  得得  

  

・・行行事事予予定定表表  

・・学学年年暦暦  

・・学学位位ププロロググララムム「「基基盤盤日日本本学学」」  

    教教育育目目標標  

    デディィププロロママ・・ポポリリシシーー  

    カカリリキキュュララムム・・ポポリリシシーー  

・・修修了了要要件件ににつついいてて  

・・研研究究指指導導ににつついいてて  

・・修修士士学学位位論論文文／／博博士士予予備備論論文文／／博博士士学学位位論論文文ににつついいてて  

・・海海外外留留学学ににつついいてて  

・・授授業業にに関関すするるこことと  

・・教教員員ののオオフフィィススアアワワーーににつついいてて  

・・休休学学・・退退学学等等ににつついいてて  

・・除除籍籍・・復復籍籍ににつついいてて  

・・長長期期履履修修学学生生制制度度ににつついいてて  

・・ハハララススメメンントト防防止止へへのの取取りり組組みみ  
・・研研究究推推進進室室のの案案内内  
・・教教育育支支援援室室のの案案内内  
・・就就職職支支援援事事業業ににつついいてて  
・・学学習習・・生生活活相相談談デデススククににつついいてて  
・・国国際際連連携携室室のの案案内内  
・・教教育育職職員員免免許許状状のの取取得得ににつついいてて  
・・学学芸芸員員のの資資格格認認定定ににつついいてて  
・・教教員員名名簿簿  

基基盤盤日日本本学学ココーースス 
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学学 部部 大大 学学 院院

２０２６ 年 ４ 月 １ 日 ( 水 )

～ ４ 月 ９ 日 ( 木 )

４ 月 １ 日 ( 水 )

～ ４ 月 ２１ 日 （ 火 )

４ 月 １ 日 ( 水 ) 学部別履修指導（新入生）

４ 月 ２ 日 ( 木 )

午前： 大学院入学オリエンテーション（新入生）

午後： 学部(在学生）ガイダンス 午後： 大学院ガイダンス

４ 月 ６ 日 ( 月 ) 日本学専攻ガイダンス（オンライン）

４ 月 １０ 日 ( 金 )

４ 月 １７ 日 ( 金 ) 「研究計画書」 提出期限

４ 月 ３０ 日 （ 木 )

５ 月 １ 日 ( 金 )

～ ５ 月 ２ 日 （ 土 )

５ 月 ３ 日 （ 日 )

５ 月 １８ 日 ( 月 )

～ ５ 月 ２２ 日 ( 金 )

６ 月 １ 日 ( 月 )

～ ６ 月 ５ 日 ( 金 )

６ 月 １２ 日 （ 金 )

６ 月 １３ 日 （ 土 )

８ 月 １０ 日 （ 月 )

８ 月 ２４ 日 ( 月 )

～ ８ 月 ２８ 日 （ 金 )

８ 月 １１ 日 ( 火 )

～ ９ 月 ３０ 日 （ 水 )

９ 月

９ 月 １８ 日 ( 金 )

～ １０ 月 ９ 日 （ 金 )

１０ 月 １ 日 （ 木 )

１０ 月 １９ 日 ( 月 )

～ １０ 月 ３０ 日 ( 金 )

１０ 月 ３１ 日 （ 土 )

１１ 月 １ 日 ( 日 )

～ １１ 月 ３ 日 （ 火 )

専修ガイダンス（１年次）

１１ 月 １１ 日 ( 水 )

～ １１ 月 １７ 日 （ 火 )

１２ 月 １ 日 ( 火 )

～ １２ 月 ７ 日 ( 月 )

１２ 月 ２ 日 （ 水 )

１２ 月 ３ 日 （ 木 )

１２ 月 ２８ 日 ( 月 )

～ ２０２７ 年 １ 月 ３ 日 ( 日 )

１ 月 ５ 日 ( 火 )

１ 月 ６ 日 ( 水 )

１ 月 １５ 日 ( 金 )

「研究概要報告書（副）」 提出期限

２ 月 ２５ 日 （ 木 )
文学部入学者選抜

個別学力試験（前期日程）（予定）

３ 月

春

～

夏

学

期

春季休業

春～夏学期・通年科目　履修登録期間

令令和和88年年度度　　行行事事予予定定表表

(２０２６年４月１日～２０２７年３月３１日）

月 日 （ 曜 日 ）
主 な 行 事 予 定 等

４ 月 ３

夏期休業

下旬 卒業式・学位記授与式

春学期授業終了

金 )

春学期授業開始

いちょう祭準備

いちょう祭（授業休講）

いちょう祭 後片付け

博士予備論文
受理期間（６月期）

日 (

秋

～

冬

学

期

秋～冬学期科目　履修登録期間

秋学期授業開始

卒業論文題目KOAN登録期間
（１０月３０日（金）17:00まで）

修士論文題目KOAN登録期間
（１０月３０日（金）17:00まで）

大学祭準備（授業休講）

大学祭(授業休講）

１１ 月

入学式

４

注３．全学共通教育及び他学部・他研究科等については、上記の学年暦とは一致しないことがありますので、注意してください。

注４．学部（在学生）及び大学院のガイダンスは各専修・専門分野ごとに行われます。
　　　 詳細は掲示により通知しますので、掲示に注意してください。

および

大学入学共通テスト　準備のための臨時休業（授業休講）

２ 月 ８ 日 （

博士予備論文
受理期間（１２月期）

課程博士学位論文
受理期間(６月期）

夏学期授業開始

春～夏学期授業終了

集中講義期間 [５日間]

下旬 卒業式・学位記授与式

注１．上記行事予定の詳細及びその他行事等については、掲示により通知します。

注２．行事予定等は都合により変更する場合がありますので、掲示に注意してください。

課程博士学位論文
受理期間(１２月期）

秋学期授業終了

冬学期授業開始

冬季休業

月 )
秋～冬学期授業終了

卒業論文提出期間
（１月６日（水）17:00まで）

修士論文提出期間
（１月６日（水）17:00まで）

日 ( 水 )
大学祭後片付け



学学 部部 大大 学学 院院

２０２６ 年 ４ 月 １ 日 ( 水 )

～ ４ 月 ９ 日 ( 木 )

４ 月 １ 日 ( 水 )

～ ４ 月 ２１ 日 （ 火 )

４ 月 １ 日 ( 水 ) 学部別履修指導（新入生）

４ 月 ２ 日 ( 木 )

午前： 大学院入学オリエンテーション（新入生）

午後： 学部(在学生）ガイダンス 午後： 大学院ガイダンス

４ 月 ６ 日 ( 月 ) 日本学専攻ガイダンス（オンライン）

４ 月 １０ 日 ( 金 )

４ 月 １７ 日 ( 金 ) 「研究計画書」 提出期限

４ 月 ３０ 日 （ 木 )

５ 月 １ 日 ( 金 )

～ ５ 月 ２ 日 （ 土 )

５ 月 ３ 日 （ 日 )

５ 月 １８ 日 ( 月 )

～ ５ 月 ２２ 日 ( 金 )

６ 月 １ 日 ( 月 )

～ ６ 月 ５ 日 ( 金 )

６ 月 １２ 日 （ 金 )

６ 月 １３ 日 （ 土 )

８ 月 １０ 日 （ 月 )

８ 月 ２４ 日 ( 月 )

～ ８ 月 ２８ 日 （ 金 )

８ 月 １１ 日 ( 火 )

～ ９ 月 ３０ 日 （ 水 )

９ 月

９ 月 １８ 日 ( 金 )

～ １０ 月 ９ 日 （ 金 )

１０ 月 １ 日 （ 木 )

１０ 月 １９ 日 ( 月 )

～ １０ 月 ３０ 日 ( 金 )

１０ 月 ３１ 日 （ 土 )

１１ 月 １ 日 ( 日 )

～ １１ 月 ３ 日 （ 火 )

専修ガイダンス（１年次）

１１ 月 １１ 日 ( 水 )

～ １１ 月 １７ 日 （ 火 )

１２ 月 １ 日 ( 火 )

～ １２ 月 ７ 日 ( 月 )

１２ 月 ２ 日 （ 水 )

１２ 月 ３ 日 （ 木 )

１２ 月 ２８ 日 ( 月 )

～ ２０２７ 年 １ 月 ３ 日 ( 日 )

１ 月 ５ 日 ( 火 )

１ 月 ６ 日 ( 水 )

１ 月 １５ 日 ( 金 )

「研究概要報告書（副）」 提出期限

２ 月 ２５ 日 （ 木 )
文学部入学者選抜

個別学力試験（前期日程）（予定）

３ 月

春

～

夏

学

期

春季休業

春～夏学期・通年科目　履修登録期間

令令和和88年年度度　　行行事事予予定定表表

(２０２６年４月１日～２０２７年３月３１日）

月 日 （ 曜 日 ）
主 な 行 事 予 定 等

４ 月 ３

夏期休業

下旬 卒業式・学位記授与式

春学期授業終了

金 )

春学期授業開始

いちょう祭準備

いちょう祭（授業休講）

いちょう祭 後片付け

博士予備論文
受理期間（６月期）

日 (

秋

～

冬

学

期

秋～冬学期科目　履修登録期間

秋学期授業開始

卒業論文題目KOAN登録期間
（１０月３０日（金）17:00まで）

修士論文題目KOAN登録期間
（１０月３０日（金）17:00まで）

大学祭準備（授業休講）

大学祭(授業休講）

１１ 月

入学式

４

注３．全学共通教育及び他学部・他研究科等については、上記の学年暦とは一致しないことがありますので、注意してください。

注４．学部（在学生）及び大学院のガイダンスは各専修・専門分野ごとに行われます。
　　　 詳細は掲示により通知しますので、掲示に注意してください。

および

大学入学共通テスト　準備のための臨時休業（授業休講）

２ 月 ８ 日 （

博士予備論文
受理期間（１２月期）

課程博士学位論文
受理期間(６月期）

夏学期授業開始

春～夏学期授業終了

集中講義期間 [５日間]

下旬 卒業式・学位記授与式

注１．上記行事予定の詳細及びその他行事等については、掲示により通知します。

注２．行事予定等は都合により変更する場合がありますので、掲示に注意してください。

課程博士学位論文
受理期間(１２月期）

秋学期授業終了

冬学期授業開始

冬季休業

月 )
秋～冬学期授業終了

卒業論文提出期間
（１月６日（水）17:00まで）

修士論文提出期間
（１月６日（水）17:00まで）

日 ( 水 )
大学祭後片付け

月/曜 日 月 火 水 木 ⾦ 土 月/曜 日 月 火 水 木 ⾦ 土
令和8年 学部別履修指導 入学式 ガイダンス 令和8年 ①① ①①

（2026年） 1 2 3 4 （2026年） 1 2 3
①① ①① ①① ①① ②② ②②

5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10
①① ①① ①① ①① ②② スポーツの日 ②② ②② ③③ ②②

（月曜日分）
12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17

②② ②② ②② ②② ③③ ③③ ③③ ③③ ④④ ③③
19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24

③③ ③③ 昭和の日 いちょう祭準備 ④④ ④④ ④④ ⑤⑤ ④④ 大学祭準備
26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

いちょう祭 いちょう祭 大学祭 大学祭 文化の日 大学祭片付け ⑤⑤ ⑤⑤
大学祭 （月曜日分）

1 2 1 2 3 4 5 6 7
憲法記念日 みどりの日 こどもの日 振替休日 ③③ ③③ ⑥⑥ ⑤⑤ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑥⑥
いちょう祭片付け （水曜日分）

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
④④ ④④ ④④ ④④ ④④ ⑦⑦ ⑥⑥ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑦⑦

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
⑤⑤ ⑤⑤ ⑤⑤ ⑤⑤ ⑤⑤ 勤労感謝の日 ⑦⑦ ⑦⑦ ⑧試⑧ ⑧試⑧

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
⑥⑥ ⑥⑥ ⑥⑥ ⑥⑥ ⑥⑥ ⑧試⑧

24 25 26 27 28 29 30 29 30

31
⑦⑦ ⑦⑦ ⑦⑦ ⑦⑦ ⑦⑦ ⑧試⑧ ⑧試⑧ ①⑨ ①⑨
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

⑧試⑧ ⑧試⑧ ⑧試⑧ ⑧試⑧ ⑧試⑧ ①⑨ ①⑨ ①⑨ ②⑩ ②⑩
7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12

①⑨ ①⑨ ①⑨ ①⑨ ①⑨ ②⑩ ②⑩ ②⑩ ③⑪ ③⑪
14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19

②⑩ ②⑩ ②⑩ ②⑩ ②⑩ ③⑪ ③⑪ ③⑪ ④⑫ ④⑫
21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26

③⑪ ③⑪
28 29 30 27 28 29 30 31

③⑪ ③⑪ ③⑪ 令和9年 元旦
1 2 3 4 （2027年） 1 2

④⑫ ④⑫ ④⑫ ④⑫ ④⑫ ④⑫ ④⑫ ④⑫ ⑤⑬ ⑤⑬
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

⑤⑬ ⑤⑬ ⑤⑬ ⑤⑬ ⑤⑬ 成人の日 ⑤⑬ ⑤⑬ ⑥⑭ 共通テスト準備 共通テスト
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

海の日 ⑥⑭ ⑥⑭ ⑥⑭ ⑥⑭ 共通テスト ⑤⑬ ⑥⑭ ⑥⑭ ⑦⑮ ⑥⑭
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

⑥⑭ ⑦⑮ ⑦⑮ ⑦⑮ ⑦⑮ ⑥⑭ ⑦⑮ ⑦⑮ ⑧試試 ⑦⑮
26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31
⑦⑮ ⑧試試 ⑧試試 ⑧試試

1 1 2 3 4 5 6
⑦⑮ ⑧試試 ⑧試試 ⑧試試 ⑧試試 ⑧試試 建国記念日

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
⑧試試 山の日

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
天皇誕生日

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
集中講義 集中講義 集中講義 集中講義 集中講義

23 24 25 26 27 28 29 28

30 31

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20
敬⽼の日 国⺠の休日 秋分の日 学位記授与式 春分の日 振替休日 学位記授与式

20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 28 29 30 31

 土・日・祝日及び休業日又は授業未実施期間を示す（緑字は祝日）  ⼤学⾏事又は⼊試準備のための臨時の授業未実施日（予定）を示す

 春学期授業開講期間  ４月１０日〜 ６月１４日  集中講義期間

 夏学期授業開講期間  ６月１５日〜 ８月１０日

 秋学期授業開講期間 １０月 １日〜 １2月 ２日 〇数字 〇数字

 冬学期授業開講期間 １２月 ３日〜 ２月 ８日     試     試

４月３０日(木) いちょう祭準備 １０月３１日(土) ⼤学祭準備
５月 １日(⾦)〜２日(土) いちょう祭 １１月 １日(日)〜３日(火) ⼤学祭
５月 ３日(日) いちょう祭片付け １１月 ４日(水) ⼤学祭片付け

 １月１５日(⾦) ⼤学⼊試共通テスト準備

令和８年度  ⽂学部・⼈⽂学研究科（⼈⽂学専攻・日本学専攻（基盤日本学コース）・芸術学専攻）
学年暦

9月 3月

 ターム科目試験  セメスター科目の試験日

 ターム科目授業日  セメスター科目の授業日

6月 12月

7月 1月

8月 2月

4月 10月

10/16は月曜日の振替授業日

5月 11月

5/8は水曜日の振替授業日
※11/4（学部1年）専修ガイダンス
11/5は月曜日の振替授業日

← 集中講義期間 →

← 夏季一斉休業 →

※※
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学位プログラム「基盤日本学」 

 
教育目標 
 

学位プログラム「基盤日本学」は、大阪大学と⼈⽂学研究科の教育目標のもと、次のような能⼒を⾝
につけた⼈材を養成することを目的とします。 
 
・日本の言語・⽂化・社会・歴史・⽂学などを厳密に学問的な方法に基づいて探究し、その専門的知⾒

に基づいて日本の抱える今日的課題に果敢に取り組むことのできる⼈材 
・研究成果を国内外に向けて発信し社会実装することのできる⾼度な俯瞰⼒、デザイン⼒及びコミュニ

ケーション⼒を⾝につけた⼈材 
 
 現代日本学分野、日本史学分野、考古学分野、日本⽂学・日本語史学分野、基盤日本語学分野の 5 分
野から成る学位プログラム「基盤日本学」は、博⼠前期課程及び博⼠後期課程を通じて、上記の能⼒を
兼ね備え社会の多様な分野のプロフェッショナルとして活躍し得る⼈材の育成に取り組みます。 
 
【博士前期課程】 
○最先端かつ⾼度な専門性と深い学識 
 学位プログラム「基盤日本学」においては、各分野で精緻化されてきた研究方法を習得しつつ、また
各分野の膨大な研究蓄積を踏まえながら、当該分野において先端的かつ⾼度に専門的な課題に取り組み、
日本研究の領域から⼈⽂学の新たな展開に貢献します。 
○⾼度な教養 

日本の言語・⽂化・社会・歴史・⽂学などについての深い学識を基礎としつつ、現代にふさわしい⾼
度な情報リテラシーを培い、また複眼的、俯瞰的に思考する訓練を積むことで、対象を多角的に評価で
きる⼒を養います。 
○⾼度な国際性 

豊かで論理的な日本語能⼒、日本の言語や⽂化についての深い学識を基礎としつつ、豊かなコミュニ
ケーションを実らせる⾼度な多言語運⽤能⼒、そして他者や異⽂化に対する鋭敏な感受性と深い理解⼒
を涵養します。 
○⾼度なデザイン⼒ 

5 つの分野の特⻑を縦横に組み合わせ、日本研究の新たな展開に貢献し、その成果を国内外で発信し
社会実装して、日本研究の⽴場からイノベーションに貢献するためのデザイン⼒を養います。 
 
【博士後期課程】 
○最先端かつ⾼度な専門性と深い学識 
 学位プログラム「基盤日本学」においては、各分野で精緻化されてきた研究方法を徹底的に習得しつ
つ、また各分野の膨大な研究蓄積を⼗全に踏まえながら、当該分野において先端的かつ⾼度に専門的な
課題に取り組み、日本研究の領域から⼈⽂学の新⽣⾯を切り開きます。 
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○⾼度な教養 
日本の言語・⽂化・社会・歴史・⽂学などについての深い学識を基盤として、現代にふさわしい⾼度

な情報リテラシーを⾝につけ、また複眼的、俯瞰的に思考する⾼度な能⼒を養うことで、対象を多角的
に評価し新たな価値を創造できる⼒を養います。 
○⾼度な国際性 

豊かで論理的な日本語能⼒、日本の言語や⽂化についての深い学識を基盤として、豊かなコミュニケ
ーションを実らせる⾼度な多言語運⽤能⼒、他者や異⽂化に対する鋭敏な感受性と深い理解⼒、さらに
は⾃⾝の研究成果を広く国際発信しグローバルな知的貢献をなしうる能⼒を涵養します。 
○⾼度なデザイン⼒ 

5 つの分野の特⻑を縦横に組み合わせ、日本研究の新たな地平を切り開き、その成果を国内外で発信
し社会実装するためのデザイン⼒を養います。 
 
学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 
 

学位プログラム「基盤日本学」は、大阪大学と⼈⽂学研究科のディプロマ・ポリシーのもと、日本の
言語・⽂化・社会・歴史・⽂学などを研究するための基盤的な研究方法を習得し各分野の研究蓄積を踏
まえて新たな学術的成果を提起するための修練を積み、伝統的かつ最先端の⼈⽂学の知⾒や、日本の言
語と⽂化に関する⾼度な専門性と深い学識、教養・国際性・デザイン⼒に関する下記の能⼒や学識を⾝
につけ、所定の単位を修得し、学位論⽂の審査及び最終試験に合格した学⽣に対し、博⼠前期課程では
修⼠（⽂学または学術）、博⼠後期課程では博⼠（⽂学または学術）のいずれかの学位を授与します。 
 
【博士前期課程】 
○最先端かつ⾼度な専門性と深い学識 
・明解な論旨で⼀貫した構成の論⽂をまとめる確かな論述能⼒と豊かな⽂章表現⼒を有し、日本学に関

わる⾼度な専門的知識を⾝につけ、先端的な研究に取り組んでいる。 
・広い視野に⽴って研究を遂⾏し、学際的視点からみずからの研究成果を位置づけることのできる深い

学識を有している。 
○⾼度な教養 
・学問全般にわたる幅広い教養と、⾃⽴した研究者ならびに⾼度専門職業⼈に必要な総合的な⼈⽂学的

教養、また日本を含む世界の言語・⽂化・社会・歴史等に関する学際的で現代的な教養を有している。 
○⾼度な国際性 
・国際的視野に⽴って研究を遂⾏し、グローバルな⼈⽂学の展開のなかにみずからの専門的な研究成果

を位置づけることができるとともに、それを国際的に発信するための言語能⼒とコミュニケーション・
スキルを⾝につけている。 

○⾼度なデザイン⼒ 
・日本学の各分野において、本質的に重要な課題を発⾒し、データや資料の的確な収集・分析を通して、

解決の道筋を構想できる能⼒を有している。 
・国内外のステークホルダーと的確にコミュニケーションを交わし、みずからの研究成果を社会実装す

る道筋を構想できる俯瞰⼒、デザイン⼒、コミュニケーション⼒を有している。 
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【博士後期課程】 
○最先端かつ⾼度な専門性と深い学識 
・明晰な論述能⼒を⾝につけ、⾃⽴した研究者ならびに⾼度専門職業⼈に必要な、⾼度な専門性と⾼度

な研究能⼒を有し、先端的で独創的な研究に取り組んでいる。 
・広い視野に⽴って独創的な研究を遂⾏し、学際的視点からみずからの先端的かつ⾼度に専門的な研究

成果を積極的に位置づけることのできる深い学識を有している。 
○⾼度な教養 
・学問全般にわたる⾼度で幅広い教養と、⾃⽴した研究者ならびに⾼度専門職業⼈に必要な⾼度で総合

的な⼈⽂学的教養、また日本を含む世界の言語・⽂化・社会・歴史等に関する学際的かつ現代的で⾼
度な教養を有している。 

○⾼度な国際性 
・国際的視野に⽴って研究を遂⾏し、グローバルな⼈⽂学の展開のなかにみずからの独創的で⾼度に専

門的な研究成果を位置づけることができるとともに、それを国際的に発信するための⾼度な言語能⼒
とコミュニケーション・スキルを⾝につけている。 

○⾼度なデザイン⼒ 
・日本学の各分野において、先⾏研究を広く踏まえつつ、本質的に重要な課題を発⾒し、データや資料

の的確な収集・分析を通して、独創的かつ先端的なかたちで解決の道筋を構想できる能⼒を有してい
る。 

・国内外のステークホルダーと的確にコミュニケーションを交わし、みずからの⾼度な研究成果を効果
的に社会実装する道筋を構想できる俯瞰⼒、デザイン⼒、コミュニケーション⼒を有している。 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 
 
 学位プログラム「基盤日本学」は、大阪大学と⼈⽂学研究科のカリキュラム・ポリシーのもと、本学
位プログラムのディプロマ・ポリシーに掲げられた能⼒や学識を修得させるため、カリキュラムを以下
の方針で編成します。 
 
【博士前期課程】 
＜教育課程編成の考え方＞ 

博⼠前期課程を通じて、専門教育、教養教育、国際性涵養教育の 3 つの柱に基づいた科目編成を⾏い、
日本学の最先端かつ⾼度な専門性と深い学識、⾼度な教養、⾼度な国際性、⾼度なデザイン⼒を養いま
す。 
 
○専門教育︓学位プログラム「基盤日本学」の「専門教育科目」は、⼈⽂学研究科共通の「研究科共通
科目」、日本学専攻共通の「専攻共通科目」、各分野が主体となって開講する「分野開講科目」により構
成されます。 
 
・「研究科共通科目」︓⼈⽂学のあらゆる分野に共通の基礎的な知識と研究の方法論、ならびに諸外国語

を含め、隣接する分野に関する⾼度で幅広い知⾒を培います。特に⼈⽂学研究科の必修科目である「⼈
⽂学基礎（⼈⽂学と対話）」では、現代の⽂化・社会の諸課題に関する最先端の知⾒を修得させるとと
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もに、問題解決のための思考⼒を涵養します。 
 
・「専攻共通科目」︓英語で日本研究の最先端のコンテンツについて講じる英語講義科目、英語による研

究発信⼒の強化を目的とする英語アカデミック・スキル科目を選択科目として開講することにより、
日本学専攻の学⽣⼀⼈ひとりがみずからの必要に応じて俯瞰⼒、デザイン⼒、コミュニケーション⼒
等を⾼められるようにします。 

 
・「分野開講科目」︓分野ごとに開講される科目ですが、⼀部の⾼度に専門的な科目以外は、他分野の学

⽣も受講することを前提として開講されます。当該分野で必要となる専門知識と研究能⼒を教授する
とともに、専門性に⽴脚する日本学専攻の学術的基盤の共有をも図ります。 

 
・専門教育の⼀環として、年度ごとに研究計画の提出を課すなど、主体的かつ計画的に研究を構想・遂

⾏するよう促し、⾼度な専門性を備えた修⼠論⽂の完成へと導きます。また、交換留学、私費留学、
海外研修、国内外のインターンシップなどへの参加を積極的にサポートすることにより、俯瞰⼒、デ
ザイン⼒、コミュニケーション⼒等の強化を図ります。 

 
○教養教育︓⼈⽂学研究科の必修科目である「⼈⽂学基礎（現代の教養）」を含む「⾼度教養教育科目」

により、専門分野以外の学問分野や領域横断的な分野に関する⾼度な教養を培います。 
 
○国際性涵養教育︓「⾼度国際性涵養教育科目」により、⾼度な外国語運⽤能⼒、異⽂化や他者に対す

る感受性と知識を涵養します。 
 
＜学修内容及び学修方法＞ 

学位プログラム「基盤日本学」では、「分野開講科目」の履修を通じて、各分野で精緻化されてきた研
究方法を徹底的に習得しつつ、また各分野の膨大な研究蓄積を⼗全に踏まえながら、当該分野において
先端的かつ⾼度に専門的な研究に取り組みます。 

「分野開講科目」は、講義科目または演習科目として開講されます。講義科目では、当該科目の主題
に関する体系的な知識を習得するとともに、与えられる論述課題を通じて、⾃⼒で資料を収集・分析・
考察し、その結果を的確かつ論理的に構成・表現する能⼒を⾝につけます。演習科目では、各⼈が⼝頭
発表を⾏うことで、データや資料の⾼度な読解・分析能⼒、調査・研究を的確に遂⾏する能⼒、その結
果を論理的かつ説得的に発信する能⼒を⾝につけます。 

修⼠論⽂は、修⼠論⽂作成演習において逐⼀指導教員の指導を受けながら作成を進めることにより、
学術的完成度を⾼めます。 

以上と並⾏して、⼀⼈ひとりの関⼼と必要に応じて「研究科共通科目」「専攻共通科目」を履修するこ
とにより、俯瞰⼒、デザイン⼒、コミュニケーション⼒等を⾼めます。 
 
＜学修成果の評価方法＞ 

授業の成績は、シラバスに記載されている学習目標の達成度を基準として、シラバスに記載されてい
る方法により評価します。 
 修⼠論⽂については、複数の審査員が、テーマ設定の妥当性、研究の枠組や方法の妥当性、論述の明
晰さ、資料の選択や解釈の適切性、主張の独⾃性などを総合的に判断し、評価します。 
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【博士後期課程】 
＜教育課程編成の考え方＞ 

博⼠後期課程を通じて、日本学の最先端かつ⾼度な専門性と深い学識、⾼度な教養、⾼度な国際性、
⾼度なデザイン⼒を養い、学術的な貢献度の大きい博⼠論⽂を完成させます。 
 博⼠後期課程の科目は、日本学専攻共通の「専攻共通科目」と、各分野が主体となって開講する「分
野開講科目」とにより構成されます。 
 
・「専攻共通科目」︓英語で日本研究の最先端のコンテンツについて講じる英語講義科目、英語による研

究発信⼒の強化を目的とする英語アカデミック・スキル科目を選択科目として開講することにより、
⼀⼈ひとりの学⽣がみずからの必要に応じて俯瞰⼒、デザイン⼒、コミュニケーション⼒等を⾼めら
れるようにします。 

 
・「分野開講科目」︓分野ごとに開講し、当該分野で必要となる⾼度な専門知識と⾼度な研究能⼒を教授

します。 
 
・専門教育の⼀環として、年度ごとに研究計画の提出を課すなど、主体的かつ計画的に研究を構想・遂

⾏するよう促します。また、逐次研究の進捗状況を確認するとともに助言を与え、最終年次には⾃⽴
した専門家としての独創性を備えた博⼠論⽂を完成させられるよう導きます。さらに、交換留学、私
費留学、海外研修、国内外のインターンシップなどへの参加を積極的にサポートすることにより、俯
瞰⼒、デザイン⼒、コミュニケーション⼒等の強化を図ります。 

 
＜学修内容及び学修方法＞ 
 博⼠論⽂は、博⼠論⽂作成演習において随時指導教員の指導を受けながら進めることにより、学術的
完成度を⾼めます。 

授業の形式には、講義と演習があります。講義科目では、当該科目の主題に関する体系的な知識を習
得するとともに、与えられる論述課題を通じて、⾃⼒で資料を収集・分析・考察し、その結果を的確か
つ論理的に構成・表現する能⼒を⾝につけます。演習科目では、各⼈が⼝頭発表を⾏うことで、データ
や資料の⾼度な読解・分析能⼒、調査・研究を的確に遂⾏する能⼒、その結果を論理的かつ説得的に発
信する能⼒を⾝につけます。 

博⼠論⽂作成を通じて、独⾃の課題について、学問的価値の⾼い成果を主体的に考究・発信する能⼒
を⾝につけます。 
 
＜学修成果の評価方法＞ 

授業の成績は、シラバスに記載されている学習目標の達成度を基準として、シラバスに記載されてい
る方法により評価します。 
 博⼠論⽂については、当該分野の専門家である複数の審査員が、テーマ設定の妥当性、研究の枠組や
方法の選択の妥当性、論述の明晰さ、資料の選択や解釈の適切性、主張の独⾃性、既存の研究に対する
学術的貢献度の⾼さ、新たな研究分野を切り開こうとする意欲、社会実装への展望などを総合的に判断
し、評価します。 
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１１．．修修了了要要件件ににつついいてて   
  
１１－－１１．．日日本本学学専専攻攻基基盤盤日日本本学学ココーースス修修了了要要件件単単位位一一覧覧   
 
博博士士前前期期課課程程   

科 目 区 分  修了に必要

な単位数 履   修   方   法   等  

高高 度度 教教 養養 教教 育育 科科 目目   11  

研究科共通必修科目「人文学基礎（現代の教養）」1単位を修得 
 
※「高度教養教育科目一覧表」に掲載されている高度教養教育科目から修得 

した場合は、自由選択枠に充当されます 
 

専専 門門 教教 育育 科科 目目   2211  

1.研究科共通必修科目「人文学基礎（人文学と対話）」1単位を修得 
2.基盤日本学コース科目12単位以上 
 
上記を含み人文学研究科開講科目より21単位以上修得 

 ※所属するコースの推奨科目を1科目以上修得することが望ましい。 
 

また、欄外の「専門教育科目についての補足」のとおり認められることが 
あります。 
（注）必ず認められるわけではありません。 
*２１単位を超えて修得した場合は、自由選択枠に充当されます。 

高高度度国国際際性性涵涵養養教教育育科科目目   22  

以下の科目から、２単位修得 
①人文学研究科共通科目で「高度国際性涵養教育科目」と指定されている科目 
②「高度国際性涵養教育科目一覧表」に掲載されている高度国際性涵養教育科目 
 （毎年変更があるため一覧はWebページにて掲載） 
③『開講科目一覧（注）』で「高度国際性」に○のついている講義科目 

（該当科目は、開講年度の『開講科目一覧』で確認。） 
*２単位を超え修得した場合は、③は専門教育科目に、①②は自由選択枠に充当されます 

自自   由由   選選   択択   枠枠   66  

「自由選択枠」として開講している科目は、ありません。  
自由選択枠に算入できる以下の科目から、６単位を修得してください。  
 (1)高度教養教育科目の中で、１単位を超えて修得した単位  
 (2)専門教育科目の中で、２１単位を超えて修得した単位  
 (3)高度国際性涵養教育科目の②で、２単位を超えて修得した単位  

合   計  3300   
 

専 門 教 育 科 目 に つ い て の 補 足  

在学中に、他の大学院又は外国の大学院で修得した単位（１５単位まで）は、専門教育科目として認められることがあることがあります。

なお、必ず認められるわけではありませんので注意してください。 

（注）『開講科目一覧』に掲載している人文学研究科人文学専攻、日本学専攻基盤日本学コース、芸術学専攻の科目を指します。 

 
博博 士士後後期期課課 程程   

科 目 区 分  修了に必要な

単位数 履   修   方   法   等  

専専 門門 教教 育育 科科 目目   88  
基 盤 日 本 学 コ ー ス の 博 士 論 文 作 成 演 習 を ２ 単 位 以 上 含 み 人 文
学 研 究 科 博 士 後 期 課 程 の 開 講 科 目 よ り 修 得  

合     計  88   
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日本学専攻

コース等 専門分野等 授業科目名 単位数

現代日本学講義 2

日本の文化と思想講義 2

日本の社会と歴史講義 2

日本の地域と民俗講義 2

日本のジェンダーと表象講義 2

日本古代史講義 2

日本中世史講義Ⅰ 2

日本近世史講義 2

日本近代史講義 2

考古学講義 2

考古学演習１ 2

考古学演習２ 2

考古資料論演習１ 2

考古資料論演習２ 2

中古文学論講義 2

中世文学論講義 2

近世文学論講義 2

近現代文学論講義Ⅰ 2

近現代文学論講義Ⅱ 2

国語史講義 2

国語学講義 2

現代日本語学講義Ⅰ-2 2

現代日本語学講義Ⅱ-1 2

社会言語学講義Ⅰ-1 2

社会言語学講義Ⅱ-1 2

修得を推奨する科目の一覧

基
盤
日
本
学
コ
ー

ス

基
盤

日
本
語
学

現
代

日
本
学

日
本
史
学

日
本
文
学
・

日
本
語
史
学

考
古
学

日本学専攻基盤日本学コースの博士前期課程の学生は、以下の自専門分野の中から１科目以上履修し、単位を修得してください。
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日本学専攻

コース等 専門分野等 授業科目名 単位数

現代日本学講義 2

日本の文化と思想講義 2

日本の社会と歴史講義 2

日本の地域と民俗講義 2

日本のジェンダーと表象講義 2

日本古代史講義 2

日本中世史講義Ⅰ 2

日本近世史講義 2

日本近代史講義 2

考古学講義 2

考古学演習１ 2

考古学演習２ 2

考古資料論演習１ 2

考古資料論演習２ 2

中古文学論講義 2

中世文学論講義 2

近世文学論講義 2

近現代文学論講義Ⅰ 2

近現代文学論講義Ⅱ 2

国語史講義 2

国語学講義 2

現代日本語学講義Ⅰ-2 2

現代日本語学講義Ⅱ-1 2

社会言語学講義Ⅰ-1 2

社会言語学講義Ⅱ-1 2

修得を推奨する科目の一覧

基
盤
日
本
学
コ
ー

ス

基
盤

日
本
語
学

現
代

日
本
学

日
本
史
学

日
本
文
学
・

日
本
語
史
学

考
古
学

日本学専攻基盤日本学コースの博士前期課程の学生は、以下の自専門分野の中から１科目以上履修し、単位を修得してください。
１１－－２２．．修修了了要要件件単単位位一一覧覧のの補補足足説説明明  

 

 

＜＜博博士士前前期期課課程程＞＞  

【【１１．．カカリリキキュュララムムににつついいてて】】  

カリキュラムは、「教養教育」、「専門教育」、「国際性涵養教育」の３つの柱からなります。 

修了要件単位一覧と以下の補足説明を確認の上で、修了に必要な３０単位を修得してください。 

 

【【２２．．修修了了要要件件単単位位ににつついいてて】】  

１）高度教養教育科目（１単位） 

 〇研究科共通必修科目「人文学基礎（現代の教養）」1単位を修得してください。 

 ○１単位を超えて修得した場合は、自由選択枠に充当されます（自由選択枠については後述）。 

 

  ＜重要：他研究科等科目の履修登録について＞ 

  ●他研究科等で開講される科目の履修登録期間は、人文学研究科科目の履修登録期間と 

異なります。履修登録期間はＫＯＡＮ掲示板等で確認をしてください。 

  ●他研究科等で開講される科目の履修登録は先着順です。定員に達した時点で履修登 

録ができなくなりますので注意してください。 

（※できる限り履修登録開始日に履修登録を行ってください。） 

 

 

２）専門教育科目（２１単位） 

 〇研究科共通必修科目「人文学基礎（人文学と対話）」1単位を修得してください。 

○人文学研究科で開講されている科目から２０単位を修得してください。 

 ○２1単位を超えて修得した場合は、自由選択枠に充当されます。 

 （自由選択枠については後述） 

 

 

３）高度国際性涵養教育科目（２単位） 

 ○人文学研究科共通科目で「高度国際性涵養教育科目」として指定されている科目（①）、他研究科等

で開講する高度国際性涵養教育科目（②）、『開講科目一覧表』の「高度国際」欄に「○」がついて

いるの講義科目（③）、のいずれかから、単位を修得してください。 

 ○２単位を超えて修得した場合、③は専門教育科目に、①②は自由選択枠にそれぞれ充当されます。 

   例１：③で８単位修得 → ６単位を専門教育系科目の選択科目に充当できる。 

   例２：②で４単位修得 → ２単位を自由選択枠に充当できる。 

 ○同じ学期内に③と①②を修得した場合、①②が優先して高度国際性涵養教育科目に充当されます。

なお、一度確定された単位（科目の区分）は、変更できません。 
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４）自由選択枠（６単位） 

 ○「自由選択枠」として開講している科目はありません。 

 ○修了要件単位一覧に記載されている(1)～(3)の科目から、合計６単位を修得してください。 

 ○成績証明書には、「自由選択枠」という表示はされませんので、ＫＯＡＮの履修成績や成績証明書に

より、各自で自由選択枠に充当できる科目を確認してください。 

   例： 

(1)高度教養教育科目から２単位 

     (2)専門教育科目から４単位       合計６単位 

 

＜＜注注意意＞＞  単単位位はは分分割割ででききまませせんん！！  

  例えば、４単位の科目を修得した場合、２単位を高度国際性涵養教育科目、２単位を 

専門教育科目に分割して計上することはできませんので、注意してください。 

 

 

 

＜＜博博士士後後期期課課程程＞＞  

  

１）専門教育科目（８単位） 

 ○それぞれの専門分野で開講している博士論文作成演習を２単位以上含み、人文学研究科の科目

一覧表に掲載されている科目（専門教育科目）から履修してください。 

  ※博士前期課程のように、「高度教養教育科目」や「高度国際性涵養教育科目」の設定はありません。 

 

－12－



単位修得方法に関する補足説明

●高度教養教育科目

●高度国際性涵養教育科目

高度教養
教育科目
1単位

高度教養教育科目となるのは、左図の開講科目です。

「人文学基礎（現代の教養）」は研究科共通の必修科目です。

「高度教養教育科目一覧」は人文学研究科Webページで掲載しています。
（シラバスの検索機能、各開講部署のWebページ等でも確認できます。）
修得した場合、自由選択枠の単位となります。

・他研究科の科目
・大学院横断教育科目
・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ科目

修得すると、
自由選択枠へ

高度国際性
涵養教育科目

2単位

①『開講科目一覧
表』の「高度国際」
に○のついている
講義科目

②「高度国際性涵養科目一覧」
に掲載の科目
（他研究科等の科目）

・他研究科の科目
・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ科目

②を多く修得すると、
自由選択枠へ

「高度教養教育科目一覧」
に掲載の科目
（他研究科等の科目）

人文学基礎
（現代の教養）

高度国際性涵養教育科目となるのは、左図の開講科目です。

① 『開講科目一覧表』の「高度国際」に○のついている 講義科目を、 高度国
際性涵養教育科目としています。既に要件単位を修得している状態で新た
に①の科目を修得した場合は、専門教育科目に充当されます。

②「高度国際性涵養教育科目一覧」に掲載の他研究科等の科目でも要件を満
たすことができます。
「高度国際性涵養教育科目一覧」は人文学研究科Webページで掲載しています。
（シラバスの検索機能、各開講部署のホームページ等でも確認できます。）

既に要件単位を修得している状態で新たに②の科目を修得した場合は、 自由選
択枠の単位となります。

なお、①と②を同じ学期に修得した場合、②を優先して高度国際性涵養教育科目
の単位に充当します。

既に要件単位を満たしている
場合、本来の専門教育科目
の区分へ

専門教育科目

「各科目区分で必要な単位数（要件単位）を満たしたうえで、全体で30単位を満たすまでの単位数」を指します。
(1)高度教養教育科目の中で、１単位を超えて修得した単位
(2)専門教育科目の中で、２１単位を超えて修得した単位
(3)他研究科等の高度国際性涵養教育科目ので、２単位を超えて修得した単位
で満たす必要があります。

●自由選択枠の単位数について

高度教養
1単位

自由選択枠 ６単位

専門教育科目
２1単位

高度国際性
涵養
2単位

『開講科目一覧表』の「高
度国際」欄に○のついて
いる講義科目

他研究科等の
高度国際性

▼▼要要件件単単位位よよりりもも多多くく修修得得ししたた単単位位のの流流れれ

人文学研究科人文学専攻・日本学専攻基盤日本学コース・芸術学専攻の各コースが開講する「高度国際性」に○がついている科目は、高度国際性涵養教
育科目の要件単位（２単位）を既に充足している場合は、専門教育科目となります。

研究科必修科目
人文学基礎（現代の教養）

(2)

(3)

他研究科等の
高度教養教育科目

(1)
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２２．．研研究究指指導導ににつついいてて   
（（１１））指指導導教教員員ににつついいてて   

大学院新入生は、各専門分野で決定します。なお、在学中に指導教員を変

更する場合には、所定の手続きを行う必要があります。  
 

（（２２））相相談談教教員員ににつついいてて   
修士論文、博士論文の指導に際して、専攻内で適切な教員が見つからない

場 合 、 も し く は 他 専 攻 の 教 員 の サ ポ ー ト が 有 用 で あ る と 判 断 し た 場 合 な ど 、

必 要 に 応 じ て 他 専 攻 の 教 員 を 相 談 教 員 と し て 指 導 に 参 加 さ せ る こ と が で き

ます。  
依頼は指導教員を通じて行うこととし、学生から直接要請することはでき

ま せ ん の で 、 希 望 す る 教 員 が 見 つ か っ た 場 合 、 指 導 教 員 に ご 相 談 く だ さ い 。 
 

（（３３））研研究究計計画画書書のの提提出出ににつついいてて   
大学院学生は、毎学年の始めの指定された日（掲示により指示します）までに、以下の

とおり作成してください。詳細については、ＫＯＡＮ掲示板でおしらせします。  
 

１．研究指導教員と相談の上で研究計画等をまとめた研究計画書（指定様式）を作成してく

ださい。  
２．作成した研究計画書は、指導教員および学生がそれぞれ一部ずつ保管してください。  
３．教務係に「研究計画書」を提出してください。  

 
（（４４））研研究究概概要要報報告告書書のの提提出出ににつついいてて   

大学院学生は、毎学年の２月の指定された日（掲示により指示します）ま

でに、当該年度の研究概要報告書を教務係で配布する表紙を添付のうえ研究

指導教員に提出してください。ただし、下記の博士後期課程の学生は、研究

概要報告書の提出を省略することができます。  
①  １２月期に博士予備論文を提出した学生  
②  博士論文を提出した学生  

 
 

３３．．修修士士学学位位論論文文ににつついいてて   
 （（１１））修修士士論論文文等等のの提提出出ににつついいてて   

修士論文を提出しようとする学生は、あらかじめ当該研究指導教員の承認を得て修士

論文題目を定めておき、下記の期間内に修士論文題目をＫＯＡＮに登録し、修士論文を教

務係に提出しなければなりません。また、修士論文題目及び論文の提出期間に休学中の学

生は、修士論文題目および論文の提出はできません。提出方法については別途掲示しま

す。 
論文を提出できない場合には、論文提出期間内に「修士論文・修了研究提出延期願」を提出

してください｡ 
論文の書式・分量・製本等については、かならず指導教員から指示を受け

てください。  
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提 出 し た 論 文 を 取 り 下 げ る 場 合 に は 、 提 出 締 め 切 り 日 か ら １ ０ 日 以 内 に

「修士論文・修了研究取り下げ願」を提出してください。  
 

  （（２２））修修士士論論文文のの評評価価基基準準ににつついいてて   
人文学研究科においては，修士論文の評価基準が「大学院人文学研究科における学位

論文に係る評価に当たっての基準について」として定められています。 
また，人文学専攻、日本学専攻基盤日本学コース及び芸術学専攻においては，「大阪

大学大学院人文学研究科人文学専攻、日本学専攻基盤日本学コース及び芸術学専攻にお

ける修士論文等の評価基準」が適用されます。 
最新の評価基準についてはHPを参照してください。 
https://lt.hmt.osaka-u.ac.jp/ja/campus/curriculum/evaluation-criteria 
 

 

大大阪阪大大学学大大学学院院人人文文学学研研究究科科人人文文学学専専攻攻、、日日本本学学専専攻攻基基盤盤日日本本学学ココーースス及及びび芸芸術術学学専専攻攻   

にに おお けけ るる 修修 士士 論論 文文 等等 のの 評評 価価 基基 準準   

 
１ ． 大 阪 大 学 大 学 院 人 文 学 研 究 科 人 文 学 専 攻 、 日 本 学 専 攻 基 盤 日 本 学 コ ー ス 及 び 芸 術 学

専 攻 に お け る 修 士 論 文 お よ び 人 文 学 研 究 科 規 程 第 １ ８ 条 ５ 項 に 規 定 す る 特 定 の 課 題 に

つ い て の 研 究（ 以 下 、「 修 了 研 究 」と い う 。）（ 以 下 、「 修 士 論 文 等 」と い う 。）の 評 価 基

準 に つ い て は 、 大 阪 大 学 大 学 院 人 文 学 研 究 科 に お け る 修 士 学 位 論 文 の 審 査 に 関 す る 指

針 に よ る ほ か 、 こ の 内 規 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

２ ．修 士 論 文 等 は 、申 請 者 自 身 の 単 著（ 修 了 研 究 に お い て は 単 独 制 作 ）で あ る と と も に 、

自 立 的 な い し 主 体 的 に 取 り 組 ん だ 研 究 の 成 果 で な け れ ば な ら な い 。 そ の 内 容 に つ い て

は 、 過 去 に 発 表 さ れ た 本 人 以 外 の 論 文 な い し 研 究 発 表 の 独 自 性 や ア イ デ ィ ア を み だ り

に 侵 害 す る 箇 所 を 含 ん で は な ら な い 。  

 

３ ．修 士 の 学 位 を 受 け る 者 は 、各 専 攻 ・ コ ー ス ・専 門 分 野（ 以 下「 各 専 攻 等 」）と い う 。）

に お け る 基 礎 的 な 研 究 能 力 、 な い し は 高 度 の 専 門 性 が 求 め ら れ る 職 業 を 担 う た め の 能

力 を 有 す る 必 要 が あ る 。 修 士 論 文 等 は 、 こ れ ら の 能 力 を 修 得 し た こ と を 、 そ の 内 容 に

よ っ て 明 瞭 に 示 す も の で な け れ ば な ら な い 。  

 

４ ． 修 士 論 文 等 は 、 そ の 内 容 に つ い て 各 専 攻 等 に お い て 認 め ら れ る 一 定 程 度 の 学 術 的 価

値 を 有 し 、学 界 の 発 展 へ の 貢 献 が 大 き い と 認 め ら れ る 場 合 に は 高 い 評 価 が 与 え ら れ る 。 

 

５ ．修 士 論 文 は 、各 専 攻 等 で 指 定 し た 言 語 に よ り 書 か れ る も の と す る 。ま た 、本 文 に は 、

研 究 の 背 景 や 目 的 、 先 行 研 究 や 関 連 研 究 の 状 況 、 研 究 内 容 の 位 置 づ け や 意 義 、 さ ら に

結 論 が 適 切 な 章 立 て に よ り 含 ま れ る も の と す る 。 な お 、 題 目 は 本 文 と 同 じ 言 語 に よ る

も の で な け れ ば な ら な い 。  

ま た 、 修 了 研 究 は 、 各 専 攻 等 で 指 定 し た 様 式 に 従 っ て 作 成 さ れ る も の と す る 。 な お 、

題 目 は 、 各 専 攻 等 で 指 定 し た 言 語 に よ る も の で な け れ ば な ら な い 。  
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６ ． 各 専 攻 等 は 、 以 下 の よ う な 評 価 項 目 の 中 か ら 研 究 分 野 に 相 応 し い 評 価 項 目 を 定 め て

評 価 を 行 う 。 な お 、 各 専 攻 等 は 必 要 に 応 じ て 評 価 項 目 を 追 加 す る こ と が で き る 。  

○ テ ー マ の 選 択 や テ ー マ に 即 し た 研 究 方 法 が 適 切 で あ る 。  

○ 対 象 テ ク ス ト を 正 確 に 読 解 し て い る 。  

○ 選 択 し た 研 究 方 法 に 従 っ て デ ー タ や 資 史 料 な ど を 的 確 に 収 集 ・ 処 理 し て い る 。  

○ 基 本 的 な 文 献 調 査 や 先 行 研 究 の 検 討 を 着 実 に 踏 ま え て い る 。  

○ 既 存 の 研 究 に は 見 ら れ な い 独 創 的 な 分 析 、 解 釈 、 提 案 等 を 行 っ て い る 。  

○ 論 旨 が 明 快 で 、 し っ か り し た 論 理 展 開 が み ら れ る 。  

○ 適 切 な 文 章 表 現 に よ る 論 述 が 行 わ れ て お り 、 全 体 的 に よ く ま と ま っ て い る 。  

 

７ ． 修 士 論 文 等 の 評 価 は 、 次 の よ う な 基 準 に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 1） 各 専 攻 等 に お い て 定 め る 評 価 項 目 の す べ て を 満 た し て い な い 論 文 等 は F 評 価 と

す る 。  

（ 2） 各 専 攻 等 に お い て 定 め る 評 価 項 目 の い く つ か を 充 分 に 満 た し て い な い 論 文 等 は 、

B、 C い ず れ か の 評 価 と す る 。 な お 、 B 評 価 あ る い は C 評 価 は 、 各 評 価 項 目 を 満 た し

て い る 程 度 に 基 づ い て 行 わ れ る も の と す る 。  

（ 3） 各 専 攻 等 に お い て 定 め る 評 価 項 目 を 概 ね 満 た し 優 れ て い る と 認 め ら れ る 論 文 等

は 、 A 評 価 と す る 。  

（ 4）各 専 攻 等 の 定 め る 評 価 項 目 の ほ ぼ 全 て に お い て た い へ ん 優 れ て お り 、高 い 水 準 に

あ る と 認 め ら れ る 論 文 等 は 、S 評 価 と す る 。な お 、S 評 価 の 場 合 、各 専 攻 会 議 で 評 価

理 由 の 補 足 説 明 を 行 な う こ と と す る 。  

 

 
 

４４．．博博士士予予備備論論文文ににつついいてて   
博士論文を提出しようとする学生は、博士予備論文を後期課程２年次 12

月（または、３年次以降の６月・ 12月）の所定の期日までに、指導教員の

承認を得たうえで、教務係に提出してください。なお、指導教員が認める

場合に限り、査読つき学術誌等に発表した論文をもって、博士予備論文に

代替することができます。  
博士予備論文は、 400字詰め原稿用紙 100枚程度とし、表紙に「論文題

目」「所属・学年」「氏名」を明記し、製本を施すかファイル等で綴じたう

え、「博士予備論文題目届」とともに提出してください。（「博士予備論文題

目届」には、指導教員の押印が必要です。）  
博士学位を申請する学生は、学位申請の９ヶ月以上前に博士予備論文の

審査に合格していなければなりません。  
博士予備論文の審査は、指導教員及び副指導教員が行い、その報告に基

づいて本研究科教授会（以下「教授会」という）が合否を判定し、９ヶ月

後以降に学位を申請する資格の可否を決定します。  
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５５．．博博士士学学位位論論文文ににつついいてて   
人 文 学 研 究 科 日 本 学 専 攻 基 盤 日 本 学 コ ー ス に お い て 授 与 す る 博 士 の 学 位

は、博士（文学）とします。ただし、専攻分野が学際領域等に係るもので、教

授会が適当と認めるときは、博士（学術）の学位を申請することができます。 
（（１１））在在学学中中のの学学位位申申請請   

在学中に博士論文を提出して課程博士の学位を申請しようとする学生は、

以下の条件をすべて満たしていなければなりません。  
①  博士後期課程に２年６ヶ月を超えて在学していること。  
②  修了要件単位６単位以上（いずれも博士論文作成演習２単位以上を含

む）を修得していること。研究指導を受け、博士論文の構想を届け出

ていること。  
③  ９ ヶ 月 以 上 前 に 博 士 予 備 論 文 を 提 出 し て そ の 審 査 に 合 格 し て い る こ

と。  
ただし、上記の規定にかかわらず、６単位以上（博士論文作成演習２単位

以上を含む）を修得し、研究指導を受け、かつ、優れた研究業績を上げた学

生で、教授会が特に認めた場合には、博士論文の構想の届け出及び博士予備

論文の提出を行っていなくとも、後期課程に半年を超えて在学していれば、

博士論文を提出して学位を申請することができます。ただし、在学期間に関

しては、修士課程又は前期課程を２年未満の在学期間で修了した者について

は、後期課程と通算して２年６ヶ月を超えて在学していなければなりません。 
学位論文を申請する場合、学生は指導教員を通じて、申請手続き書類一式

を受領のうえ、所定の期間に教務係に提出してください。  
 
（（２２））休休学学中中のの学学位位申申請請   

休学中の学生は、博士論文・博士予備論文のいずれも提出できません。  
ただし、休学の事由が留学等による場合には、博士予備論文に限り提出す

ることができます。この場合、指導教員の説明書きを添付してください。  
 

（（３３））退退学学後後のの学学位位申申請請   
単位修得退学とは、後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得し、必

要な研究指導を受け、かつ、博士論文の構想を届け出たうえ退学することを

いいます。  
単位修得退学者は、退学後２年間の所定の期間に限り、博士予備論文を提

出することができます。  
学 位 を 申 請 す る 単 位 修 得 退 学 者 は 、 学 位 申 請 の ９ ヶ 月 以 上 前 に 博 士 予 備

論文の審査に合格していなければなりません。  
博士予備論文の審査は、在学時の指導教員及び副指導教員等が行い、その

報告に基づいて、教授会が合否を判定し、９ヶ月後以降に学位を申請する資

格の可否を決定します。  
単位修得退学者は、在学中もしくは退学後に博士予備論文を提出し、その

審査に合格していれば、大阪大学大学院学則第１３条の規定に基づき、退学

後 ３ 年間の 所 定の期 間 に限り 、 博士論 文 を提出 し て課程 博 士の学 位 を申 請
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することができます。  
学位申請の際には、在学時の指導教員を通じて、申請に必要な書類等を入

手したうえで教務係に提出してください。（必要書類は、博士学位申請手続

き必要書類一覧を参照してください。）  
そ の 他 学位 申 請 に関 す る 手続 き に つい て は 、教 務 係 に問 い 合 わせ てくだ

さい。  
 

（（４４））博博士士論論文文のの審審査査基基準準ににつついいてて   
人文学研究科においては、博士論文の審査基準が「大学院人文学研究科における学位

論文に係る評価に当たっての基準について」として定められています。 
また，人文学専攻、日本学専攻基盤日本学コース及び芸術学専攻においては、「大阪

大 学大学院 人文学研 究科人文 学専攻、 日本学専 攻基盤日 本学コー ス及び芸 術

学専攻における博士学位申請論文の審査基準」が適用されます。 
最新の審査基準についてはHPを参照してください。 
https : / / l t .hmt.osaka-u .ac . jp / ja / campus/curr iculum/evaluat ion-cr i ter ia  
 

  

大大 阪阪 大大 学学 大大 学学 院院 人人 文文 学学 研研 究究 科科 人人 文文 学学 専専 攻攻 、、 日日 本本 学学 専専 攻攻 基基 盤盤 日日 本本 学学 ココ ーー スス 及及 びび   

芸芸 術術 学学 専専 攻攻 にに おお けけ るる 博博 士士 学学 位位 申申 請請 論論 文文 のの 評評 価価 基基 準準   

 
１ ．人 文 学 研 究 科 人 文 学 専 攻 、日 本 学 専 攻 基 盤 日 本 学 コ ー ス 及 び 芸 術 学 専 攻 に お け る 博

士 学 位 論 文 の 審 査 基 準 に つ い て は 、 大 阪 大 学 大 学 院 人 文 学 研 究 科 に お け る 博 士 学 位

論 文 の 審 査 に 関 す る 指 針 に よ る ほ か 、 こ の 内 規 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２ ． 博 士 学 位 申 請 論 文 （ 以 下 、 学 位 申 請 論 文 と い う ） は 申 請 者 自 身 の 単 著 で あ る こ と を

原 則 と し 、自 立 的 な い し 主 体 的 に 取 り 組 ん だ 研 究 の 成 果 で 、か つ 高 い 独 創 性 を 有 す る

も の で な け れ ば な ら な い 。そ の 内 容 に つ い て は 、過 去 に 公 表 さ れ た 本 人 以 外 の 論 文 な

い し 研 究 発 表 の 独 自 性 や ア イ デ ィ ア を 侵 害 す る 箇 所 を 含 ん で は な ら な い 。  

３ ． 学 位 申 請 論 文 は 、 十 分 な 学 術 的 価 値 を 有 す る 必 要 が あ る 。 学 術 的 価 値 と は 、 未 知 の

事 象・事 物 の 発 見 、新 し い 分 析 方 法 や 理 論 の 構 築・展 開 、新 し い 学 問 的 解 釈 や 概 念 の

提 出 な ど 、 人 類 の 「 知 」 の 地 平 を 拡 大 さ せ る よ う な 貢 献 を な す も の を 指 す 。  

４ ．学 位 申 請 論 文 は 、日 本 語 ま た は 各 専 門 分 野 で 指 定 し た 言 語 に よ り 執 筆 す る も の と し 、

題 目 は 本 文 と 同 じ 言 語 と す る 。本 文 に は 、研 究 の 背 景 や 目 的 、先 行 研 究 な い し 関 連 研

究 の 状 況 、論 文 の 中 核 を な す 研 究 内 容 の 位 置 づ け な い し 意 義 、さ ら に 結 論 と 要 旨 が 、

適 切 な 章 立 て に よ り 含 ま れ る も の と す る 。  

５ ． 博 士 の 学 位 を 受 け る 者 は 、 当 該 分 野 に 関 す る 十 分 で 広 範 な 知 識 を 有 し 、 独 立 し た 研

究 者 と し て 研 究 を 遂 行 で き る 学 力 と 、 研 究 成 果 を 外 部 に 発 表 で き る 能 力 を 有 す る 必

要 が あ る 。  

６ ．学 位 申 請 論 文 の 分 量 は 、課 程 博 士 の 場 合 は 四 百 字 詰 原 稿 用 紙 ３ ０ ０ 枚 程 度 を 基 準 と

す る が 、 論 文 博 士 の 場 合 は そ れ 以 上 と し 、 上 限 は 設 け な い 。  

７ ． 学 位 申 請 論 文 の 審 査 に 当 た っ て は 、 以 下 の よ う な 評 価 項 目 が 想 定 さ れ る 。 た だ し 、

ど の 項 目 を 重 視 す る か 、さ ら に ど の よ う な 項 目 を 追 加 す る か な ど は 、審 査 委 員 会 に 一

任 さ れ る 。  
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(1) テ ー マ の 選 択 、 な ら び に そ の テ ー マ に 即 し た 研 究 方 法 の 選 択 が 、 先 行 研 究

を 着 実 に 踏 ま え て 行 わ れ て お り 、 学 界 に お い て 一 定 の 評 価 が 得 ら れ る も の

で あ る 。  

(2) 選 択 し た テ ー マ と 研 究 方 法 に 従 っ て デ ー タ ・ 資 史 料 な ど を 的 確 に 収 集 ・ 処

理 し て い る 。  

(3) 研 究 資 料 で あ る 文 献 （ 原 典 史 料 ・ 文 学 作 品 な ど ） の 読 解 が 正 確 で あ り 、 分

析 ・ 解 釈 が 的 確 で あ る 。  

(4) 研 究 資 料 で あ る 文 物 （ 美 術 ・ 音 楽 ・ 考 古 資 料 な ど ） な い し 言 語 デ ー タ の 分

析 ・ 解 釈 が 的 確 で あ る 。  

(5) 新 し い 資 史 料 や 言 語 事 実 の 発 見 ・ 利 用 な ど 、 独 創 的 な 内 容 を 有 し て い る 。  

(6) 既 存 の 研 究 に 独 自 の 知 見 を 加 え た り 、 着 眼 点 の 斬 新 さ や 分 析 の 切 り 口 の 面

白 さ を 有 し て い る 。  

(7) 論 理 的 に 一 貫 し た 構 成 と 内 容 を 有 し 、 表 現 力 も 確 か で 、 全 体 的 に よ く ま と

ま っ て い る 。  

８ ． 学 位 申 請 論 文 は 、 前 項 の 評 価 項 目 に 照 ら し 合 わ せ 、 全 体 と し て 高 い 水 準 に あ る と 客

観 的 に 認 め ら れ る 成 果 、 具 体 的 に は レ フ ェ リ ー 制 度 の あ る 学 術 誌 掲 載 論 文 ２ 本 以 上

に 値 す る 成 果 を 含 む こ と を 基 準 と す る 。  

９ ．学 位 の 国 際 的 な 通 用 性・信 頼 性 と 、学 位 審 査 に 係 る 透 明 性・客 観 性 を 確 保 す る た め 、

他 大 学 、他 研 究 科 、他 専 攻 、他 コ ー ス 、な い し 他 専 門 分 野 等 の 委 員 を 積 極 的 に 登 用 し 、

そ の 上 で 「 公 開 の 口 頭 試 問 」（ 大 阪 大 学 大 学 院 人 文 学 研 究 科 人 文 学 専 攻 、 日 本 学 専 攻

基 盤 日 本 学 コ ー ス 及 び 芸 術 学 専 攻 学 位 授 与 に 関 す る 内 規 ） な い し 「 発 表 会 」（ 本 学 学

位 規 程 ） を 行 う こ と と す る 。  

１ ０ ．学 位 申 請 者 と 指 導 教 員 も し く は 関 係 教 員 と の 間 で 学 位 論 文 の 取 り 扱 い を め ぐ っ て

問 題 が 生 じ た 場 合 に は 、学 位 申 請 者 は 教 育 支 援 室 に あ る「 学 習 相 談 」窓 口 な ど を 利 用

す る こ と が で き る 。  

１ １ ． 本 内 規 を 外 部 に 周 知 徹 底 さ せ る た め に 、 必 要 な 条 項 を 『 学 生 便 覧 』 に 掲 載 す る と

と も に 、人 文 学 研 究 科 人 文 学 専 攻 、日 本 学 専 攻 基 盤 日 本 学 コ ー ス 及 び 芸 術 学 専 攻 の ホ

ー ム ペ ー ジ な ど で 公 開 す る こ と と す る 。  
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（（参参考考））博博士士後後期期課課程程研研究究指指導導関関係係書書類類・・博博士士学学位位論論文文等等提提出出ススケケジジュューールル   
審 査 手 続 き に つ い て は 、 掲 示 等 に も 注 意 し て く だ さ い 。  

44 月月   「研究計画書」の提出  
学生→指導教

員・教務係  
対象年次： １ ～ ３ 年次  

  所定の期日までに指導教員と教務係へ「研究計画書」を提出してください 。 

66 月月   「博士予備論文」の提出  学生→教務係  対象年次：３ 年次以降  

  
前年度までに「博士予備論文」を提出していない者が対象となります。  
博士予備論文題目届とともに提出してください。  

66 月月   「博士学位論文」の提出  学生→教務係  対象年次：３ 年次以降  

  

前年度 6 月までに博士予備論文を提出し、審査に合格した学生が対象となり

ます。  
学位申請様式を必要部数用意のうえ、指導教員とともに所定の期日までに教

務係へ提出してください。教務係で学位申請論文の受理後、人文学研究科 研

究推進室において、学位申請論文を３週間公開します。その後、審査委員 会

による審査を行います。  

1122 月月   「博士予備論文」の提出  学生→教務係  対象年次：２ 年次以降  

  
前年度までに「博士予備論文」を提出していない学生が対象となります。  
博士予備論文題目届とともに提出してください。  

1122 月月   「博士学位論文」の提出  学生→教務係  対象年次：３ 年次以降  

  

前年度 12 月までに博士予備論文を提出し、審査に合格した学生が対象とな

ります。  
学位申請様式を必要部数用意のうえ、指導教員とともに所定の期日までに教

務係へ提出してください。教務係で学位申請論文の受理後、人文学研究科 研

究推進室において、学位申請論文を３週間公開します。その後、審査委員 会

による審査を行います。  

22 月月   「 研 究 概 要 報 告 書（ 正・副 ）」の提 出  学 生 → 指 導 教 員  対象年次： １ ～ ３ 年次  

  
所定の期日までに指導教員へ「研究概要報告書」を提出してください。  
12 月 期に「博 士予備論 文」また は「博士 学位論文 」を提出 した学生 は、提

出不要です。  
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大阪大学大学院人文学研究科・文学研究科

（課程博士） 令和8年4月現在

申請時 審査後

1 学位論文受理願 様式文1-1 紙 1 ○

人文学研究科・文学研究科長宛

［論文タイトルに副題がある場合］下記を原則とします
（和文タイトル）
・改行の上、―（全角ダッシュ）を副題の前後に１つづつ付す
・書名は『　』で括る
（英文タイトル）
・主題と副題を「：（コロン）」でつなぎ改行は行わない
・書名はイタリックで表記する

紙 1 ○

電子データ
(Word)

1 ○

紙 1 ○

電子データ
(PDF)

1 ○

紙 1 ○

電子データ
(Word)

1 ○

任意様式

右記「備
考」欄の項
目を満たし
て下さい。

6
単位修得退学証明書
［単位修得退学者のみ］

紙 1
○

対象者
のみ

人文学研究科（豊中）教務係にて発行申込手続を行ってください。
（申し込みから発行までに約1週間程度かかります。）

冊子 1 ○

電子データ
(PDF)

1 ○

8 参考論文
審査員
数分

○
参考論
文があ
る場合
のみ

審査用に必要部数を用意してください。
審査用必要部数は、関係教員に確認してください。

紙 1 ○

電子データ
(Word)

1 ○

10

博士論文のインターネット
公表（大学機関リポジトリ
掲載）保留事由に係る報告
書

様式１１ 紙 1 ○
様式１０において「全文の公表の保留希望」を選択した場合は「インター
ネット公表（大学機関リポジトリ掲載）保留事由に係る報告書（様式
１１）」を提出してください。

11 学位記記載事項 様式文２ 紙 1部 ○
学位記に記載する氏名や生年月日の表記について確認します。
留学生の方は英文トランスクリプトに記載する氏名も記入してください。

12 誓約書 別紙 紙 1 ○

指導教員と著作権等に関する内容を相談のうえ提出してください。

論文タイトルに副題がある場合の注意点を上記１学位論文受理願の備考欄で
確認してください。

博博士士学学位位申申請請手手続続きき必必要要書書類類一一覧覧

４．提出した電子データの内容に変更が生じた場合は教務係に再提出してください。

9
博士論文のインターネット
公表（大学機関リポジトリ
掲載）確認書

様式１０

１．教務係に学位申請する際は、必ず関係教員を通じて行ってください。

　　申請の際は、必ず印鑑を持参してください。

２．課程博士の学位申請期限は、単位修得退学後３年以内（12月又は6月の所定期間内に限ります。）となります。

３．電電子子デデーータタははフファァイイルル形形式式をを確確認認しし、、提提出出ははUUSSBBメメモモリリにに入入れれてて提提出出ししててくくだだささいい。。

（注意事項）

数量は「１冊」としてください。
印刷公表（予定）年月日等が未定の場合は、以下すべての項目を「未定」と
してください。
論文タイトルに副題がある場合の注意点を上記１学位論文受理願の備考欄で
確認してください。

4000字程度を横書きで作成してください。
原則としてタイプ打ち（９ポイント　ＭＳ明朝体）で作成し、Ａ４版用紙２
枚以内で提出してください。
複数枚にわたる場合、左上ホッチキス止めしてください。

論文タイトルに副題がある場合の注意点を上記１学位論文受理願の備考欄で
確認してください。

日付は、学位記及び証明書等で確認の上、正確に記入してください。
また、外国人申請者は、外国籍用を使用し、各年月日は、必ず西暦で記入し
てください。

紙5 業績一覧

・著書、学術論文、口頭発表等の題目
・単著、共著の別
・発行書、発表雑誌又は発表学会等の名称
・発行、発表年月日
・ページ数（単行本の場合は、総ページ数ないし担当ページ数を明記してく
ださい。審査対象となる提出論文は、含めないでください。）

閲覧に耐えうるよう製本したものを用意して下さい。（簡易製本でかまいま
せんが、指導教員より指示がある場合はそれに従ってください。）
400字詰め300枚程度を基準としてください。
縦A４版が望ましい。
表紙及び背表紙に論文題目及び学位申請者氏名を必ず記載してください。
審査用に必ず別途必要部数を用意してください。
審査用必要部数は、関係教員に確認してください。

論文タイトルに副題がある場合の注意点を上記１学位論文受理願の備考欄で
確認してください。

7 主論文

1 ○

4 履歴書 様式４

3 論文内容の要旨 様式３

備　考

2 論文目録 様式２

必要書類等 様式 形式 部数
提出時期
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６６．．海海外外留留学学ににつついいてて  

 大阪大学では、交換留学（派遣）を含む学部生・大学院生の留学を推進しており、多くの海外

の大学と交流協定を締結しています。大阪大学が交流協定を締結し、授業料不徴収の取り決めを

結んでいる海外の大学へ交換留学した場合、大阪大学に在籍した形での留学となり、大阪大学に

授業料を払うことから、留学先大学での授業料を支払う必要はありません。 

 交換留学できる大学の概要については、協定校の留学情報などをとおして調べることができま

す。なお、文学部・人文学研究科では留学を推進するために国際連携室を設置し留学のサポート

を行っています。 

 留学先で取得した単位の認定を希望する場合は、留学前に指導教員と相談の上、教務係に「留

学計画書」を提出し、留学後に単位認定申請を行ってください。 

留学に必要な語学力やスケジュールなどを詳しくまとめた留学に関するパンフレットを作成し、

教務係窓口等で配布しています。詳しくは、国際連携室の案内（p.３３）を確認してください。 

 

【【海海外外渡渡航航届届シシスステテムム】】  ＵＵＲＲＬＬ：：  hhttttppss::////wwwwww..aabbrrooaadd..iicchhoo..oossaakkaa--uu..aacc..jjpp//ssyysstteemm//  

公私にかかわらず、海外に出かける場合は、上記ＵＲＬより必ず渡航情報を登録してください。 

 

 

７７．．授授業業にに関関すするるこことと  

学学生生へへのの連連絡絡方方法法及及びび連連絡絡先先のの変変更更ににつついいてて  

大学からの連絡は、原則として掲示板（ＫＯＡＮや下記の掲示板）により行われますので、必

ず確認してください。 

一度掲示した事項は周知されたものとして取り扱いますので、見見落落ととししたたたためめにに生生じじるる不不都都

合合・・不不利利益益はは学学生生自自身身のの責責任任ととななりりまますす。。  

授業料免除や奨学金の申請など、受付期間等が決められている場合は、期期間間終終了了後後のの受受付付はは一一

切切認認めめらられれまませせんんので、特に注意が必要です。  

なお、掲示板の設置場所は、下記の設置場所一覧のとおりです。 

また、緊急連絡や書類の送付などの必要が生じた場合には、届けられている住所・電話番号等

に連絡をすることがあります。 

そのため、在学中に自身の住所・電話番号、保護者や緊急連絡先の住所・電話番号が変更にな

った場合には、ＫＯＡＮで速やかに変更を行ってください。 

また、在学中に改姓や転籍が生じた場合については、教務係まで速やかに届け出てください。 

 

【【教教務務係係窓窓口口開開室室時時間間】】  

９：００～１１：３０及び１２：３０～１７：００（土日祝日を除く） 

※大学行事等により事前に予告の上、閉室することがあります。 
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注注意意！！！！ 

大大学学のの職職員員のの名名ををかかたたっってて皆皆ささんんのの現現住住所所をを問問合合せせるるよよううななここととがが多多発発ししてていいまますすののでで、、

そそののよよううなな問問合合せせががああっったた場場合合ににはは、、住住所所等等をを教教ええずずにに、、職職員員のの所所属属・・氏氏名名とと連連絡絡先先をを確確認認

ししたた上上、、学学生生セセンンタターー（（0066--66887799--77116622））ままでで連連絡絡ししててくくだだささいい。。  

 

【掲示板設置場所一覧】 

 設置場所 掲示内容 管理部署 

① 
文法経講義棟１階 

入口ホール 

１）教室関係 

２）時間割関係 

３）授業関係 

４）レポート・試験関係 

教務係 

② 文法経本館前 

１）奨学援助関係 

２）資格関係 
教務係 

３）就職関係 

４）教育支援室からのお知らせ 
教育支援室 

５）留学関係 

６）国際連携室からのお知らせ 
国際連携室 

７）研究推進室からのお知らせ 研究推進室 

③ 
文学部 

教務係前 

１）専修決定等の発表 

２）その他 
教務係 

 

  
  

 
 

法経講義棟  

文法経  
講義棟  

 
    ① 

 
日本学棟  

 
芸術研究棟  

 
文法経本館  

人文学研究科  
言語文化学専攻  

図書館  

教務係 ③ 

 ② 
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授授業業おおよよびび試試験験のの欠欠席席ににつついいてて  

 疾病、負傷、または忌引き等下記の事由に該当するやむを得ない理由により、授業を欠席し

てしまった場合には、後日できるだけ早く授業担当教員に申し出てください。 

欠席事由 配慮される期間 

学校感染症（学校保健安全法施行規則第１８条に規定

する感染症）を罹患したことにより出席停止の措置を

受けた場合 

学校保健安全法施行規則第１９条

に規定する出席停止の期間 

親族（２親等以内）が死亡した場合 配偶者・１親等…死亡日から起算し

て連続７日以内、２親等…死亡日か

ら起算して連続３日以内 

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づく

裁判員の選任手続きのため及び裁判員の職務に従事す

るため裁判所に出頭した場合 

裁判所に出頭した日 

居住地及び通学経路に係る特別警報が発令された場合 特別警報が発令された日 

教職課程の「教育（養護）実習」及び「介護等の体験」

に参加する場合 

「教育（養護）実習」及び「介護等

の体験」の期間 

  

履履修修登登録録ににつついいてて  

ＫＯＡＮにより履修登録を行ってください。 

登録期間はＫＯＡＮ掲示等で各学期の開始前に通知しますので必ず確認してください。 

 

【授業科目の分類及び名称】 

・春、夏、秋、冬学期の区分ごとに開講する授業科目： ターム科目 

・春～夏学期又は秋～冬学期の区分ごとに開講する授業科目： セメスター科目 

・春学期～冬学期にわたり開講する授業科目： 通年科目 

 

【履修登録上の注意】 

●同一曜日・時限の科目を重複して登録することは原則としてできません。 

●履修登録をせず受講した授業科目の成績は認定されません。 

●全学共通教育科目の履修方法等については、全学教育推進機構の指示に従ってください。 

●集中講義についても、開講される学期の履修登録期間内に登録してください。 

●その他、不明な点があれば教務係まで問い合わせてください。 

 

成成績績ににつついいてて  

各学期に履修した成績は所定の期日からＫＯＡＮにより確認できますので、必ず確認をしてく

ださい。なお、期日等については掲示等により通知します。 
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授授業業科科目目のの試試験験ににおおけけるる留留意意事事項項ににつついいてて  

人文学研究科の授業科目の試験等において次の不正行為を行った者については、教育

課程上の処分として、原則、当該学期に履修した人文学研究科の全授業科目の成績を無

効とするほか、大阪大学大学院学則等の規定に基づき、懲戒処分を行うことがあります。 

①持込を許可されたテキスト、ノート、辞書等以外のものを使用した場合 

②カンニングペーパーの使用等カンニングとみなされる行為を行った場合 

③代人受験とみなされる行為を行った場合 

④その他試験監督者の指示に従わない場合 

⑤授業担当教員が成績評価の対象として求めるレポート等の提出物において、他人の

論文、著作、レポート、ウェブサイト、インターネット投稿、講義配布物（公表・

未公表を問わない。）の一部又は全部を剽窃した場合 

  

成成績績疑疑義義申申しし立立ててににつついいてて  

成績評価について疑義がある場合は、所定の期間に限り、確認の申立てを行うことができます。

申請期間以外での申立は認められません。申請期間・手続き等、詳細についてはＫＯＡＮ掲示板

にて通知いたします。 

 

レレポポーートトのの提提出出ににつついいてて  

基盤日本学コースの科目に係るレポートについては、ＣＬＥ（授業支援システム）または人文

学研究科豊中事務部教務係窓口（文法経本館1階）設置のレポートボックスへの提出となります。

レポートボックスに提出する場合は必ず「レポート票」（教務係窓口にて配布。ＫＯＡＮの掲示

板でも入手可）を添付してください。「レポート票」の添付がないレポート及び提出期間後のレ

ポートについては、原則として受理しません。 

また、レポートの提出期限等は担当教員または掲示で確認してください。 

 

国国内内協協定定大大学学ででのの単単位位修修得得ににつついいてて  

神戸大学（文学部・人文学研究科）、大学コンソーシアム大阪、放送大学との間で単位互換協

定を結んでいます。このことにより、神戸大学（文学部・人文学研究科）、大学コンソーシアム

大阪に加入する大学等、放送大学が提供する授業科目を履修できます。 

この制度により修得した単位の中で、文学部・人文学研究科で認められた単位については、卒

業（修了）の単位に認められます。なお、必ず認められるわけではありませんので、注意してく

ださい。 

履修方法等の詳細については、ＫＯＡＮ掲示板にてお知らせします。 

 

８８．．教教員員ののオオフフィィススアアワワーーににつついいてて  

文学部（人文学研究科）では、専任教員のオフィスアワーを設けています。各教員のオフィス

アワーについては、人文学研究科のホームページで公開しています。 
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９９．．休休学学・・退退学学等等ににつついいてて  

在学中にやむを得ない事由により修学が困難になり修学を休止（休学)する場合、進路変更等に

より退学することになった場合は、学部長・研究科長に許可を得て休学、退学をすることができ

ます。 

学籍の異動手続きは、願い出の内容を審議するなど、時間を要しますので、原則として、異動

日の２ヶ月前から１ヵ月前の期間内に教務係で手続きを行なってください。 

また、休学や退学等についての相談は、教務係や教育支援室で行っていますので、気軽に相談

してください。 

 

１１００．．除除籍籍・・復復籍籍ににつついいてて  

大阪大学では、授業料を５月と１１月の２期に分けて納入することになっており、所定の授業

料の納入を怠り、督促をうけてもなお授業料を納入しない学生については、大学は除籍すること

ができると規定しています。（学部学則第３２条、大学院学則第３３条を参照してください。） 

このことから、本学では年度末において授業料を納入していない学生について、当該年度末を

もって除籍をしています。除籍は、本学に在籍できなくなるという極めて重い処分でありますの

で、授業料はすみやかに納入してください。 

なお、授業料未納により除籍となった学生の救済措置として、除籍措置を受けた後の適当な期

間を定め、その期間内において未納の授業料を納入することを条件として、復籍できることとし

ています。 

また、授業料の納入については、p.６８「８．授業料の納入について」で確認してください。 

 

１１１１．．長長期期履履修修学学生生制制度度ににつついいてて  

以下の申請資格を満たす大学院生が標準修学年数（博士前期課程：２年、博士後

期課程３年）を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することができ

るよう「長期履修学生制度」を設けています。   
 

（（１１））申申請請資資格格   
①定まった職業を有する者  

正規雇用・非正規雇用にかかわらず、恒常的に勤務している者、または勤務

する予定にある者をいう。なお、恒常的な勤務とは、原則、一事業所におい

て、週３０時間程度勤務している者、あるいは勤務すると認められる者とす

る。ただし、外国人留学生を除きます。  
②出産の予定のある者及び育児又は子の養育を行う必要のある者 

出産の予定のある者とは、申請時において妊娠している者をいう。育児又は

子の養育を行う必要のある者とは、義務養育終了年度までの子の育児又は養

育を行う必要がある者をいう。 

③介護を行う必要のある者  
親族の介護を行う必要があると認められる者をいう。  
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④その他、長期に履修することが教育研究上必要と認められる者  
心身の障がい、もしくは疾病等により、標準修業年限で修了することが困難

であると認められる者、あるいは指導教員（入学前においてはその予定教員）

が研究上特に必要であると認めた者をいう。  
  

（（２２））申申請請手手続続きき等等ににつついいてて   
長期履修制度は、入学時・進学時だけでなく、在学中の年度のはじめから適用

することができます。申請手続にあたっては、指導教員と相談のうえ、教務係が

指定する期日（前年度２月頃）までに所定の様式により願い出てください。ただ

し、長期履修制度申請時に標準修業年数の残りが１年未満である者は申請するこ

とができません。  
長期履修期間は、在学年限（博士前期課程：４年、博士後期課程：５年）の範

囲内で選択することができます。  
 

（（３３））長長期期履履修修期期間間のの変変更更等等ににつついいてて   
長期履修を認められた学生（以下「長期履修学生」という。）が事情により履修

期間の短縮を願い出る場合は、前年度の教務係が指定する期日までに願い出なけ

ればなりません。ただし、特別な事情がある場合には、指定する期日以外の時期

においても履修期間の短縮を願い出ることができます。  
 

（（４４））長長期期履履修修学学生生のの授授業業料料ににつついいてて   
長期履修学生の授業料及び授業料の徴収方法については、大阪大学学生納付金

規程の規定によります。  
その他、長期履修制度に関する手続きについては、教務係にお問い合わせくだ

さい。  
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ハハララススメメンントト防防止止へへのの取取りり組組みみ  
  

大学キャンパスは学部生、大学院生、研究生、科目等履修生をはじめとする各種学生、非常勤講

師を含む教員、非常勤職員を含む事務職員、さらに厚生施設で働く人々など大学で学び働くすべて

の人々を構成員とするコミュニティです。ここは、構成員全員が平等に能力を発揮し、対等にコミ

ュニケーションのできる場所でなくてはなりません。 

私たち大阪大学文学部・人文学研究科では、このような認識に立って「ハラスメント問題委員会」

を組織し、ハラスメントを防止するための啓発活動を行っています。また、委員会では委員長及び

副委員長を除く委員全員が相談員としてセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメン

ト、パワー・ハラスメントについての相談に応じています。相談に際しては、相談者のプライバシ

ーを固く守り、相談者の意思に応じて、事実関係の確認・調査、調停、学部長・研究科長へ適切な

措置・処分を要請することなど、迅速な対応をします。 

学生生活の中で不幸にして上記のハラスメントの被害にあうなどの問題があった場合は、一人で

悩まず、友人などにも相談するとともに、困難を解決するために相談員に相談してください。 

どういうことがハラスメントに該当するか、どう対処すればよいのかなどの詳細については、リ

ーフレット「やめよう・とめよう ハラスメント」をご覧ください。リーフレットはガイダンス時

に配布するほか、教務係の窓口前にあります。 

 

ハラスメント相談室 

大阪大学では全学対象のハラスメント相談室を豊中、箕面および吹田のキャンパスに開設して

います。文学部・人文学研究科の委員会に相談しにくいと思ったときは、ここに相談することが

できます。この相談室では、専門相談員（カウンセラー）と全学相談員が電話や面談で相談を受

け付けています。相談員は、相談者の名誉やプライバシーを固く守ります。ハラスメントの被害

にあったり、みかけたりした場合は遠慮なく相談してください。詳しくは、大学ホームページを

ご覧ください（「大阪大学」「ハラスメント相談室」と検索してください）。 
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研研究究推推進進室室のの案案内内  
 

研究推進室は文学部・人文学研究科の研究面でのサポートを担当しています。 

具体的には、隣接する学生自習室、印刷・製本室の管理運営のほか、学術情報収集発信の場とし

て、図書・雑誌にかかわる業務、『大阪大学大学院人文学研究科紀要』・『待兼山論叢』の刊行にかか

わる業務、教員研究員公募・研究助成関連の情報提供、科学研究費助成事業や日本学術振興会特別

研究員への応募のサポート、若手研究者の学会発表等を奨励する補助事業、主に大学院生を対象と

した外国語論文発表補助事業（校閲費補助）なども行っています。コピー機（USB メモリ使用不可）、

シュレッダー、スキャナを備えており使用できます。※金曜日は閉室していますが、コピー機等は

隣の学習自習室から入室し、使用できます。 

    場所：文法経本館１階北側（文学部側正面玄関を入って左側） 

  開室時間：月曜日～木曜日  10:00～16:30 

（大学の活動方針により、変更となる場合があります。） 

 

学学生生自自習習室室  

    場所：研究推進室東側 

  開室時間：月曜日～金曜日 10:00～16:30 

（大学の活動方針により、短縮開室となる場合があります。土曜日曜、祝日は閉室。夏季休業

期間、年末年始、入学試験の前日等も、臨時閉室とすることがあります。） 

一般の辞書、事典、図鑑、専門分野に関連する参考図書、最新の寄贈雑誌や購入雑誌なども閲覧

でき、落ち着いて学習できるスペースとなっています。資料の一時貸出もできます。貸出期間は、

一般図書が１週間、参考図書と雑誌は当日の閉室時間までとなります。 

また、貸出用パソコン（ノートパソコン１台、デスクトップパソコン１台）を設置しています。

利用される場合は、カウンターへお申し出ください。 

 

印印刷刷・・製製本本室室  

    場所：文法経本館１階北側（学生自習室の向かい側廊下奥） 

デジタルフィルムスキャナー、製本機、裁断機、印刷機、紙折機、穿孔機などさまざまな機器類

を備えつけています。学生自習室のカウンターで記名の上、鍵の貸出しを受けて使用してください。

開室時間は学生自習室に準じます。 

          

     

 

 

 

 

 

 
学生自習室              印刷・製本室  
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教教育育支支援援室室のの案案内内  
 

教育支援室は、文学部・人文学研究科の学生の皆さんの学習・生活・就職に関わる情報を提供し、

皆さんの多様な活動をサポートするための部屋です。現在主に次のような活動を行っています。 

 

・学習・生活相談の受付  

・ＴＡ（ティーチング・アシスタント）に関する情報提供  

・就職情報誌や求人情報などの就職に関する情報提供  

・就職活動のサポート講座、業界研究セミナーなどの開催 

・パソコンを設置して、学生の皆さんの就職活動や自習などに利用してもらうこと 

・就職活動に役立つ書籍や、採用試験対策に関する書籍・問題集の貸し出し 

・大学院入試問題の閲覧  

 

教育支援室には、職員が常駐しており、 皆さんのお手伝いをしたり、困った時の相談に対応しま

す。Wi-Fi 環境も整備しており、自習やオンライン授業を受講するなど、学習スペースとしての利

用もできます。学生の皆さんの役に立つ、居心地のよい空間を作れるように心がけていますので、

皆さんの利用をお待ちしています。 

 

場場所所・・開開室室時時間間  

場  所：文法経本館１階（文学部側の正面入口 

     を入って左側にあります。） 

開室時間：月曜日、金曜日 9:30～17:00 

     火曜日、水曜日、木曜日 9:30～19:00  

     （祝日は閉室） 

     ※夏季休暇など臨時閉室することや、 

      午後５時以降閉室することがあります。 

設  備：学生用パソコン８台(Windows６台・Mac２台）／プリンター／ミーティングスペース／ 

     就職関係の雑誌・書籍／求人票／就職活動ガイドブック／日本経済新聞 

     書籍の利用：貸し出し期間は 1 週間です。 

教育支援室ＨＰ：https://www.let.osaka-u.ac.jp/bigaku/info/room.pdf 

 

リリササーーチチ・・ココモモンンズズ  

文法経講義棟１階にリサーチ・コモンズがあり、学習やミーティングに利用することができま

す。使用時間は、8：00～20：00 です。 

※学部生・大学院生が使用責任者となる場合に、利用の１週間前までに申請すれば、学習やミ

ーティング、課外活動のために占有利用をすることができます（ただし、正課授業での利用

を優先しますので、申請が認められないこともあります）。詳細については、教育支援室に問

い合わせてください。 
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就就職職支支援援事事業業ににつついいてて  
 

文学部・人文学研究科では、教育支援室（文法経本館１階）のなかにキャリア支援部門を設け、

学部生・大学院生の就職活動をサポートするさまざまな事業をおこなっています。 

 

【就活サポート講座】 

就職活動を始める学生がスムーズに活動を進めることができるように、最新の情報提供や活動

対策などの講座を、就職情報会社の協力を得て、年に４回程度開催します。 

（全ての学年の学生が参加可） 

 

・最新の企業採用情報、就職活動スケジュール 

・インターンシップの対策、エントリーシート対策 

・オンライン選考や WEB 面接対策 

・集団面接対策 

 

【業界研究セミナー】 

これまで文学部からの採用実績がある企業などに、各業界についての業務内容や業界の特徴等

を説明していただきます。質問にもお答えいただけます。 

 

【求人情報の提供】 

文学部・人文学研究科に届いた求人票（主に、教員採用や学芸員採用）や企業情報を閲覧して

いただけます。同様の情報はＫＯＡＮにも掲載しています。 

 

【就活本・就活雑誌】 

最新の会社四季報や業界研究マニュアル、Web 試験・面接対策、公務員試験・教員採用試験対

策に関する書籍・問題集などを貸し出しています。また、日経新聞も常置しています。 

就活サポート講座等は、ポスター等の掲示物で案内するほか、ＫＯＡＮ、就職支援システム、

人文学研究科ホームページ（https://www.let.osaka-u.ac.jp）に情報をアップします。また同ホ

ームページには、過去の就職実績データも掲載しています。その他、不明な点は教育支援室でお

尋ねください。 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

就活スタートアップ講座             実践！模擬面接 
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学学習習・・生生活活相相談談デデススククににつついいてて  
  

文学部・人文学研究科では、教育支援室（文法経本館１階）のなかに学習・生活相談デスクを設

けています。 
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国国際際連連携携室室のの案案内内  
  

国際連携室は、学生の国際交流に関わる業務を担当しています。 

海外からの学生受入れについては、留学生の日本での学生生活をサポートしています。また、留

学生だけでなく、文学部・人文学研究科の学生が参加できる行事も実施しています。 

学生の海外派遣については、以下の交換留学や語学研修などをご案内しています。パンフレット

等もお渡しできますのでご活用ください。 

また、留学に向けた英語力アップのために色々な支援を行っています。TOFEL、IELTS 等の英語検

定試験のための資料だけではなく、英語力向上のための英語集中講座、英語能力判定試験受験料の

補助（一部）、検定試験受験に必要なアドバイスを受けられます。また、当学部・研究科で学ぶ学部

生・院生が英語でそれぞれの専門分野で研究発表できるように添削等の補助を行うほか、海外の若

手研究者と意見交換・討論できる機会も提供しています。 

 

●交換留学制度 

 大阪大学または文学部・人文学研究科が学生交流協定を締結している大学への交換留学です。 

〇大学間協定校 

 大阪大学と学生交流協定を締結している大学一覧(2026 年 2 月 1 日現在 159 件)は以下のペ

ージでご確認いただけます。 

 https://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/action/exchange 
〇部局間協定校 

 文学部・人文学研究科と学生交流協定を締結している大学 

イギリス イーストアングリア大学 

イタリア ウーディネ大学 法学部 

ポーランド ヤギェロン大学 国際政策学部 

スウェーデン ウプサラ大学 神学部  ＊博士前期・修士のみ 

ドイツ 
ハイデルベルク大学 日本学研究所 

ゲッティンゲン大学 社会科学部 

フランス パリ・シテ大学 ★ 

チェコ 
パラツキー大学 文学部 

プラハ・カレル大学 哲学部 

台湾 国立台湾師範大学 文学院・国際与社会科学学院 

韓国 韓国芸術綜合学校演劇院 

中国 
上海戯劇学院  *大学院生のみ 

西北大学 文化遺産学院★ 

 
★ マークが付いている協定校の場合、国際連携室へ要相談！ 
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●奨学金情報 

 奨学金情報は、順次、大学のホームページ、ＫＯＡＮ等で案内されます。 

 大阪大学ＨＰ » 国際交流・留学 » 大阪大学から海外留学したい方 » 留学助成制度 

 https://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/outbound/scholarship  
 ○文学部の奨学金 教育ゆめ基金 

交換留学する文学部学生を対象とした奨学金です。１年に２回募集します。 

文学部ＨＰ » 国際交流 » 海外留学・研修 » 交換留学(部局間)について≫「４．教育ゆ

め基金」 

https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/international/exchange/inter-faculty 
 ○その他の奨学金 

＊日本学生支援機構「海外留学の奨学金」 

 https://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_other/   
＊「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～」 

 https://tobitate-mext.jasso.go.jp/ 
 

●短期語学研修  

 海外の大学で数週間の語学研修を受けるプログラムです。 

 詳しくは以下の HP の「短期語学研修」をご確認ください。 

 https://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/outbound/ex_students.html 
 
 

場場所所・・連連絡絡先先・・開開室室時時間間  

場所 文法経本館 1 階  連絡先 inter@let.osaka-u.ac.jp 
開室時間 【授業期間】月～金 10：00～17：00  

      ＊授業期間以外は開室時間を変更する場合がありますのでご注意ください。 
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教教育育職職員員免免許許状状のの取取得得ににつついいてて  
 

 教育職員免許状（以下「免許状」という）を取得するためには、学部及び大学院で、志望する学校の

種類（中学校、高等学校、中等教育学校）や免許教科により教育職員免許法等の法令が定める授業科目

を修得し、同法令が定める免許状交付申請手続きをとる必要があります。 

 

１１．． 文文学学部部・・人人文文学学研研究究科科でで取取得得ででききるる免免許許状状のの種種類類  

免許状の種類 高等学校教諭一種免許状 中学校教諭一種免許状 

文学部 
国語・地理歴史・公民・ 

英語・ドイツ語・フランス語 

国語・社会・英語・ドイツ語・ 

フランス語 

免許状の種類 高等学校教諭専修免許状 中学校教諭専修免許状 

人文学研究科 

人文学専攻 

地理歴史・公民・英語・ 

フランス語 
社会・英語・フランス語 

人文学研究科 

日本学専攻基盤日本学コース 
地理歴史・国語 社会・国語 

人文学研究科 

芸術学専攻 
地理歴史 社会 

 

 免許状は学校種別に分かれており、免許状は教科別に授与されます。 

 大学において教育職員免許法令に定める単位を修得した者には、教育委員会に対して所定の申請手

続きをすることにより、それぞれ相当の免許状が授与されます。 

  

２２．． 教教職職課課程程のの履履修修方方法法  

 免許状取得のために要する科目は、４月初旬にＫＯＡＮ掲示板に掲載する科目表で確認してください。 

 

３３．． 注注意意事事項項  

一種免許を取得のためには学部で開講している科目を履修する必要があります。一種免許の取得希望

者は教務係へ問い合わせください。 

 

学学芸芸員員のの資資格格認認定定ににつついいてて  

  
学芸員とは、博物館法に基づく博物館の専門的職員です。学芸員は、博物館の資料の収集、保

管、展示および調査研究その他これと関係する事業について専門的事項を担当します。 
学芸員の資格を取得するためには、学士の称号を有し、大学において文部科学省令（博物館法

施行規則）で定める博物館に関する科目の単位を修得しなければなりません。 
 

  学芸員資格に関する科目は文学部で開講されていますので、取得希望者は教務係まで問い合わ

せください。 
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専攻 コース

舟 場 保 之 嘉 目 道 人 三木 那由他 下 山 千 遥

望 月 太 郎 小 門 穂

(兼) 中 村 征 樹

(兼) 平 川 秀 幸

堀 江 剛 小西 真理子

(兼) ほんま なほ 西 村 高 宏

辛 賢 白 井 順

堂山 英次郎 名 和 隆 乾

松 井 太 多 賀 良 寛 重信 あゆみ

田口 宏二朗

河上 麻由子

栗 原 麻 子 山 中 美 潮

前 川 一 郎 河 合 信 晴

中 谷 惣

佐 藤 廉 也 手代木 功基

大 呂 興 平

中国文学 林 暁 光

片 渕 悦 久 馬 渕 恵 里 HARVEY PAUL

山 田 雄 三 （外国人教 師）

森 本 道 孝

三 谷 研 爾

吉田 耕太郎

山 上 浩 嗣 平 光 文 乃

　

石 割 隆 喜 鈴 木 暁 世

橋 本 順 光

三 谷 研 爾

田 中 英 理 本 田 隆 裕 大 谷 修 樹

黄 竹 佑

宇野田 尚哉 安 岡 健 一

北 村 毅 中 嶋 泉

市 大 樹 古 結 諒 子 北泊 謙太郎

伴 瀬 明 美

野 村 玄

髙 橋 照 彦 中久保 辰夫 木 村 理

滝 川 幸 司 浅 井 美 峰 黄 夢 鴿

斎 藤 理 生 北 﨑 勇 帆

岸 本 恵 実 宮本 祐規子

渡 邊 英 理

三 宅 知 宏 原田 走一郎

高 木 千 恵 阿久澤 弘陽

眞 野 美 穂

LAMBRECHT
NICHOLAS MAHOOD

東 条 佳 奈

考古学

テ
ク
ス
ト
表
現
論

基
盤
日
本
学

フランス文学

日
本
学
専
攻

講座外

講座外

基盤日本語学

文
学

日本文学・
日本語史学

専門分野

インド学・
仏教学

東洋史学

科学技術社会論

臨床哲学

西洋史学

哲学哲学史

人文地理学

現代日本学

中国哲学

テクスト環境論

ドイツ文学

英米文学

比較・対照言語学コース

日本史学

人人文文学学研研究究科科（（人人文文学学専専攻攻・・日日本本学学専専攻攻基基盤盤日日本本学学ココーースス・・芸芸術術学学専専攻攻））
教教員員名名簿簿

教授 准教授 講師/特任教員等 助教

哲
学

人
文
学
専
攻

グ
ロ
ー

バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

・
地
理
学
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宇野田 尚哉 安 岡 健 一
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滝 川 幸 司 浅 井 美 峰 黄 夢 鴿

斎 藤 理 生 北 﨑 勇 帆

岸 本 恵 実 宮本 祐規子

渡 邊 英 理

三 宅 知 宏 原田 走一郎

高 木 千 恵 阿久澤 弘陽

眞 野 美 穂
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テ
ク
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表
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論
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日
本
学

フランス文学

日
本
学
専
攻

講座外

講座外

基盤日本語学

文
学

日本文学・
日本語史学

専門分野

インド学・
仏教学

東洋史学

科学技術社会論

臨床哲学

西洋史学

哲学哲学史

人文地理学

現代日本学

中国哲学

テクスト環境論

ドイツ文学

英米文学

比較・対照言語学コース

日本史学

人人文文学学研研究究科科（（人人文文学学専専攻攻・・日日本本学学専専攻攻基基盤盤日日本本学学ココーースス・・芸芸術術学学専専攻攻））
教教員員名名簿簿

教授 准教授 講師/特任教員等 助教

哲
学

人
文
学
専
攻

グ
ロ
ー

バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

・
地
理
学

専攻 コース 専門分野

人人文文学学研研究究科科（（人人文文学学専専攻攻・・日日本本学学専専攻攻基基盤盤日日本本学学ココーースス・・芸芸術術学学専専攻攻））
教教員員名名簿簿

教授 准教授 講師/特任教員等 助教

桑木野 幸司 古後 奈緒子 福島 可奈子

輪 島 裕 介 東 志 保

高 安 啓 介 東 志 保

渡 辺 浩 司 西 井 奨

田 中 均

輪 島 裕 介 鈴 木 聖 子 伊 藤 寧 美

中 尾 薫

(兼) 伊 東 信 宏

古後 奈緒子

(兼) 横 田 洋

岡 田 裕 成 藏 田 愛 子

桑 木 野 幸 司

門脇 むつみ

池 上 裕 子

(兼) 植田 彩芳子

髙 橋 照 彦 中久保 辰夫 木 村 理

吉 賀 夏 子 髙 橋 綾

松 尾 哲 也 菅 原 裕 輝

(兼) 家 島 明 彦 秦 秀 美

東 条 佳 奈

LAMBRECHT
NICHOLAS MAHOOD

草 野 友 子

留学生専門教育

国際交流センター

令和８年４月１日現在

人文学林

音楽学・演劇学コース

アート・メディア論

埋蔵文化財調査室

美学・文芸学コース

芸
術
学
専
攻

日本東洋美術史・
西洋美術史コース

懐徳堂研究センター
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・・学学  生生  心心  得得  

  

・・年年間間ススケケジジュューールル  

・・学学年年暦暦  

・・学学位位ププロロググララムム「「応応用用日日本本学学」」  

・・履履修修要要項項  

・・授授業業科科目目表表  

・・標標準準的的履履修修例例  

・・研研究究指指導導ププロロググララムム  

・・学学修修にに関関すするる事事項項・・そそのの他他のの手手続続きき及及びび提提出出書書類類  

・・研研究究指指導導／／授授業業担担当当教教員員  

・・学学術術交交流流協協定定にに基基づづくく外外国国のの大大学学へへのの留留学学ににつついいてて  

応応用用日日本本学学ココーースス 
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(2026年4月1日～2027年3月31日)

月　日　(曜) 行　事　等

4月1日(水) 4月2日(木) 春季入学式

4月9日(木) 4月3日(金) 新入生オリエンテーション(4月入学者)

4月10日(金) 4月1日(水)～21日(火) 春～夏学期履修登録

4月中 ［D3⑩］博士論文題目の提出期限

［M2⑩］修士論文題目の提出期限

4月30日(木) いちょう祭準備(授業休講)

5月1日(金)～5月2日(土) いちょう祭(授業休講)

5月3日(日) いちょう祭後片付け

6月中旬※ [D3⑩]博士論文の提出期限

6月中 [D1⑩]博士論文第1次中間発表会

7月中旬※ [M2⑩]修士論文の提出期限

7月下旬 [D3④]博士論文最終発表会

8月10日(月) 8月12日(水)～14日(金) 集中講義期間

8月15日(土) 9月上旬～10月上旬 [M2④]修士論文最終発表会

9月～10月中 [D2④]博士論文第2次中間発表会

[M1⑩]修士論文中間発表会

9月18日(金)～10月9日(金) 秋～冬学期履修登録

9月30日(水) 9月終り～10月初め(予定) 新入生オリエンテーション(10月入学者)

10月1日(木) 10月中 [D3④]博士論文題目の提出期限

[M2④]修士論文題目の提出期限

10月31日(土) 大学祭準備

11月1日(日)～3日(火) 大学祭

11月4日(水) 大学祭後片付け(授業休講)

12月中 [D1④]博士論文第1次中間発表会

12月25日(金) 12月中旬※ [D3④]博士論文の提出期限

12月28日(月)

令和9年

1月3日(日)

1月4日(月) 1月中旬※ [M2④]修士論文提出期限

1月中 [D3⑩]博士論文最終発表会

1月15日(金) 授業休講(大学行事のため)

2月8日(月)

2月9日(火)～2月11日(木) 集中講義期間

3月中 [M2⑩]修士論文最終発表会

3月～4月中 [D2⑩]博士論文第2次中間発表会

[M1④]修士論文中間発表会

※修士論文・博士論文の提出期限については別途案内

学　　期

【
春
～
夏
学
期
】

2026(令和8)年度　人文学研究科日本学専攻(応用日本学コース)年間スケジュール

【
秋
～
冬
学
期
】

【凡例】[M1④]は博士前期課程1年生・4月入学者を、[D3⑩]は博士後期課程3年生・10月入学者を示す

春
～
夏
学
期

授
業
期
間

春
季
休
業

夏
季
休
業

秋
～
冬
学
期

授
業
期
間

冬
季
休
業

秋
～
冬
学
期

授
業
期
間

春
季
休
業

春
～
夏
学

授
業
期
間

冬
季
休
業

春
季
休
業

春
～
夏
学

授
業
期
間

冬
季
休
業
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令和８（2026）年度　学年暦
【大阪大学外国語学部・人文学研究科（外国学専攻、日本学専攻応用日本学コース）・

言語文化研究科（言語社会専攻、日本語・日本文化専攻）】
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⑧ ⑧
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学位プログラム「応用日本学」 

教育目標 
 

学位プログラム「応用日本学」は、大阪大学と⼈⽂学研究科の教育目標のもと、次のような能⼒を⾝
につけた⼈材を養成することを目的とします。 
 
・⽐較や交流の観点から日本を世界的視野のうちに捉え、日本語・日本⽂化を通して日本と世界を結ぶ

とともに、⼈類の抱えるグローバルな課題に対しても日本研究の最先端の知⾒に基づいて積極的な発
信を⾏うことのできる⼈材 

・研究成果を国内外に向けて発信し社会実装することのできる⾼度な俯瞰⼒、デザイン⼒及びコミュニ
ケーション⼒を⾝につけた⼈材 

 
 ⽐較日本学分野、応用日本語学分野、日本語教育学分野の 3 分野から成る学位プログラム「応用日本
学」は、博⼠前期課程及び博⼠後期課程を通じて、上記の能⼒を兼ね備え社会の多様な分野のプロフェ
ッショナルとして活躍し得る⼈材の育成に取り組みます。 
 
【博士前期課程】 
○最先端かつ⾼度な専門性と深い学識 
 学位プログラム「応用日本学」においては、⽐較や交流の観点から日本を世界的視野のうちに捉え、
その観点から日本語・日本⽂化についての専門的理解を深めるとともに、先端的かつ⾼度に専門的な日
本語・日本⽂化の理解に⽴脚して実践的に日本と世界を結ぶことにより、日本研究の領域から⼈⽂学の
新たな展開に貢献します。 
○⾼度な教養 

日本の⾔語や⽂化についての⽐較や交流の観点からの豊かな知⾒を基礎としつつ、現代にふさわしい
⾼度な情報リテラシーを培い、また複眼的、俯瞰的に思考する訓練を積むことで、対象を多角的に評価
できる⼒を養います。 
○⾼度な国際性 

豊かで論理的な日本語能⼒、日本の⾔語や⽂化についての⽐較や交流の観点からの豊かな知⾒を基礎
としつつ、豊かなコミュニケーションを実らせる⾼度な多⾔語運用能⼒、そして他者や異⽂化に対する
鋭敏な感受性と深い理解⼒を涵養します。 
○⾼度なデザイン⼒ 

3 つの分野の特⻑を縦横に組み合わせ、日本研究の新たな展開に貢献し、その成果を国内外で発信し
社会実装するためのデザイン⼒を養います。 
 
【博士後期課程】 
○最先端かつ⾼度な専門性と深い学識 
 学位プログラム「応用日本学」においては、⽐較や交流の観点から日本を世界的視野のうちにしっか
りと位置づけ、その観点から日本語・日本⽂化についての専門的理解を深めるとともに、先端的かつ⾼
度に専門的な日本語・日本⽂化の理解に⽴脚して実践的に日本と世界を結ぶことにより、日本研究の領
域から⼈⽂学の新展開を先導します。 
○⾼度な教養 

日本の⾔語・⽂化・社会・歴史・⽂学などについての深い学識を基盤として、現代にふさわしい⾼度
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な情報リテラシーを⾝につけ、また複眼的、俯瞰的に思考する⾼度な能⼒を養うことで、対象を多角的
に評価し新たな価値を創造できる⼒を養います。 
○⾼度な国際性 

豊かで論理的な日本語能⼒、日本の⾔語や⽂化についての深い学識を基盤として、豊かなコミュニケ
ーションを実らせる⾼度な多⾔語運用能⼒、他者や異⽂化に対する鋭敏な感受性と深い理解⼒、さらに
は⾃⾝の研究成果を広く国際発信しグローバルな知的貢献をなしうる能⼒を涵養します。 
○⾼度なデザイン⼒ 

3 つの分野の特⻑を縦横に組み合わせ、日本研究の新たな地平を切り開き、その成果を国内外で発信
し社会実装して、日本研究の⽴場からイノベーションに貢献するためのデザイン⼒を養います。 
 

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 
 学位プログラム「応用日本学」は、大阪大学と⼈⽂学研究科のディプロマ・ポリシーのもと、日本語・
日本⽂化についての深い理解に⽴ちつつ学際的・国際的視野から新たな学術的成果を⽣み出しそれを実
践的に社会実装するための修練を積み、伝統的かつ最先端の⼈⽂学の知⾒や、日本の⾔語と⽂化に関す
る⾼度な専門性と深い学識、教養・国際性・デザイン⼒に関する下記の能⼒や学識を⾝につけ、所定の
単位を修得し、学位論⽂の審査及び最終試験に合格した学⽣に対し、博⼠前期課程では修⼠（日本語・
日本⽂化または学術）、博⼠後期課程では博⼠（日本語・日本⽂化または学術）のいずれかの学位を授与
します。 
 
【博士前期課程】 
○最先端かつ⾼度な専門性と深い学識 
・明解な論旨で⼀貫した構成の論⽂をまとめる確かな論述能⼒と豊かな⽂章表現⼒を有し、日本学に関

わる⾼度な専門的知識を⾝につけ、先端的な研究に取り組んでいる。 
・広い視野に⽴って研究を遂⾏し、学際的視点からみずからの研究成果を位置づけることのできる深い

学識を有している。 
○⾼度な教養 
・学問全般にわたる幅広い教養と、⾃⽴した研究者ならびに⾼度専門職業⼈に必要な総合的な⼈⽂学的

教養、また日本を含む世界の⾔語・⽂化・社会・歴史等に関する学際的で現代的な教養を有している。 
○⾼度な国際性 
・国際的視野に⽴って研究を遂⾏し、グローバルな⼈⽂学の展開のなかにみずからの専門的な研究成果

を位置づけることができるとともに、それを国際的に発信するための⾔語能⼒とコミュニケーション・
スキルを⾝につけている。 

○⾼度なデザイン⼒ 
・日本学の各分野において、本質的に重要な課題を発⾒し、データや資料の的確な収集・分析を通して、

解決の道筋を構想できる能⼒を有している。 
・国内外のステークホルダーと的確にコミュニケーションを交わし、みずからの研究成果を社会実装す

る道筋を構想できる俯瞰⼒、デザイン⼒、コミュニケーション⼒を有している。 
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【博士後期課程】 
○最先端かつ⾼度な専門性と深い学識 
・明晰な論述能⼒を⾝につけ、⾃⽴した研究者ならびに⾼度専門職業⼈に必要な、⾼度な専門性と⾼度

な研究能⼒を有し、先端的で独創的な研究に取り組んでいる。 
・広い視野に⽴って独創的な研究を遂⾏し、学際的視点からみずからの先端的かつ⾼度に専門的な研究

成果を積極的に位置づけることのできる深い学識を有している。 
○⾼度な教養 
・学問全般にわたる⾼度で幅広い教養と、⾃⽴した研究者ならびに⾼度専門職業⼈に必要な⾼度で総合

的な⼈⽂学的教養、また日本を含む世界の⾔語・⽂化・社会・歴史等に関する学際的かつ現代的で⾼
度な教養を有している。 

○⾼度な国際性 
・国際的視野に⽴って研究を遂⾏し、グローバルな⼈⽂学の展開のなかにみずからの独創的で⾼度に専

門的な研究成果を位置づけることができるとともに、それを国際的に発信するための⾼度な⾔語能⼒
とコミュニケーション・スキルを⾝につけている。 

○⾼度なデザイン⼒ 
・日本学の各分野において、先⾏研究を広く踏まえつつ、本質的に重要な課題を発⾒し、データや資料

の的確な収集・分析を通して、独創的かつ先端的なかたちで解決の道筋を構想できる能⼒を有してい
る。 

・国内外のステークホルダーと的確にコミュニケーションを交わし、みずからの⾼度な研究成果を効果
的に社会実装する道筋を構想できる俯瞰⼒、デザイン⼒、コミュニケーション⼒を有している。 

 
 
教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 
 

学位プログラム「応用日本学」は、大阪大学と⼈⽂学研究科のカリキュラム・ポリシーのもと、本学
位プログラムのディプロマ・ポリシーに掲げられた能⼒や学識を修得させるため、カリキュラムを以下
の方針で編成します。 

 
【博士前期課程】 
＜教育課程編成の考え方＞ 

博⼠前期課程を通じて、専門教育、教養教育、国際性涵養教育の 3 つの柱に基づいた科目編成を⾏い、
日本学の最先端かつ⾼度な専門性と深い学識、⾼度な教養、⾼度な国際性、⾼度なデザイン⼒を養います。 
 
○専門教育︓学位プログラム「応用日本学」の「専門教育科目」は、⼈⽂学研究科共通の「研究科共通
科目」、日本学専攻共通の「専攻共通科目」、各分野が主体となって開講する「分野開講科目」により構
成されます。 
 
・「研究科共通科目」︓⼈⽂学のあらゆる分野に共通の基礎的な知識と研究の方法論、ならびに諸外国語

を含め、隣接する分野に関する⾼度で幅広い知⾒を培います。特に⼈⽂学研究科の必修科目である「⼈
⽂学基礎（⼈⽂学と対話）」では、現代の⽂化・社会の諸課題に関する最先端の知⾒を修得させるとと
もに、問題解決のための思考⼒を涵養します。 
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・「専攻共通科目」︓英語で日本研究の最先端のコンテンツについて講じる英語講義科目、英語による研

究発信⼒の強化を目的とする英語アカデミック・スキル科目を選択科目として開講することにより、
日本学専攻の学⽣⼀⼈ひとりがみずからの必要に応じて俯瞰⼒、デザイン⼒、コミュニケーション⼒
等を⾼められるようにします。 

 
・「分野開講科目」︓分野ごとに開講される科目ですが、⼀部の⾼度に専門的な科目以外は、他分野の学

⽣も受講することを前提として開講されます。当該分野で必要となる専門知識と研究能⼒を教授する
とともに、専門性に⽴脚する日本学専攻の学術的基盤の共有をも図ります。 

 
・専門教育の⼀環として、年度ごとに研究計画の提出を課すなど、主体的かつ計画的に研究を構想・遂

⾏するよう促し、⾼度な専門性を備えた修⼠論⽂の完成へと導きます。また、交換留学、私費留学、
海外研修、国内外のインターンシップなどへの参加を積極的にサポートすることにより、俯瞰⼒、デ
ザイン⼒、コミュニケーション⼒等の強化を図ります。 

 
○教養教育︓⼈⽂学研究科の必修科目である「⼈⽂学基礎（現代の教養）」を含む「⾼度教養教育科目」

により、専門分野以外の学問分野や領域横断的な分野に関する⾼度な教養を培います。 
 
○国際性涵養教育︓「⾼度国際性涵養教育科目」により、⾼度な外国語運用能⼒、異⽂化や他者に対す

る感受性と知識を涵養します。 
 

学位プログラム「応用日本学」のカリキュラムの特徴の１つは、世界中から多様なバックグラウンド
を持った優秀な学⽣を獲得するため、大阪大学で受験する学⽣を対象とするトラック（実践トラック、
4 月入学のみ）とは別に、外国⼈留学⽣を対象とし、海外からの受験を可能とするトラック（専修トラ
ック、10 月入学のみ）が設けられている点です。専修トラックの留学⽣については、実践トラックの
学⽣との修学背景の違いに配慮し、各指導教員が研究指導科目を開講して、きめ細やかな研究指導・履
修指導を⾏い、多様なバックグラウンドを持った学⽣がともに学びともに⾼めあえるようカリキュラム
上の工夫がなされています。 
 
＜学修内容及び学修方法＞ 

学位プログラム「応用日本学」では、「分野開講科目」の履修を通じて、⽐較や交流の観点から日本を
世界的視野のうちに捉え、先端的かつ⾼度に専門的な日本語・日本⽂化の理解に⽴脚して実践的に日本
と世界を結ぶことのできる能⼒を養います。この「分野開講科目」には、各分野の専門科目に加え、全
分野共通の基盤となる横断的基礎科目として、総論科目が設けられており、⾃らが専門とする分野の関
連領域についても学べるカリキュラム編成になっています。 

学位プログラム「応用日本学」の「分野開講科目」の授業形式は、学⽣⾃⾝による問題解決型の学習
を取り入れつつ、各科目の教授内容に合わせて、講義、演習などさまざまな形態をとります。いずれの
形態の授業においても、学⽣が資料収集や分析・考察を⾏い、学⽣間で、あるいは学⽣と教員の間で⾃
由闊達な議論がおこなわれるよう工夫されており、研究成果を説得⼒を持って他者にわかりやすく伝え
るデザイン⼒の育成が図られています。 

また日本語・日本⽂化を発信する国際的な場で活躍するために必要な、海外での研究集会やワークシ
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ョップの企画・⽴案・交渉・運営にかかわる実践的能⼒を育成するため、海外のジョイントキャンパス
を拠点として、現地で日本語・日本⽂化を専攻する大学院⽣との学術交流会の実施・運営に従事する機
会を提供します。 

修⼠論⽂は、主指導教員と副指導教員による綿密な指導を受けながら作成を進めることにより、学術
的完成度を⾼めます。 

以上と並⾏して、⼀⼈ひとりの関⼼と必要に応じて「専攻共通科目」を履修することにより、俯瞰
⼒、デザイン⼒、コミュニケーション⼒等を⾼めます。 
 
＜学修成果の評価方法＞ 

授業の成績は、シラバスに記載されている学習目標の達成度を基準として、シラバスに記載されてい
る方法により評価します。 
 修⼠論⽂については、複数の審査員が、テーマ設定の妥当性、研究の枠組や方法の妥当性、論述の明
晰さ、資料の選択や解釈の適切性、主張の独⾃性などを総合的に判断し、評価します。 
 
【博士後期課程】 
＜教育課程編成の考え方＞ 

博⼠後期課程を通じて、日本学の最先端かつ⾼度な専門性と深い学識、⾼度な教養、⾼度な国際性、
⾼度なデザイン⼒を養い、学術的な貢献度の大きい博⼠論⽂を完成させます。 
 博⼠後期課程の科目は、日本学専攻共通の「専攻共通科目」と、各分野が主体となって開講する「分
野開講科目」とにより構成されます。 
 
・「専攻共通科目」︓英語で日本研究の最先端のコンテンツについて講じる英語講義科目、英語による研

究発信⼒の強化を目的とする英語アカデミック・スキル科目を選択科目として開講することにより、
⼀⼈ひとりの学⽣がみずからの必要に応じて俯瞰⼒、デザイン⼒、コミュニケーション⼒等を⾼めら
れるようにします。 

 
・「分野開講科目」︓分野ごとに開講し、当該分野で必要となる⾼度な専門知識と⾼度な研究能⼒を教授

します。 
 
・専門教育の⼀環として、年度ごとに研究計画の提出を課すなど、主体的かつ計画的に研究を構想・遂

⾏するよう促します。また、逐次研究の進捗状況を確認するとともに助⾔を与え、最終年次には⾃⽴
した専門家としての独創性を備えた博⼠論⽂を完成させられるよう導きます。さらに、交換留学、私
費留学、海外研修、国内外のインターンシップなどへの参加を積極的にサポートすることにより、俯
瞰⼒、デザイン⼒、コミュニケーション⼒等の強化を図ります。 

 
＜学修内容及び学修方法＞ 

博⼠論⽂は、主指導教員と副指導教員による綿密な指導を受けながら作成を進めることにより、学術
的完成度を⾼めます。 

授業は、学⽣⾃⾝による問題解決型の学習を取り入れつつ、各科目の教授内容に合わせて開講されま
す。 

 

－44－

応
用
日
本
学
コ
ー
ス



＜学修成果の評価方法＞ 
授業の成績は、シラバスに記載されている学習目標の達成度を基準として、シラバスに記載されてい

る方法により評価します。 
 博⼠論⽂については、当該分野の専門家である複数の審査員が、テーマ設定の妥当性、研究の枠組や
方法の選択の妥当性、論述の明晰さ、資料の選択や解釈の適切性、主張の独⾃性、既存の研究に対する
学術的貢献度の⾼さ、新たな研究分野を切り開こうとする意欲、社会実装への展望などを総合的に判断
し、評価します。 
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履履  修修  要要  項項  
  

１．教育方法等 
(1) 本研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」とい
う）によって行い、授業科目、授業時間数及びその単位数は、別表Ⅰ又はⅡのとおりとする。 
(2) 前期課程授業科目の必修・選択の区分、履修方法は標準的履修例（54ページ）を参照のこと。 
 
２．指導教員 
学生には、その研究分野に応じて指導教員を定める。 
(1) 前期課程においては、学生１人につき２人の指導教員を定める。 
(2) 後期課程においては、学生１人につき３人の指導教員を定める。 
(3) 指導教員のうち１人を主指導教員とし、その他の指導教員を副指導教員とする。 
 
３．履修方法 
日本学専攻応用日本学コース 
１．博士前期課程 
博士前期課程での履修方法は、標準的履修例を参照のこと。また、修了要件単位数等は以下のとおり
である。 
① 博士前期課程の学生は、在学期間中に次の授業科目のうちから、必修の「人文学基礎（人文学と
対話）」１単位及び日本学専攻の専門教育科目のうちコースごとに別に定める方法により指定する授
業科目１２単位以上を含め、「専門教育科目」を計２１単位以上を修得すること。 

(1) 研究科規程別表１に定める研究科共通の専門教育科目 
(2) 研究科規程別表１に定める日本学専攻の専門教育科目 
(3) 研究科規程別表１に定める他の専攻の専門教育科目 

② 博士前期課程の学生は、在学期間中に次の授業科目のうちから、「高度国際性涵養教育科目」を
計２単位以上修得すること。 

(1) 研究科規程別表１に定めるすべての高度国際性涵養教育科目 
(2) 他の研究科が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で日本学専攻が指定する科目 
(3) 大学院横断教育科目で日本学専攻が認める科目 
(4) リーディングプログラム科目で日本学専攻が認める科目 
(5) 国際交流科目で日本学専攻が認める科目 

③ 博士前期課程の学生は、在学期間中に「高度教養教育科目」を１単位以上修得すること。「高度
教養教育科目」に該当する科目は、次のとおりである。 
次の授業科目のうちから、必修の「人文学基礎（現代の教養）」１単位を含め、計１単位以上を修得
すること。 

(1) 研究科規程別表１に定めるすべての高度教養教育科目 
(2) 他の研究科が高度教養教育科目として提供する科目で日本学専攻が指定する科目 
(3) 大学院横断教育科目で日本学専攻が認める科目 
(4) リーディングプログラム科目で日本学専攻が認める科目 

④ 博士前期課程の学生は、在学期間中に上記①〜③の要件を満たし、科目区分ごとに次の単位数以
上を修得した上で、かつ、総合計３０単位以上を修得すること。履修する科目については、指導教員
と相談の上選択するものとする。 
・専門教育科目 ２１単位以上 
・高度国際性涵養教育科目 ２単位以上 
・高度教養教育科目 １単位以上 
⑤ 他の研究科の授業科目、大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目又は国際交流科目を
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履修して修得した単位は、１０単位を超えない範囲で、④の単位数に充当することができる。希望者
は当該科目を履修しようとする学期の履修登録期間内に、箕面キャンパス２階の教務系事務部（以下
「箕面事務部」という。）において所定の手続を行うこと。 
２．博士後期課程 
博士後期課程の学生は、在学期間中に、次の授業科目のうちから、日本学専攻の専門教育科目のう
ち、コースの定めるところにより指定する応用日本学コースの「特別研究」４単位以上を含め、計８
単位以上を修得すること。履修する科目については、指導教員と相談の上選択するものとする。 

(1) 研究科規程別表２に定める研究科共通の専門教育科目 
(2) 研究科規程別表２に定める日本学専攻の専門教育科目 
(3) 研究科規程別表２に定める他の専攻の専門教育科目 
 

４．履修及び研究計画書の提出 
(1) 学生は、毎学期始めに、指導教員の指導等に基づいて、履修授業科目を選択の上、所定の期日ま
でにKOAN で履修登録をしなければならない。 
(2) 学生は、各年次の始めに、指導教員の指導等に基づいて、研究計画を立て、所定の期日までに
「研究計画書(所定様式)」を作成し、箕面事務部に提出しなければならない。 
(3) 学生は、各年次の所定の期日までに「研究概要報告書(所定様式)」を作成し、指導教員の確認を
受けなければならない。 
(4) 履修登録方法等は、《学修に関する事項》「１．履修登録について」（60ページ）を参照してく
ださい。 
 
５．履修科目の試験 
(1) 履修した授業科目の試験は、筆記試験もしくは口頭試験又は研究報告によって行うものとする。 
(2) 試験は、春〜夏学期末又は秋〜冬学期末に行う。ただし、必要があるときは、臨時に行うことが
ある。 
 
６．単位の認定 
(1) 試験に合格した授業科目については、所定の単位を認定する。 
(2) 各授業科目の成績の評価は、100点を満点として次の9段階で表し、A＋からC−を合格、Ｆを不
合格とする。 
Ａ＋（90点以上） Ａ（85点以上90点未満） Ａ−（80点以上85点未満） Ｂ＋（75点以上80点未満）
Ｂ（70点以上75点未満） Ｃ＋（65点以上70点未満） Ｃ（61点以上65点未満） Ｃ−（60点以上61
点未満） Ｆ（60点未満） 
 
７．修士論文の提出及び最終試験 
(1) 修士論文を提出しようとする学生は、１年以上在学し、所定の授業科目を30単位以上修得又は修
得見込みで、かつ、必要な研究指導を受けていなければならない。 
(2) 修士論文題目は、主指導教員の承認を得て、あらかじめ指定する期日までに箕面事務部を通じて
研究科⻑に提出しなければならない。 
(3) 最終試験は、修士論文の審査委員会が修士論文及びこれに関連のある授業科目について筆記試験
又は口頭試験により行い、その報告に基づいて、研究科教授会が合否を決定する。 
(4) 修士論文作成要領等は、《学修に関する事項》「３．修士論文について」（61ページ）を参照し
てください。 
 
８．博士論文の提出及び最終試験 
(1) 在学中に博士論文を提出しようとする学生は、後期課程に２年以上在学し、所定の授業科目を８
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単位以上修得又は修得見込みで、必要な研究指導を受け、かつ、次項に定める基礎資格を満たしてい
なければならない。 
(2) 前項の基礎資格は、以下の(イ及び(ロの要件を満たしていることとする。 
(イ 公的な学会の機関誌、又はそれに準ずる学会誌に１編以上の論文を掲載し、かつ、公的な学会に
おいて、１回以上研究発表していること、又はこれと同等以上と認められる研究業績を有すること。 
(ロ 博士論文最終発表会で報告していること。 
(3) 博士論文題目は、主指導教員の承認を得て、あらかじめ指定する期日までに箕面事務部を通じて
研究科⻑に提出しなければならない。 
(4) 博士論文及びその他提出書類は、あらかじめ指定する期日までに箕面事務部を通じて研究科⻑に
提出しなければならない。 
(5) 最終試験は、博士論文の審査委員会が博士論文及びこれに関連のある授業科目について筆記試験
又は口頭試験により行い、その報告に基づいて、研究科教授会が合否を決定する。 
(6) 本研究科の後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた
後、退学した者は、退学後３年以内にあっては、前項までの規定に準じて博士論文を提出し、最終試
験を受けることができる。 
なお、論文審査及び最終試験に合格した場合は、課程博士の学位を取得することができる。 
(7) 博士論文の作成要領等については、《学修に関する事項》「４．博士論文について」（61ペー
ジ）を参照してください。 
 
９．他の大学院又は外国の大学院等における授業科目等の履修 
(1) 研究科教授会の議を経て研究科⻑が教育上有益と認めるときは、学生に他の大学院又は外国の大
学院の授業科目を１．教育方法等⑴に定める授業科目として履修させることができる。 
(2) (1)による授業科目の履修期間は１年とする。ただし、更に期間の延⻑を希望する者は、１年ごと
に期間の延⻑を願い出て許可を受けなければならない。 
(3) (1)により他の大学院又は外国の大学院等において授業科目等の履修をしようとする学生は、所定
の手続きを行い、許可を得なければならない。 
(4) 修得した単位については、審査の上、３．履修方法①に定める授業科目の単位として認定するこ
とができる。 
(5) (4)による単位認定は、博士前期課程にあっては３．履修方法⑤による単位と合わせて15単位を限
度とする。 
 
10．入学前の既修得単位の認定 
(1) 研究科教授会の議を経て研究科⻑が教育上有益と認めるときは、学生が本研究科⼊学前に他の大
学院において修得した授業科目の単位を審査のうえ、本研究科において修得したものとして認定する
ことができる。 
(2) (1)による単位認定を受けようとする学生は、所定の手続きに従い研究科⻑に願い出るものとす
る。 
(3) (1)による単位認定は、15単位を限度とする。（ただし、９．他の大学院又は外国の大学院等にお
ける授業科目等の履修に定める方法により認定された単位と合わせて20単位を超えないものとする） 
 
11．相談教員について 
修士論文、博士論文の指導に際して、専攻内で適切な教員が見つからない場合、もしくは他専攻の教
員のサポートが有用であると判断した場合など、必要に応じて他専攻の教員を相談教員として指導に
参加させることができる。依頼は学生から直接要請することはせず、指導教員を通じて行うことと
し、希望する教員が見つかった際に、指導教員に相談すること。 
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別表Ⅰ

前期課程授業科目表

研究科共通

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

人文学基礎（人文学と対話） 1 ○

人文学基礎（現代の教養） 1 ○

人文学実務研究 1 ○

人文学インターンシップ 1 ○

デジタルヒューマニティーズ基礎 2 ○

デジタルヒューマニティーズ演習 2 ○

人文学とデジタル技術 2 ○

多文化多言語社会
科目 多文化社会と子ども 2 ○

European Philosophy from the Japanese Perspective 2 ○

European History from the Japanese Perspective 2 ○

European Literature from the Japanese Perspective 2 ○

Japanese History in the World 2 ○

Japanese Literature in the World 2 ○

Japanese Art in the World 2 ○

Language, Society and Culture in Contemporary Japan 2 ○

ジェンダー・セクシュアリティ研究基礎講義 2 ○ ○

歴史学方法論講義（各論１） 2 ○ ○

歴史学方法論講義（各論２） 2 ○ ○

世界文学・文化論 2 ○

世界の言語 2 ○

世界の言語事情 2 ○

イタリア語 2 ○

ロシア語 2 ○

アイヌ語 2 ○

現代チベット語Ａ 2 ○

現代チベット語Ｂ 2 ○

古典チベット語Ａ 2 ○

古典チベット語Ｂ 2 ○

カレン語 2 ○

シャン語 2 ○

オセアニア諸語Ａ 2 ○

オセアニア諸語Ｂ 2 ○

サンスクリット語Ａ 2 ○

サンスクリット語Ｂ 2 ○

パーリ語Ａ 2 ○

パーリ語Ｂ 2 ○

ベンガル語 2 ○

チュルク諸語 2 ○

カザフ語Ａ 2 ○

カザフ語Ｂ 2 ○

ヘブライ語Ａ 2 ○

ヘブライ語Ｂ 2 ○

アラム語 2 ○

アフロアジア諸語 2 ○

西アフリカ諸語Ａ 2 ○

西アフリカ諸語Ｂ 2 ○

東・南アフリカ諸語Ａ 2 ○

東・南アフリカ諸語Ｂ 2 ○

古代教会スラブ語Ａ 2 ○

古代教会スラブ語Ｂ 2 ○

ウクライナ語Ａ 2 ○

ウクライナ語Ｂ 2 ○

ポーランド語Ａ 2 ○

ポーランド語Ｂ 2 ○

リトアニア語Ａ 2 ○

リトアニア語Ｂ 2 ○

エスペラント語 2 ○

ラテン語Ａ 2 ○

ラテン語Ｂ 2 ○

セルビア語Ａ 2 ○

セルビア語Ｂ 2 ○

チェコ語Ａ 2 ○

チェコ語Ｂ 2 ○

マルタ語Ａ 2 ○

マルタ語Ｂ 2 ○

ブルガリア語Ａ 2 ○

ブルガリア語Ｂ 2 ○

英語（実践）Ⅰ 1 ○

英語（実践）Ⅱ 1 ○

アドバンスト・アカデミック・ライティング（英語） 2 ○

言語特別演習Ａ（英語） 2 ○

言語特別演習Ｂ（英語） 2 ○

言語特別演習Ａ（フランス語） 2 ○

言語特別演習Ｂ（フランス語） 2 ○

言語特別演習Ａ（ドイツ語） 2 ○

言語特別演習Ｂ（ドイツ語） 2 ○

外国語科目
（発展）

備考

人文学基礎科目

実務研究科目

Euroculture科目

基盤科目

単位数 科目区分

外国語科目
（基礎）

授業科目区分

デジタルヒューマ
ニティーズ科目
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別表Ⅰ

前期課程授業科目表

研究科共通

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

人文学基礎（人文学と対話） 1 ○

人文学基礎（現代の教養） 1 ○

人文学実務研究 1 ○

人文学インターンシップ 1 ○

デジタルヒューマニティーズ基礎 2 ○

デジタルヒューマニティーズ演習 2 ○

人文学とデジタル技術 2 ○

多文化多言語社会
科目 多文化社会と子ども 2 ○

European Philosophy from the Japanese Perspective 2 ○

European History from the Japanese Perspective 2 ○

European Literature from the Japanese Perspective 2 ○

Japanese History in the World 2 ○

Japanese Literature in the World 2 ○

Japanese Art in the World 2 ○

Language, Society and Culture in Contemporary Japan 2 ○

ジェンダー・セクシュアリティ研究基礎講義 2 ○ ○

歴史学方法論講義（各論１） 2 ○ ○

歴史学方法論講義（各論２） 2 ○ ○

世界文学・文化論 2 ○

世界の言語 2 ○

世界の言語事情 2 ○

イタリア語 2 ○

ロシア語 2 ○

アイヌ語 2 ○

現代チベット語Ａ 2 ○

現代チベット語Ｂ 2 ○

古典チベット語Ａ 2 ○

古典チベット語Ｂ 2 ○

カレン語 2 ○

シャン語 2 ○

オセアニア諸語Ａ 2 ○

オセアニア諸語Ｂ 2 ○

サンスクリット語Ａ 2 ○

サンスクリット語Ｂ 2 ○

パーリ語Ａ 2 ○

パーリ語Ｂ 2 ○

ベンガル語 2 ○

チュルク諸語 2 ○

カザフ語Ａ 2 ○

カザフ語Ｂ 2 ○

ヘブライ語Ａ 2 ○

ヘブライ語Ｂ 2 ○

アラム語 2 ○

アフロアジア諸語 2 ○

西アフリカ諸語Ａ 2 ○

西アフリカ諸語Ｂ 2 ○

東・南アフリカ諸語Ａ 2 ○

東・南アフリカ諸語Ｂ 2 ○

古代教会スラブ語Ａ 2 ○

古代教会スラブ語Ｂ 2 ○

ウクライナ語Ａ 2 ○

ウクライナ語Ｂ 2 ○

ポーランド語Ａ 2 ○

ポーランド語Ｂ 2 ○

リトアニア語Ａ 2 ○

リトアニア語Ｂ 2 ○

エスペラント語 2 ○

ラテン語Ａ 2 ○

ラテン語Ｂ 2 ○

セルビア語Ａ 2 ○

セルビア語Ｂ 2 ○

チェコ語Ａ 2 ○

チェコ語Ｂ 2 ○

マルタ語Ａ 2 ○

マルタ語Ｂ 2 ○

ブルガリア語Ａ 2 ○

ブルガリア語Ｂ 2 ○

英語（実践）Ⅰ 1 ○

英語（実践）Ⅱ 1 ○

アドバンスト・アカデミック・ライティング（英語） 2 ○

言語特別演習Ａ（英語） 2 ○

言語特別演習Ｂ（英語） 2 ○

言語特別演習Ａ（フランス語） 2 ○

言語特別演習Ｂ（フランス語） 2 ○

言語特別演習Ａ（ドイツ語） 2 ○

言語特別演習Ｂ（ドイツ語） 2 ○

外国語科目
（発展）

備考

人文学基礎科目

実務研究科目

Euroculture科目

基盤科目

単位数 科目区分

外国語科目
（基礎）

授業科目区分

デジタルヒューマ
ニティーズ科目

日本学専攻

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

Basic Academic Skills for Humanities 1 2 ○ ○

Basic Academic Skills for Humanities 2 2 ○ ○

Advanced Academic Skills for Humanities 1 2 ○ ○

Advanced Academic Skills for Humanities 2 2 ○ ○

Introduction to Contemporary Japanese Studies 1 2 ○ ○

Introduction to Contemporary Japanese Studies 2 2 ○ ○

Issues in Contemporary Japanese Studies 1 2 ○ ○

Issues in Contemporary Japanese Studies 2 2 ○ ○

アジア・アフリカ諸語Ⅰ－１ 1 ○

アジア・アフリカ諸語Ⅰ－２ 1 ○

ヨーロッパ諸語 2 ○

ヨーロッパ諸語１ 1 ○

ヨーロッパ諸語２ 1 ○

古典語Ⅰ 2 ○

古典語Ⅱ 2 ○

現代日本学講義 2 ○ ○ 現代日本学分野

日本の文化と思想講義 2 ○ ○

日本の社会と歴史講義 2 ○ ○

日本の地域と民俗講義 2 ○ ○

日本のジェンダーと表象講義 2 ○ ○

現代日本学演習 2 ○

フィールドワーク演習 2 ○

オーラルヒストリー演習 2 ○

思想史文献講読演習 2 ○

表象資料分析演習 2 ○

現代日本学修士論文作成演習 2 ○

歴史学方法論講義（概論） 2 ○ ○ 日本史学分野

世界史演習Ⅰ 4 ○

歴史資料論演習 2 ○

日本古代史講義 2 ○ ○

日本古代史演習 4 ○

日本古代史演習 2 ○

日本中世史講義Ⅰ 2 ○ ○

日本中世史講義Ⅱ 2 ○ ○

日本中世史演習Ⅰ 4 ○

日本中世史演習Ⅱ 4 ○

日本中世史演習Ⅰ‐１ 2 ○

日本中世史演習Ⅰ‐２ 2 ○

日本中世史演習Ⅱ 2 ○

日本近世史講義 2 ○ ○

日本近世史演習 4 ○

日本近世史演習１ 2 ○

日本近世史演習２ 2 ○

日本近世史演習３ 2 ○

日本近代史講義 2 ○ ○

日本近代史演習 4 ○

日本文化史講義Ⅰ 2 ○ ○

日本文化史講義Ⅱ 2 ○ ○

アーカイブズ学講義 2 ○ ○

アーカイブズ学演習 2 ○

アーカイブズ・マネジメント論講義 2 ○ ○

日本史修士論文作成演習Ⅰ 4 ○

日本史修士論文作成演習Ⅱ 4 ○

日本史修士論文作成演習Ⅲ 4 ○

日本史修士論文作成演習Ⅳ 4 ○

日本史修士論文作成演習Ⅴ 4 ○

考古学講義 2 ○ ○ 考古学分野

考古学演習１ 2 ○

考古学演習２ 2 ○

日本考古学講義１ 2 ○ ○

日本考古学講義２ 2 ○ ○

日本考古学演習 2 ○

比較考古学講義 2 ○ ○

比較考古学演習 2 ○

考古資料論講義１ 2 ○ ○

考古資料論講義２ 2 ○ ○

考古資料論演習１ 2 ○

考古資料論演習２ 2 ○

文化財学講義 2 ○ ○

文化財学演習 2 ○

考古学修士論文作成演習 2 ○

中古文学論講義 2 ○ ○ 日本文学・日本語史学分野

中古文学論演習 4 ○

中世文学論講義 2 ○ ○

中世文学論演習 4 ○

近世文学論講義 2 ○ ○

近世文学論演習 4 ○

近現代文学論講義Ⅰ 2 ○ ○

近現代文学論演習Ⅰ 4 ○

近現代文学論講義Ⅱ 2 ○ ○

近現代文学論演習Ⅱ 4 ○

日本文学論講義 2 ○ ○

日本文学修士論文作成演習 2 ○

基盤日本学コース

科目区分単位数

区分 授業科目

専攻共通

備考
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国語史講義 2 ○ ○

国語史演習 4 ○

国語学講義 2 ○ ○

国語学演習 4 ○

国語学修士論文作成演習 2 ○

中国文学講義Ⅰ 2 ○ ○

中国文学演習Ⅰ 2 ○

中国文学講義Ⅱ 2 ○ ○

中国文学演習Ⅱ 2 ○

比較文学比較文化論講義 2 ○ ○

比較文学比較文化論演習 2 ○

テクスト分析講義 2 ○ ○

テクスト分析演習 2 ○

現代日本語学講義Ⅰ‐１ 2 ○ ○ 基盤日本語学分野

現代日本語学講義Ⅰ‐２ 2 ○ ○

現代日本語学講義Ⅰ‐３ 2 ○ ○

現代日本語学講義Ⅰ‐４ 2 ○ ○

現代日本語学演習Ⅰ‐１ 2 ○

現代日本語学演習Ⅰ‐２ 2 ○

現代日本語学講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

現代日本語学講義Ⅱ‐２ 2 ○ ○

現代日本語学講義Ⅱ‐３ 2 ○ ○

現代日本語学講義Ⅱ‐４ 2 ○ ○

現代日本語学演習Ⅱ 2 ○

現代日本語学講義Ⅲ‐１ 2 ○ ○

現代日本語学講義Ⅲ‐２ 2 ○ ○

現代日本語学演習Ⅲ‐１ 2 ○

現代日本語学演習Ⅲ‐２ 2 ○

社会言語学講義Ⅰ‐１ 2 ○ ○

社会言語学講義Ⅰ‐２ 2 ○ ○

社会言語学演習Ⅰ 4 ○

社会言語学講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

社会言語学講義Ⅱ‐２ 2 ○ ○

社会言語学演習Ⅱ 4 ○

語用論講義 2 ○ ○

語用論演習１ 2 ○

語用論演習２ 2 ○

語用論演習３ 2 ○

現代日本語学修士論文作成演習Ⅰ 4 ○

現代日本語学修士論文作成演習Ⅱ 4 ○

現代日本語学修士論文作成演習Ⅲ 4 ○

社会言語学修士論文作成演習Ⅰ 4 ○

社会言語学修士論文作成演習Ⅱ 4 ○

語用論修士論文作成演習 4 ○

比較日本学研究総論 2 ○ 比較日本学分野

比較日本文化研究Ⅰ 2 ○

比較日本文化研究Ⅱ 2 ○

比較日本文化研究Ⅲ 2 ○

比較日本文化研究Ⅳ 2 ○

比較日本文化研究Ⅴ 2 ○

比較日本文化研究Ⅵ 2 ○

比較日本文化研究Ⅶ 2 ○

比較日本文化研究Ⅷ 2 ○

比較日本学研究指導Ａ 2 ○

比較日本学研究指導Ｂ 2 ○

応用日本語学研究総論 2 ○ 応用日本語学分野

日本語学研究Ⅰ 2 ○

日本語学研究Ⅱ 2 ○

日本語学研究Ⅲ 2 ○

日本語学研究Ⅳ 2 ○

日本語学研究Ⅴ 2 ○

日本語学研究Ⅵ 2 ○

日本語学研究Ⅶ 2 ○

日本語学研究Ⅷ 2 ○

日本語学研究Ⅸ 2 ○

言語学研究Ⅰ 2 ○

言語学研究Ⅱ 2 ○

応用日本語学研究指導Ａ 2 ○

応用日本語学研究指導Ｂ 2 ○

日本語教育学研究総論 2 ○ 日本語教育学分野

日本語教育学研究Ⅰ 2 ○

日本語教育学研究Ⅱ 2 ○

日本語教育学研究Ⅲ 2 ○

日本語教育学研究Ⅳ 2 ○

日本語教育学研究Ⅴ 2 ○

日本語教育学研究Ⅵ 2 ○

日本語教育学研究Ⅶ 2 ○

日本語教育学研究指導Ａ 2 ○

日本語教育学研究指導Ｂ 2 ○

応用日本学コース
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別表Ⅱ

後期課程授業科目表

研究科共通

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

人文学実務研究 1 ○

人文学インターンシップ 1 ○

日本学専攻

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

専攻共通 Advanced Academic Skills for Humanities 1 2 ○

Advanced Academic Skills for Humanities 2 2 ○

Issues in Contemporary Japanese Studies 1 2 ○

Issues in Contemporary Japanese Studies 2 2 ○

現代日本学特殊講義 2 ○ 現代日本学分野

日本の文化と思想特殊講義 2 ○

日本の社会と歴史特殊講義 2 ○

日本の地域と民俗特殊講義 2 ○

日本のジェンダーと表象特殊講義 2 ○

現代日本学特殊演習 2 ○

フィールドワーク特殊演習 2 ○

オーラルヒストリー特殊演習 2 ○

思想史文献講読特殊演習 2 ○

表象資料分析特殊演習 2 ○

現代日本学博士論文作成演習 2 ○

歴史学方法論特殊講義（概論） 2 ○ 日本史学分野

世界史特殊演習Ⅰ 4 ○

日本古代史特殊講義 2 ○

日本古代史特殊演習 4 ○

日本古代史特殊演習 2 ○

日本中世史特殊講義Ⅰ 2 ○

日本中世史特殊講義Ⅱ 2 ○

日本中世史特殊演習Ⅰ 4 ○

日本中世史特殊演習Ⅱ 4 ○

日本中世史特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

日本中世史特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

日本中世史特殊演習Ⅱ 2 ○

日本近世史特殊講義 2 ○

日本近世史特殊演習 4 ○

日本近代史特殊講義 2 ○

日本近代史特殊演習 4 ○

日本文化史特殊講義Ⅰ 2 ○

日本文化史特殊講義Ⅱ 2 ○

日本史博士論文作成演習Ⅰ 4 ○

日本史博士論文作成演習Ⅱ 4 ○

日本史博士論文作成演習Ⅲ 4 ○

日本史博士論文作成演習Ⅳ 4 ○

日本史博士論文作成演習Ⅴ 4 ○

考古学特殊講義 2 ○ 考古学分野

考古学特殊演習１ 2 ○

考古学特殊演習２ 2 ○

日本考古学特殊講義１ 2 ○

日本考古学特殊講義２ 2 ○

日本考古学特殊演習 2 ○

比較考古学特殊講義 2 ○

比較考古学特殊演習 2 ○

考古資料論特殊講義１ 2 ○

考古資料論特殊講義２ 2 ○

考古資料論特殊演習１ 2 ○

考古資料論特殊演習２ 2 ○

文化財学特殊講義 2 ○

文化財学特殊演習 2 ○

考古学博士論文作成演習 2 ○

中古文学論特殊講義 2 ○ 日本文学・日本語史学分野

中古文学論特殊演習 4 ○

中世文学論特殊講義 2 ○

中世文学論特殊演習 4 ○

近世文学論特殊講義 2 ○

近世文学論特殊演習 4 ○

近現代文学論特殊講義Ⅰ 2 ○

近現代文学論特殊演習Ⅰ 4 ○

近現代文学論特殊講義Ⅱ 2 ○

近現代文学論特殊演習Ⅱ 4 ○

日本文学論特殊講義 2 ○

日本文学博士論文作成演習 2 ○

国語史特殊講義 2 ○

国語史特殊演習 4 ○

国語学特殊講義 2 ○

国語学特殊演習 4 ○

国語学博士論文作成演習 2 ○

備考

区分 授業科目

単位数

備考

単位数 科目区分

実務研究科目

基盤日本学コース

科目区分

区分 授業科目
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現代日本語学特殊講義Ⅰ 2 ○ 基盤日本語学分野

現代日本語学特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

現代日本語学特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

現代日本語学特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

現代日本語学特殊講義Ⅱ‐２ 2 ○

現代日本語学特殊講義Ⅲ‐１ 2 ○

現代日本語学特殊講義Ⅲ‐２ 2 ○

現代日本語学特殊演習Ⅲ‐１ 2 ○

現代日本語学特殊演習Ⅲ‐２ 2 ○

社会言語学特殊講義Ⅰ‐１ 2 ○

社会言語学特殊講義Ⅰ‐２ 2 ○

社会言語学特殊演習Ⅰ 4 ○

社会言語学特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

社会言語学特殊講義Ⅱ‐２ 2 ○

社会言語学特殊演習Ⅱ 4 ○

語用論特殊講義 2 ○

語用論特殊演習１ 2 ○

語用論特殊演習２ 2 ○

語用論特殊演習３ 2 ○

現代日本語学博士論文作成演習Ⅰ 4 ○

現代日本語学博士論文作成演習Ⅱ 4 ○

現代日本語学博士論文作成演習Ⅲ 4 ○

社会言語学博士論文作成演習Ⅰ 4 ○

社会言語学博士論文作成演習Ⅱ 4 ○

語用論博士論文作成演習 4 ○

比較日本学特別研究Ａ 2 ○ 比較日本学分野

比較日本学特別研究Ｂ 2 ○

日本語学特別研究Ａ 2 ○ 応用日本語学分野

日本語学特別研究Ｂ 2 ○

対照言語学特別研究Ａ 2 ○

対照言語学特別研究Ｂ 2 ○

日本語教育学特別研究Ａ 2 ○ 日本語教育学分野

日本語教育学特別研究Ｂ 2 ○

応用日本学コース
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実践ト
ラック

専修ト
ラック

人文学基礎(人文学と対話) 1 1 1

人文学基礎(現代の教養) 1 1 1

人文学実務研究 1

人文学インターンシップ

デジタルヒューマニティーズ基礎 2 2

デジタルヒューマニティーズ演習 2

人文学とデジタル技術 2 2

多文化社会と子ども 2

European Philosophy from the Japanese Perspective 2

European History from the Japanese Perspective 2

European Literature from the Japanese Perspective 2

Japanese History in the World 2

Japanese Literature in the World 2

Japanese Art in the World 2

Language, Society and Culture in Contemporary Japan 2

ジェンダー･セクシュアリティ研究基礎講義 2 2

歴史学方法論講義(各論１～２) 2 2

世界文学・文化論 2

世界の言語 2

世界の言語事情 2

イタリア語

　～　ブルガリア語Ａ・Ｂ

英語（実践）Ⅰ

　～　言語特別演習Ｂ（ドイツ語）

Basic Academic Skills for Humanities １～２ 2 2

Advanced Academic Skills for Humanities １～２ 2 2

Introduction to Contemporary Japanese Studies １～２ 2 2

Issues in Contemporary Japanese Studies １～２ 2 2

アジア・アフリカ諸語　Ⅰ－1

　～　古典語Ⅱ

比較日本学研究総論 2 2

比較日本文化研究Ⅰ～Ⅷ 2 2 選択

比較日本学研究指導Ａ・Ｂ 2 2 ※ 2

応用日本語学研究総論 2 2

日本語学研究Ⅰ～Ⅸ 2 2

言語学研究Ⅰ～Ⅱ 2 2

応用日本語学研究指導Ａ・Ｂ 2 2 ※ 2

日本語教育学研究総論 2 2

日本語教育学研究Ⅰ～Ⅶ 2 2 選択

日本語教育学研究指導Ａ・Ｂ 2 2 ※ 2

標準的履修例（日本学専攻　応用日本学コース　博士前期課程）

授業科目

単位数

備考
春～夏
学期

秋～冬
学期

必修
（選択必修）

必修
（選択必修）

基
盤
科
目

外
国
語
科
目

（

基
礎
）

2 2

人
文
学

基
礎
科

目

実
務
研

究
科
目

デ
ジ
タ
ル

ヒ
ュ
ー

マ
ニ

テ
ィ
ー

ズ

E
u
r
o
c
u
l
t
u
r
e
科

目

1

多
文
化

多
言
語

社
会
科

目

外
国
語
科
目

（

発
展
）

1または2 1または2

専
攻
共
通

○実践トラック
「比較日本学分野」、「応用日本学分
野」、「日本語教育学分野」の3分野から
各4単位以上を選択履修すること。
※各分野の「研究指導A・B」は、専修ト
ラックの学生を対象に開講しており、実
践トラックの学生は履修できません。

○専修トラック
(1) 各分野の総論科目（「比較日本学研
究総論」、「応用日本語学研究総論」、
「日本語教育学研究総論」）の中から必
ず2科目4単位を選択履修すること。
(2) 研究指導科目（「比較日本学研究指
導Ａ・Ｂ」、「応用日本語学研究指導
Ａ・Ｂ」、「日本語教育学研究指導Ａ・
Ｂ」）を各セメスターごとに履修し、4科
目8単位を必修とする。

比
較
日

本
学
分

野

応
用
日
本
学

分
野

選択

日
本
語

教
育
学

分
野

4

4

4

1または2 1または2

　総合計 上記①～③の条件を満たし、かつ、総合計３０単位以上を修得すること。

　①専門教育科目
在学中に人文学基礎(人文学と対話)１単位、各コースの必修及び選
択必修科目を含め、計２１単位以上修得すること。

　②高度国際性涵養教育科目

在学中に大阪大学大学院人文学研究科規程の 別表１に定めるすべて
の高度国際性涵養教育科目、他の研究科が高度国際性涵養教育科目
として提供する科目で日本学専攻が指定する科目、リーディングプ
ログラム科目で日本学専攻が認める科目、 国際交流科目で日本学専
攻が認める科目のうち２単位以上修得すること。

　③高度教養教育科目 人文学基礎(現代の教養)１単位を修得すること。
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年
次

学
期

プログラム 内 容 等 手続 提出先
提出期限
又は

実施期間

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学
務情報システム（KOAN）か
らWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

「研究計画書」の提
出

１年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ４⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学
務情報システム（KOAN）か
らWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜
10⽉9⽇

「修士論文構想」の
提出

A4判、横40字、縦30行、横
書2,000字程度で作成

院生→主指導教員 主指導教員 １０⽉中

「研究概要報告書」
の提出

1年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ２⽉中

中間発表会 修士論文に関する発表
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

３〜４⽉中

予備審査面接
中間発表を終えた者に対して
教員が面接

院生→←主指導教員
  ↓

    箕面事務部
３〜４⽉中

「研究計画書」の提
出

２年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ４⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学
務情報システム（KOAN）か
らWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

修士論文テーマの決
定及び修士論文概要
の提出

書式等は指導教員の指示に従
うこと

院生→←主指導教員 主指導教員 ６⽉中

最終発表会
修士論文のテーマと概要を提
出した者が修士論文について
最終発表を行う

院生→←主指導教員
  ↓

    箕面事務部

９⽉上旬〜
１０⽉上旬

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学
務情報システム（KOAN）か
らWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜
10⽉9⽇

「修士論文題目」の
提出

最終発表会を終えた者が修士
論文題目届を提出

院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 １０⽉中

「修士論文」の提出
学位申請書、修士論文要旨、
修士論文の提出

院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部
12⽉下旬〜
 1⽉中旬
※別途案内

「研究概要報告書」
の提出

２年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ２⽉中

①博士前期課程研究指導プログラム（４月入学者）

春
～
夏
学
期

秋
～
冬
学
期

1

春
～
夏
学
期

2

秋
～
冬
学
期
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年
次

学
期

プログラム 内 容 等 手続 提出先
提出期限
又は

実施期間

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学
務情報システム（KOAN）か
らWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

「研究計画書」の提
出

１年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ４⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学
務情報システム（KOAN）か
らWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜
10⽉9⽇

「修士論文構想」の
提出

A4判、横40字、縦30行、横
書2,000字程度で作成

院生→主指導教員 主指導教員 １０⽉中

「研究概要報告書」
の提出

1年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ２⽉中

中間発表会 修士論文に関する発表
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

３〜４⽉中

予備審査面接
中間発表を終えた者に対して
教員が面接

院生→←主指導教員
  ↓

    箕面事務部
３〜４⽉中

「研究計画書」の提
出

２年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ４⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学
務情報システム（KOAN）か
らWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

修士論文テーマの決
定及び修士論文概要
の提出

書式等は指導教員の指示に従
うこと

院生→←主指導教員 主指導教員 ６⽉中

最終発表会
修士論文のテーマと概要を提
出した者が修士論文について
最終発表を行う

院生→←主指導教員
  ↓

    箕面事務部

９⽉上旬〜
１０⽉上旬

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学
務情報システム（KOAN）か
らWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜
10⽉9⽇

「修士論文題目」の
提出

最終発表会を終えた者が修士
論文題目届を提出

院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 １０⽉中

「修士論文」の提出
学位申請書、修士論文要旨、
修士論文の提出

院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部
12⽉下旬〜
 1⽉中旬
※別途案内

「研究概要報告書」
の提出

２年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ２⽉中

①博士前期課程研究指導プログラム（４月入学者）

春
～
夏
学
期

秋
～
冬
学
期

1

春
～
夏
学
期

2

秋
～
冬
学
期

年
次

学
期

プログラム 内 容 等 手続 提出先
提出期限

又は
実施期間

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システ
ム（KOAN）からWeb登録する

院生→←主指導教員
10⽉１⽇〜
10⽉９ ⽇

「研究計画書」の提
出

１年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 １０⽉中

年
次

学
期

プログラム 内 容 等 手続 提出先
提出期限

又は
実施期間

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システ
ム（KOAN）からWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

「修士論文構想」の
提出

A4判、横40字、縦30行、横書2,000字程度
で作成

院生→主指導教員 主指導教員 ４⽉中

「研究概要報告書」
の提出

1年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ８⽉中

中間発表会 修士論文に関する発表
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

９⽉〜
１０⽉中

予備審査面接 中間発表を終えた者に対して教員が面接
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

９⽉〜
１０⽉中

「研究計画書」の提
出

２年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 １０⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システ
ム（KOAN）からWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜

10⽉9⽇
修士論文テーマの決
定及び修士論文概要
の提出

書式等は指導教員の指示に従うこと 院生→←主指導教員 主指導教員 １２⽉中

最終発表会
修士論文のテーマと概要を提出した者が修
士論文について最終発表を行う

院生→←主指導教員
  ↓

    箕面事務部
３⽉中

年
次

学
期

プログラム 内 容 等 手続 提出先
提出期限

又は
実施期間

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システ
ム（KOAN）からWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

「修士論文題目」の
提出

最終発表会を終えた者が修士論文題目届を
提出

院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ４⽉中

「修士論文」の提出
学位申請書、修士論文要旨、修士論文の提
出

院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部
7⽉上旬〜
 7⽉中旬
※別途案内

「研究概要報告書」
の提出

２年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ８⽉中

(2)２年次在学者

2

春
～
夏
学
期

②博士前期課程研究指導プログラム（１０月入学者）

1

秋
～
冬
学
期

■新入生(2026年10月入学者)

■在学者(2026年4月時点の在学年次に応じ、下記(１)又は(２)を参照のこと)
(1)１年次在学者

1

春
～
夏
学
期

2

秋
～
冬
学
期
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年
次

学
期

プログラム 内 容 等 手続 提出先
提出期限
又は

実施期間

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

「研究計画書」の提出 １年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ４⽉中

院生→←主指導教員

３年次の「博士
論文題目届」提
出時迄に終えて
いること

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜
10⽉9⽇

「博士論文構想」の提出 A4判、横40字、縦30行、横書2,000字程度で作成 院生→主指導教員 主指導教員 １０⽉中

第１次中間発表会 指導教員の指示により発表会を行う
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

１２⽉中

「研究概要報告書」の提出 1年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 2⽉中

「研究計画書」の提出 ２年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ４⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

「博士論文のテーマ、論文概
要」の提出

博士論文のテーマの決定、論文概要の提出。書式等は主
指導教員の指示に従うこと

院生→←主指導教員 主指導教員 ６⽉中

予備審査面接 実施計画及び実施済報告書は主指導教員が行う
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

９⽉〜
１０⽉中

第２次中間発表会 指導教員の指示により発表会を行う
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

９⽉〜
１０⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜
10⽉9⽇

「研究概要報告書」の提出 ２年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ２⽉中

「研究計画書」の提出 ３年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ４⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

最終発表会
指導教員の指示により発表会を行う(発表及びドラフトを
指導教員に提出する)

院生→←主指導教員
  ↓

    箕面事務部
７⽉下旬

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜
10⽉9⽇

「博士論文題目届」の提出 ※単位修得退学を予定している者は必ず提出のこと
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部
１０⽉中
又は翌年の
４⽉中

「博士論文」等の提出
学位申請書、博士論文、⽇本語及び外国語要旨、履歴
書、研究業績書等の提出
※単位修得退学を希望する者は、学位申請書のみ提出

院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部

12⽉初旬〜
12⽉中旬
又は翌年の
6⽉初旬〜
6⽉中旬
※別途案内

「研究概要報告書」の提出 ３年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ２⽉中

3

春
～
夏
学
期

秋
～
冬
学
期

③博士後期課程研究指導プログラム（４月入学者）

1

春
～
夏
学
期

学術誌等への論文発表又はこれと同等以上の研究業績等

秋
～
冬
学
期

2

春
～
夏
学
期

秋
～
冬
学
期
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年
次

学
期

プログラム 内 容 等 手続 提出先
提出期限
又は

実施期間

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

「研究計画書」の提出 １年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ４⽉中

院生→←主指導教員

３年次の「博士
論文題目届」提
出時迄に終えて
いること

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜
10⽉9⽇

「博士論文構想」の提出 A4判、横40字、縦30行、横書2,000字程度で作成 院生→主指導教員 主指導教員 １０⽉中

第１次中間発表会 指導教員の指示により発表会を行う
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

１２⽉中

「研究概要報告書」の提出 1年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 2⽉中

「研究計画書」の提出 ２年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ４⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

「博士論文のテーマ、論文概
要」の提出

博士論文のテーマの決定、論文概要の提出。書式等は主
指導教員の指示に従うこと

院生→←主指導教員 主指導教員 ６⽉中

予備審査面接 実施計画及び実施済報告書は主指導教員が行う
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

９⽉〜
１０⽉中

第２次中間発表会 指導教員の指示により発表会を行う
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

９⽉〜
１０⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜
10⽉9⽇

「研究概要報告書」の提出 ２年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ２⽉中

「研究計画書」の提出 ３年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ４⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

最終発表会
指導教員の指示により発表会を行う(発表及びドラフトを
指導教員に提出する)

院生→←主指導教員
  ↓

    箕面事務部
７⽉下旬

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜
10⽉9⽇

「博士論文題目届」の提出 ※単位修得退学を予定している者は必ず提出のこと
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部
１０⽉中
又は翌年の
４⽉中

「博士論文」等の提出
学位申請書、博士論文、⽇本語及び外国語要旨、履歴
書、研究業績書等の提出
※単位修得退学を希望する者は、学位申請書のみ提出

院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部

12⽉初旬〜
12⽉中旬
又は翌年の
6⽉初旬〜
6⽉中旬
※別途案内

「研究概要報告書」の提出 ３年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ２⽉中

3

春
～
夏
学
期

秋
～
冬
学
期

③博士後期課程研究指導プログラム（４月入学者）

1

春
～
夏
学
期

学術誌等への論文発表又はこれと同等以上の研究業績等

秋
～
冬
学
期

2

春
～
夏
学
期

秋
～
冬
学
期

年
次

学
期

プログラム 内 容 等 手続 提出先
提出期限

又は
実施期間

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
10⽉１⽇〜
10⽉９ ⽇

「研究計画書」の提出 １年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 １０⽉中

院生→←主指導教員

３年次の「博士
論文題目届」提
出時迄に終えて
いること

年
次

学
期

プログラム 内 容 等 手続 提出先
提出期限

又は
実施期間

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

「博士論文構想」の提出 A4判、横40字、縦30行、横書2,000字程度で作成 院生→主指導教員 主指導教員 ４⽉中

第１次中間発表会 指導教員の指示により発表会を行う
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

6⽉中

「研究概要報告書」の提出 1年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ８⽉中

「研究計画書」の提出 ２年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 １０⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜

10⽉9⽇
「博士論文のテーマ、論文概
要」の提出

博士論文のテーマの決定、論文概要の提出。書式等は主
指導教員の指示に従うこと

院生→←主指導教員 主指導教員 １２⽉中

予備審査面接 実施計画及び実施済報告書は主指導教員が行う
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

３⽉〜
４⽉中

第２次中間発表会 指導教員の指示により発表会を行う
院生→←主指導教員

  ↓
    箕面事務部

３⽉〜
４⽉中

年
次

学
期

プログラム 内 容 等 手続 提出先
提出期限

又は
実施期間

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

「研究概要報告書」の提出 ２年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ８⽉中

「研究計画書」の提出 ３年次の研究計画の作成
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 １０⽉中

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
９⽉18⽇〜

10⽉9⽇

最終発表会
指導教員の指示により発表会を行う(発表及びドラフトを
指導教員に提出する)

院生→←主指導教員
  ↓

    箕面事務部
１⽉中

(1)１年次在学者

1

春
～
夏
学
期

2

秋
～
冬
学
期

(2)２年次在学者

2

春
～
夏
学
期

3

秋
～
冬
学
期

■在学者(2026年4月時点の在学年次に応じ、下記(１)、(２)又は（３）を参照のこと)

④博士後期課程研究指導プログラム（１０月入学者）
■新入生(2026年10月入学者)

1

秋
～
冬
学
期

学術誌等への論文発表又はこれと同等以上の研究業績等
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年
次

学
期

プログラム 内 容 等 手続 提出先
提出期限
又は

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

「博士論文題目届」の提出 ※単位修得退学を予定している者は必ず提出のこと
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部
４⽉中
又は

１０⽉中

「博士論文」等の提出
学位申請書、博士論文、⽇本語及び外国語要旨、履歴
書、研究業績書等の提出
※単位修得退学を希望する者は、学位申請書のみ提出

院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部

6⽉初旬〜
6⽉中旬

又は翌年の
12⽉初旬〜
12⽉中旬
※別途案内

「研究概要報告書」の提出 ３年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ８⽉中

3

春
～
夏
学
期

(3)３年次在学者
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年
次

学
期

プログラム 内 容 等 手続 提出先
提出期限
又は

履修登録
主指導教員と相談のうえ、学務情報システム（KOAN）
からWeb登録する

院生→←主指導教員
４⽉１⽇〜
４⽉21⽇

「博士論文題目届」の提出 ※単位修得退学を予定している者は必ず提出のこと
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部
４⽉中
又は

１０⽉中

「博士論文」等の提出
学位申請書、博士論文、⽇本語及び外国語要旨、履歴
書、研究業績書等の提出
※単位修得退学を希望する者は、学位申請書のみ提出

院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部

6⽉初旬〜
6⽉中旬

又は翌年の
12⽉初旬〜
12⽉中旬
※別途案内

「研究概要報告書」の提出 ３年次の研究概要の報告
院生→←主指導教員
 ↓
箕面事務部

箕面事務部 ８⽉中

3

春
～
夏
学
期

(3)３年次在学者
≪学修に関する事項≫ 

１．履修登録について 
⑴ 履修登録方法 

１．人文学研究科規程に定める履修方法及び指導教員の指導等に基づいて、あらかじめシラバスを参照
し、時間割コードを調べておくこと。 

２．学務情報システム（KOAN）にログインし、履修登録・登録状況照会メニューから登録する。 
３．人文学研究科以外の授業科目を履修する場合は、指導教員の承認を得たのち、当該授業担当教員の

承諾を得ておくこと。 
４．登録期間中は、登録済の授業科目の変更も可能である。 
５．他研究科等の授業科目、リーディングプログラム科目又は国際交流科目を履修し、その単位を修了

要件の単位として認定を希望する場合は、「他研究科等授業科目単位認定願」を箕面事務部教務係
に提出すること。 

※学務情報システム（ＫＯＡＮ）について 
大阪大学の学務情報システムは、Knowledge of Osaka university Academic Nucleus の頭文字をとっ

てKOAN と愛称で呼ばれています。 
インターネットを通じて授業科目の履修登録や成績照会などができます。 
また、休講情報や掲示板サービスもあり、携帯電話サイトも利用できます。 
ＫＯＡＮの起動方法は以下のとおりです。 
１．Web ブラウザを起動する。 
２．https://my.osaka-u.ac.jp/ にアクセスする。 
３．全学IT 認証のログイン画面が表示されます。 
４．「大阪大学個人ID」と「パスワード」でログインする。 

 
２．研究指導について 
博士前期課程 

⑴ 研究指導教員 
主指導教員１名、副指導教員１名、計２名の指導教員により研究指導が行われる。 
研究計画書に記載された指導教員は、専攻会議で正式に決定される。なお、予定の指導教員と異なる決

定があった場合は、あらためて履修計画書を正式決定された指導教員に提出し直すこと。 
⑵ 研究指導プログラム 

博士前期課程では「博士前期課程研究指導プログラム」（55〜56ページ参照）のように研究指導が行
われる。それぞれの時期に行われる研究指導プログラムを修了しなければ次のプログラムへ進めないの
で、十分に注意して定められた時期に必ず必要な手続を行い、研究指導を受けること。 
博士後期課程 
⑴ 研究指導教員 

主指導教員１名、副指導教員２名、計３名の指導教員により研究指導が行われる。 
⑵ 研究指導プログラム 

博士後期課程では「博士後期課程研究指導プログラム」（57〜59ページ参照）のように研究指導が行
われる。それぞれの時期に行われる研究指導プログラムを修了しなければ次のプログラムへ進めないの
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で、十分に注意して定められた時期に必ず必要な手続を行い、研究指導を受けること。 
 
３．修士論文について 

①修士論文題目届 
⑴ 最終発表会を終えた者は、修士論文を提出しようとする年の指定された日までに主指導教員の承認

を得た「修士論文題目届」を提出しなければならない。この届出がなされていない場合は、修士論
文を作成しても受理されないので、特に注意すること。 

⑵ 箕面事務部配付の所定用紙により、主指導教員の確認を得たうえで箕面事務部へ提出すること。 
②学位申請書 

⑴ 箕面事務部配付の所定用紙を使用すること。 
⑵ 修士論文提出時に１部提出すること。 

③修士論文 
⑴ Ａ４判の用紙を使用し、縦方向、横書きで作成すること。ただし、特段の必要があり、指導教員が

必要と認めた場合は、縦書きで作成することも可とする。 
⑵ 使用言語、執筆枚数、記入要領は主指導教員の指示に従うこと。 
⑶ 正１部、副３部の計４部を指定された日までに箕面事務部に提出すること。表紙及び製本方法は箕

面事務部の指示に従うこと。 
④修士論文の要旨 

(1) 日本語要旨・外国語要旨をつけること。日本語要旨は2000字程度、外国語要旨は500語程度で、書
式は本文に準ずる。 

(2) 正１部、副３部の計４部提出すること。 
 
４．博士論文について 

①博士論文題目届 
⑴ 最終発表会を終えた者は、指定された日までに主指導教員の承認を得た「博士論文題目届」を提出

しなければならない。この届出がなされていない場合は、博士論文を作成しても受理されないの
で、特に注意すること。 

⑵ 所定用紙により、主指導教員の確認を得たうえで箕面事務部に提出すること。 
②博士論文 

⑴ Ａ４判の紙を使用し、縦方向、横書きで作成すること。ただし、特段の必要があり、指導教員が必
要と認めた場合は、縦書きで作成することも可とする。 

⑵ 使用言語、執筆枚数は主指導教員の指示に従うこと。 
外国語：30行／１頁（１行65ストロークを目安とする。） 
日本語：30行／１頁（１行40字を目安とする。） 
※縦書きとする場合 
・Ａ４判の紙を使用し、縦方向で作成する。 
・各頁は２段組みとし、各段30字・23行を目安とする。 
⑶ 日本語要旨・外国語要旨を付けること。日本語要旨は4000字程度、外国語要旨は1000語程度で、書

式は本文に準ずる。（ただし、論文が縦書きの場合も、要旨については横書きで作成すること。） 
⑷ その他、適宜主指導教員の指示に従うこと。 
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⑸ 正１部、副５部の計６部を提出すること。表紙及び製本方法は箕面事務部の指示に従うこと。 
③その他の提出書類 

⑴ 学位申請書(所定の様式)１部 
⑵ 履歴書(所定の様式)６部 
⑶ 研究業績書(所定の様式)６部 
⑷ 博士論文のインターネット公表（大学機関リポジトリ掲載）確認書（所定の様式）１部 
※本研究科において、全文の公表の可否又は保留とする判断を行う。 

 
５．授業科目の試験における留意事項について 

人文学研究科日本学専攻応用日本学コースの授業科目の試験等において次の不正行為を行った者につい
ては、教育課程上の処分として、原則当該学期に履修した人文学研究科日本学専攻応用日本学コースの全
授業科目の成績を無効とするほか、大阪大学大学院学則の規定に基づき懲戒処分を行うことがあるので、
留意すること。 

⑴ 持込を許可されたテキスト、ノート、辞書等以外のものを使用した場合 
⑵ カンニングペーパーの使用等カンニングとみなされる行為を行った場合 
⑶ 代人受験とみなされる行為を行った場合 
⑷ その他試験監督者の指示に従わない場合 
⑸ 授業担当教員が成績評価の対象として求めるレポート等の提出物において、他人の論文、著作、レ

ポート、ウェブサイト、インターネット投稿、講義配布物（公表・未公表を問わない。）の一部又
は全部を剽窃した場合 

 
６．修士論文及び博士論文作成に際しての留意事項について 

修士論文及び博士論文（以下この項において「学位論文」という。）の作成に際して、他人の文章の一部
又は全部を引用する場合は、必ずその出典を明記し、自分の書いた文章でないことを明示する必要がある。 

提出された学位論文において出典の記載がない場合は、盗用する意図の有無にかかわらず剽窃とみなし、
教育課程上の処分として、原則提出された論文を不合格とするほか、大阪大学大学院学則の規定に基づき懲
戒処分を行うことがあるので、留意すること。 
 

≪その他の手続き及び提出書類≫ 

１．証明書類の発行について 
⑴ 学生証 

(ｱ) 学生証は常に携帯し、本学職員の請求を受けたときはいつでもこれを提示すること。 
(ｲ) 修了、退学、除籍となったとき又は有効期限が経過したときは直ちに学生証を返却すること。 
(ｳ) 標準年限（前期課程は２年、後期課程は３年）を超えて在学する者については、新年度４月に、有

効期限が１年間延⻑された学生証が発行されるので、古い学生証と交換で受け取ること。 
(ｴ) 汚損、紛失などの理由により、学生証の再発行を受けようとする者は、KOANで再発行申請をする

こと。 
(ｵ) 姓名等、記載事項に変更が生じたときは、直ちに申し出ること。 
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⑵ 証明書自動発行機で発行できる証明書 
証明書が必要となった場合は、学内に設置されている証明書自動発行機で発行することができます。 
(ｱ) 学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証） 
(ｲ) 在学証明書 
(ｳ) 成績証明書 
(ｴ) 修了見込み証明書（最終学年の博士前期課程学生のみ） 
(ｵ) 健康診断証明書 
詳細は、大阪大学ホームページをご覧ください。 

 https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/certificates/testifier.html 
 
２．休学・復学・退学・留学の願出について 

休学・復学・退学・留学を願い出ようとする者は、必ず事前（原則として異動希望日の２か月前の２０
日）に、理由を具し、所定の様式により箕面事務部を通じて研究科⻑に願い出ること。 

なお、病気の理由による休学・復学・退学の場合は医師の診断書を添付すること。 
 
３．住所、姓名、保護者連絡先等の変更届について 

住所、保護者連絡先等の変更が生じたときは、KOAN にアクセスし、新住所を入力すること。 
姓名の変更が生じたときは、速やかに所定の様式により箕面事務部を通じて研究科⻑に届け出ること。 

 
４．諸手続き窓口及び各種相談体制 

授業料や奨学金、進路・就職相談等の各種窓口を掲載しています。 
詳細は、大阪大学ホームページをご覧ください。 

  https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/life/contact 
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専攻 教授 准教授 講師 助教

今井 忍 佐野 方郁 鴻野 知暁 松浦 幸祐
岩井 茂樹 髙井 美穂 渡部 直也
岩井 康雄 立川 真紀絵
岸田 泰浩 藤平 愛美
五之治 昌比呂 松村 薫子
小森 万里 水野 亜紀子
櫻井 千穂 村田 真実
柴田 芳成 山泉 実
荘司 育子
筒井 佐代
中田 一志
永原 順子
山川 太

日本学専攻（応用日本学コース） 研究指導／授業担当教員

日本学専攻
（応用日本学コース）

※50音順（2026年4月予定）
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学術交流協定に基づく外国の大学への留学について 
人文学研究科は以下の海外の大学との間で、学生交流の覚書を締結し、相互に学生の派遣と受け入れを

行う協定を結んでいます。（外国学専攻又は日本学専攻(応用日本学コース)教員がコンタクトパーソンを

している大学）※網かけは日本学専攻(応用日本学コース)の協定校 

北京語言大学 中国 エジプト日本科学技術大学 エジプト 
上海外国語大学 中国 カイロ大学 エジプト 
大連理工大学 中国 ウラル連邦大学 ロシア 
国立台湾師範大学 台湾 プラハ・カレル大学 チェコ 
ウダヤナ大学 インドネシア ソフィア大学 ブルガリア 
アンダラス大学 インドネシア タリン大学 エストニア 
アル・ラニーリ国立イスラーム大学 インドネシア タラス・シェフチェンコ記念キエフ国立大学 ウクライナ 
コーンケーン大学 タイ サマルカンド国立大学 ウズベキスタン 
シラパコーン大学 タイ ストックホルム大学 スウェーデン 
ランシット大学 タイ ルンド大学 スウェーデン 
マヒドン大学 タイ ベルゲン大学 ノルウェー 
カセサート大学 タイ カーロリ・ガシュパールカルビン派大学 ハンガリー 
泰日工業大学 タイ セゲド大学 ハンガリー 
ハノイ大学 ベトナム ハイデルベルク大学 ドイツ 
ホアセン大学 ベトナム フランクフルト応用科学大学 ドイツ 
ホーチミン市師範大学 ベトナム ナポリ東洋大学 イタリア 
ヤンゴン外国語大学 ミャンマー ヴェネツィア・カフォスカリ大学 イタリア 
デリー大学 インド トリノ大学 イタリア 
テヘラン大学 イラン フルミネンセ連邦大学 ブラジル 
ゲリシム大学 トルコ ザンジバル国立大学 タンザニア 

※その他、大学間交流協定校159校あり（2026年1月1日現在） 
１ 学生の派遣期間は原則として１年以内です。 

２ 派遣された大学での授業料は原則として免除されます。 

３ 派遣された大学で修得した単位は審査の上、履修要項にあるとおり定められた範囲内で本研究科で修

得した単位として認定されます。 

４ 派遣希望者の選考は本研究科で行い、最終決定は派遣先の大学が行います。 

５ 派遣人数など詳細については箕面事務部教務係に問い合わせてください。 
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・・学学  生生  心心  得得  

  

・・学学  生生  心心  得得  

学学生生証証ににつついいてて  

通通学学定定期期乗乗車車券券発発行行控控（（通通学学証証明明書書））ににつついいてて  

学学校校学学生生生生徒徒旅旅客客運運賃賃割割引引証証（（学学割割証証））ににつついいてて  

証証明明書書のの発発行行ににつついいてて  

学学務務情情報報シシスステテムム（（ＫＫＯＯＡＡＮＮ））ににつついいてて  

授授業業にに関関すするるこことと  

美美術術館館・・博博物物館館等等ののキキャャンンパパススメメンンババーーズズににつついいてて  

授授業業料料のの納納入入ににつついいてて  

大大阪阪大大学学のの大大学学院院教教育育シシスステテムム  

  

・・「「学学生生教教育育研研究究災災害害傷傷害害保保険険」」等等のの各各種種保保険険ににつついいてて  

・・授授業業料料（（入入学学料料））のの免免除除等等制制度度ににつついいてて  

・・日日本本学学生生支支援援機機構構奨奨学学金金（（外外国国人人留留学学生生をを除除くく））ににつついいてて  

・・地地方方公公共共団団体体及及びび民民間間奨奨学学団団体体奨奨学学金金（（外外国国人人留留学学生生をを除除くく））ににつついいてて  

専専攻攻共共通通 
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学学  生生  心心  得得  
  

１１．．学学生生証証ににつついいてて  

学生証は、本学の学生であることを証明するものであるだけでなく、証明書自動発行機利用時

や図書館の入館等にも使用しますので、所定のケースに収納し、常時携帯してください。 

 

学学生生証証にに関関すするる注注意意事事項項 

●学生証の有効期限は修業年限です。 

中途退学等により学生証の有効期間が切れる前に学籍を離れた時は、直ちに文学部・人文学研

究科教務係（以下 教務係）に返却してください。 

●汚損・紛失しないよう大切に取り扱ってください。 

なお、汚損・紛失した場合は、直ちに学生センターで再発行の手続きを行ってください。 

●他人に貸与したり、譲渡してはいけません。 

●定期試験の際や諸証明の申し込み、通学定期乗車券又は学生割引乗車券によって乗車船する際

に係員の請求があったとき、その他本学職員に請求されたときは、必ず提示してください。 

●改姓など記載事項に変更があった場合は、直ちに教務係に届け出てください。 

  

２２．．通通学学定定期期乗乗車車券券発発行行控控（（通通学学証証明明書書））ににつついいてて  

通学定期乗車券発行控（以下「通学証明書」）は主に、通学のために使用する交通機関での通学

定期券購入時に求められるものです。 

 

通通学学証証明明書書のの利利用用ににああたたっってて  

通学証明書は、電車等を利用して通学する学生に対して教務係窓口で配付しますので、裏面に

記載されています注意事項に留意の上、住所（※）・通学区間（1区間かつ1経路）等を記入し、

教務係員の確認を受けてから使用してください。また、記載内容に変更（記入ミスによる修正含

む）があった場合も、必ず教務係で確認を受けてください。※ＫＯＡＮ登録の住所と同一でなけ

れば認めません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、サンプルです。実際の通学証明書とは異なります。 
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通通学学証証明明書書にに関関すするる注注意意事事項項  

 通学証明書を不正に使用し、通学定期券を購入した場合、本人が規定の数倍の追

徴金等の罰を受けるだけでなく、本学に在籍する学生が通学定期券を購入できなく

なることもありますので、くれぐれも不正利用がないようにしてください。 

 不明な点等があれば、教務係もしくは教育・学生支援部教育企画課学務係まで問

い合わせてください。 

  

３３．．学学校校学学生生生生徒徒旅旅客客運運賃賃割割引引証証（（学学割割証証））ににつついいてて  

ＪＲ各社の片道の営業キロが１００ｋｍを超える場合、学校学生生徒旅客運賃割引証（以下「学

割証」という）を使用することにより割引普通乗車券を購入できます。学割証は、修学上の経済

的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として実施されている制度です。 

したがって、学生個人の自由な権利としてあるわけではなく、使用目的、使用枚数には制限が

あります。 

 

学学割割証証にに関関すするる注注意意事事項項  

学割証の使用目的は①正課教育、②課外活動、③就職・受験、④帰省、⑤見学、⑥傷病治療、

⑦保護者旅行随伴等に限られます。 

なお、学割証の使用は記載名義人のみに有効です。他人等に貸与し使用させる等、不正に使用

した場合は、懲戒の対象となるだけでなく、大学で学割証を発行できなくなるなど、多くの学生

に迷惑をかけることになりますので、不正使用をしないようにしてください。 

また、発行された学割証に加筆修正することはできません。  

  

４４．．証証明明書書のの発発行行ににつついいてて  

証明書が必要となった場合は、学内に設置されている証明書自動発行機や教務係窓口で発行す

ることができます。 

証明書自動発行機や教務係窓口で発行する証明書は、次の表のとおりです。 

なお、教務係窓口での証明書の発行は、教務係備え付けの申請用紙で申請してください。 

また、教務係窓口での証明書発行は、原則として３日[資格関係の証明書や特別な証明書につい

ては７日]要しますので、余裕をもって申請してください。 

＊発行に要する日には、土・日・祝日を含んでいませんので注意してください。 
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証証明明書書自自動動発発行行機機でで発発行行すするるもものの  教教務務係係窓窓口口でで発発行行すするるもものの  

●在学証明書 

●成績証明書 

●卒業見込証明書（学部）【最終学年次のみ】 

●修了見込証明書（博士前期課程） 

【最終学年次のみ】 

●学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証） 

●健康診断書 

＊健康診断証明書は個人によって証明書自動

発行機から出力されない場合があります。その

場合、詳しくは各キャンパスのキャンパスライ

フ健康支援・相談センターに問い合わせくださ

い。 

●卒業証明書・修了証明書 ＊ 

＊卒業証明書・修了証明書は、卒業・修了日の

翌日から月末まで証明書自動発行機で発行

することができます。それ以降は教務係で発

行しますので、手続きを行ってください。 

●卒業証明書・修了証明書（卒業・修了月の翌月以降） 

●退学証明書 

●博士後期課程の単位修得退学証明書 

●博士後期課程の修了見込証明書 

●通学証明書（通学定期乗車券発行控） 

●教職課程単位修得証明書（学力に関する証明書） 

●教育職員免許状取得見込証明書 

●学芸員単位修得証明書 

●研究生・科目等履修生・特別聴講学生 

 特別研究学生に関する証明書 

（在学証明書・成績証明書・終了証明書等） 

●その他（上記以外の証明書） 

＊上記以外の証明書の発行については、教務係に相

談してください。 

 

※英文証明書も発行できます。ただし、学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）など一部の証明書を除き

ます。 

 

証証明明書書自自動動発発行行機機のの利利用用にに関関ししてて  

●本学の学部から博士前期課程に、また博士前期課程から博士後期課程に進学した学生は、学

部や博士前期課程の証明書も発行できます。 

●証明書の記載（氏名等）に誤り、疑義がある場合は、教務係に申し出てください。 

●厳封する必要がある場合は、教務係に申し出てください。 

●証明書自動発行機での証明書発行は、紙づまり防止のため 1 回につき１０枚までとしてくだ

さい。 

 

  【設置場所等】※詳しい場所等は本学ホームページ等で確認してください。 

ｷｬﾝﾊﾟｽ 設置場所（台数） 利用時間 

豊中 
豊中学生センター２階ホール（２台） ８：３０～１７：００ 

全学教育推進機構 管理・講義Ａ棟２階教務係前（１台） ８：３０～１７：００ 

吹田 

工学部管理棟Ｕ１Ｍ１階 教務係窓口横（２台） ８：３０～１７：００ 

吹田学生センター１階 ホール（１台） ８：３０～１７：００ 

医学部医学科 共通棟１階 玄関（１台） ８：３０～１７：００ 

箕面 外国学研究講義棟 ２階就職情報コーナー横 ８：３０～１７：００ 
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５５．．学学務務情情報報シシスステテムム（（ＫＫＯＯＡＡＮＮ））ににつついいてて  

大阪大学では授業の履修登録、住所登録、シラバス検索、掲示確認、休講・補講確認、アンケ

ート回答等をＫＯＡＮから行うことになっています。以下の要領で大阪大学個人ＩＤを入力しロ

グインしてください。 

本学の学部から博士前期課程に、また博士前期課程から博士後期課程に進学した学生は、進学

前の大阪大学個人ＩＤを引き続き使用できます。 

 

ＫＫＯＯＡＡＮＮロロググイインン方方法法  

① マイハンダイ（ＵＲＬ：https://my.osaka-u.ac.jp/）にアクセスします。 

②  認証画面が表示されますので、自分の大阪大学個人ＩＤとパスワードを入力して「ログイン」

ボタンをクリックしてください。 

③ ログインするとマイハンダイの画面が表示されます。ショートカットの「ＫＯＡＮ」アイコン

をクリックするとＫＯＡＮのページに移ります。  

④  ログイン直後にＫＯＡＮの「個人ポータル」と呼ばれる画面が表示されます。この画面では、

各種情報の集約が表示されています。 

 

※ＫＯＡＮでは休講・補講・掲示情報をメールでお知らせすることがあります。ＫＯＡＮから

のメールは、大阪大学から全学生に配付されているメールアドレスに送信されます。 

掲示板のメール通知は、掲示板作成者が必要と判断した場合にのみ送信されます。 

※メールは、転送設定が可能で携帯電話や自宅のパソコンで確認することもできます。転送の

設定方法など詳細については、下記リンク先に掲載していますので、確認のうえ設定を行い、

確実に受信できるようにしてください。 

（ URL: https://koan.osaka-u.ac.jp/portal/manual/student/mail/html/tensou.html ） 

※その他、ＫＯＡＮの詳しい操作方法については、Ｗｅｂマニュアル（下記リンク先）を参照

してください。 

 （ URL: https://koan.osaka-u.ac.jp/portal/manual/student/man/j/g-kidou.htm ） 

  

６６．．授授業業にに関関すするるこことと 

（（１１））授授業業時時間間帯帯ににつついいてて  

2025 年度は時間帯が通常と違いますので留意してください。 

時限 授業時間帯（2025 年度） 授業時間帯（通常時間割） 

１ ８：５０ ～ １０：２０ ８：５０ ～ １０：２０ 

２ １０：３０ ～ １２：００ １０：３０ ～ １２：００ 

３ １３：３０ ～ １５：００ １３：００ ～ １４：３０ 

４ １５：１０ ～ １６：４０ １４：４０ ～ １６：１０ 

５ １６：５０ ～ １８：２０ １６：２０ ～ １７：５０ 

６ １８：３０ ～ ２０：００ １８：００ ～ １９：３０ 
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（（２２））気気象象警警報報のの発発表表時時等等ににおおけけるる授授業業のの取取扱扱いいににつついいてて  

１．気象警報発表時の取扱い 

大阪府「豊中市・吹田市・茨木市・箕面市のいずれか又はこれらの市を含む地域」に「暴風

警報」、又は「特別警報＊」が発表された場合、授業を休講とします。 

なお、当該発表が授業開始後の場合は、次の時限の授業から休講とします。 

＊「特別警報」については大雨、暴風、暴風雪、大雪など内容を限定せず、すべての「特

別警報」を対象とします。 

２．公共交通機関の運休時の取扱い 

災害により、通学路線のうち以下の公共交通機関のいずれかが運行の休止又は運転の見合せ

（以下、「運休」という。）となった場合（一部区間の運休を含む）、当該キャンパスで開講す

る授業を休講とします。 

 ①豊中キャンパス 阪急電車（宝塚線：大阪梅田－宝塚間）又は 

          大阪モノレール（全線） 

 ②吹田キャンパス 阪急電車（千里線：大阪梅田／天神橋筋六丁目－北千里間）又は 

          大阪モノレール（全線） 

 ③箕面キャンパス 大阪メトロ（御堂筋線（北大阪急行路線含む）：梅田－箕面萱野間） 

          大阪モノレール（全線） 

※ただし、事故等による一時的な運転見合せについては、休講とはしません。 

３．気象警報又は公共交通機関運休の解除時の取扱い 

気象警報又は公共交通機関の運休が解除された場合の取扱いは次のとおりとします。 

警 報 解 除 時 刻 授業の取扱い 

午前６時以前に解除された場合 全日授業実施 

午前９時以前に解除された場合 午後授業実施 

午前９時を経過しても解除されない場合 全日授業休講 

注 解除の確認は、テレビ・ラジオ・インターネット等の報道によるものとします。 

４．地震発生時の取扱い 

大阪府「豊中市・吹田市・茨木市・箕面市」のいずれかで震度５強以上の地震が発生した場

合、その日の授業を休講とします。ただし、地震の発生が午後５時１５分以降の場合は、翌日

の授業も休講とします。 

また、地震が当該地域以外で発生した場合又は震度５強未満の場合は、公共交通機関の運行

状況に応じて対応することとし、上記２の取扱いに従うこととします。 

５．災害に伴う避難指示・緊急安全確保発令時の取扱い 

大阪府「豊中市・吹田市・茨木市・箕面市」のいずれかの市から、災害に伴う避難指示・緊急

安全確保（以下「避難指示等」という。）が発令された地域（以下「避難地域」という。）に所在

する部局においては、授業を休講とする場合があるので、部局からの連絡に従ってください。 
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６．その他 

（1）この取扱いに該当しないため授業を実施する場合であっても、学生の皆さんの居住地域

又は通学経路にある地域で、上記１と同様の気象警報が発表された場合、上記４と同様の地

震が発生した場合、上記２以外の公共交通機関が運休した場合等やむを得ない事情により授

業を欠席した場合は、履修上不利益とならないよう配慮しますので、授業開講部局又は所属

部局の教務担当係に申し出てください。 

（2）気象警報の発表、公共交通機関の運休又は避難指示等の発令が事前に予想される場合、

又は緊急に休講措置の必要が生じた場合は、大学ホームページ又はＫＯＡＮにおいて通知し

ます。 

 

７７．．美美術術館館・・博博物物館館等等ののキキャャンンパパススメメンンババーーズズににつついいてて 

教育理念としての「教養」を重視している大阪大学は、文化や芸術、科学や歴史に広く自由

に接する機会を学生や教職員に提供しようとしています。文化的豊かさに恵まれた関西の各所

に、大阪大学のキャンパスの延長として無料入場が可能となる施設を広げています。 

学生証の提示により無料で何度でも入場できますので、とくに学生のみなさんが一人でも多

くこうした施設を訪れ、一生の経験となるような作品や歴史に出会うことを望みます。 

なお、利用可能施設等の詳細については、本学ホームページを確認ください。 

  

８８．．授授業業料料のの納納入入ににつついいてて  

授業料及び納入時期は下記のとおりです。 

授業料 

年額 ５３５，８００円 

前期分 後期分 

２６７，９００円 ２６７，９００円 

口座振替日 ５月２７日（金融機関が休業日の場合は翌営業日） １１月２７日（金融機関が休業日の場合は翌営業日） 

銀行振込期限 ５月末日まで １１月末日まで 

●授業料の改定が行われた場合は、改定時から新たな授業料が適用されます。 

●口座振替の方には引落しのお知らせ（ハガキ）を、振込の方には振込依頼書（ハガキ）をそれぞ

れ、前期分は５月中旬頃、後期分は１１月中旬頃に学生本人住所へ送付します。 

●納入方法等について不明なことがありましたら、財務部資金管理課収入係（電話06-6879-7055）、

または、教務係にお問い合わせください。 

●休学時や退学時の授業料の取り扱いについては、教務係にお問い合わせください。 

・メディア授業（定期試験を含む。以下同じ。）については、この取扱いを適用せ

ず、気象警報の発表時等においても原則として授業を実施します。  
・ただし、メディア授業の実施が困難な事象が発生した場合は、授業開講部局の判

断により休講とすることがあります。その場合は、ＫＯＡＮ等でお知らせします。 
・学生の皆さんの居住地域又は通学経路にある地域に暴風警報又は特別警報が発表

された場合、震度５強以上の地震が発生した場合において、避難又はその準備を

しなければならない等やむを得ない事情により、メディア授業を受講できない場

合には、履修上不利益とならないよう配慮しますので、授業開講部局又は所属部

局の教務担当係に申し出てください。  
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７７．．大大阪阪大大学学のの大大学学院院教教育育シシスステテムム  
学学際際融融合合・・社社会会連連携携をを指指向向ししたた双双翼翼型型大大学学院院教教育育シシスステテムム   

DDoouubbllee--WWiinngg  AAccaaddeemmiicc  AArrcchhiitteeccttuurree  

  

（（ １１ ）） 大大 学学 院院 教教 育育 シシ スス テテ ムム 構構 築築 のの 背背 景景 とと 目目 的的   

現 代 社 会 に は 、Ｓ Ｄ Ｇ ｓ に 代 表 さ れ る 様 々 な 課 題 が 数 多 く 存 在 し ま す 。こ う

し た 複 雑 な 社 会 課 題 を 解 決 す る に は 、そ れ ぞ れ の コ ア と な る 専 門 的 知 見 に 加 え

て 、広 い 視 野 か ら 課 題 を 多 角 的 に 捉 え 、多 様 な ス テ ー ク ホ ル ダ ー と 柔 軟 に 協 働

す る 力 が 求 め ら れ ま す 。  

こ の よ う な 社 会 背 景 を 踏 ま え て 、大 阪 大 学 で は 、大 学 院 で の 学 び を 皆 さ ん 自

身 が デ ザ イ ン す る こ と が で き る 新 し い 大 学 院 教 育 シ ス テ ム「 学 際 融 合・社 会 連

携 を 指 向 し た 双 翼 型 大 学 院 教 育 シ ス テ ム ” Double-Wing Academic 

Architecture” （ 以 下 「 Ｄ Ｗ Ａ Ａ 」 と い う 。）」 を 推 進 し て い ま す 。  

 

ＤＤ ＷＷ ＡＡ ＡＡ のの 考考 ええ 方方   

Ｄ Ｗ Ａ Ａ は 、研 究 科・専 攻 等 に お け る 専 門 分 野 の 教 育（「 知 の 探 究 」型 教 育 ）

に 加 え 、 専 門 分 野 の コ ア の 修 得 を 前 提 と し て 、 新 た に 「 知 と 知 の 融 合 」「 社 会

と 知 の 統 合 」 の 二 つ の 方 向 に 教 育 を 広 げ て い く 点 が 特 徴 で す 。  
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９９．．大大阪阪大大学学のの大大学学院院教教育育シシスステテムム  
学学際際融融合合・・社社会会連連携携をを指指向向ししたた双双翼翼型型大大学学院院教教育育シシスステテムム   

DDoouubbllee--WWiinngg  AAccaaddeemmiicc  AArrcchhiitteeccttuurree  

 

７７．．大大阪阪大大学学のの大大学学院院教教育育シシスステテムム  

学学際際融融合合・・社社会会連連携携をを指指向向ししたた双双翼翼型型大大学学院院教教育育シシスステテムム  

DDoouubbllee--WWiinngg  AAccaaddeemmiicc  AArrcchhiitteeccttuurree  

（（１１））大大学学院院教教育育シシスステテムム構構築築のの背背景景とと目目的的  

現代社会には、SDGs に代表される様々な課題が数多く存在します。こうした複雑な社会課題を解決す
るには、それぞれのコアとなる専門的知見に加えて、広い視野から課題を多角的に捉え、多様なステーク
ホルダーと柔軟に協働する力が求められます。 

このような社会背景を踏まえて、大阪大学では、大学院での学びを皆さん自身がデザインすることがで
きる新しい大学院教育システム「学際融合・社会連携を指向した双翼型大学院教育システム”Double-Wing 
Academic Architecture”（以下「DWAA」という。）」を推進しています。 
 

DDWWAAAA のの考考ええ方方  

DWAA は、研究科・専攻等における専門分野の教育（「知の探究」型教育）に加え、専門分野のコアの
修得を前提として、新たに「知と知の融合」「社会と知の統合」の二つの方向に教育を広げていく点が特
徴です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専門性の 
探究 

学際融合の 
推進 

社会課題の 
解決 

専門分野の 
コア 

社会と知の統合 知と知の融合 
知の探究 

学際融合・社会連携を指向した双翼型⼤学院教育システム 
（Double-Wing Academic Architecture） 

これまでの学術編成を尊重し専門分野を深め、専門家を育成する教育 
   従来の学術編成に基づいた研究科の専門分野における深い知識や

高い技術を保持する人材を育成する教育です。 

いくつかの異なる学問・研究分野からなる複合領域を学修する教育 
   異なる分野にも視野を向け知的地平を広げられる教育を指します。

新たな知識や技術の組み合わせを試みる創造的な活動を促進します。 

知の探究 

知と知の融合 

社会課題に対する解決に向けての実践的な取り組みを通じて学修する教育 
   社会の様々なステークホルダーとともに解決すべき課題を発⾒して

解決⽅法を創造し、さらに社会に実装することができる能⼒を育成し
ます。授業の中で、社会課題の解決に実践的に取り組む機会を提供し、
異なる背景を持った人々と意思疎通を図る能⼒や社会を変えようとす
る過程で直⾯する困難を乗り越える⼒量を⾝につけます。授業によっ
ては、学外（社会、企業等）との接点を持った取組み等も含まれます。 

 

社会と知の統合 

知のジムナスティックス
プログラム 



  

 

知知 のの ジジ ムム ナナ スス テテ ィィ ッッ クク スス ププ ロロ ググ ララ ムム とと はは   

こ の DWAA の 考 え 方 に 基 づ き 、「 知 と 知 の 融 合 」「 社 会 と 知 の 統 合 」 の 二 つ の

学 際 領 域 に 分 類 さ れ る 高 度 教 養 教 育 の 教 育 プ ロ グ ラ ム を 総 称 し て「 知知 のの ジジ ムム ナナ

スス テテ ィィ ッッ クク スス ププ ロロ ググ ララ ムム 」と 呼 び 、専 門 分 野 の 深 化 を 目 指 す 従 来 の 大 学 院 教 育

と 併 せ て 履 修 を 推 進 し て い ま す 。  

大 阪 大 学 で 展 開 し て い る 教 育 プ ロ グ ラ ム に つ い て は 以 下 の Ｑ Ｒ コ ー ド か ら

ご 確 認 く だ さ い 。  

 

 

 

 

（（ ２２ ）） 大大 学学 院院 副副 専専 攻攻 ププ ロロ ググ ララ ムム 、、 大大 学学 院院 等等 高高 度度 副副 ププ ロロ ググ ララ ムム にに つつ いい てて   

大 阪 大 学 で は 、大 学 院 教 育 に お け る 高 度 教 養 教 育 の 更 な る 展 開 に 向 け て 導 入

さ れ た 「 学 際 融 合 ・ 社 会 連 携 を 指 向 し た 双 翼 型 大 学 院 教 育 シ ス テ ム

（ Double-Wing Academic Architecture、 DWAA）」 を 推 進 し て お り 、 そ の 一 環 と

し て 、大 学 院 に 入 学 し た 学 生 を 中 心 に 、学 生 が 所 属 す る 主 専 攻 の 教 育 課 程 以 外

の 教 育 プ ロ グ ラ ム を 履 修 で き る「 大 学 院 副 専 攻 プ ロ グ ラ ム 」、「 大 学 院 等 高 度 副

プ ロ グ ラ ム 」 を 提 供 し て い ま す 。  

 「 主 専 攻 の 学 修 と 並 行 し て 、用 意 さ れ た プ ロ グ ラ ム 科 目 を 効 果 的 に 受 講 す る

こ と で 、 学 際 的 ・ 俯 瞰 的 な 視 点 や 複 眼 的 視 野 を 養 う こ と を 目 的 と し て い ま す 。 

 ど ち ら の プ ロ グ ラ ム も 、教 育 目 標 に 沿 っ た 一 定 の ま と ま り の あ る 授 業 科 目 で

構 成 さ れ て お り 、各 プ ロ グ ラ ム が 定 め る 要 件 を 満 た す こ と で 、当 該 プ ロ グ ラ ム

の 修 了 認 定 証 が 交 付 さ れ ま す 。  

 

 な お 、 ２ ０ ２ ６ 年 度 は 「 大 学 院 副 専 攻 プ ロ グ ラ ム 」 ２ ４ プ ロ グ ラ ム 、「 大 学

院 等 高 度 副 プ ロ グ ラ ム 」 ５ １ プ ロ グ ラ ム が 実 施 さ れ ま す 。  

ま た 、「 大 学 院 等 高 度 副 プ ロ グ ラ ム 」 の う ち 、 一 部 の プ ロ グ ラ ム は 「 大 学 院

科 目 等 履 修 生 高 度 プ ロ グ ラ ム 」 と し て 、 社 会 人 に 対 し て も 提 供 さ れ て い ま す 。 

 

各プログラムの詳細については、以下のＵＲＬもしくはＱＲコードからご参照ください。 

※ 大 学 院 の 新 入 生 に は プ ロ グ ラ ム の パ ン フ レ ッ ト を 別 途 配 布 し ま す 。  

詳 細 に つ い て は QR コ ー ド か ら ご 参 照 く だ さ い 。  

 https://itgp.osaka-u.ac.jp/program/program-category/fukupro/ 

 

（（ ３３ ）） 高高 度度 教教 養養 モモ ジジ ュュ ーー ルル にに つつ いい てて   

高 度 教 養 モ ジ ュ ー ル と は 、特 定 の テ ー マ に つ い て 学 修 す る 機 会 を 提 供 す る た

め 、従 来 の 大 学 院 副 専 攻 プ ロ グ ラ ム や 大 学 院 高 度 副 プ ロ グ ラ ム よ り 要 件 単 位 数

を 減 ら し つ つ も 、科 目 間 に 関 連 付 け を 持 た せ た 科 目 群 制 度 で す 。副 専 攻 プ ロ グ

ラ ム・高 度 副 プ ロ グ ラ ム 履 修 の 第 一 歩 と し て 大 学 院 生 の 皆 さ ん の 履 修 を お 待 ち

し て お り ま す 。  

 詳 細 に つ い て は Ｑ Ｒ コ ー ド か ら ご 参 照 く だ さ い 。  

https://itgp.osaka-u.ac.jp/program/program-category/module/ 
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（（ ４４ ）） 学学 際際 融融 合合 教教 育育 科科 目目 にに つつ いい てて   

本 学 に お け る 横 断 型 教 育（ 学 部・研 究 科 の 枠 を 超 え た 学 び ）の 、よ り 一 層 の

充 実 を 目 指 し て 、複 眼 的 視 野 を 涵 養 す る た め の 授 業 科 目 と し て「 学 際 融 合 教 育

科 目 」を 設 置 し て い ま す 。学 際 融 合 教 育 科 目 は 、全 学 の 大 学 院 学 生 に 開 講 し て

い ま す の で 、 興 味 の あ る 方 は 是 非 履 修 し て み て く だ さ い 。  

※ 学 際 融 合 教 育 科 目 は 、大 学 院 横 断 教 育 科 目 の 科 目 区 分 の 一 つ と し て 開 講 し

て い ま す 。  

詳 細 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ の シ ラ バ ス を 参 照 し て く だ さ い 。  

※ 履履修修登登録録はは、、全全学学でで統統一一さされれたた「「他他部部局局科科目目のの履履修修登登録録期期間間」」内内ににＫＫＯＯＡＡＮＮ

（（学学務務情情報報シシスステテムム））かからら行行っっててくくだだささいい（（hhttttppss::////kkooaann..oossaakkaa--uu..aacc..jjpp））。。 

※ 大 学 院 横 断 教 育 科 目 の 単 位 認 定 に つ い て の 取 り 扱 い は 、研 究 科 に よ っ て 対

応 が 異 な り ま す 。修 了 要 件 へ の 算 入 可 否 に つ い て は 、事 前 に 指 導 教 員 や 所

属 研 究 科 の 教 務 担 当 窓 口 に 確 認 し て く だ さ い 。  

 

詳 細 に つ い て は 、 Ｑ Ｒ コ ー ド か ら ご 参 照 く だ さ い 。  

https://itgp.osaka-u.ac.jp/program/advanced_5939/ 

 

（（ ５５ ）） ココ ミミ ュュ ニニ ケケ ーー シシ ョョ ンン デデ ザザ イイ ンン 科科 目目 おお よよ びび ＣＣ ＯＯ デデ ザザ イイ ンン 科科 目目 にに つつ いい てて   

■■ 教教 育育 ププ ロロ ググ ララ ムム のの 目目 的的   

 大 阪 大 学 は 、高 等 教 育 に お け る 新 し い 教 育 の 目 標 と し て〈 高 度 汎 用 力 〉の

育 成 を 掲 げ て い ま す 。Ｃ Ｏ デ ザ イ ン セ ン タ ー は 人 を つ な ぎ 、知 識 を つ な ぎ な

が ら 、と も に 創 出 す る 力 を 身 に つ け る た め の 学 部・研 究 科 横 断 型 の 新 し い 高

度 教 養 ・ 高 度 汎 用 力 育 成 プ ロ グ ラ ム の 研 究 開 発 と 教 育 に あ た っ て い ま す 。  

 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン デ ザ イ ン 科 目 」は 、対 話 す る こ と を 通 し て 、課 題 を

発 見 し 、と も に そ の 解 決 を め ざ し 、社 会 の な か で 実 践 す る た め の 基 礎 的 な 教

育 プ ロ グ ラ ム と し て 学 部 生 、 大 学 院 生 を 対 象 に 開 講 さ れ て い ま す 。  

 ま た 、「 Ｃ Ｏ デ ザ イ ン 科 目 」 は 、 さ ま ざ ま な 現 実 の 社 会 課 題 の 解 決 を 目 指

し た ア ド バ ン ス ト・プ ロ グ ラ ム と し て 、よ り 系 統 的 に 社 会 実 践 力 を 修 養 す る

た め の 科 目 群 と し て 大 学 院 学 生 を 対 象 に 開 か れ て い ま す 。  

 

■■ ココミミュュニニケケーーシショョンンデデザザイインン科科目目及及びびＣＣＯＯデデザザイインン科科目目のの修修得得単単位位ににつついいてて  

 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン デ ザ イ ン 科 目 及 び Ｃ Ｏ デ ザ イ ン 科 目 が 修 了 要 件 単 位

に 算 入 で き る か 否 か に つ い て は 、各 研 究 科 に よ っ て 取 り 扱 い が 異 な り ま す の

で 、履 修 に 際 し て は 、事 前 に 指 導 教 員 や 所 属 研 究 科 の 教 務 担 当 窓 口 に 必 ず 相

談 し て く だ さ い 。  

  

■■ 履履 修修 手手 続続 方方 法法 にに つつ いい てて   

 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン デ ザ イ ン 科 目 と Ｃ Ｏ デ ザ イ ン 科 目 の 履 修 登 録 は 、全 学

で 統 一 さ れ た「 他 部 局 科 目 の 履 修 登 録 期 間 」内 に Ｋ Ｏ Ａ Ｎ（ 学 務 情 報 シ ス テ

ム ） か ら 行 っ て く だ さ い  

（ https://koan.osaka-u.ac.jp）。  
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「「学学生生教教育育研研究究災災害害傷傷害害保保険険」」等等のの各各種種保保険険ににつついいてて  
 

１．学生教育研究災害傷害保険（学研災）（必須） 

学生教育研究災害傷害保険（学研災
がっけんさい

）は、国内外における教育研究活動中に学生が被った「けが」

に対して補償を提供するために設立された保険制度です。 

大阪大学では、全ての対象者がこの保険に加入することとしています。加入がまだの方は、すぐ

に加入の手続きをとってください。 

 

（（１１））対対象象  

学部生、大学院生、研究生、聴講生及び科目等履修生（留学生を含む。） 

（大学施設を単に利用するだけの研修生は対象となりません。ただし日本学術振興会特別研究員

は対象となります。） 

 

（（２２））保保険険金金のの内内容容  

保険金が支払われる 

事故の範囲 

死亡保険金 後遺障害保険金 医療保険金 入院加算金 

正課中 

（授業、実験実習、演習等） 

学校行事中 

2,000 万円 程度に応じて 

120 万円 

～3,000 万円 

治療日数１１日日以以上上が対象 

3,000 円～30 万円 

１日につき 

4,000 円 

通学中 

学校施設等相互間の移動中 

大学施設内（課外活動を除く） 

1,000 万円 程度に応じて 

60 万円 

～1,500 万円 

治療日数４４日日以以上上が対象 

6,000 円～30 万円 

１日につき 

4,000 円 

公認団体が大学に届け出た

学内外の課外活動中 

1,000 万円 程度に応じて 

60 万円 

～1,500 万円 

治療日数1144日日以以上上が対象 

３万円～30 万円 

１日につき 

4,000 円 

（平成 30 年 4 月以降） 

  
（（３３））加加入入方方法法及及びび請請求求方方法法  
《加入方法》 

専用サイトより手続きを行い、コンビニ払いまたはクレジットカード払いで支払いを行って

ください。 
学部生：https://osaka-univ.coop/welcome/other/other_807.html 
学部生以外：https://osaka-univ.coop/welcome/grad-school/grad-school_808.html 
なおいずれも接触感染予防保険金支払特約には対応していません。 
※ 誤った金額を振り込まれた場合、加入手続きが取れず、この保険の対象となる「けが」で

あっても保険金の支払いができません。必ず、所属学部（研究科）及び学年に対応した金

額を払い込んでください。 
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所所  

属属 

学学  

年年  

人人文文・・文文・・人人間間・・外外・・法法・・経経・・理理・・医医（（保保健健））・・  

薬薬（（創創成成薬薬））・・工工・・基基礎礎工工・・言言文文・・国国際際公公共共・・情情報報・・  

高高等等司司法法**・・連連合合小小児児  

学部 
大学院 大学院 

（前期・修士） （後期・博士） 

1 3,300 1,750 2,600 

2 2,600 1,000 1,750 

3 1,750   1,000 

4 1,000     

＊高等司法は、別途法科賠保険料を上乗せする。 

＊別途 200 円のシステム手数料がかかりますので、ご留意ください。 

 
《事故の通知》 

保険事故が発生したときは、ただちに事故の日時・場所・状況・傷害の程度を事故通知ハガ

キにより保険会社へ通知する必要があります。事故の日から３０日以内に通知のない場合は、

保険金が支払われないことがあります。 
事故通知ハガキは、大学生協の保険窓口に取りに来てください。記入したハガキは、大学生

協の保険窓口から保険会社へ送付します。 
《保険金の請求》 

請求に必要な書類は大学生協の保険窓口で渡します。記入・作成のうえ、大学生協の保険窓

口に提出してください。 
 

２．学研災付帯賠償責任保険（Ａコース 学生教育研究賠償責任保険）（学研賠）（任意） 

※ Ｂコース：インターン賠（加入不可）、Ｃコース：医学賠（加入不可）、 

  Ｌコース：法科賠（法科大学院のみ） 

学研災付帯賠償責任保険（学研賠
がっけんばい

）は、正課・学校行事中やインターンシップ（大学が承認した

ものに限る）・介護体験活動・教育実習・保育実習及びその往復中に、他人にケガをさせたり、他人

の財物を損壊したりしたことによる法律上支払わなければならない損害賠償金を補償する保険で

す。 
学研賠へは、「学研災」へ先に加入していなければ、加入することができません。加入希望者は必ず

「学研災」に加入していることを確認のうえ、専用サイトより手続きを行い、コンビニ払いまたはクレ

ジットカード払いで支払いを行ってください。 
学部生：https://osaka-univ.coop/welcome/other/other_807.html 
学部生以外：https://osaka-univ.coop/welcome/grad-school/grad-school_808.html 
 

３．学研災付帯学生生活総合保険（付帯学総）（任意）  

学研災付帯学生生活総合保険（付帯学総）は、「学研災」への加入を条件として、学研災の補償内

容に上乗せして補償される保険です。「学研災」ではカバーできない日常生活の病気やケガ、賠償事

故の補償など幅広く補償されます。 
留学生の方向けの、「インバウンド付帯学総」も用意されています。 
詳細については、大阪大学ホームページを参照ください。 
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４．大学生協「ＣＯ・ＯＰ学生総合共済」「学生賠償責任保険」 （任意） 

大学生協「ＣＯ・ＯＰ学生総合共済」は、大学生協（大阪大学生活協同組合）が提供する、正課

中、外を問わず、学生生活においてケガや病気の際、保障する制度です。「学生賠償責任保険」は、

大学生活における様々な「賠償責任事故」に対する保障、一人暮らしの“もしも”に備える「一人

暮らし特約あり」で、大学生活を強力にサポートする保険です。 
詳細については、大阪大学ホームページを参照ください。 
 

５．問い合わせ先等 

（（１１））窓窓口口及及びび問問いい合合わわせせ先先  

 〇１，２，４の保険関係 

  ・大阪大学 生活協同組合 総務部（豊中福利会館４階） ０６－６８４１－３３２６ 

  ・豊中生協事務所 （豊中キャンパス豊中福利会館４階） 

  ・吹田工学部生協事務所 （吹田キャンパスセンテラス２階） 

  ・箕面生協事務所 （箕面キャンパス外国学研究講義棟３階シャンティショップ内） 

 〇３の保険関係 

  ・東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社 

    学生生活総合保険相談デスク ０１２０－８１１－８０６ 

               受付 土日祝を除く９：３０～１７：００まで 

              （IP 電話からは０３－６６２９－５２５８） 

 

（（２２））大大阪阪大大学学ホホーームムペペーージジ  

   日本語：https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/life/insurance.html 
   English：https://www.osaka-u.ac.jp/en/campus/life/insurance.html 

＜新規来日された留学生の方へ＞ 

 大阪大学で安心安全に学べる環境を整えるために、外国人留学生向け学研災付帯学生生活総合保

険（インバウンド付帯学総）の加入を強くお勧めします。 

 最近、留学生が自転車で走行中、通行人にぶつかってけがを負わせ、多額の賠償金を請求された

ものの保険に入っておらず大きな問題となったケースがありました。個人賠償責任のほか、示談交

渉サービスも付いており、学生生活を幅広くサポートする保険です。 

To all incoming international students, 
In order to provide a secure and safe learning environment at the University of Osaka, we 
strongly recommend that you enroll in Comprehensive Life Insurance, informally known as 
Comprehensive Insurance for Students Lives Coupled with "Gakkensai" (Inbound 
Comprehensive Insurance). 
Recently, a case where an uninsured international student riding a bicycle collided with a 
pedestrian caused injuries that resulted in a substantial compensation claim against the student. 
The Comprehensive Insurance for Students Lives Coupled with "Gakkensai" (Inbound 
Comprehensive Insurance) includes personal liability coverage and provides out-of-court 
settlement negotiation services if you become liable for such claims, effectively supporting many 
aspects of your life in Japan. 
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授授業業料料（（入入学学料料））のの免免除除等等制制度度ににつついいてて  
 

本学には、学部学生を対象とした高等教育修学支援制度と、高等教育修学支援制度の申請資格を

満たさない一部の学部学生や大学院学生を対象とした大阪大学授業料免除等制度があります。各制

度で定める申請資格に該当する場合は、これらの制度を申請することにより、授業料等の全部また

は一部の納入額が免除される（納入期限が猶予される）可能性があります。経済的理由や家庭の事

情等により納入が困難な状況にあるときは、本学のホームページに掲載するこれらの制度の案内や

情報をよく確認してください。 

なお、授業料（入学料）の免除等制度への申請を希望される場合には、所定の期限までに申請手

続を行うようにしてください。授業料免除等の申請については、前期（４月から９月まで）分、後

期（１０月から翌年３月まで）分のそれぞれの期の授業料ごとに免除を決定します。 

 

１１．．制制度度概概要要  

（１）学部学生の授業料（入学料）免除 

 高等教育修学支援制度（「大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第八号）」）：

学部学生が授業料等免除を希望する場合、原則高等教育修学支援制度への申請となります。

申請前に、下記ＵＲＬまたはＱＲコードから、高等教育修学支援制度の支援対象者の要件※

に該当するか否かを必ず確認してください。 

日本学生支援機構 「進学後（在学採用）の給付奨学金の申込資格」 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/shikaku/zaigaku.html 

※要件とは、国籍・在留資格に関する要件又は大学等に進学するまでの期間に関する要件のことを指します。 

 

制度の要点 

・住民税非課税世帯、それに準ずる世帯および扶養する子供等の数が 3人以上の世帯（多子

世帯）の日本人等※1学部学生が対象 

・「給付奨学金（返還を要しない奨学金）」の給付と、「入学料・授業料減免」の認定がセット

となった支援制度※2 

・「給付奨学金」に採用されなければ、入学料・授業料減免を受けることができません。 

※「多子世帯への授業料等無償化」へ申請する場合も日本学生支援機構による審査を要する

ため、受給希望の有無に関わらず給付奨学金への申請が必要です。 

********************* 

※1 日本国籍を有する者、法定特別永住者として本邦に在留する者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶

者等をもって本邦に在留する者、定住者の在留資格をもって本邦に在留する者で将来永住する意思があると

認められた者、家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者で一定の要件を満たす者。 

※2 日本学生支援機構給付奨学金に申請し採用され受給される方に対して、大学が入学料・授業料減免を認定す

る仕組みです。なお、入学料免除は入学時の一度きりの支援となります（※ただし、編入学前の高等教育機

関等で高等教育修学支援制度の入学料減免の支援を受けたことがある方は、本学入学時に入学料減免の支援

を受けることはできません）。 

 

注意事項 

本学が定める期限までに所定の申請手続を行っていない場合には、同制度の支援を受けられ

ません。支援を希望する場合は期限に余裕をもって保護者等に相談のうえ必ず期限までに申

請してください。 

 

申請方法等 

下記ＵＲＬまたはＱＲコードからＷｅｂページにアクセスし、 

高等教区修学支援制度入学料・授業料減免のしおりを確認の上、所定の手続を申請期間内に
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行ってください。 

＜高等教育修学支援制度による授業料等免除の申請方法等（概要・しおり）＞ 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/remission/koutou/kotosyugaku-appli 

 

 大阪大学授業料等免除制度：高等教育修学支援制度の支援対象者の要件※を満たさない方に

ついては、大阪大学独自の支援制度として実施する授業料免除に申請できる場合があります。

詳細は大阪大学ホームページの情報を確認するようにしてください。 

※高等教育修学支援制度の申請資格詳細に関しては、前頁 URL『日本学生支援機構 「進学後

（在学採用）の給付奨学金の申込資格」』をご参照ください。 

 

申請方法等 

下記ＵＲＬまたはＱＲコードからＷｅｂページにアクセスし、申請要項※を確認の上、所定

の手続を申請期間内に行ってください。 

（※前期：１月末日 後期：８月末日掲載予定） 

※新入生と在学生の申請期間が異なります。詳しくは大学ホームページをご確認ください。 

＜大阪大学授業料免除等制度の申請方法等（申請要項・申請システム）＞ 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/remission/system 

※タイトルに【大学院生・外国人留学生等向け】とありますが、高等教育修学支援制度の支援対象者

の要件を満たさない学部生についても案内がありますので、右記ＱＲコードを参照してください。 

 

（２）大学院学生の授業料（入学料）免除 

以下の要件に該当する方は、大阪大学授業料等免除制度に申請することができます。詳細は大

阪大学ホームページの情報を確認するようにしてください。 

① 経済的理由によって納入が困難である場合。 

② 授業料免除については、前後期各期の授業料の納入前 6 ヶ月以内（新入生に限り納入前１

年以内）に、出願者の主たる学資負担者が死亡又は出願者本人もしくは出願者の主たる学

資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入が困難であると認められる

方。入学料免除については、入学前 1 年以内において、出願者の主たる学資負担者が死亡

又は出願者本人もしくは出願者の主たる学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、

納入が著しく困難である場合。 

 

申請方法等 

下記ＵＲＬまたはＱＲコードからＷｅｂページにアクセスし、申請要項※を確認の上、所定

の手続を申請期間内に行ってください。 

（※前期：１月末日 後期：８月末日掲載予定） 

＜大阪大学授業料免除等制度の申請方法等（申請要項・申請システム）＞ 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/remission/system 

 

（３）入学料収納猶予・授業料収納猶予・授業料分納 

大阪大学授業料等免除制度が実施します。詳細は大阪大学ホームページの情報を確認するよう

にしてください。 

 

２２．．問問いい合合わわせせ先先 

吹田学生センター授業料免除担当 (開館時間 平日 8:30～17:00) 

   ☎:06-6879-7088・7161 ✉gakusei-sien-en1@office.osaka-u.ac.jp 
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日日本本学学生生支支援援機機構構奨奨学学金金（（外外国国人人留留学学生生をを除除くく））ににつついいてて  
 
日本学生支援機構（以下、「機構」という）奨学金は、勉学に励む意欲があり、またそれにふさわ

しい能力を持った学生が経済的理由により修学をあきらめることのないように支援する制度です。

貸与奨学金は返還（返済）の義務があり、必ず返還しなければなりません。給付奨学金は原則とし

て返還の義務はありません。 

 

１１．．貸貸与与奨奨学学金金ににつついいてて  

（2025 年 12 月時点） 

奨 学 金 の 種 類 貸与月額（「授業料後払い制度」は年額） 

大
学
（
学
部
） 

第一種奨学金

（無利子） 

自 宅 通 学 20,000 円、30,000 円、45,000 円から選択 

自 宅 外 通 学 20,000 円、30,000 円、40,000 円、51,000 円から選択 

第二種奨学金

（有利子） 
20,000 円～120,000 円（10,000 円単位）から選択 

大
学
院 

第一種奨学金

（無利子） 

博 士 前 期 

（修士）課程 

50,000 円、88,000 円から選択 

授 業 料 

後払い制度 
年間の授業料相当額（年額 535,800 円上限） 

博 士 後 期 

（博士）課程 
80,000 円、122,000 円から選択 

第二種奨学金

（有利子） 
50,000 円、80,000 円、100,000 円、130,000 円 150,000 円から選択 

（注①）下線付きの月額は、2018 年度以降の入学者のみ選択可能な月額です。2017 年度以前入学者は

選択できません。 

（注②）大学（学部）の四角で囲んだ月額(最高月額)については、機構の審査により希望する月額で貸

与が認められず、最高月額以外での貸与となる場合があります。 

（注③）第二種奨学金は、貸与終了後に利子を附加した額を返還することになります。なお、貸与終了

時に決定した利率を返還完了まで適用する方式と、貸与終了時から概ね５年ごとに利率を見直

す方式のどちらか一方を選択できます。（いずれの方式も利率の上限は年３％） 

（注④）大学（学部）で、第一種奨学金と次頁の「給付奨学金」の両方の奨学生となる場合は、給付奨

学金の支援区分により第一種奨学金の貸与月額が上表と異なる場合があります（併給調整；次

頁の注⑪） 

（注⑤）大学院において第一種奨学金の貸与を受けた方で、在学中に特に優れた業績を挙げた方として

認定された場合、奨学金の返還が免除される制度があります。 

（注⑥）高等司法研究科の方で第二種奨学金 150,000 円を選択した場合、40,000 円又は 70,000 円の増

額貸与を受けることができます。 

（注⑦）授業料後払い制度では、年間の授業料相当額の「授業料支援金」に加えて、月額 20,000 円又は

40,000 円の「生活費奨学金」の貸与を希望することができます。 

 

【募集情報（大阪大学ウェブサイト）】 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/scholar/jasso/recruit 
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２２．．給給付付奨奨学学金金ににつついいてて  

（2025 年 12 月現在） 

奨 学 金 の 
種 類 

給  付  月  額（注⑨）（注⑩） 

大
学
（
学
部
） 

給付 

奨学金 

支援区分 

 

 

通学形態 

第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分 
第Ⅳ区分 

【多子世帯】 
多子世帯 多子

世帯 

多子世帯 

非該当 

多子 

世帯 

多子世帯 

非該当 

多子 

世帯 

多子世帯 

非該当 

自宅通学 
29,200 円 

（33,300 円） 

19,500 円 

（22,200 円） 

9,800 円 

（11,100 円） 

7,300 円

（8,400 円）
0円 

自宅外通学 66,700 円 44,500 円 22,300 円 16,700 円 0 円 

（注⑧）給付奨学金は、「学部生」のみが対象です。大学院生は申請できません。 

（注⑨）生活保護世帯（受けている扶助の種類を問いません。）で自宅から通学する人及び児童養護施設

等から通学する人等は、カッコ内の金額となります。 

（注⑩）機構が世帯に関する前年の所得情報を確認したうえで、原則として毎年 10 月に支援区分（「第

Ⅰ～第Ⅳ区分（多子世帯への該当有無を含む）」、「多子世帯」及び支援対象外のいずれか）の見

直しを行います。採用時の支援区分による支援が必ずしも継続されるとは限らないため注意し

てください。 

（注⑪）給付奨学金と前頁の「第一種奨学金」の両方の奨学生となる場合は、給付奨学金の支援区分に

応じて第一種奨学金の貸与月額が下表のとおり調整されます。 

    （2025 年 12 月現在） 

奨 学 金 の 種 類 給付奨学金との併給調整が行われた第一種奨学金の貸与月額（注④、注⑨） 

大
学
（
学
部
） 

第一種奨学金 

（貸与・無利子） 

支援区分 

 

通学形態 

第Ⅰ・第Ⅱ区分 第Ⅲ区分 
第Ⅳ区分 

【多子世帯】 
多子世帯 

多子世帯 
多子世帯

非該当 
多子世帯 

多子世帯 

非該当 

自宅通学 0 円 0 円 
20,300 円

(25,000 円) 
0 円 300 円 

自宅外通学 0 円 0 円 13,800 円 0 円 6,300 円 

（注⑫）給付奨学生は奨学金と併せて「高等教育修学支援制度」による入学料・授業料の減免を受ける

ことができます。 

 

【募集情報（大阪大学ウェブサイト）】 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/scholar/kyufu/new_r2 
 

３３．．申申請請方方法法等等ににつついいてて  

必要手続きや期限の詳細は、３月末頃に本学ウェブサイトに掲載します。希望する奨学金でそれ

ぞれ必要手続きが異なるため、上記「１」「２」に記載したＵＲＬまたはＱＲコードのページに掲載

される所定の方法により期限までに手続きを行ってください。 

 

４４．．問問合合せせ先先  

豊中学生センター奨学金担当（豊中キャンパス学生交流棟 2階） 

【問合せフォーム（大阪大学ウェブサイト）】 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/scholar/jasso/form_recruit 
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地地方方公公共共団団体体及及びび民民間間奨奨学学団団体体奨奨学学金金（（外外国国人人留留学学生生をを除除くく））ににつついいてて  
 

地方公共団体及び民間奨学団体による奨学金（以下、「各種奨学金」という。）は、学業、人物と

もに優れ、かつ、経済的理由により学資の支弁が困難と認められる方に給与もしくは貸与される制

度です。 

学生センターで取り扱っている各種奨学金は、「候補者を選考し大学から推薦する奨学金」と「希

望者が直接出願する奨学金」があります。 

「候補者を選考し大学から推薦する奨学金」については、推薦人数に限りがあり、またそれぞれ

の団体での推薦基準があるため、必ずしも申請者全員が推薦候補者になるとは限りません。 

また、奨学生に採用されると、在学中のみならず卒業後も団体との関係は続きます。大阪大学か

ら推薦されたという自覚を持ち、向学心をさらに高め、交流会、面談、研修会への出席や、生活状

況調書、成績表、奨学金受領書の提出など、奨学生としての義務を果たさなければなりません。こ

れらの義務を怠った場合、辞退や採用取り消しとなる場合もありますので、十分に考慮の上、申請

してください。 

１１．．対対象象者者  

奨学金の種類により異なります。 

２２．．申申請請方方法法  

◆候補者を選考し大学から推薦する奨学金 

大学からの推薦候補者は、登録者から選考します。 

登録要項をダウンロードのうえ、要項で指定している受付期間内に申請してください。 

詳細は、当該期の「民間団体等奨学生推薦候補者登録要項」（以下、「登録要項」）を参照してく

ださい。 

「登録要項」は、１２月下旬から、大阪大学ホームページよりダウンロードできます。 

下記ＵＲＬまたはＱＲコードから Web ページにアクセスしてください。 

＜地方公共団体及び民間奨学団体の奨学金＞ 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/campus/tuition/scholar/gov_n_private 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆希望者が直接出願する奨学金 

大学に募集案内があった場合、その都度ＫＯＡＮ掲示板にてお知らせします。 

地方公共団体奨学金については、本学に募集案内が来ない場合があるので、直接、出身地等の

教育委員会等へ照会してください。 

３３．．問問いい合合わわせせ先先  

   吹田学生センター民間団体等奨学金担当 (開館時間 平日 8:30～17:00) 

    ✉gakusei-sien-en1@office.osaka-u.ac.jp 

推推薦薦ままででのの流流れれ  

１２月下旬～ 「登録要項」ホームページ掲載 

 ２月下旬～ 

３  月 

登録受付期間 
（登録要項にて指定された期間に申請してください。） 

４月～６月 
候補者選考、推薦期間 

（候補者にのみ、吹田学生センターから連絡します。） 
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・・学学  生生  心心  得得  

・・大大阪阪大大学学学学部部学学則則  

・・大大阪阪大大学学大大学学院院学学則則  

・・大大阪阪大大学学学学位位規規程程  

・・大大阪阪大大学学大大学学院院人人文文学学研研究究科科規規程程  

規規程程集集 
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大大阪阪大大学学学学部部学学則則  

  
第第１１章章  総総則則  

 

（（趣趣旨旨））  

第第１１条条 この学則は、大阪大学（以下「本学」という。）の学部の修業年限、教育課程その他の学生

の修学上必要な事項について、定めるものとする。 

（（教教育育研研究究上上のの目目的的のの公公表表等等））  

第第１１条条のの２２ 本学は、学部又は学科ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定

め、公表するものとする。 

（（学学部部及及びび学学科科））  

第第２２条条 本学に、次の学部及び学科を置く。 

文学部 人文学科 

人間科学部 人間科学科 

外国語学部 外国語学科 

法学部 法学科、国際公共政策学科 

経済学部 経済・経営学科 

理学部 数学科、物理学科、化学科、生物科学科 

医学部 医学科、保健学科 

歯学部 歯学科 

薬学部 薬学科 

工学部 応用自然科学科、応用理工学科、電子情報工学科、環境・エネルギー工学科、地球総合

工学科 

基礎工学部 電子物理科学科、化学応用科学科、システム科学科、情報科学科 

（（収収容容定定員員））  

第第３３条条 前条に定める学部及び学科の収容定員は、別表１のとおりとする。 

（（学学年年））  

第第４４条条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（（学学期期））  

第第５５条条 学年を分けて、次の４学期とする。 

春学期  

夏学期 

秋学期 

冬学期 

２ 春学期及び秋学期の開始日は、それぞれ４月１日及び１０月１日とし、夏学期及び冬学期の開始

日は、総長がその都度定める。 

３ 夏学期及び冬学期の終了日は、それぞれ９月３０日及び３月３１日とし、春学期及び秋学期の終

了日は、総長がその都度定める。 

（（休休業業日日））  

第第６６条条 休業日は、次のとおりとする。 

日曜日及び土曜日 

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

大阪大学記念日 ５月１日 

春季休業 ４月１日から４月１０日まで 

夏季休業 ８月５日から９月３０日まで 

冬季休業 １２月２５日から翌年１月７日まで 

２ 春季休業、夏季休業及び冬季休業については、学部の事情により学部長が総長の承認を得て、そ

の都度変更することができる。 
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３ 臨時の休業日については、総長がその都度定める。 

第第７７条条 削除 

 

第第２２章章  学学生生  

  

（（修修業業年年限限））  

第第８８条条 修業年限は、４年とする。ただし、医学部医学科、歯学部及び薬学部については、６年とす

る。 

２ 第１０条の５の規定に基づき、長期にわたる教育課程の履修を認められた者（以下「長期履修学

生」という。）は、当該許可された年限を修業年限とする。 

（（在在学学年年限限））  

第第９９条条 在学年限（長期履修学生の在学年限にあっても同様とする。）は、８年とする。ただし、医

学部医学科、歯学部及び薬学部については、１２年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１４条から第１５条までの規定により、入学を許可された者の在学

年限については、学部規程で別に定める。 

３ 学生が前２項に規定する在学年限に達したときは、当該学生はその身分を失う。 

（（教教育育課課程程及及びびそそのの履履修修方方法法等等））  

第第１１００条条 教育課程は、本学、学部及び学科の教育上の目的を達成するために、学位授与の方針及び

教育課程編成・実施の方針に基づき必要な授業科目を開設し、教養教育、専門教育及び国際性涵養

教育を基に体系的に編成するものとする。 

２ 授業科目の区分は、次のとおりとする。 

教養教育系科目 

    学問への扉、基盤教養教育科目、高度教養教育科目、情報教育科目、健康・スポーツ教育科

目、アドヴァンスト・セミナー、コミュニケーションデザイン科目 

専門教育系科目 

    専門基礎教育科目、専門教育科目 

国際性涵養教育系科目 

    マルチリンガル教育科目、高度国際性涵養教育科目、国際交流科目 

３ 前項に定める区分の各授業科目、履修方法等については、学部規程で別に定める。ただし、全学

の協力のもとに実施する科目については、全学共通教育科目として別に定める。 

４ 前項の規定にかかわらず、コミュニケーションデザイン科目及び国際交流科目の開設及び履修方

法等については、別に定める。 

５ 第２項に定めるもののほか、教職教育科目を開設し、その授業科目、履修方法等については、別

に定める。 

（（大大学学院院等等高高度度副副ププロロググララムム））  

第第１１００条条のの２２ 前条の教育課程のほか、幅広い分野の素養等を培う教育を行うため、大学院等高度副

プログラムを開設する。 

２ 大学院等高度副プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

（（授授業業のの方方法法））  

第第１１００条条のの２２のの２２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併

用により行うものとする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当

該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを

高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 

４ 第１項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所

で行うことができる。 

（（単単位位のの計計算算方方法法））  

第第１１００条条のの２２のの３３ 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、１単位の授業科目を４５時間の学修

を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、
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授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。 

（１）講義及び演習については、１５時間から４５時間までの範囲で学部規程又は全学共通教育規

程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

（２）実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で学部規程又は全学共通

教育規程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

（３）１の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以上の方法の併用により

行う場合については、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を考慮して学部規程又は

全学共通教育規程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を

評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修を考慮して、単位

数を定めることができる。 

（（学学修修証証明明書書等等））  

第第１１００条条のの２２のの４４ 第１０条に規定する教育課程の一部をもって体系的に開設する授業科目の単位

を修得した学生に対し、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１６３条の２に規

定する学修証明書を交付することができる。 

２ 前項に規定する体系的に開設する授業科目は、学修証明プログラムと称する。 

３ 前項に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

（（他他のの大大学学等等ににおおけけるる授授業業科科目目のの履履修修））  

第第１１００条条のの３３ 学部長（学部長から委任を受けた者を含む。以下同じ。）が教授会の議を経て教育上

有益と認めるときは、他の大学、専門職大学若しくは短期大学（専門職短期大学を含む。以下同じ。）

又は外国の大学（専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。）若しくは短期大学との協

議に基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させることができる。ただし、やむを得ない事情に

より、外国の大学又は短期大学との協議を行うことが困難な場合は、これを欠くことができる。 

２ 前項の規定により、学生が他の大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期

大学において修得した単位は、６０単位を限度として、卒業に要する単位に算入することができる。 

（（大大学学以以外外のの教教育育施施設設等等ににおおけけるる学学修修））  

第第１１００条条のの３３のの２２ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は

高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の

履修とみなし、学部の定めるところにより単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることのできる単位は、前条第２項により修得した単位と合わせて６０単

位を限度とする。 

（（入入学学前前のの既既修修得得単単位位のの認認定定））  

第第１１００条条のの４４ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、本学に入学した者が本学入学

前に大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修得した授業科

目の単位（大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第３１条第１項に規定する科目等履修生

及び同条第２項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。）を、本学において修得

したものとして認定することができる。 

２ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、本学に入学した者が本学入学前に行った

前条第１項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学部の定めるところにより

単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとして認定し、又は与えることのできる単位数は、第１４条から

第１５条までの規定により入学又は転学を許可された場合を除き、本学において修得した単位以外の

ものについては、第１０条の３第２項及び前条第２項の規定により修得した単位と合わせて６０単位

を限度とする。 

４ 第１項に定めるもののうち、学生が本学の科目等履修生として修得した単位を本学に入学した後

に修得したものとみなすときは、その単位数、修得に要した期間その他当該学部が必要と認める事

項を勘案して当該学部が認める期間を、第８条に規定する修業年限に通算することができる。ただ

し、その期間は、当該修業年限の２分の１を超えることができない。 

（（長長期期ににわわたたるる教教育育課課程程のの履履修修））  

第第１１００条条のの５５ 学部長は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第
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８条第１項に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業する

ことを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。 

（（教教育育職職員員のの免免許許状状授授与与のの所所要要資資格格のの取取得得））  

第第１１００条条のの６６ 本学における教育職員の免許状授与の所要資格の取得方法は、別に定める。 

（（試試験験及及びび評評価価））  

第第１１００条条のの７７ 履修した各授業科目の合否は、当該授業担当教員が実施する筆記試験によって決定す

る。ただし、試験に代わる方法によることもできる。 

２ 各授業科目の試験の成績は、１００点を満点として次の評価をもって表し、Ａ＋からＣ－までを

合格、Ｆを不合格とする。 

Ａ＋（９０点以上） 

Ａ （８５点以上９０点未満） 

Ａ－（８０点以上８５点未満） 

Ｂ＋（７５点以上８０点未満） 

Ｂ （７０点以上７５点未満） 

Ｃ＋（６５点以上７０点未満） 

Ｃ （６１点以上６５点未満） 

Ｃ－（６０点以上６１点未満） 

Ｆ （６０点未満） 

（（成成績績評評価価基基準準等等のの明明示示等等））  

第第１１００条条のの８８ 本学においては、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあ

らかじめ明示するものとする。 

２ 本学においては、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保

するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うも

のとする。 

（（組組織織的的なな研研修修等等））  

第第１１００条条のの９９ 本学においては、教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組織

的な研修及び研究を実施するものとする。 

（（入入学学））  

第第１１１１条条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の必要があり、かつ、教育上支障がない

と学部長が認めたときは、夏学期、秋学期及び冬学期の始めに入学させることができる。 

第第１１２２条条 入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

（２）通常の課程により、１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに

相当する学校を修了した者 

（３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学

大臣の指定したもの 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者 

（５）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

（６）文部科学大臣の指定した者 

（７）高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度

認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和

２６年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

（８）本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認められた者で、１８歳に達したもの 

第第１１３３条条 入学を志願する者に対して、入学者受入れの方針に基づき選抜試験を行い、総長は、教授

会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。 

２ 選抜試験については、別に定める。 
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第第１１４４条条 次の各号のいずれかに該当する者については、総長は、学部規程の定めるところにより、

教授会の議を経て、入学を許可することがある。 

（１）一の学部を卒業し、更に他の学部又は同一学部の他の学科（文学部、人間科学部及び外国語

学部の場合にあっては、同一学科の他の専攻分野）に入学を志願する者 

（２）学部を退学した後、更にその学部に入学を志願する者 

（３）他の大学又は専門職大学の学部を卒業し、更に本学の学部に入学を志願する者 

２ 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程（修業年限が２年

以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教

育法第９０条第１項に規定する者に限る。）で、本学の学部に編入学を志願するものについては、

総長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、編入学を許可することがある。 

３ 高等専門学校を卒業した者で、工学部又は基礎工学部に編入学を志願するものについては、総長

は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、編入学を許可することがある。 

第第１１４４条条のの２２ 次の各号のいずれかに該当する者で、法学部第３年次に入学を志願するものについて

は、総長は、法学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可することがある。 

（１）大学若しくは専門職大学を卒業した者又は学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の

学位を授与された者 

（２）大学又は専門職大学において２年以上在学し、法学部が別に定める所定の単位を修得した者 

（３）外国において学校教育における１４年以上の課程（日本における通常の課程による学校教育

の期間を含む。）を修了した者（外国において最終の学年を含め２年以上継続して学校教育を

受けていた者に限る。） 

（４）短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

第第１１４４条条のの３３ 次の各号のいずれかに該当する者で、人間科学部の第３年次に入学を志願するものに

ついては、総長は、人間科学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可するこ

とがある。 

（１）大学若しくは専門職大学を卒業した者又は学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の

学位を授与された者 

（２）大学又は専門職大学において２年以上在学し、人間科学部が別に定める所定の単位を修得し

た者 

（３）短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

（４）外国において、前３号に相当する学校教育における課程を修了した者 

第第１１４４条条のの４４ 外国語学部又は経済学部の第３年次、医学部の第２年次若しくは第３年次又は歯学部

の第３年次に入学を志願する者については、総長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会

の議を経て、入学を許可することがある。 

第第１１５５条条 他の大学又は専門職大学の学部の学生で本学に転学を志願する者については、総長は、学

部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、転学を許可することがある。 

２ 前項の規定により、転学を願い出た者は、その際現に在学する大学又は専門職大学の長の許可書

を願書に添えなければならない。 

第第１１６６条条 第１４条から前条までの規定により、入学を許可された者であって、既に１学年以上本学

の授業科目を学修したものと同等以上の学力があると認定されたものの修業年数の計算について

は、既に１学年以上本学において修業したものとみなすことができる。 

２ 前項の認定に当たり必要があるときは、学部規程の定めるところにより、試験を行う。 

第第１１７７条条 入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に別に定める書類を添えて、提出しな

ければならない。 

第第１１８８条条 入学の許可は、別に定める書類の提出、入学料の納付等所定の手続を経た者に対して行う。 

第第１１９９条条 入学を許可された者が、次の各号のいずれかに該当する場合、入学の許可を取り消すこと

がある。 

（１）前２条に定める手続その他に虚偽又は不正があった場合 

（２）その他総長が適当であると認めた場合 

第第１１９９条条のの２２ 次の各号のいずれかに該当する者が、その者に係る納付すべき入学料を所定の期日ま

でに納付しないときは、当該学生はその身分を失う。 
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（１）第４５条の２第１項又は第２項の規定により入学料の免除を願い出た者で、免除が不

許可となったもの又は一部の免除が許可となったもの 

（２）第４５条の３第１項又は第２項の規定による入学料の徴収猶予の可否を決定された者 

（（転転部部等等））  

第第１１９９条条のの３３ 転部又は学科の変更を志願する学生については、志願先の学部長が、学部規程の定め

るところにより、転部又は学科の変更を許可することがある。 

２ 前項の規定により、転部を願い出た者は、その際現に在学する学部の長の許可書を願書に添えな

ければならない。 

３ 第１項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、教授会の議を経て

学部長が行う。 

（（転転学学））  

第第２２００条条 他の大学又は専門職大学に転学を志願する学生は、学部長に願い出て、その許可を受けな

ければならない。 

（（留留学学））  

第第２２００条条のの２２ 第１０条の３第１項の規定に基づき、外国の大学又は短期大学に留学を志願する

学生は、学部長に願い出て、その許可を受けなければならない。 

２ 前項により留学した期間は、第８条に規定する修業年限に算入するものとする。 

（（休休学学））  

第第２２１１条条 学生が、疾病その他やむを得ない事由により３月以上修学できない場合は、学部長の許可

を得て、その学年の終わりまで、休学することができる。 

第第２２２２条条 疾病のため、修学が不適当と認められる学生に対しては、学部長は、休学を命ずることが

できる。 

第第２２３３条条 休学した期間は、在学年数には算入しない。 

第第２２４４条条 休学期間は、４年を超えることができない。ただし、医学部医学科、歯学部及び薬学部に

ついては、その休学期間は、６年を超えることができないものとする。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、薬学部については、薬学部長が特別の事情があると認めたと

きは、休学期間を延長することができる。 

第第２２５５条条 休学期間中に、その事由が消滅したときは、学部長の許可を得て、復学することができる。 

（（退退学学））  

第第２２６６条条 学生が退学しようとするときは、事由を詳記した退学願書を、学部長に提出し、その許可

を受けなければならない。 

第第２２７７条条 削除 

（（卒卒業業））  

第第２２８８条条 第８条に規定する期間在学し、所定の授業科目を履修してその単位数を修得し、かつ、

学部規程に定める試験に合格した者に対し、学部長は、教授会の議を経て、卒業を認定する。ただ

し、次項に定める場合を除き、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと学部長が認めたとき

は、第８条に規定する期間在学しない場合でも、教授会の議を経て、卒業を認定することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、医学部、歯学部及び薬学部を除き本学に３年以上在学した者で、卒業

の要件として当該学部の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものに対し、学部長は、当該

学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、卒業を認定することができる。 

３ 学部長は、前２項により卒業を認定したときは、文書で総長に報告しなければならない。 

４ 第１項の規定による卒業に必要な単位のうち、第１０条の２の２第２項に規定する授業の方法に

より修得する単位数は、６０単位を超えないものとする。 

（（学学士士のの学学位位））  

第第２２９９条条 総長は、前条により卒業の認定を受けた者に対し、卒業を決定し、学士の学位を授与する。 

２ 前項の学位には、学部又は学科の区分に従い、次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。 

文学部 文学 

人間科学部 人間科学 

外国語学部 言語・文化 

法学部 法学 
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経済学部 経済学 

理学部 理学 

医学部 医学科 医学 

保健学科／看護学／保健衛生学 

歯学部 歯学 

薬学部 薬学 

工学部 工学 

基礎工学部 工学 

３ 本学において学士の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、大阪大学と付記す

るものとする。 

４ 学士の学位記の様式は、別表２のとおりとする。 

（（除除籍籍））  

第第３３００条条 削除 

第第３３１１条条 学生が故なく授業を受けないことが長きにわたるとき、又は成業の見込みがないときは、

教授会の議を経て、総長は、除籍することができる。 

第第３３２２条条 学生が授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないときは、学部長は、除籍するこ

とができる。 

（復籍） 

第第３３２２条条のの２２ 前条の規定により除籍となった者から復籍の願い出があったときは、学部長は、復籍

を認めることができる。 

（（懲懲戒戒））  

第第３３３３条条 学生に、本学の規則に違反し又はその本分に反する行為があるときは、教授会の議を経て、

総長が懲戒する。 

２ 懲戒は、戒告、停学及び放学とする。 

３ 停学の期間は、第９条に規定する在学年限に算入し、第８条に規定する修業年限に算入しな

い。ただし、停学の期間が１月未満の場合には、修業年限に算入することができる。 

４ 懲戒に関する手続は、別に定める。 

 

第第３３章章  特特別別聴聴講講学学生生、、科科目目等等履履修修生生、、聴聴講講生生及及びび研研究究生生  

  

（（特特別別聴聴講講学学生生、、科科目目等等履履修修生生、、聴聴講講生生及及びび研研究究生生））  

第第３３４４条条 他の大学、専門職大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学若しくは短期大学

との協議に基づき、学部長（大阪大学全学交換留学プログラムに係る場合にあっては、学部長又は

当該プログラムの受入部局の長。第３７条、第３８条の２及び第４０条において同じ。）は、当該

大学等に在学中の者を特別聴講学生として入学を許可し、授業科目を履修させることができる。 

第第３３４４条条のの２２ 授業科目中１科目又は複数科目を選んで履修し、単位を修得しようとする者があると

きは、学部長は、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。 

第第３３５５条条 授業科目中１科目又は複数科目を選んで聴講しようとする者があるときは、学部長は、選

考の上、聴講生として入学を許可することがある。 

第第３３６６条条 学部において特定事項について攻究しようとする者があるときは、学部長は、選考の上、

研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。 

３ 在学期間は原則として１年とする。ただし、研究上必要と認めたときは在学期間を延長すること

ができる。 

第第３３７７条条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生として入学を志願する者は、願書に別に

定める書類を添えて、学部長に提出しなければならない。 

第第３３８８条条 実習及び攻究に要する特別の費用は、科目等履修生及び研究生の負担とする。 

第第３３８８条条のの２２ 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生が次の各号のいずれかに該当すると

きは、学部長は、除籍することができる。 

（１）成業の見込みがないと認められるとき。 
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（２）授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないとき。 

第第３３９９条条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生については、この学則に定めるもののほ

か、学部規程（大阪大学全学交換留学プログラムに係るものにあっては、大阪大学全学交換留学プ

ログラムに関する規程）で定める。 

  

  

第第４４章章  特特別別のの課課程程  

  

（（履履修修証証明明ププロロググララムム））  

第第３３９９条条のの２２ 本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第１０５条に規定する特別の課程とし

て、履修証明プログラムを編成することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

 

第第５５章章  外外国国人人留留学学生生  

  

（（外外国国人人留留学学生生））  

第第４４００条条 外国人で留学のため、本学に学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生とし

て入学を志願する者があるときは、選考の上、総長又は学部長は、入学を許可することがある。 

２ 前項の許可を受け入学する者を外国人留学生という。 

第第４４１１条条 削除 

第第４４２２条条 削除  

第第４４３３条条 削除  

 

第第６６章章  検検定定料料、、入入学学料料及及びび授授業業料料  

 

（（検検定定料料のの納納付付））  

第第４４４４条条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、検定料を納付しなければならない。 

（（検検定定料料のの免免除除））  

第第４４４４条条のの２２ 総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、検定料を免除することができる。 

（（入入学学料料のの納納付付））  

第第４４５５条条 入学に当たっては、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。 

（（入入学学料料のの免免除除等等））  

第第４４５５条条のの２２ 入学する者（科目等履修生、聴講生又は研究生として入学する者を除く。以下この項

及び次項並びに次条第１項及び第２項において同じ。）であって、次の各号のいずれかに該当する

特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められるものには、別に定めるところによ

り、入学料の全部又は一部を免除することができる。 

（１）入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下この号におい

て「学資負担者」という。）が死亡した場合、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等

の災害を受けた場合 

（２）前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合 

２ 前項に定めるもののほか、入学する者であって、大学等における修学の支援に関する法律（令和

元年法律第８号。以下「修学支援法」という。）に基づく入学料免除の支援対象者の要件を満たす

と認めるときは、別に定めるところにより、入学料の全部又は一部を免除することができる。 

３ 第１９条の２の規定により学生の身分を失った場合は、別に定めるところにより、当該学生

に係る入学料を免除することができる。 

４ 本学学部に合格し、一方の学部に対する入学（編入学、転入学及び聴講生、研究生としての入学

を除く。）手続を行った後に、その入学を辞退し、他方の学部に対する入学手続を行う者について

は、入学料を免除することができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、入学料を免除

することができる。 
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６ 第１項又は第２項の規定により入学料の免除を受けている者が別に定める事由に該当すると認

められる場合は、その入学料の免除を取り消すものとする。 

第第４４５５条条のの３３ 入学する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、入

学料の徴収を猶予することができる。 

（１）経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合 

（２）前条第１項第１号に掲げる場合で、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる

場合 

（３）その他やむを得ない事情があると総長が認めた場合 

２ 前項に定めるもののほか、修学支援法に基づく入学料免除の申請を入学する者から受理した場合

は、別に定めるところにより、入学料の徴収を猶予することができる。 

３ 前２項の徴収猶予の期間は、当該入学に係る年度を超えないものとする。 

４ 第１項の規定により入学料の徴収猶予を受けている者が別に定める事由に該当すると認められ

る場合は、その入学料の徴収猶予を取り消すものとする。 

第第４４５５条条のの４４ 第４５条の２第１項若しくは第２項又は前条第１項若しくは第２項の規定に

より、入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、所定の期日までに必要書類を添えて、総

長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者に係る入学料の納付については、免除

又は徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予することができる。 

（（授授業業料料のの納納付付））  

第第４４６６条条 学生は、授業料を毎年前期（４月から９月まで）及び後期（１０月から翌年３月まで）の

２期に分けて、所定の期日までに、年額の２分の１ずつ納付しなければならない。ただし、特別の

事情がある場合は、月割分納を許可することができる。 

２ 第１項本文の規定にかかわらず、学生は、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期

に係る授業料を併せて納付することができる。 

３ 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生は、各期に受講する単位数分又は月数分の授業

料を第１項（ただし書を除く。）に準じて納付しなければならない。 

４ 第１項ただし書の月割分納を許可された者は、授業料年額の１２分の１に相当する額を毎月納付

しなければならない。ただし、夏季及び冬季休業中の授業料については、その開始前に納付させる

ものとする。 

第第４４７７条条 学生が退学し、除籍又は放学された場合の授業料については、別に定める場合を除くほか、

その納期に属する分は徴収する。 

２ 停学中の学生の授業料については、その期間中も徴収する。 

（（授授業業料料のの免免除除等等））  

第第４４８８条条 学生が休学した場合の授業料は、休学月の翌月（休学する日が月の初日からのときは、そ

の月）から復学当月の前月まで月割をもって免除する。ただし、休学する日が前期にあっては５月

以後、後期にあっては１１月以後であって、授業料の徴収猶予又は月額分納を許可されていない者

で、かつ、前期にあっては４月末日までに、後期にあっては１０月末日までに休学を許可されてい

ないものの当該期の授業料については、この限りでない。 

２ 第１９条の２の規定により学生の身分を失った場合、第３２条若しくは第３８条の２の

規定により学生を除籍した場合、又は死亡若しくは行方不明のため、学籍を除いた場合は、当該学

生に係る未納の授業料の全額を免除することができる。 

３ 第４９条の規定により授業料の徴収猶予を許可されている学生が退学した場合は、月割計算に

より、退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。 

第第４４９９条条 本学の学生（科目等履修生、聴講生及び研究生を除く。次項において同じ。）であって、

経済的理由によって授業料の納付が困難であると認めるとき、その他やむを得ない事情があると認

めるときは、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予

することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、本学の学生であって、修学支援法に基づく授業料免除の支援対象者の

要件を満たすと認めるときは、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部を免除し、又

はその徴収を猶予することができる。 
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３ 前２項の徴収猶予の期間は、当該年度を超えないものとする。 

第第４４９９条条のの２２ 前２条に定めるもののほか、総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、授

業料を免除することができる。 

第第５５００条条 第４９条の規定により授業料の免除又は徴収猶予（月割分納の場合を含む。以下同じ。）

を受けようとする者は、その事由を具して所定の期日までに総長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定により授業料の免除又は徴収猶予を願い出た者に係る授業料の納付については、免除

若しくは徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予することができる。 

第第５５１１条条 授業料の免除又は徴収猶予を受ける学生は、納期ごとに総長が定める。 

第第５５２２条条 第４９条第１項の規定により授業料の免除を受けている者がその事由を失ったときは、そ

の当月から当該期末までの授業料を月割をもって納付しなければならない。 

２ 第４９条第１項又は第２項の規定により授業料の免除を受けている者が別に定める事由に該当

すると認められる場合は、その授業料の免除を取り消すものとする。 

３ 前項の規定により授業料の免除を取り消されたときは、当該免除に係る授業料を所定の期日まで

に納付しなければならない。 

４ 第４９条第１項又は第２項の規定により授業料の徴収猶予を受けている者が別に定める事由に

該当すると認められる場合は、その授業料の徴収猶予を取り消すものとする。 

５ 第４９条第１項若しくは第２項の規定により授業料の徴収猶予を受けている者がその事由を失

ったとき又は前項の規定により授業料の徴収猶予が取り消されたときは、直ちに授業料を納付しな

ければならない。 

（（授授業業料料等等のの不不徴徴収収等等））  

第第５５２２条条のの２２ 第４４条及び第４５条の規定にかかわらず、特別聴講学生に係る検定料及び入学

料は徴収しない。 

２ 第４６条第３項の規定にかかわらず、 特別聴講学生が次のいずれかに該当する場合は、授業料

を徴収しない。 

（１）国立の大学又は専門職大学の学生 

（２）本学と相互に授業料の不徴収を定めた相互単位互換協定（部局間協定を含む。）に基づき授

業科目を履修する公立若しくは私立の大学、専門職大学若しくは短期大学又は国立、公立若し

くは私立の高等専門学校の学生 

３ 第４４条、第４５条及び第４６条の規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要項（昭

和２９年３月３１日文部大臣裁定）に基づき入学する者及び本学と外国の大学等との間において相

互に検定料、入学料及び授業料の不徴収を定めた大学間交流協定（部局間交流協定を含む。）に基

づき入学する者については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。 

（（検検定定料料、、入入学学料料及及びび授授業業料料のの額額））  

第第５５３３条条 第４４条の検定料、第４５条の入学料及び第４６条の授業料の額は、大阪大学学生納付金

規程（以下「納付金規程」という。）の定めるところによる。 

（（納納付付済済のの検検定定料料、、入入学学料料及及びび授授業業料料））  

第第５５４４条条 納付済の検定料、入学料及び授業料は返付しない。 

２ 第１３条に規定する選抜試験における次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項の規定

にかかわらず、その者の申出により、前項の検定料のうち当該各号に掲げる額を返付する。 

（１）出願書類等による選抜（以下「第１段階目の選抜」という。）を行い、その合格者に限り学

力検査その他による選抜（以下「第２段階目の選抜」という。）を行う場合において、第１段

階目の選抜に合格しなかった者 納付金規程第２条第４項に定める第２段階目の選抜に

係る検定料相当額（以下「第２段階目選抜検定料相当額」という。） 

（２）出願を受け付けた後において、大学入学共通テストの受験科目の不足により出願資格のない

ことが判明した者 第２段階目選抜検定料相当額 

３ 第４６条第２項の規定により前期分の授業料納付の際、後期分授業料を併せて納付した者が、

前期末までに休学又は退学した場合は、納付した者の申出により後期分授業料相当額を返付する。 

４ 第４５条の２第２項又は第４９条第２項の規定により入学料又は授業料の免除が認定された場

合で、免除対象の入学料又は授業料を納付済のときは、それぞれ免除された額の相当額を返付する。 
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第第７７章章  学学寮寮等等  

 

（（学学寮寮等等））  

第第５５５５条条 本学に、学寮及び外国人留学生を寄宿させる施設（以下「学寮等」という。）を設ける。 

２ 学寮等は、総長の監督に属する。 

第第５５６６条条 学寮等について必要な事項は、別に定める。 

 

附附  則則  

（略） 

附附  則則  

１ この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び平成３１

年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正

後の第１０条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、改正前の第１０条の適用については、同条第２項中「グローバルコラボレ

ーション科目」の次に 

 「国際性涵養教育系科目 

    グローバルイニシアティブ科目」 

 を加え、同条第５項中「及びグローバルコラボレーション科目」とあるのは、「、グローバルコラ

ボレーション科目及び国際性涵養教育系科目のグローバルイニシアティブ科目」と読み替えるもの

とする。 

（略） 

 

附附  則則  

１ この改正は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び令和８年４

月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正後の

第１０条の７第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（略） 

別別表表１１  

収容定員表 

学部名 学科名 入学定員及び編入学定員 収容定員 

文学部 人文学科 165 660 

 

別別表表２２  

（略） 

 

－93－

規

程

集



大大阪阪大大学学大大学学院院学学則則  

  
第第１１章章  総総則則  

  

（（趣趣旨旨及及びび目目的的等等））  

第第１１条条 この学則は、大阪大学（以下「本学」という。）の大学院の修業年限、教育方法その他の学

生の修学上必要な事項について、定めるものとする。 

２ 本学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門性が求めら

れる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。 

３ 本学大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定

め、公表するものとする。 

（（課課程程及及びび標標準準修修業業年年限限））  

第第２２条条 本学大学院の課程は、博士課程とする。ただし、医学系研究科においては、修士課程及び博

士課程とし、高等司法研究科においては、法科大学院の課程とする。 

２ 修士課程の標準修業年限は、２年とする。 

３ 博士課程の標準修業年限は、５年とする。ただし、医学系研究科医学専攻、歯学研究科又は薬学

研究科医療薬学専攻の博士課程（以下「医学・歯学・薬学の博士課程」という。）の標準修業年限

は、４年とする。 

４ 博士課程は、これを前期２年の課程（以下「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後

期課程」という。）に区分する。ただし、医学・歯学・薬学の博士課程及び生命機能研究科の博士

課程にあっては、この区分を設けないものとする。 

５ 前項の前期課程は、標準修業年限を２年とし、これを修士課程として取り扱うものとする。 

６ 法科大学院の課程の標準修業年限は、３年とする。 

７ 第３項及び第４項の規定にかかわらず、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大

学連合小児発達学研究科の博士課程は、後期課程のみの博士課程とし、その標準修業年限は、３年

とする。 

８ 第１０条の規定に基づき、長期にわたる教育課程の履修を認められた者（以下「長期履修学生」

という。）は、当該許可された年限を標準修業年限とする。 

（（研研究究科科、、専専攻攻及及びび課課程程））  

第第３３条条 本学大学院に置く研究科、専攻及びその課程は、次表に掲げるとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 

人文学研究科 人文学、言語文化学、外国学、日本学、芸術学 博士課程 

（略） 

２ 前項の高等司法研究科は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９９条第２項に定める専門

職大学院とする。 

（（課課程程のの目目的的））  

第第４４条条 修士課程及び前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力

又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的と

する。 

第第５５条条 後期課程、医学・歯学・薬学の博士課程及び生命機能研究科の博士課程は、専攻分野につい

て、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な

高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

第第５５条条のの２２ 法科大学院の課程は、専門職大学院設置基準に定める専門職学位課程のうち、専ら法曹

養成のための教育を行うことを目的とする。 
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第第２２章章  教教育育課課程程  

  

（（教教育育課課程程のの編編成成方方針針））  

第第５５条条のの３３ 本学大学院の教育課程は、専門教育、国際性涵養教育及び教養教育を基に体系的に編成

するものとする。 

第第５５条条のの４４ 本学大学院（専門職大学院を除く。以下次項、第５条の６第１項、第９条の２、第９条

の４第１項及び第１２条において同じ。）においては、その教育上の目的を達成するために、学位

授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき必要な授業科目を開設するとともに学位論文の

作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、本学大学院においては、専攻分野に関する高度の専門的知識及び

能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮

しなければならない。 

第第５５条条のの５５ 専門職大学院においては、その教育上の目的を達成するために、学位授与の方針及び教

育課程編成・実施の方針に基づき専攻分野に応じ必要な授業科目を、産業界等と連携しつつ、開設

するものとする。 

２ 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研

究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法によ

り授業を行うなど適切に配慮しなければならない。 

（（特特定定分分野野大大学学院院ププロロググララムム等等））  

第第５５条条のの６６ 各研究科において編成する教育課程を充実させるため、本学大学院に、次のプログラム

を開設する。 

   特定分野大学院プログラム 

   分野連携大学院プログラム 

   卓越大学院プログラム 

   博士課程教育リーディングプログラム 

   理工情報系オナー大学院プログラム 

   人文社会科学系オナー大学院プログラム 

２ 前項の各プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

第第５５条条のの７７ 第５条の３から前条までに規定する教育課程等のほか、本学に、幅広い分野の素養等を

培う教育を行うため、次のプログラム等を開設する。 

   大学院副専攻プログラム 

   大学院等高度副プログラム 

   高度教養モジュール 

２ 前項の各プログラム等に関し必要な事項は、別に定める。 

（（学学修修証証明明書書等等））  

第第５５条条のの８８ 第５条の３から第５条の６までに規定する教育課程又はプログラムの一部をもって体

系的に開設する授業科目の単位を修得した学生に対し、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令

第１１号。以下「施行規則」という。）第１６３条の２に規定する学修証明書を交付することがで

きる。 

２ 前項に規定する体系的に開設する授業科目は、学修証明プログラムと称する。 

３ 前項に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

（（教教育育方方法法等等））  

第第６６条条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。ただし、専門

職大学院にあっては、研究指導を除くものとする。 

２ 各研究科の授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれらの履修方法は、各研究

科において別に定める。 

３ 授業の方法及び各授業科目の単位の計算方法については、本学学部学則第１０条の２の２

及び第１０条の２の３の規定を準用する。 

４ 第２項に規定する授業科目のほか、次の授業科目を開設する。 

大学院横断型の教育に関する授業科目（以下「大学院横断教育科目」という。） 
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博士課程教育リーディングプログラムに関する授業科目（「以下「リーディングプログラム科

目」という。） 

国際交流科目 

５ 大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目及び国際交流科目に関し必要な事項は、別に

定める。 

６ 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又

は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

第第７７条条 本学大学院においては、当該研究科教授会の議を経て研究科長（研究科長から委任を受けた

者を含む。以下同じ。）が必要と認めるときは、当該研究科の他の専攻の授業科目、他の研究科の

授業科目若しくは前条第４項の授業科目又は学部の授業科目を履修し、これを第１５条に規定す

る単位に充当することができる。 

（（他他のの大大学学院院等等ににおおけけるる授授業業科科目目のの履履修修））  

第第８８条条 本学大学院においては、研究科長が当該研究科教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、

他の大学院の授業科目、外国の大学院の授業科目又は国際連合大学の教育課程における授業科目を

学生に履修させることができる。 

２ 前項に規定する授業科目の履修については、本学学部学則第１０条の３第１項の規定を準

用する。 

３ 第１項の規定により修得した単位は、１５単位を限度として、これを第１５条に規定する単位に

充当することができる。 

（（特特別別のの課課程程ににおおけけるる学学修修））  

第第８８条条のの２２ 本学大学院においては、研究科長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、学生

が行う学校教育法第１０５条の規定により大学院が編成する特別の課程（履修資格を有する者が、

同法第１０２条第１項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。当該条及

び次条において同じ。）における学修を、本学大学院における授業科目の履修とみなし、単位を与

えることができる。 

２ 前項の規定により与えることのできる単位は、前条第３項により修得した単位と合わせて１５単

位を限度とする。 

（（入入学学前前のの既既修修得得単単位位のの認認定定））  

第第８８条条のの３３ 本学大学院においては、研究科長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、学生

が本学大学院入学前に大学院、外国の大学院又は国際連合大学の教育課程において修得した授業科

目の単位（大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第１５条において準用する大学設置基

準（昭和３１年文部省令第２８号）第３１条第１項に規定する科目等履修生及び同条第２項に規定

する特別の課程履修生として修得した単位を含む。）を本学大学院において修得したものとして認

定することができる。 

２ 前項の規定により修得したものとして認定することができる単位数は、第２４条の２第１項に規

定する入学又は第３２条第２項に規定する再入学若しくは転学を許可された場合を除き、本学大学

院において修得した単位以外のものについては、１５単位を限度として、第１５条に規定する単位

に充当することができるものとし、第８条第３項及び前条第２項の規定により修得したものとみな

す単位数と合わせて２０単位を限度とする。 

第第８８条条のの４４ 専門職大学院における他の大学院における授業科目、外国の大学院における授業科目又

は国際連合大学の教育課程における授業科目の履修、特別の課程における学修及び入学前の既修得

単位の認定については、当該研究科の定めるところによる。 

第第９９条条 本学大学院においては、当該研究科教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めるときは、

他の大学院等又は外国の大学院等とあらかじめ協議の上、当該大学院等において必要な研究指導

（第４５条で規定する国際連携専攻の学生が第４６条で規定する連携外国大学院において受ける

ものを除く。）を受けることができる。 

２ 前項の研究指導を受ける期間は、修士課程及び前期課程の学生にあっては、１年を超えることは

できない。 

（（成成績績評評価価基基準準等等のの明明示示等等））  

第第９９条条のの２２ 本学大学院においては、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間
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の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 本学大学院においては、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客

観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準

にしたがって適切に行うものとする。 

第第９９条条のの３３ 専門職大学院においては、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計

画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 専門職大学院においては、学修の成果に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳

格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがっ

て適切に行うものとする。 

（（組組織織的的なな研研修修等等））  

第第９９条条のの４４ 本学大学院においては、教育の充実を図るため、授業及び研究指導の内容及び方法を改

善するための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

２ 専門職大学院においては、教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組織的

な研修及び研究を実施するものとする。 

（（長長期期ににわわたたるる課課程程のの履履修修））  

第第１１００条条 研究科長は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第

２条第２項、第３項及び第５項に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的

に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認

めることができる。 

（（教教育育職職員員のの免免許許状状授授与与のの所所要要資資格格のの取取得得））  

第第１１００条条のの２２ 本学大学院における教育職員の免許状授与の所要資格の取得方法は、別に定める。 

 

第第３３章章  課課程程のの修修了了及及びび学学位位のの授授与与  

 

（（試試験験及及びび評評価価））  

第第１１１１条条 履修した各授業科目の合否は、筆記試験若しくは口頭試験又は研究報告によって決定する。

ただし、試験に代わる方法によることもできる。 

２ 各授業科目の試験の成績は、１００点を満点として次の評価をもって表し、Ａ＋からＣ－までを

合格、Ｆを不合格とする。 

Ａ＋（９０点以上） 

Ａ （８５点以上９０点未満） 

Ａ－（８０点以上８５点未満） 

Ｂ＋（７５点以上８０点未満） 

Ｂ （７０点以上７５点未満） 

Ｃ＋（６５点以上７０点未満） 

Ｃ （６１点以上６５点未満） 

Ｃ－（６０点以上６１点未満） 

Ｆ （６０点未満） 

（（学学位位論論文文のの提提出出等等））  

第第１１２２条条 本学大学院においては、在学期間中に学位論文を当該研究科長に提出し、最終試験を受け

るものとする。ただし、第１５条第１項本文に規定する特定の課題についての研究の成果の審査を

受ける場合並びに同条第２項に規定する試験及び審査を受ける場合は、この限りでない。 

第第１１３３条条 後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、

前条の規定にかかわらず、退学後においても、当該研究科長の許可を得て博士論文を提出し、最終

試験を受けることができる。 

２ 医学・歯学・薬学の博士課程に４年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を

受けた者は、前条の規定にかかわらず、退学後においても、当該研究科長の許可を得て博士論文を

提出し、最終試験を受けることができる。 

３ 生命機能研究科の博士課程に５年以上（第２４条の２の規定により入学を許可された者にあって

は３年以上）在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、前条の規定にか
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かわらず、退学後においても、当該研究科長の許可を得て博士論文を提出し、最終試験を受けるこ

とができる。 

４ 研究科長は、前３項の許可を与える場合は、研究科教授会の議を経なければならない。 

 

（（学学位位論論文文のの審審査査等等））  

第第１１４４条条 学位論文の審査及び最終試験は、当該研究科教授会が、審査委員会を設けて行う。 

２ 学位論文の審査においては、当該論文の内容に関する発表会を実施するものとする。 

３ 学位論文の審査に当たって必要があるときは、当該研究科教授会の議を経て、他の大学院等の教

員等の協力を得ることができる。 

４ 第１項及び前項の規定は、次条第２項に規定する試験及び審査を行う場合について準用する。 

（（修修了了要要件件））  

第第１１５５条条 修士課程又は前期課程の修了の要件は、当該課程に２年以上在学し、各研究科の定めると

ころにより、所要の授業科目について３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、

当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格

することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該研究

科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に１年以上在学すれば足りるもの

とする。 

２ 前期課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前

項に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格すること

に代えて、次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。 

（１）専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養

であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験 

（２）博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得

すべきものについての審査 

３ 前項の規定は、第２条第３項に規定する標準修業年限を５年とする博士課程における一貫した人

材養成上の目的を有する教育課程を履修する者に限り適用することができる。 

４ 医学・歯学・薬学の博士課程を除く博士課程の修了の要件は、この課程に５年（修士課程又は前

期課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を

含む。）以上在学し、各研究科の定めるところにより、所要の授業科目について３０単位以上を修

得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。た

だし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該研究科教授会の議を経て

研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に３年（修士課程又は前期課程に２年以上在学し、当

該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足り

るものとする。 

５ 第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者の医学・歯

学・薬学の博士課程を除く博士課程の修了の要件は、この課程に修士課程又は前期課程における在

学期間に３年を加えた期間以上在学し、各研究科の定めるところにより、所要の授業科目について

３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格す

ることとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該研究科

教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に３年（修士課程又は前期課程にお

ける在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

６ 医学・歯学・薬学の博士課程の修了の要件は、この課程に４年以上在学し、各研究科の定めると

ころにより、所要の授業科目について３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、

博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業

績を上げた者については、当該研究科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課

程に３年以上在学すれば足りるものとする。 

７ 第４項及び第５項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位（学位規則（昭和２８年

文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者又は施行規則

第１５６条の規定により、後期課程への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力が

あると認めた者が、後期課程に入学した場合の後期課程の修了の要件は、この課程に３年以上在学
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し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在

学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該研究科教授会の議を経て研究科長

が特に認めた場合に限り、この課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

８ 前項本文の規定にかかわらず、各研究科において必要と認めるときは、前項の修了要件として、

所要の授業科目について、所定の単位を修得することを加えることができる。 

９ 法科大学院の課程の修了の要件は、この課程に３年以上在学し、研究科の定めるところにより、

所要の授業科目について、９８単位以上を修得することとする。ただし、在学期間に関しては、法

科大学院の課程において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認められる者（以下「法学既

修者」という。）については、当該研究科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、こ

の課程に２年以上在学すれば足りるものとする。 

（（大大学学院院ににおおけけるる在在学学期期間間のの短短縮縮））  

第第１１５５条条のの２２ 入学前に本学大学院及び他の大学院において修得した単位（学校教育法第１０２条第

１項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限るものとし、大学院設置基準第１５条に

おいて準用する大学設置基準第３１条第１項に規定する科目等履修生として修得した単位を含

む。）を本学大学院において修得したものと認定することのできる場合であって、当該単位の修得

により当該研究科の修士課程又は博士課程（後期課程を除く。）若しくは法科大学院の課程の教育

課程の一部を履修したと当該研究科が認めるときは、修得した単位数、その修得に要した期間その

他必要と認める事項を勘案して１年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみ

なすことができる。ただし、この場合においても、修士課程又は前期課程については、当該課程に

少なくとも１年以上在学するものとする。 

２ 前項の規定は、修士課程又は前期課程を修了した者の前条第４項及び第５項に規定する博士課程

における在学期間（同条第４項の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程又は前期課

程における在学期間を除く。）及び法学既修者の在学期間については、適用しない。 

（（学学位位のの授授与与））  

第第１１６６条条 第１５条第１項から第７項まで及び前条の規定により課程を修了した者には、総長は、当

該課程に応じて修士又は博士の学位を授与する。 

２ 第１５条第９項及び前条の規定により法科大学院の課程を修了した者には、総長は、法務博士の

学位を授与する。 

３ 第１項に規定するもののほか、生命機能研究科の博士課程において、第１５条第１項及び第２項

に規定する修士課程の修了に相当する要件を満たした者にも、総長は、修士の学位を授与すること

ができる。 

第第１１７７条条 前条第１項及び第３項の学位には、研究科の区分に従い、次のとおり専攻分野の名称を付

記するものとする。 

研究科名 修士 博士 

人文学研究科 文学 

言語文化学、 

日本語・日本文化 

文学 

言語文化学、 

日本語・日本文化 

（略） 

２ 前条第２項の法務博士の学位には、専門職と付記するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、学際領域等の分野を専攻した者で、当該研究科教授会の議を経て総

長が適当と認めるときは、学術と付記することができる。 

第第１１８８条条 前条に定めるもののほか、修士、博士及び法務博士の学位については、本学学位規程の定

めるところによる。 

第第１１９９条条 削除 

－99－

規

程

集



第第４４章章  入入学学、、休休学学、、退退学学、、転転学学、、転転科科、、留留学学、、再再入入学学及及びび専専攻攻のの変変更更  
 

（（入入学学資資格格等等））  

第第２２００条条 修士課程、前期課程、生命機能研究科の博士課程又は法科大学院の課程に入学することの

できる者は、次のとおりとする。 

（１）大学又は専門職大学を卒業した者 

（２）学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

（３）外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 

（４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における１６年の課程を修了した者 

（５）我が国において、外国の大学（専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。）の課

程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修了したとされるものに限る。）

を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部

科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

（６）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の

政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文

部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が 3 年以上である課程を修了す

ること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で

あって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に

相当する学位を授与された者 

（７）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）又は専攻科（当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程（学校教育法第

１２５条の２第１項に規定する特定専門課程をいう。）における教育との連続性に配慮した教

育課程を編成していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部

科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

（８）文部科学大臣の指定した者 

（９）学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入

学させる研究科において、当該研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認められ

たもの 

（１０）大学又は専門職大学に３年以上在学した者であって、当該研究科において、所定の単位を

優秀な成績で修得したものと認められたもの（当該単位の修得の状況及び法科大学院が当該法

科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有するかどうかを判定するために実施

する試験の結果に基づき、これと同等以上の能力及び資質を有すると認められたものを含む。） 

（１１）外国において学校教育における１５年の課程を修了した者、外国の学校が行う通信教育にお

ける授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における１５年の課程を

修了した者又は我が国において外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１

５年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

で、当該研究科において、所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの 

（１２）当該研究科において、個別の入学資格審査により、大学又は専門職大学を卒業した者と同

等以上の学力があると認められた者で、２２歳に達したもの 

第第２２１１条条 修士課程、前期課程、生命機能研究科の博士課程又は法科大学院の課程の入学志願者は、

入学願書に所定の書類を添えて提出しなければならない。 

第第２２２２条条 修士課程、前期課程又は生命機能研究科の博士課程の入学志願者に対しては、入学者受入

れの方針に基づき学力検査を行い、志望理由を記載した書類、成績証明書等を総合して、総長は、

教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。 

２ 法科大学院の課程の入学志願者に対しては、高等司法研究科において定めるところにより入学者

受入れの方針に基づき選考の上、総長は、教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。 

第第２２３３条条 後期課程に入学することのできる者は、次のとおりとする。 
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（１）修士の学位又は専門職学位を有する者 

（２）外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

（３）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を授与された者 

（４）我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修

士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

（５）国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

（６）外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設

置基準第１６条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と

同等以上の学力があると認められた者 

（７）文部科学大臣の指定した者 

（８）当該研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と

同等以上の学力があると認められた者で、２４歳に達したもの 

第第２２４４条条 後期課程の入学志願者に対しては、本学大学院において修士の学位を取得した者について

は、当該前期課程における学業成績及び修士論文等により、その他の志願者については、各研究科

において定めるところにより、入学者受入れの方針に基づきそれぞれ選考の上、総長は、教授会の

議を経て、入学を許可すべき者を決定する。 

第第２２４４条条のの２２ 生命機能研究科の博士課程第３年次への入学志願者については、総長は、当該研究科

において定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可することがある。 

２ 前項の規定により入学した者にかかる修了要件等については、当該研究科において別に定める。 

第第２２５５条条 医学・歯学・薬学の博士課程に入学することのできる者は、次のとおりとする。 

（１）大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実

践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程（以下「医学、歯学、

薬学又は獣医学を履修する課程」という。）を卒業した者 

（２）外国において、学校教育における１８年の課程を修了した者 

（３）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における１８年の課程を修了した者 

（４）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１８年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

（５）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の

政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文

部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が 5 年以上である課程を修了す

ること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で

あって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に

相当する学位を授与された者 

（６）文部科学大臣の指定した者 

（７）学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入

学させる研究科において、当該研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認められ

たもの 

（８）大学（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に４年以上在学した者であっ

て、当該研究科において、所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの 

（９）外国において学校教育における１６年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を

含むものに限る。）を修了した者、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において

履修することにより当該外国の学校教育における１６年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を

履修する課程を含むものに限る。）を修了した者又は我が国において外国の大学の課程（その修了

者が当該外国の学校教育における１６年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程を

含むものに限る。）を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制
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度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修

了した者で、当該研究科において、所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの 

（１０）当該研究科において、個別の入学資格審査により、大学の医学、歯学、薬学又は獣医学を

履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、２４歳に達したもの 

第第２２６６条条 医学・歯学・薬学の博士課程の入学志願者に対しては、各研究科において定めるところに

より選考の上、総長は、教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。 

第第２２７７条条 第２１条の規定は、後期課程、医学・歯学・薬学の博士課程及び生命機能研究科の博士

課程第３年次の入学志願者に準用する。 

（（在在学学年年限限））  

第第２２８８条条 修士課程及び前期課程には４年、後期課程には５年、医学・歯学・薬学の博士課程及び法

科大学院の課程には６年、生命機能研究科の博士課程には７年を超えて在学することはできない。

ただし、後期課程、医学・歯学・薬学の博士課程、生命機能研究科の博士課程及び法科大学院の課

程に限り、特別の事情があるときは、研究科教授会の議を経て、在学の年限を延長することができ

る。 

２ 学生が前項に規定する在学年限に達したときは、当該学生はその身分を失う。 

（（入入学学のの時時期期等等））  

第第２２９９条条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、研究科長が特別の必要があり、かつ、教育上

支障がないと認めるときは、夏学期、秋学期及び冬学期の始めに入学させることができる。 

２ 入学の手続、許可及び許可の取り消し並びに退学及び転学については、本学学部学則の規定を準

用する。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者が、その者に係る納付すべき入学料を所定の期日までに納付し

ないときは、当該学生は、その身分を失う。 

（１）第３８条第１項の規定により入学料の免除を願い出た者で、免除が不許可となったもの

又は一部の免除が許可となったもの 

（２）第３８条の２の規定による入学料の徴収猶予の可否を決定された者 

（（休休学学））  

第第３３００条条 休学期間は、修士課程及び前期課程においては２年、後期課程及び法科大学院の課程にお

いては３年、医学・歯学・薬学の博士課程においては４年、生命機能研究科の博士課程においては

５年を超えることができない。ただし、特別の事情があるときは、研究科教授会の議を経て、休学

期間を延長することができる。 

２ 前項のほか、休学については本学学部学則の規定を準用する。 

（（留留学学））  

第第３３１１条条 外国の大学院に留学を志望する学生は、研究科長に願い出て、その許可を受けなければな

らない。 

２ 前項により留学した期間は、第２条第２項、第３項、第５項及び第６項に規定する修業

年限に算入するものとする。 

（（転転科科等等））  

第第３３２２条条 転科又は専攻の変更を志願するときは、志願先の研究科長は、選考の上教授会の議を経て、

転科又は専攻の変更を許可することがある。 

２ 再入学を志願するとき並びに他の大学院及び国際連合大学から転学を志願するときは、総長は、

選考の上教授会の議を経て、再入学又は転学を許可することがある。 

３ 前２項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、当該研究科教授会

の議を経て研究科長が行うものとする。 

 

第第５５章章  除除籍籍、、復復籍籍及及びび懲懲戒戒  

 

（（除除籍籍等等））  

第第３３３３条条 除籍、復籍及び懲戒については、本学学部学則の規定を準用する。 
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第第６６章章  検検定定料料、、入入学学料料及及びび授授業業料料  

 

（（検検定定料料のの納納付付））  

第第３３４４条条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、検定料を納付しなければならない。ただし、本

学大学院の修士課程、前期課程又は法科大学院の課程を修了し、引き続き後期課程、医学・歯学・

薬学の博士課程又は生命機能研究科の博士課程第３年次に入学を志願する者については、検定料を

徴収しない。 

２ 前項の規定は、金沢大学、浜松医科大学、千葉大学及び福井大学の大学院修士課程、前期課程又

は法科大学院若しくは教職大学院の課程を修了し、引き続き大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・

千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科に入学を志願する者について準用する。 

（（入入学学料料のの納納付付））  

第第３３５５条条 入学に当たっては、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。ただし、本学

大学院の修士課程、前期課程又は法科大学院の課程を修了し、引き続き後期課程、医学・歯学・薬

学の博士課程又は生命機能研究科の博士課程第３年次に入学する者については、入学料を徴収しな

い。 

２ 前項の規定は、金沢大学、浜松医科大学、千葉大学及び福井大学の大学院修士課程、前期課程又

は法科大学院若しくは教職大学院の課程を修了し、引き続き大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・

千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科に入学を志願する者について準用する。 

（（授授業業料料のの納納付付））  

第第３３６６条条 大学院学生は、授業料を毎年前期（４月から９月まで）及び後期（１０月から翌年３月ま

で）の２期に分けて、所定の期日までに、年額の２分の１ずつ納付しなければならない。 

２ 授業料の納付及び月割分納等については、本学学部学則の規定を準用する。 

（（検検定定料料、、入入学学料料及及びび授授業業料料のの額額））  

第第３３７７条条 第３４条の検定料、第３５条の入学料及び第３６条の授業料の額は、大阪大学学生納付金

規程（以下「納付金規程」という。）の定めるところによる。 

（（検検定定料料のの免免除除））  

第第３３７７条条のの２２ 検定料の免除については、本学学部学則の規定を準用する。 

（（入入学学料料のの免免除除等等））  

第第３３８８条条 本学大学院に入学する者（科目等履修生、聴講生又は研究生として入学する者を除く。以

下この項において同じ。）であって、経済的理由によって入学料の納付が困難であると認められる

もの及びこれに該当しない者であっても、次の各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料

の納付が著しく困難であると認められるものには、別に定めるところにより、入学料の全部又は一

部を免除することができる。 

（１）入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下この号において

「学資負担者」という。）が死亡した場合、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害

を受けた場合 

（２）前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合 

２ 第２９条第３項の規定により学生の身分を失った場合は、当該学生に係る入学料の全部又は

一部を免除することができる。 

第第３３８８条条のの２２ 前条に規定するもののほか、入学料の免除及び徴収猶予については、本学学部学

則の規定を準用する。 

（（授授業業料料のの免免除除等等））  

第第３３９９条条 授業料の免除及び徴収猶予については、本学学部学則の規定を準用する。 

（（納納付付済済のの検検定定料料、、入入学学料料及及びび授授業業料料））  

第第３３９９条条のの２２ 納付済の検定料、入学料及び授業料は返付しない。 

２ 第２２条第２項に規定する法科大学院の課程の入学志願者に対する選考において、出願書類

等による選抜（以下「第１段階目の選抜」という。）を行い、その合格者に限り学力検査その他に

よる選抜（以下「第２段階目の選抜」という。）を行う場合は、前項の規定にかかわらず、第１段

階目の選抜に合格しなかった者に対し、当該者の申出により、前項の検定料のうち、納付金規程

第２条第５項において定める第２段階目の選抜に係る検定料相当額を返付する。 
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３ 第３６条第２項の規定により、学部学則第４６条第２項の規定を準用して前期分の授業

料納付の際、後期分授業料を併せて納付した者が、前期末までに休学又は退学した場合は、納付し

た者の申出により後期分授業料相当額を返付する。 

 

第第７７章章  収収容容定定員員  

 

（（収収容容定定員員））  

第第４４００条条 本学大学院の収容定員は、別表のとおりとする。 

 

第第８８章章  特特別別研研究究学学生生、、特特別別聴聴講講学学生生、、科科目目等等履履修修生生、、聴聴講講生生、、研研究究生生及及びび外外国国人人留留学学生生  

 

（（特特別別研研究究学学生生等等））  

第第４４１１条条 本学大学院に特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生、研究生及び外国人留

学生の制度を置く。 

２ 他の大学院、外国の大学院又は国際連合大学の教育課程に在学する学生で、本学大学院又は本学

の研究所（各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設、免疫学フロンティア研

究センター、量子情報・量子生命研究センター、ヒューマン・メタバース疾患研究拠点及び感染症

総合教育研究拠点をいう。）において研究指導を受けようとするものがあるときは、研究科長又は

研究所の長は、これを特別研究学生として入学を許可することができる。 

３ 特別研究学生の授業料及びその納付については、本学学部学則の研究生に関する規定を準用

する。ただし、特別研究学生が国立大学の大学院の学生であるとき又は本学と相互に授業料の不徴

収を定めた大学間特別研究学生交流協定（部局間交流協定を含む。）に基づき研究指導を受ける公

立若しくは私立の大学の大学院の学生であるときは、授業料を徴収しない。 

４ 特別研究学生に係る検定料及び入学料は徴収しない。 

５ 特別研究学生の除籍については、本学学部学則の研究生に関する規定を準用する。 

６ 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生については、本学学部学則の特別聴講学生、

科目等履修生、聴講生及び研究生に関する規定を準用する。 

７ 外国人で、留学のため本学に大学院学生、特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生

又は研究生として入学する者を外国人留学生という。 

８ 第３項本文、第６項及び第７項の規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要項（昭和２９

年３月３１日文部大臣裁定）に基づき入学する者及び本学と外国の大学等との間において相互に検

定料、入学料及び授業料の不徴収を定めた大学間交流協定（部局間交流協定を含む。）に基づき入

学する者については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。 

 

第第９９章章  特特別別のの課課程程  

 

（（履履修修証証明明ププロロググララムム））  

第第４４１１条条のの２２ 本学に、本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第１０５条に規定する特別の課

程として、大学院科目等履修生高度プログラムその他の履修証明プログラムを編成することができ

る。 

２ 前項に定めるもののほか、大学院科目等履修生高度プログラムその他の履修証明プログラムに関

し必要な事項は、別に定める。 

 

第第１１００章章  学学年年、、学学期期及及びび休休業業日日  

 

（（学学年年等等））  

第第４４２２条条 学年、学期及び休業日については、本学学部学則の規定を準用する。 
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第第１１１１章章  教教員員組組織織  
 

（（教教員員組組織織））  

第第４４３３条条 本学大学院を担当する教員は、本学の教授、准教授、講師及び助教とする。 

２ 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の教育研究は、

本学、金沢大学、浜松医科大学、千葉大学及び福井大学の協力により実施する。 

 

第第１１２２章章  研研究究科科委委員員会会等等  

 

（（研研究究科科委委員員会会等等））  

第第４４４４条条 研究科教授会の審議事項のうち、特定の事項について審議を行うため、当該研究科に研究

科委員会等を置くことができる。 

２ 研究科委員会等の組織は、当該研究科の定めるところによる。 

 

第第１１３３章章  国国際際連連携携専専攻攻にに関関すするる特特例例  
  

（（国国際際連連携携専専攻攻のの設設置置））  

第第４４５５条条 研究科（高等司法研究科を除く。以下同じ。）は、教育上の目的を達成するために必要が

あると認める場合には、外国の大学院（国際連合大学を含む。以下同じ。）と連携して教育研究を

実施するための専攻（以下「国際連携専攻」という。）を設けることができる。 

（（国国際際連連携携教教育育課課程程のの編編成成））  

第第４４６６条条 国際連携専攻を設ける研究科は、第５条の３及び第５条の４第１項の規定にかかわらず、

国際連携専攻において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学院（以下「連携外国大学院」

という。）が開設する授業科目を当該研究科の教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学院と

連携した教育課程（以下「国際連携教育課程」という。）を編成するものとする。 

（（共共同同開開設設科科目目））  

第第４４７７条条 国際連携専攻を設ける研究科は、第５条の３及び第５条の４第１項の規定にかかわらず、

連携外国大学院と共同して授業科目を開設することができる。 

２ 国際連携専攻を設ける研究科が前項の授業科目（以下この項において「共同開設科目」という。）

を開設した場合、当該国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、７単

位を超えない範囲で、当該研究科又は連携外国大学院のいずれかにおいて修得した単位とすること

ができる。ただし、当該研究科及び連携外国大学院において修得した単位数が、第４９条第１項及

び第２項の規定により当該研究科及びそれぞれの連携外国大学院において修得することとされて

いる単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該研究科及び連携外国

大学院において修得した単位とすることはできない。 

（（国国際際連連携携教教育育課課程程にに係係るる単単位位のの認認定定等等））  

第第４４８８条条 国際連携専攻を設ける研究科は、学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育課

程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修

得したものとみなすものとする。 

２ 国際連携専攻を設ける研究科は、学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係る

研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。 

（（国国際際連連携携専専攻攻にに係係るる修修了了要要件件））  

第第４４９９条条 国際連携専攻の修士課程又は前期課程の修了の要件は第１５条第１項に、同専攻の医学・

歯学・薬学の博士課程を除く博士課程の修了の要件は同条第４項及び第５項に、同専攻の医学・歯

学・薬学の博士課程の修了の要件は同条第６項に、それぞれ定めるもののほか、国際連携専攻を設

ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修

により１０単位以上を修得することとする。 

２ 前項により国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育

課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第８条若しくは第８条の２又は第４８条第

１項の規定により充当することができ、又は修得したものとして認定することができ、若しくは修
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得したものとしてみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第８条の２の規定により

修得したものとして認定することができる単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施す

るために特に必要と認められる場合は、この限りでない。 

（（国国際際連連携携専専攻攻学学生生のの授授業業料料等等））  

第第５５００条条 国際連携専攻の学生のうち、連携外国大学院を主として入学する学生の本学における検定

料、入学料及び授業料については、第３４条本文、第３５条本文及び第３６条第１項の規定にかか

わらず、その全額を徴収しない。 

（（そそのの他他））  

第第５５１１条条 本学則に定めるもののほか、国際連携専攻に係る次の各号に掲げる事項については、あら

かじめ当該専攻を設ける研究科と連携外国大学院との協議により、別に定める。 

（１）教育課程の編成に関する事項 

（２）教育組織の編成に関する事項 

（３）入学者の選抜及び学位の授与に関する事項 

（４）学生の在籍の管理及び安全に関する事項 

（５）学生の奨学及び厚生補導に関する事項 

（６）教育研究活動等の状況の評価に関する事項 

（７）その他国際連携専攻に関する事項 

 

附附  則則  

（略） 

附附  則則  

１ この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 文学研究科文化形態論専攻、文化表現論専攻及び文化動態論専攻並びに言語文化研究科言語文化

専攻、言語社会専攻及び日本語・日本文化専攻は、改正後の第３条第１項の規定にかかわらず、令

和４年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するもの

とする。 

３ 改正後の別表の規定にかかわらず、令和４年度及び令和５年度の次表の左欄に掲げる研究科専攻

及び全研究科の収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ対応右欄のとおりとする。 

 

左欄 右欄 

研究科名 専攻名 令和４年度 令和５年度 

博士課程の

前期課程 

博士課程の

後期課程 

収容定員 博士課程の

後期課程 

収容定員 

人文学 

研究科 

人文学 

言語文化学 

外国学 

日本学 

芸術学 

計 

47 

32 

25 

40 

17 

161 

14 

15 

11 

18 

7 

65 

226 28 

30 

22 

36 

14 

130 

452 

（略） 

 

４ 令和４年３月３１日現在在学中の者については、改正後の第６条第４項及び第５項の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

５ 前項の場合において、改正前の第６条の適用については、同条第４項中「グローバルイニシアテ

ィブ科目」の次に「国際交流科目」を加えるものとし、同条第５項中「及びグローバルイニシアテ

ィブ科目」とあるのは、「、グローバルイニシアティブ科目及び国際交流科目」と読み替えるもの

とする。 
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附附  則則  

（略） 

附附  則則  

１ この改正は、令和７年４月１日から施行する。 

（略） 

附附  則則  

１ この改正は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び令和８年４

月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正後の

第１１条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（略） 

 

別別表表  

 

大学院収容定員表 

研究科名 専攻名 

修士課程、博士

課程の前期課程

又は法科大学院

の課程 

博士課程の後期

課程、医学・歯

学・薬学の博士課

程又は生命機能

研究科の博士課

程 

収容 

定員 

１年当 
収容 

定員 
１年当 

収容 

定員 

人文学研究科 

人文学 47 94 14 42 

517 

言語文化学 32 64 15 45 

外国学 25 50 11 33 

日本学 40 80 18 54 

芸術学 17 34 7 21 

計 161 322 65 195 

（略） 

 

 

－107－

規

程

集



  

大大阪阪大大学学学学位位規規程程  

  

（（総総則則））  
第第１１条条 大阪大学（以下「本学」という。）において授与する学位は、学士、修士、博士及び法務博士とす

る。 
２ 本学において授与する修士、博士及び法務博士の学位については、大阪大学大学院学則（以下「学則」

という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 
３ 学士の学位については、大阪大学学部学則の定めるところによる。 
（（学学位位にに付付記記すするる専専攻攻分分野野等等のの名名称称））  

第第２２条条 本学において授与する修士の学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。 
文学 
人間科学 
法学 
経済学 
応用経済学 
経営学 
理学 
医科学 
保健学 
看護学 
薬科学 
工学 
言語文化学 
日本語・日本文化 
国際公共政策 
情報科学 
生命機能学 
小児発達学 

２ 本学において授与する博士の学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。 
文学 
人間科学 
法学 
経済学 
応用経済学 
経営学 
理学 
医学 
保健学 
看護学 
歯学 
薬科学 
薬学 
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工学 
言語文化学 
日本語・日本文化 
国際公共政策 
情報科学 
生命機能学 
小児発達学 

３ 前２項の規定にかかわらず、専攻分野が学際領域等に係るもので、当該研究科教授会の議を経て総長が

適当と認めたときは、学術と付記することができる。 
４ 本学において授与する法務博士の学位には、専門職と付記するものとする。 
（（学学位位のの授授与与要要件件））  

第第３３条条 学位は、学則の定めるところにより、所定の課程を修了した者に授与する。 
２ 前項に定めるもののほか、修士の学位は、学則の定めるところにより、生命機能研究科の博士課程にお

いて、修士課程の修了に相当する要件を満たした者にも授与することができる。 
３ 第１項に定めるもののほか、博士の学位は、博士論文の審査に合格し、かつ、本学大学院の博士課程を

修了した者と同等以上の学力を有することを確認（以下「学力の確認」という。）した者にも授与する

ことができる。 
（（課課程程をを経経るる者者のの論論文文のの提提出出））  

第第４４条条 本学大学院の課程（法科大学院の課程を除く。）を経る者（前条第２項に規定する者を含む。以下

同じ。）の学位論文は、学則の定めるところにより、当該研究科長に提出するものとする。 
２ 前項の場合において、博士論文にあっては、論文目録、論文内容の要旨及び履歴書を添付しなければな

らない。 
（（課課程程をを経経なないい者者のの学学位位授授与与のの申申請請））  

第第５５条条 第３条第３項の規定により、博士の学位の授与を受けようとする者は、学位申請書に博士論文、論

文目録、論文内容の要旨、履歴書を添え、学位に付記する専攻分野を指定して総長に提出するものとす

る。 
２ 前項の申請は、別に定める論文審査手数料を納付後に行うものとし、申請期間は、当該納付した日から

４日以内とする。 
３ 総長は、前項の納付を確認後、第１項の申請書類を受理したときは、専攻分野に応じて、当該研究科長

に回付するものとする。 
（（論論文文））  

第第６６条条 審査を受けるため提出する学位論文（学則第１５条第１項本文の規定による特定の課題についての

研究の成果を含む。）は、１篇とし、所定の部数を提出するものとする。ただし、参考として他の論文

を添付することができる。 
２ 審査のため必要があるときは、研究科教授会は、論文の訳文、模型又は標本等を提出させることができ

る。 
第第７７条条 受理した学位論文及び論文審査手数料は、返付しない。 

（（学学位位論論文文のの審審査査のの付付託託））  
第第８８条条 研究科長は、学位論文を受理（第５条第３項の規定により総長から回付された場合を含む。）した

ときは、その審査及び最終試験又は学力の確認を当該研究科教授会に付託するものとする。 
（（審審査査委委員員会会））  

第第９９条条 研究科教授会は、審査を付託された学位論文の審査等を行うため、審査委員会を設けるものとする。 
２ 審査委員会は、当該研究科教授２名以上の委員で組織する。ただし、修士論文の審査にあっては、当該

研究科の教授１名及び准教授１名以上とすることができる。 
３ 前項の場合において、必要があるときは、研究科教授会の議を経て、他の大学院等の教員等の協力を得

ることができる。 
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４ 審査委員会の委員は、公表するものとする。 
５ 審査委員会の委員は、学位論文の審査等に関し、供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。 
（（論論文文のの発発表表会会））  

第第９９条条のの２２ 学位論文の審査においては、当該論文の内容に関する発表会を公開で実施するものとする。た

だし、当該論文の内容に関し、知的財産を保護する必要があるとき又は秘密保持の義務を課した本学の

契約を遵守する必要があるときは、非公開とすることができる。 
（（課課程程をを経経るる者者のの最最終終試試験験））  

第第１１００条条 学則第１２条本文に規定する最終試験は、学位論文を中心とし、これに関連のある科目について、

口答試問又は筆答試問により行う。 
（（課課程程をを経経なないい者者のの学学力力のの確確認認））  

第第１１１１条条 第３条第３項に規定する学力の確認は、学位論文に関連のある科目及び外国語について、口答試

問又は筆答試問により行うものとする。 
２ 前項の外国語については、２種類を課すものとする。ただし、研究科教授会が特別の事由があると認め

るときは、１種類のみとすることができる。 
第第１１２２条条 本学大学院博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導

を受けた上退学した者が、博士論文を提出したときは、各研究科で定める年限内に限り、学力の確認を

行わないことがある。 
（（審審査査期期間間））  

第第１１３３条条 審査委員会は、博士論文が提出された日から１年以内に、論文の審査及び最終試験又は学力の確

認を終了しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、当該研究科教授会の議を経て、その

期間を延長することができる。 
（（審審査査結結果果のの報報告告））  

第第１１４４条条 審査委員会は、論文の審査及び最終試験又は学力の確認が終了したときは、直ちに論文の内容の

要旨、審査の結果の要旨及び最終試験の結果の要旨又は学力の確認の結果の要旨に、学位を授与できる

か否かの意見を添え、当該研究科教授会に文書で報告しなければならない。ただし、修士の学位につい

ては、学位を授与できるか否かの意見のみを報告すれば足りるものとする。 
（（博博士士論論文文研研究究基基礎礎力力審審査査））  

第第１１４４条条のの２２ 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に代えて、学則第１５条

第２項に規定する試験及び審査（以下「博士論文研究基礎力審査」という。）を行う場合については、

第９条及び前条の規定を準用する。この場合において、第９条第１項中「審査を付託された学位論文の

審査等」とあり、同条第２項中「修士論文の審査」とあり、及び同条第５項中「学位論文の審査等」と

あるのは「博士論文研究基礎力審査」と読み替えるものとする。 
２ 前項に定めるもののほか、博士論文研究基礎力審査の内容、方法等については、当該博士課程の目的に

応じ、研究科において定めるものとする。 
（（学学位位授授与与のの議議決決等等））  

第第１１５５条条 研究科教授会は、第１４条（前条第１項において準用する場合を含む。）の報告を受け、学位を

授与すべきか否かを審議し、議決する。ただし、研究科の定めるところにより、教授会通則第９条に規

定する代議員会等に委任し、その議決をもって研究科教授会の議決に代えることができる。 
２ 前項の議決には、構成員の３分の２以上の出席を必要とし、かつ、出席者の３分の２以上の同意がなけ

ればならない。 
第第１１６６条条 研究科教授会が前条の議決をしたときは、当該研究科長は、文書で総長に報告しなければならな

い。 
２ 前項の場合において、博士の学位にあっては、博士論文とともに論文の内容の要旨、審査の結果の要旨

及び最終試験の結果の要旨又は学力の確認の結果の要旨を添付するものとする。 
（（学学位位のの授授与与））  

第第１１７７条条 総長は、前条の報告を受け、学位を授与すべきか否かを決定し、学位を授与すべき者には、所定
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の学位記を授与し、学位を授与できない者には、その旨を通知する。 
（（学学位位簿簿へへのの登登録録））  

第第１１８８条条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位簿に登録の上、当該学位を授与した日から３月以内

に文部科学大臣に報告するものとする。 
（（博博士士論論文文のの要要旨旨等等のの公公表表））  

第第１１９９条条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から３月以内に当該博士論文の

内容の要旨及び審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。 

２ 前項の規定による公表は、本学の機関リポジトリの利用により行う。 

（（博博士士論論文文のの公公表表））  
第第２２００条条  博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から１年以内に当該博士論文の全文を公表し

なければならない。ただし、既に印刷公表したときは、この限りでない。 
２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該研

究科長の承認を得て、当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。

この場合において、当該研究科長は、研究科教授会の議を経て、その公表を承認するとともに、当該博

士論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 
３ 博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は、インターネットの利用により行うもの

とし、本学においては機関リポジトリの利用により行うものとする。 

（（学学位位名名称称のの使使用用））  
第第２２１１条条 本学において学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、大阪大学と付記するものとす

る。 
（（学学位位のの取取消消））  

第第２２２２条条  学位を授与された者に、不正の方法により学位の授与を受けた事実があると認められたときは、

総長は、当該研究科教授会の意見を聴いた上、教育研究評議会の議を経て、学位を取り消し、学位記を

返付させ、かつ、その旨を公表する。 
２ 学位を授与された者に、その名誉を汚す行為があったときは、前項の例により、当該学位を取り消すこ

とがある。 
（（学学位位記記のの様様式式））  

第第２２３３条条 学位記の様式は、別表のとおりとする。 
２ 国際連携専攻における学位記の表記は、別表十二及び別表十三のとおり日本語とする。ただし、連携外

国大学院との協議により、連携外国大学院が所在する国の公用語又は国際的通用性のある第三国の言語

を併記することができる。 
（（雑雑則則））  

第第２２４４条条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
２ 国際連携専攻における学位申請手続き及び学位論文の審査方法等については、この規程に定めるものの

ほか、連携外国大学院との協議により別に定めることができるものとする。 
 
附附  則則  

（略） 
附附  則則  

この改正は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別別表表  
（略） 
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大大阪阪大大学学大大学学院院人人文文学学研研究究科科規規程程  

  

（（趣趣旨旨及及びび目目的的））  

第第１１条条 この規程は、大阪大学大学院学則（以下「学則」という。）に基づき、大阪大学大学院人文学研

究科（以下「本研究科」という。）における必要な事項を定めるものとする。 

２ 本研究科は、多様な個人及び社会集団が生み出してきた言語、事物、思考、習慣等の精神文化及び

物質文化の両面にわたる人間の営為を探求する人文学研究を継承しつつ、専門性にとらわれることな

く領域横断的で柔軟に発想する能力並びに現代社会のグローバル化及び情報化に即応した最新の技術

を活用する力を身に付けることにより、現代にふさわしい人文学をデザインし、今日的課題に果敢に

挑戦し、そこで得られた知見を世界に向けて発信し得る人材を養成することを目的とする。 

（（課課程程及及びび専専攻攻））  

第第２２条条 本研究科の課程は、博士課程とする。 

２ 博士課程は、これを前期２年の課程（以下「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後期

課程」という。）に区分する。 

３ 本研究科に、次の専攻を置く。 

人文学専攻 

言語文化学専攻 

外国学専攻 

日本学専攻 

芸術学専攻 

（（ココーースス））  

第第３３条条 各専攻（言語文化学専攻を除く。）に、次のコースを置く。 

人文学専攻 

哲学コース、グローバルヒストリー・地理学コース、文学コース、比較・対照言語学コース 

外国学専攻 

アジア・アフリカ言語文化コース、ヨーロッパ・アメリカ言語文化コース 

日本学専攻 

基盤日本学コース、応用日本学コース 

芸術学専攻 

アート・メディア論コース、美学・文芸学コース、音楽学・演劇学コース、日本東洋美術史・西洋

美術史コース 

（（入入学学））  

第第４４条条 本研究科に入学を志願する者については、研究科長が研究科教授会（以下「教授会」という。）

の議を経て選考する。 

（（教教育育方方法法））  

第第５５条条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」と

いう。）によって行う。 

２ 前項に規定する授業科目は、講義、演習若しくは実習のいずれかにより又はこれらの併用により行

うものとし、単位の計算は、次のとおりとする。 

(1) 講義は１５時間をもって１単位とする。 
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(2) 演習は１５時間又は３０時間をもって１単位とする。 

(3) 実習は３０時間又は４５時間をもって１単位とする。 

(4) １の授業科目について、講義、演習又は実習のうち２以上の方法の併用により行う場合について

は、その組み合わせに応じ、前３号に規定する基準を考慮して定める時間の授業をもって１単位と

する。 

（（指指導導教教員員））  

第第６６条条 学生には、その研究分野、在籍するコース等に応じて指導教員を定める。 

２ 学生には、前項に定める指導教員のほか、必要に応じて副指導教員を定める。 

３ 指導教員及び副指導教員は教授とする。ただし、教授会の議を経て研究科長が必要と認めたときは、

准教授又は専任講師をもって代えることができる。 

４ 前３項に定めるもののほか、指導教員及び副指導教員に関し必要な事項は、別に定める。 

（（前前期期課課程程のの授授業業科科目目及及びび単単位位数数））  

第第７７条条 前期課程の授業科目、単位数及び必修・選択の区分等は、別表１のとおりとする。 

２ 前項の授業科目の配当年次、授業時間数及び授業の方法等は、教授会の議を経て別に定める。 

（（後後期期課課程程のの授授業業科科目目及及びび単単位位数数））  

第第８８条条 後期課程の授業科目、単位数及び必修・選択の区分等は、別表２のとおりとする。 

２ 前項の授業科目の配当年次、授業時間数及び授業の方法等は、教授会の議を経て別に定める。 

（（前前期期課課程程のの履履修修方方法法等等））  

第第９９条条 前期課程の学生は、必要な研究指導を受けるほか、別表３に定める履修方法により、３０単位

以上を修得しなければならない。 

２ 前期課程の学生は、研究科長が教育上有益と認めるときは、他の専攻若しくは他の研究科の授業科

目、大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目又は国際交流科目を履修することができる。 

３ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、第５条第１項に規定する授業科目と

して単位認定を行うとともに、別表３の定めるところにより、第１項に規定する単位に充当すること

ができる。 

（（後後期期課課程程のの履履修修方方法法等等））  

第第１１００条条 後期課程の学生は、必要な研究指導を受けるほか、別表４に定める履修方法により、８単位

以上を修得しなければならない。 

２ 後期課程の学生は、研究科長が教育上有益と認めるときは、他の専攻若しくは他の研究科の授業科

目、大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目又は国際交流科目を履修することができる。 

３ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、第５条第１項に規定する授業科目と

して単位認定を行うとともに、別表４の定めるところにより、第１項に規定する単位に充当すること

ができる。 

（（履履修修及及びび研研究究計計画画のの届届出出））  

第第１１１１条条 学生は、授業科目を履修し、かつ、研究指導を受けるため、指導教員の指示に基づき、毎学

年の始めの所定の期日までに、履修計画及び研究計画を定め、届け出なければならない。 

（（履履修修科科目目のの試試験験））  

第第１１２２条条 第５条第１項に規定する授業科目の試験は、筆記試験若しくは口頭試験又は研究報告によっ

て行うものとする。 

２ 前項の規定による試験は、学期末、学年末その他授業科目担当教員の都合等により適当な時期に行う。 

（（単単位位のの授授与与））  

第第１１３３条条 前条の規定による試験に合格した授業科目については、所定の単位を授与する。 
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（（研研究究指指導導））  

第第１１４４条条 第５条第１項に規定する研究指導を受けたことの認定は、研究概要の報告に基づき指導教員

が行う。 

２ 学生は、学年ごとに研究指導を受け、毎学年末に研究概要を報告しなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、研究指導に関し必要な事項は、別に定める。 

（（長長期期ににわわたたるる課課程程のの履履修修））  

第第１１５５条条 学生が職業を有していること等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計

画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、研究科長は、その計

画的な履修を認めることができる。 

２ 前項の規定により計画的な履修を許可する学生に関し必要な事項は、別に定める。 

（（他他のの大大学学院院等等又又はは外外国国のの大大学学院院等等ににおおけけるる学学修修等等及及びび単単位位等等のの認認定定））  

第第１１６６条条 教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めるときは、学生に他の大学院又は外国の大学

院の授業科目を第５条第１項に規定する授業科目として履修させることができる。 

２ 教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めるときは、学生に他の大学院等又は外国の大学院等

において研究指導を受けさせることができる。 

３ 前項の規定による研究指導を受ける期間は１年とする。ただし、前期課程の学生が研究指導を受け

る場合を除き、必要があるときは１年ごとに期間の延長を願い出て許可を得なければならない。 

４ 前３項の規定に基づき、授業科目を履修し、又は研究指導を受けようとする学生は、あらかじめ所

定の手続によって申請し、許可を得なければならない。 

５ 前項の規定により、授業科目の履修を許可された学生が修得した単位は、審査の上、これを第９条

第１項又は第１０条第１項に規定する授業科目の単位として認定することができる。 

６ 第４項の規定により、研究指導を受けることを許可された学生は、審査の上、これを第５条第１項

に規定する研究指導として認定することができる。 

７ 第５項の規定により、第９条第１項又は第１０条１項に規定する授業科目として認定することがで

きる単位は、１５単位を超えないものとする。 

８ 教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第１０５条の規定

により大学院が編成する特別の課程（履修資格を有する者が、同法第１０２条第１項の規定により大

学院に入学することができる者であるものに限る。次条において同じ。）における学修を、第５条第１

項に規定する授業科目の履修とみなし、審査の上、これを第９条第１項又は第１０条第１項に規定す

る授業科目の単位として認定することができる。 

９ 前項の規定により修得したものとして認定し、第９条第１項又は第１０条第１項に規定する授業科

目の単位に充当することのできる単位は、第７項に規定する単位と合わせて１５単位を超えないもの

とする。 

（（入入学学前前のの既既修修得得単単位位のの認認定定））  

第第１１７７条条 教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めるときは、学生が本研究科入学前に大学院に

おいて修得した授業科目の単位（大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第１５条において

準用する大学設置基準（昭和３８年文部省令第２８号）第３１条第１項に規定する科目等履修生及び

同条第２項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。）を審査の上、本研究科において

修得したものとして認定することができる。 

２ 前項の規定により修得したものとして認定し、第９条第１項又は第１０条第１項に規定する授業科

目の単位に充当することのできる単位は、１５単位を超えないものとし、前条第７項及び第９項に規

定する単位と合わせて２０単位を超えないものとする。 
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（（学学位位論論文文のの提提出出））  

第第１１８８条条 修士論文を提出しようとする学生は、前期課程に１年以上在学し、第９条第１項に規定する

単位を修得又は修得見込みで、かつ、必要な研究指導を受けていなければならない。ただし、在学期

間１年をもって第９条第１項に規定する単位を修得し得る者で、教授会の議を経て研究科長が優れた

研究業績を上げたものと認めた学生については、この限りでない。 

２ 博士論文を提出しようとする学生は、後期課程に２年以上在学し、第１０条第１項に規定する単位

を修得又は修得見込みで、かつ、必要な研究指導を受けていなければならない。ただし、修士課程又

は前期課程における在学期間（２年を限度とする。）と後期課程における在学期間を合計して３年以上

で、かつ、後期課程の在学期間が２年以内となる在学期間をもって第１０条第１項に規定する単位を

修得し得る者及び入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められ後期課程

に入学し、１年以上２年以内となる当該課程の在学期間をもって第１０条第１項に規定する単位を修

得し得る者で、教授会の議を経て研究科長が優れた研究業績を上げたものと認めた学生については、

この限りでない。 

３ 学位論文の題目は、指導教員の承認を得て、あらかじめ指定する期日までに研究科長に届け出なけ

ればならない。 

４ 学位論文は、あらかじめ指定する期日までに研究科長に提出しなければならない。 

５ 教授会の議を経て研究科長が認めたときは、学則第１５条第１項に規定する特定の課題についての

研究の成果を、修士論文に代えて提出することができるものとし、次条第１項に規定する修士論文の

審査は、当該研究の成果に対して、これを行うものとする。 

６ 博士論文の提出に当たっては、あらかじめ博士論文の提出の可否を審査する予備審査に合格してい

なければならない。 

７ 学位論文及び予備審査に関し必要な事項は、別に定める。 

（（学学位位論論文文のの審審査査及及びび最最終終試試験験））  

第第１１９９条条 修士論文の審査及び最終試験は、教授会において委嘱する教授２名以上又は教授１名及び准

教授１名の２名以上の委員からなる審査委員会がこれを行う。 

２ 博士論文の審査及び最終試験は、教授会において委嘱する教授２名を含む３名以上の委員からなる

審査委員会がこれを行う。 

３ 学位論文の審査に当たって必要があるときは、教授会の議を経て、他の大学院等の教員等の協力を

得ることができる。 

４ 前期課程の最終試験は、第９条第１項に規定する単位を修得し、研究指導の認定を受け、かつ、修

士論文を提出した者について行う。 

５ 後期課程の最終試験は、第１０条第１項に規定する単位を修得し、研究指導の認定を受け、かつ、

博士論文を提出した者について行う。 

６ 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連のある授業科目について、筆記試験又は口頭試験に

より行う。 

７ 学位論文及び最終試験の合否は、審査委員会の議を経て、教授会が審議のうえ議決する。 

（（特特別別研研究究学学生生））  

第第２２００条条 他の大学院又は外国の大学院に在学する学生で本研究科において研究指導を受けようとする

者は、所定の手続により研究科長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定による出願者については、選考の上、特別研究学生として入学を許可する。 

３ 特別研究学生の在学期間は、１年以内とする。ただし、研究上必要があり引き続き在学を希望する

者は、１年を超えない範囲で研究科長に期間の延長を願い出て、許可を得なければならない。 
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（（特特別別聴聴講講学学生生））  

第第２２１１条条 他の大学院等又は外国の大学院等に在学する学生で、本研究科の授業科目を履修しようとす

る者は、所定の手続により研究科長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定による出願者については、選考の上、特別聴講学生として入学を許可する。 

３ 特別聴講学生の在学期間は、履修する授業科目所定の授業期間とする。 

４ 特別聴講学生が履修する授業科目の試験及び単位の授与については、第１２条及び第１３条の規定

を準用する。 

（（科科目目等等履履修修生生））  

第第２２２２条条 本研究科の授業科目中１又は複数の授業科目を履修しようとする者は、所定の手続により研

究科長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定による出願者については、選考の上、科目等履修生として入学を許可する。 

３ 科目等履修生として入学することができる者は、別に定める。 

４ 科目等履修生の入学時期は、春学期又は秋学期の始めとする。 

５ 科目等履修生の在学期間は、履修する授業科目所定の授業期間とする。ただし、引き続き在学し、

授業科目の履修を希望する者は、研究科長に願い出て許可を受けた場合に限り、期間を延長すること

ができる。 

６ 科目等履修生が履修する授業科目の試験及び単位の授与については、第１２条及び第１３条の規定

を準用する。 

（（研研究究生生））  

第第２２３３条条 本研究科において特定事項について攻究しようとする者は、所定の手続により研究科長に願

い出るものとする。 

２ 前項の規定による出願者については、選考の上、研究生として入学を許可する。 

３ 研究生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 修士の学位を有する者 

(2) 教授会の議を経て、研究科長が前号と同等以上の学力があると認めた者 

４ 前項の規定にかかわらず、教授会の議を経て、研究科長が認めたときは、大学又は専門職大学を卒

業した者若しくはこれと同等以上の学力がある者を研究生として入学させることができる。 

５ 研究生の入学時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。 

６ 研究生の在学期間は１年以内とする。ただし、研究上必要があり引き続き在学を希望する者は、１

年を超えない範囲で研究科長に期間の延長を願い出て、許可を得なければならない。 

（（規規程程外外事事項項のの処処理理））  

第第２２４４条条 この規程に定めるもののほか、本研究科に関する必要な事項は、教授会の議を経て、研究科

長が定める。 

 

附附  則則  
（略） 

附附  則則  
１ この改正は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年３月３１日現在在学中の者（以下「在学者」という。）及び令和８年４月１日以後において

在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については、改正後の別表１の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

３ 前項の場合における改正前の別表１の適用については、研究科共通のデジタルヒューマニティーズ
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科目の授業科目に 

「  デジタルヒューマニティーズ演習   ２ ○   
 

」 

を、研究科共通のデジタルヒューマニティーズ科目の区分の次に多文化多言語社会科目を加えるとと

もに同区分の授業科目に 

「  多文化社会と子ども   ２ ○   
 

」 

を、研究科共通の外国語科目（基礎）の授業科目に 

「  チュルク諸語   ２  ○  
 

」 

を、人文学専攻の専攻共通の授業科目に 

「  ヨーロッパ諸語  ２  ○   
 

」 

を、人文学専攻のグローバルヒストリー・地理学コースの授業科目に 

「  

地誌学講義Ⅰ 

地誌学講義Ⅱ‐1 
 

２ 

２ 
 

○ 

○ 

○ 

○ 
 

人文地理学分野  

  東南アジア史講義Ⅰ‐１  ２  ○ ○  東洋史学分野  

  

西洋近現代史リサーチ演習Ⅲ‐１ 

西洋近現代史リサーチ演習Ⅲ‐２ 

西洋近現代史リサーチ演習Ⅳ‐１ 

西洋近現代史リサーチ演習Ⅳ‐２ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

   

西洋史学分野 」 

を、人文学専攻の比較・対照言語学コースの授業科目に 

「  

英語学演習Ⅲ 

対照言語学講義Ⅱ 
 

２ 

２ 
 

○ 

○ 

 

○ 
 

比較・対照言語学分野 」 

を、外国学専攻の地域言語論の授業科目に 

「  

アジア言語社会動態論ⅨＡ 

アジア言語社会動態論ⅨＢ  

 
２ 

２ 
 

○ 

○ 
  

 
」 

を、日本学専攻の専攻共通の授業科目に 

「  ヨーロッパ諸語  ２  ○   
 

」 

を、芸術学専攻の専攻共通の授業科目に 

「  ヨーロッパ諸語  ２  ○   
 

」 

を、それぞれ加えるものとする。 
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別表１

前期課程授業科目表

研究科共通

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

人文学基礎（人文学と対話） 1 ○

人文学基礎（現代の教養） 1 ○

人文学実務研究 1 ○

人文学インターンシップ 1 ○

デジタルヒューマニティーズ基礎 2 ○

デジタルヒューマニティーズ演習 2 ○

人文学とデジタル技術 2 ○

多文化多言語社会科目 多文化社会と子ども 2 ○

European Philosophy from the Japanese Perspective 2 ○

European History from the Japanese Perspective 2 ○

European Literature from the Japanese Perspective 2 ○

Japanese History in the World 2 ○

Japanese Literature in the World 2 ○

Japanese Art in the World 2 ○

Language, Society and Culture in Contemporary Japan 2 ○

ジェンダー・セクシュアリティ研究基礎講義 2 ○ ○

歴史学方法論講義（各論１） 2 ○ ○

歴史学方法論講義（各論２） 2 ○ ○

 世界文学・文化論 2 ○

世界の言語 2 ○

世界の言語事情 2 ○

イタリア語 2 ○

ロシア語 2 ○

アイヌ語 2 ○

現代チベット語Ａ 2 ○

現代チベット語Ｂ 2 ○

古典チベット語Ａ 2 ○

古典チベット語Ｂ 2 ○

カレン語 2 ○

シャン語 2 ○

オセアニア諸語Ａ 2 ○

オセアニア諸語Ｂ 2 ○

サンスクリット語Ａ 2 ○

サンスクリット語Ｂ 2 ○

パーリ語Ａ 2 ○

パーリ語Ｂ 2 ○

ベンガル語 2 ○

チュルク諸語 2 ○

カザフ語Ａ 2 ○

カザフ語Ｂ 2 ○

ヘブライ語Ａ 2 ○

ヘブライ語Ｂ 2 ○

アラム語 2 ○

アフロアジア諸語 2 ○

西アフリカ諸語Ａ 2 ○

西アフリカ諸語Ｂ 2 ○

東・南アフリカ諸語Ａ 2 ○

東・南アフリカ諸語Ｂ 2 ○

古代教会スラブ語Ａ 2 ○

古代教会スラブ語Ｂ 2 ○

ウクライナ語Ａ 2 ○

ウクライナ語Ｂ 2 ○

ポーランド語Ａ 2 ○

ポーランド語Ｂ 2 ○

リトアニア語Ａ 2 ○

リトアニア語Ｂ 2 ○

エスペラント語 2 ○

ラテン語Ａ 2 ○

ラテン語Ｂ 2 ○

セルビア語Ａ 2 ○

セルビア語Ｂ 2 ○

チェコ語Ａ 2 ○

チェコ語Ｂ 2 ○

マルタ語Ａ 2 ○

マルタ語Ｂ 2 ○

ブルガリア語Ａ 2 ○

ブルガリア語Ｂ 2 ○

英語（実践）Ⅰ 1 ○

英語（実践）Ⅱ 1 ○

アドバンスト・アカデミック・ライティング（英語） 2 ○

言語特別演習Ａ（英語） 2 ○

言語特別演習Ｂ（英語） 2 ○

言語特別演習Ａ（フランス語） 2 ○

言語特別演習Ｂ（フランス語） 2 ○

言語特別演習Ａ（ドイツ語） 2 ○

言語特別演習Ｂ（ドイツ語） 2 ○

備考

人文学基礎科目

実務研究科目

デジタルヒューマニ
ティーズ科目

Euroculture科目

基盤科目

単位数 科目区分

授業科目区分

外国語科目（発展）

外国語科目（基礎）
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人文学専攻

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

アジア・アフリカ諸語Ⅰ‐１ 1 ○

アジア・アフリカ諸語Ⅰ‐２ 1 ○

ヨーロッパ諸語 2 ○

ヨーロッパ諸語１ 1 ○

ヨーロッパ諸語２ 1 ○

古典語Ⅰ 2 ○

古典語Ⅱ 2 ○

哲学哲学史講義Ⅰ 2 ○ ○ 哲学哲学史分野

哲学哲学史講義Ⅱ 2 ○ ○

哲学哲学史演習Ⅰ 2 ○

哲学哲学史演習Ⅱ 2 ○

現代哲学講義Ⅰ 2 ○ ○

現代哲学講義Ⅱ 2 ○ ○

現代哲学演習Ⅰ 2 ○

現代哲学演習Ⅱ 2 ○

言語哲学講義Ⅰ 2 ○ ○

言語哲学講義Ⅱ 2 ○ ○

言語哲学演習Ⅰ 2 ○

言語哲学演習Ⅱ 2 ○

認識論講義 2 ○ ○

認識論演習 2 ○

存在論講義Ⅰ 2 ○ ○

存在論講義Ⅱ 2 ○ ○

存在論演習 2 ○

哲学哲学史修士論文作成演習 2 ○

科学技術社会論講義Ⅰ 2 ○ ○ 科学技術社会論分野

科学技術社会論講義Ⅱ 2 ○ ○

科学技術思想史講義Ⅰ 2 ○ ○

科学技術思想史講義Ⅱ 2 ○ ○

科学技術社会論演習Ⅰ 2 ○

科学技術社会論演習Ⅱ 2 ○

科学技術思想史演習Ⅰ 2 ○

科学技術思想史演習Ⅱ 2 ○

科学技術社会論修士論文作成演習Ⅰ 2 ○

科学技術社会論修士論文作成演習Ⅱ 2 ○

倫理学講義 2 ○ ○ 臨床哲学分野

倫理学演習Ⅰ 2 ○

倫理学演習Ⅱ 2 ○

倫理学演習Ⅲ 2 ○

臨床哲学講義 2 ○ ○

臨床哲学講義Ⅰ 2 ○ ○

臨床哲学講義Ⅱ 2 ○ ○

臨床哲学演習 2 ○

ジェンダー・セクシュアリティ研究基礎演習 2 ○

社会哲学講義 2 ○ ○

社会哲学演習 2 ○

臨床哲学修士論文作成演習 2 ○

哲学対話法Ⅰ 2 ○

哲学対話法Ⅱ 2 ○

漢籍資料学演習 2 ○ 中国哲学分野

中国哲学演習Ⅰ 2 ○

中国哲学演習Ⅱ 2 ○

中国哲学講義Ⅰ 2 ○ ○

中国哲学講義Ⅱ 2 ○ ○

中国哲学修士論文作成演習 4 ○

インド学・仏教学講義 2 ○ ○ インド学・仏教学分野

インド学・仏教学演習Ⅰ 2 ○

インド学・仏教学演習Ⅱ 2 ○

インド学修士論文作成演習 2 ○

仏教学修士論文作成演習 2 ○

インド学講義 2 ○ ○

インド学演習 2 ○

仏教学講義 2 ○ ○

仏教学演習 2 ○

人文地理学講義Ⅰ 2 ○ ○ 人文地理学分野

人文地理学講義Ⅱ 2 ○ ○

人文地理学講義Ⅲ‐１ 2 ○ ○

人文地理学講義Ⅲ‐２ 2 ○ ○

人文地理学講義Ⅲ‐３ 2 ○ ○

人文地理学演習 2 ○

人文地理学演習Ⅰ‐１ 2 ○

人文地理学演習Ⅰ‐２ 2 ○

人文地理学演習Ⅱ‐１ 2 ○

人文地理学演習Ⅱ‐２ 2 ○

自然地理学講義 2 ○ ○

地誌学講義 2 ○ ○

地誌学講義Ⅰ 2 ○ ○

地誌学講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

人文地理学修士論文作成演習 4 ○

地域文化空間論講義 2 ○ ○

人間・環境関係論講義 2 ○ ○

東洋史講義 2 ○ ○ 東洋史学分野

東洋史総合演習 2 ○

グローバルヒスト
リー・地理学コース

備考

哲学コース

単位数 科目区分

区分 授業科目

専攻共通
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東アジア史講義Ⅰ‐１ 2 ○ ○

東アジア史演習Ⅰ‐１ 2 ○

東アジア史演習Ⅰ‐２ 2 ○

東アジア史演習Ⅰ‐３ 2 ○

東アジア史演習Ⅰ‐４ 2 ○

東アジア史リサーチ演習Ⅰ‐１ 2 ○

東アジア史リサーチ演習Ⅰ‐２ 2 ○

東アジア史リサーチ演習Ⅰ‐３ 2 ○

東アジア史リサーチ演習Ⅰ‐４ 2 ○

東アジア史講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

東アジア史演習Ⅱ‐１ 2 ○

東アジア史演習Ⅱ‐２ 2 ○

東アジア史演習Ⅱ‐３ 2 ○

東アジア史演習Ⅱ‐４ 2 ○

東アジア文献学演習Ⅱ‐１ 2 ○

東アジア文献学演習Ⅱ‐２ 2 ○

東アジア文献学演習Ⅱ‐３ 2 ○

東アジア文献学演習Ⅱ‐４ 2 ○

中央ユーラシア史講義Ⅰ‐１ 2 ○ ○

中央ユーラシア史演習Ⅰ‐１ 2 ○

中央ユーラシア史演習Ⅰ‐２ 2 ○

中央ユーラシア史演習Ⅰ‐３ 2 ○

中央ユーラシア史演習Ⅰ‐４ 2 ○

中央ユーラシア文献学演習Ⅰ‐１ 2 ○

中央ユーラシア文献学演習Ⅰ‐２ 2 ○

中央ユーラシア文献学演習Ⅰ‐３ 2 ○

中央ユーラシア文献学演習Ⅰ‐４ 2 ○

東南アジア史講義Ⅰ‐１ 2 ○ ○

東南アジア史演習Ⅰ‐１ 2 ○

東南アジア史演習Ⅰ‐２ 2 ○

東南アジア史演習Ⅰ‐３ 2 ○

東南アジア史演習Ⅰ‐４ 2 ○

東南アジア文献学演習Ⅰ‐１ 2 ○

東南アジア文献学演習Ⅰ‐２ 2 ○

東南アジア文献学演習Ⅰ‐３ 2 ○

東南アジア文献学演習Ⅰ‐４ 2 ○

東洋史修士論文作成演習Ⅰ 2 ○

東洋史修士論文作成演習Ⅱ 2 ○

中央ユーラシア史修士論文作成演習Ⅰ 2 ○

東南アジア史修士論文作成演習 I‐１ 2 ○

東南アジア史修士論文作成演習 I‐２ 2 ○

世界史演習Ⅲ 2 ○

歴史学方法論講義（概論） 2 ○ ○

西洋古代史講義 2 ○ ○ 西洋史学分野

西洋古代史リサーチ演習１ 2 ○

西洋古代史リサーチ演習２ 2 ○

西洋古代史リサーチ演習３ 2 ○

西洋古代史リサーチ演習４ 2 ○

西洋古代史資料講読演習１ 2 ○

西洋古代史資料講読演習２ 2 ○

西洋古代史資料講読演習３ 2 ○

西洋古代史資料講読演習４ 2 ○

西洋中世史講義 2 ○ ○

西洋中世史リサーチ演習１ 2 ○

西洋中世史リサーチ演習２ 2 ○

西洋中世史リサーチ演習３ 2 ○

西洋中世史リサーチ演習４ 2 ○

西洋中世史資料講読演習１ 2 ○

西洋中世史資料講読演習２ 2 ○

西洋中世史資料講読演習３ 2 ○

西洋中世史資料講読演習４ 2 ○

西洋近世史講義 2 ○ ○

西洋近世史リサーチ演習１ 2 ○

西洋近世史リサーチ演習２ 2 ○

西洋近世史リサーチ演習３ 2 ○

西洋近世史リサーチ演習４ 2 ○

西洋近世史資料講読演習１ 2 ○

西洋近世史資料講読演習２ 2 ○

西洋近世史資料講読演習３ 2 ○

西洋近世史資料講読演習４ 2 ○

西洋近現代史講義Ⅰ 2 ○ ○

西洋近現代史講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

西洋近現代史講義Ⅱ‐２ 2 ○ ○

西洋近現代史リサーチ演習Ⅰ‐１ 2 ○

西洋近現代史リサーチ演習Ⅰ‐２ 2 ○

西洋近現代史リサーチ演習Ⅱ‐１ 2 ○

西洋近現代史リサーチ演習Ⅱ‐２ 2 ○

西洋近現代史リサーチ演習Ⅲ‐１ 2 ○

西洋近現代史リサーチ演習Ⅲ‐２ 2 ○

西洋近現代史リサーチ演習Ⅳ‐１ 2 ○

西洋近現代史リサーチ演習Ⅳ‐２ 2 ○

西洋近現代史演習１ 2 ○

西洋近現代史演習２ 2 ○

世界史講義Ⅰ 2 ○ ○

世界史講義Ⅱ 2 ○ ○

世界史リサーチ演習１ 2 ○

世界史リサーチ演習２ 2 ○

世界史演習Ⅱ‐１ 2 ○
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世界史演習Ⅱ‐２ 2 ○

西洋史演習 1 ○

西洋史修士論文作成演習 2 ○

歴史学方法論講義（概論） 2 ○ ○

世界史演習Ⅰ 4 ○

グローバルヒストリー・地理学入門 2 ○

グローバルセミナー演習１ 2 ○

グローバルセミナー演習２ 2 ○

歴史・地理教育インターンシップ 1 ○

中国文学講義Ⅰ 2 ○ ○ テクスト表現論中国文学分野

中国文学講義Ⅱ 2 ○ ○

中国文学演習Ⅰ 2 ○

中国文学演習Ⅱ 2 ○

中国文学修士論文作成演習Ⅰ 2 ○

中国文学修士論文作成演習Ⅱ 2 ○

英文学作品研究演習 4 ○ テクスト表現論英米文学分野

英文学史講義Ⅰ 2 ○ ○

英文学史講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

英文学史講義Ⅱ‐２ 2 ○ ○

英文学史講義Ⅲ 2 ○ ○

英文学史講義Ⅳ 2 ○ ○

英文学作品研究演習Ⅰ‐１ 2 ○

英文学作品研究演習Ⅰ‐２ 2 ○

英文学作品研究演習Ⅱ‐１ 2 ○

英文学作品研究演習Ⅱ‐２ 2 ○

アメリカ文学史講義Ⅰ 2 ○ ○

アメリカ文学史講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

アメリカ文学史講義Ⅱ‐２ 2 ○ ○

アメリカ文学作品研究演習Ⅰ‐１ 2 ○

アメリカ文学作品研究演習Ⅰ‐２ 2 ○

アメリカ文学作品研究演習Ⅱ‐１ 2 ○

アメリカ文学作品研究演習Ⅱ‐２ 2 ○

イギリス文化史講義 2 ○ ○

アメリカ文化史講義 2 ○ ○

英文学作品研究修士論文作成演習 2 ○

アメリカ文学作品研究修士論文作成演習 2 ○

ドイツ語学演習 2 ○ テクスト表現論ドイツ文学分野

ドイツ語文学講義 2 ○ ○

ドイツ語文学演習 2 ○

ドイツ語文学テクスト論講義 2 ○ ○

ドイツ語文学テクスト論演習 2 ○

ドイツ文化・芸術論講義 2 ○ ○

ドイツ文化・芸術論演習 2 ○

中欧文化論講義 2 ○ ○

中欧文化論演習 2 ○

ドイツ文学・思想論講義 2 ○ ○

ドイツ文学・思想論演習 2 ○

ドイツ語文学修士論文作成演習 2 ○

フランス文学講義１ 2 ○ ○ テクスト表現論フランス文学分野

フランス文学講義２ 2 ○ ○

フランス文学演習Ⅰ‐１ 2 ○

フランス文学演習Ⅰ‐２ 2 ○

フランス文学演習Ⅱ‐１ 2 ○

フランス文学演習Ⅱ‐２ 2 ○

フランス文学演習 4 ○

フランス語学講義１ 2 ○ ○

フランス語学講義２ 2 ○ ○

フランス語学演習１ 2 ○

フランス語学演習２ 2 ○

フランス文学史講義１ 2 ○ ○

フランス文学史講義２ 2 ○ ○

フランス文学史演習１ 2 ○

フランス文学史演習２ 2 ○

フランス文学作品研究講義１ 2 ○ ○

フランス文学作品研究講義２ 2 ○ ○

フランス文学作品研究演習１ 2 ○

フランス文学作品研究演習２ 2 ○

フランス文学作品研究演習 4 ○

フランス文学作品研究修士論文作成演習 2 ○

テクスト環境論講義 2 ○ ○ テクスト環境論分野

テクスト環境論演習 2 ○

文化翻訳論演習 2 ○

文学テクスト論講義 2 ○ ○

文学テクスト論演習 2 ○

理論文学研究演習 2 ○

テクスト実践論演習 2 ○

物語越境論講義 2 ○ ○

物語越境論演習 2 ○

比較文学比較文化論講義 2 ○ ○

比較文学比較文化論演習 2 ○

比較文学研究講義 2 ○ ○

比較文学研究演習 2 ○

テクスト分析講義 2 ○ ○

テクスト分析演習 2 ○

テクスト環境論修士論文作成演習 2 ○

英語学講義Ⅰ 2 ○ ○ 比較・対照言語学分野

英語学講義Ⅱ 2 ○ ○

英語学演習Ⅰ 2 ○

比較・対照言語学コー
ス

文学コース
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英語学演習Ⅱ 2 ○

英語学演習Ⅲ 2 ○

比較・対照言語学修士論文作成演習 2 ○

比較言語学講義 2 ○ ○

英語史講義 2 ○ ○

理論言語学講義 2 ○ ○

理論言語学演習 2 ○

機能言語学演習 2 ○

対照言語学講義 2 ○ ○

対照言語学講義Ⅱ 2 ○ ○

英語史演習 2 ○

英語音声学講義 2 ○ ○

対照言語学演習 2 ○

言語文化学専攻

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

1 ○

1 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

外国学専攻

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

研究基礎 研究基礎 2 ○ ★

広域言語実践論ⅠＡ 2 ○

広域言語実践論ⅠＢ 2 ○

広域言語実践論ⅡＡ 2 ○

広域言語実践論ⅡＢ 2 ○

広域言語実践論ⅢＡ 2 ○

広域言語実践論ⅢＢ 2 ○

認知意味理論研究Ａ

認知意味理論研究Ｂ

認知レトリック論研究Ａ

言語特別演習Ｂ（日本語）

社会言語学研究Ａ

社会言語学研究Ｂ

単位数 科目区分

授業科目

第二言語社会・文化研究Ａ

第二言語社会・文化研究Ｂ

史的言語研究Ａ

ジェンダー論Ｂ

広域言語論

デジタルヒューマニティーズＡ

デジタルヒューマニティーズＢ

言語認知科学論Ａ

備考

コミュニケーション論Ａ

コミュニケーション論Ｂ

グローバリゼーション論Ａ

グローバリゼーション論Ｂ

表象文化論Ｂ

第二言語教育実践研究Ｂ

単位数 科目区分

言語文化共生論Ａ

言語文化共生論Ｂ

言語認知科学論Ｂ

認知言語学研究Ａ

認知言語学研究Ｂ

理論言語学Ａ

理論言語学Ｂ

応用言語学研究Ｂ

第二言語研究法Ａ

語用論研究Ａ

語用論研究Ｂ

超領域文化論Ａ

備考

心理言語学Ａ

第二言語教育方法論Ａ

研究実践基礎

研究発表演習

区分 授業科目

言語文化比較交流論Ａ

言語文化比較交流論Ｂ

史的言語研究Ｂ

言語統計学Ａ

認知レトリック論研究Ｂ

言語特別演習Ａ（日本語）

言語技術研究Ａ

言語技術研究Ｂ

言語統計学Ｂ

第二言語教育実践研究Ａ

超領域文化論Ｂ

ジェンダー論Ａ

言語文化形成論Ａ

言語文化形成論Ｂ

翻訳研究Ａ

表象文化論Ａ

第二言語教育方法論Ｂ

応用言語学研究Ａ

第二言語研究法Ｂ

心理言語学Ｂ

翻訳研究Ｂ
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広域言語実践論ⅣＡ 2 ○

広域言語実践論ⅤＡ 2 ○

広域言語実践論ⅤＢ 2 ○

広域言語実践論ⅥＡ 2 ○

広域言語文化論ⅠＡ 2 ○

広域言語文化論ⅠＢ 2 ○

広域言語文化論ⅡＡ 2 ○

広域言語文化論ⅡＢ 2 ○

広域言語文化論ⅢＡ 2 ○

広域言語文化論ⅢＢ 2 ○

広域言語文化論ⅣＡ 2 ○

広域言語文化論ⅣＢ 2 ○

広域言語文化論ⅤＡ 2 ○

広域言語文化論ⅤＢ 2 ○

広域対照言語論ⅠＡ 2 ○

広域対照言語論ⅠＢ 2 ○

広域対照言語論ⅡＡ 2 ○

広域対照言語論ⅡＢ 2 ○

広域対照言語論ⅢＡ 2 ○

広域対照言語論ⅢＢ 2 ○

広域対照言語論ⅣＡ 2 ○

広域対照言語論ⅣＢ 2 ○

広域対照言語論ⅤＡ 2 ○

広域対照言語論ⅤＢ 2 ○

地域言語論 アジア言語構造論ⅠＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅠＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅡＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅡＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅢＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅢＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅣＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅣＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅤＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅤＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅥＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅥＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅦＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅦＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅧＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅧＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅨＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅨＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅩＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅩＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅠＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅠＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅡＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅡＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅢＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅢＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅣＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅣＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅤＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅤＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅥＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅥＢ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅦＡ 2 ○

アジア言語構造論ⅩⅦＢ 2 ○

アフリカ言語構造論ⅠＡ 2 ○

アフリカ言語構造論ⅠＢ 2 ○

アフリカ言語構造論ⅡＡ 2 ○

アフリカ言語構造論ⅡＢ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅠＡ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅠＢ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅡＡ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅡＢ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅢＡ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅢＢ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅣＡ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅣＢ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅤＡ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅤＢ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅥＡ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅥＢ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅦＡ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅦＢ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅧＡ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅧＢ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅨＡ 2 ○

ヨーロッパ言語構造論ⅨＢ 2 ○

アメリカ言語構造論ⅠＡ 2 ○

アメリカ言語構造論ⅠＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅠＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅠＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅡＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅡＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅢＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅢＢ 2 ○
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アジア言語文化表象論ⅣＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅣＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅤＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅤＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅥＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅥＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅦＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅦＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅧＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅧＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅨＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅨＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅠＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅠＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅡＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅡＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅢＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅢＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅣＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅣＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅤＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅤＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅥＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅥＢ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅦＡ 2 ○

アジア言語文化表象論ⅩⅦＢ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅠＡ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅠＢ 2 ○

 ヨーロッパ言語文化表象論ⅡＡ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅡＢ 2 ○

 ヨーロッパ言語文化表象論ⅢＡ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅢＢ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅣＡ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅣＢ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅤＡ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅤＢ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅥＡ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅥＢ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅦＡ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅦＢ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅧＡ 2 ○

ヨーロッパ言語文化表象論ⅧＢ 2 ○

イギリス言語文化表象論ⅠＡ 2 ○

イギリス言語文化表象論ⅠＢ 2 ○

アメリカ言語文化表象論ⅠＡ 2 ○

アメリカ言語文化表象論ⅠＢ 2 ○

アメリカ言語文化表象論ⅡＡ 2 ○

アメリカ言語文化表象論ⅡＢ 2 ○

アメリカ言語文化表象論ⅢＡ 2 ○

アメリカ言語文化表象論ⅢＢ 2 ○

アメリカ言語文化表象論ⅣＡ 2 ○

アメリカ言語文化表象論ⅣＢ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅠＡ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅠＢ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅡＡ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅡＢ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅢＡ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅢＢ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅣＡ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅣＢ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅤＡ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅤＢ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅥＡ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅥＢ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅦＡ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅦＢ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅧＡ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅧＢ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅨＡ 2 ○

アジア言語文化資源論ⅨＢ 2 ○

イギリス言語文化資源論ⅠＡ 2 ○

イギリス言語文化資源論ⅠＢ 2 ○

アジア言語社会構造論ⅠＡ 2 ○

アジア言語社会構造論ⅠＢ 2 ○

アジア言語社会構造論ⅡＡ 2 ○

アジア言語社会構造論ⅡＢ 2 ○

アジア言語社会構造論ⅢＡ 2 ○

アジア言語社会構造論ⅢＢ 2 ○

アジア言語社会構造論ⅣＡ 2 ○

アジア言語社会構造論ⅣＢ 2 ○

アジア言語社会構造論ⅤＡ 2 ○

アジア言語社会構造論ⅤＢ 2 ○

アフリカ言語社会構造論ⅠＡ 2 ○

アフリカ言語社会構造論ⅠＢ 2 ○

アフリカ言語社会構造論ⅡＡ 2 ○

アフリカ言語社会構造論ⅡＢ 2 ○
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ヨーロッパ言語社会構造論ⅠＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会構造論ⅠＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会構造論ⅡＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会構造論ⅡＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会構造論ⅢＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会構造論ⅢＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会構造論ⅣＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会構造論ⅣＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会構造論ⅤＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会構造論ⅤＢ 2 ○

アメリカ言語社会構造論ⅠＡ 2 ○

アメリカ言語社会構造論ⅠＢ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅠＡ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅠＢ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅡＡ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅡＢ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅢＡ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅢＢ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅣＡ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅣＢ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅤＡ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅤＢ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅥＡ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅥＢ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅦＡ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅦＢ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅧＡ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅧＢ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅨＡ 2 ○

アジア言語社会動態論ⅨＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅠＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅠＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅡＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅡＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅢＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅢＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅣＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅣＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅤＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅤＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅥＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅥＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅦＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅦＢ 2 ○

ヨーロッバ言語社会動態論ⅧＡ 2 ○

ヨーロッバ言語社会動態論ⅧＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅨＡ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅨＢ 2 ○

ヨーロッパ言語社会動態論ⅩＡ 2 ○

イギリス言語社会動態論ⅠＡ 2 ○

イギリス言語社会動態論ⅠＢ 2 ○

アメリカ言語社会動態論ⅠＡ 2 ○

アメリカ言語社会動態論ⅠＢ 2 ○

現代英米政治外交史特殊研究 2 ○

英米言語社会論 2 ○

Global Area Studies A 2 ○

Global Area Studies B 2 ○

グローバル地域社会論Ａ 2 ○ ★

グローバル地域社会論Ｂ 2 ○ ★

グローバル地域研究演習Ａ 2 ○

グローバル地域研究演習Ｂ 2 ○

グローバル地域研究方法論 2 ○

言語文化資源の活用と情報処理研究 2 ○

通訳翻訳学特講Ａ 2 ○

通訳翻訳学特講Ｂ 2 ○

多言語共生社会演習 2 ○

グローバル共生実践演習 2 ○

先導的学際融合エスノグラフィー演習Ａ 2 ○

先導的学際融合エスノグラフィー演習Ｂ 2 ○

中国語特別演習Ａ 2 ○ ○

中国語特別演習Ｂ 2 ○ ○

朝鮮語特別演習Ａ 2 ○ ○

朝鮮語特別演習Ｂ 2 ○ ○

モンゴル語特別演習Ａ 2 ○ ○

モンゴル語特別演習Ｂ 2 ○ ○

インドネシア語特別演習Ａ 2 ○ ○

インドネシア語特別演習Ｂ 2 ○ ○

フィリピノ語特別演習Ａ 2 ○ ○

フィリピノ語特別演習Ｂ 2 ○ ○

タイ語特別演習Ａ 2 ○ ○

タイ語特別演習Ｂ 2 ○ ○

ベトナム語特別演習Ａ 2 ○ ○

ベトナム語特別演習Ｂ 2 ○ ○

ビルマ語特別演習Ａ 2 ○ ○

ビルマ語特別演習Ｂ 2 ○ ○

ヒンディー語特別演習Ａ 2 ○ ○

ヒンディー語特別演習Ｂ 2 ○ ○

ウルドゥー語特別演習Ａ 2 ○ ○

複合領域特論

専攻言語

地域言語社会特論
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ウルドゥー語特別演習Ｂ 2 ○ ○

アラビア語特別演習Ａ 2 ○ ○

アラビア語特別演習Ｂ 2 ○ ○

ペルシア語特別演習Ａ 2 ○ ○

ペルシア語特別演習Ｂ 2 ○ ○

トルコ語特別演習Ａ 2 ○ ○

トルコ語特別演習Ｂ 2 ○ ○

スワヒリ語特別演習Ａ 2 ○ ○

スワヒリ語特別演習Ｂ 2 ○ ○

ロシア語特別演習Ａ 2 ○ ○

ロシア語特別演習Ｂ 2 ○ ○

ハンガリー語特別演習Ａ 2 ○ ○

ハンガリー語特別演習Ｂ 2 ○ ○

デンマーク語特別演習Ａ 2 ○ ○

デンマーク語特別演習Ｂ 2 ○ ○

スウェーデン語特別演習Ａ 2 ○ ○

スウェーデン語特別演習Ｂ 2 ○ ○

ドイツ語特別演習Ａ 2 ○ ○

ドイツ語特別演習Ｂ 2 ○ ○

英語特別演習Ａ 2 ○ ○

英語特別演習Ｂ 2 ○ ○

英語特別演習Ｃ 2 ○ ○

英語特別演習Ｄ 2 ○ ○

フランス語特別演習Ａ 2 ○ ○

フランス語特別演習Ｂ 2 ○ ○

イタリア語特別演習Ａ 2 ○ ○

イタリア語特別演習Ｂ 2 ○ ○

スペイン語特別演習Ａ 2 ○ ○

スペイン語特別演習Ｂ 2 ○ ○

ポルトガル語特別演習Ａ 2 ○ ○

ポルトガル語特別演習Ｂ 2 ○ ○

★印の授業科目は、他の専攻の学生が履修した場合は高度教養教育科目の単位として認定する

日本学専攻

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

Basic Academic Skills for Humanities 1 2 ○ ○

Basic Academic Skills for Humanities 2 2 ○ ○

Advanced Academic Skills for Humanities 1 2 ○ ○

Advanced Academic Skills for Humanities 2 2 ○ ○

Introduction to Contemporary Japanese Studies 1 2 ○ ○

Introduction to Contemporary Japanese Studies 2 2 ○ ○

Issues in Contemporary Japanese Studies 1 2 ○ ○

Issues in Contemporary Japanese Studies 2 2 ○ ○

アジア・アフリカ諸語Ⅰ‐１ 1 ○

アジア・アフリカ諸語Ⅰ‐２ 1 ○

ヨーロッパ諸語 2 ○

ヨーロッパ諸語１ 1 ○

ヨーロッパ諸語２ 1 ○

古典語Ⅰ 2 ○

古典語Ⅱ 2 ○

現代日本学講義 2 ○ ○ 現代日本学分野

日本の文化と思想講義 2 ○ ○

日本の社会と歴史講義 2 ○ ○

日本の地域と民俗講義 2 ○ ○

日本のジェンダーと表象講義 2 ○ ○

現代日本学演習 2 ○

フィールドワーク演習 2 ○

オーラルヒストリー演習 2 ○

思想史文献講読演習 2 ○

表象資料分析演習 2 ○

現代日本学修士論文作成演習 2 ○

歴史学方法論講義（概論） 2 ○ ○ 日本史学分野

世界史演習Ⅰ 4 ○

歴史資料論演習 2 ○

日本古代史講義 2 ○ ○

日本古代史演習 4 ○

日本古代史演習 2 ○

日本中世史講義Ⅰ 2 ○ ○

日本中世史講義Ⅱ 2 ○ ○

日本中世史演習Ⅰ 4 ○

日本中世史演習Ⅱ 4 ○

日本中世史演習Ⅰ‐１ 2 ○

日本中世史演習Ⅰ‐２ 2 ○

日本中世史演習Ⅱ 2 ○

日本近世史講義 2 ○ ○

日本近世史演習 4 ○

日本近世史演習１ 2 ○

日本近世史演習２ 2 ○

日本近世史演習３ 2 ○

日本近代史講義 2 ○ ○

日本近代史演習 4 ○

日本文化史講義Ⅰ 2 ○ ○

日本文化史講義Ⅱ 2 ○ ○

アーカイブズ学講義 2 ○ ○

アーカイブズ学演習 2 ○

基盤日本学コース

科目区分単位数

区分 授業科目

専攻共通

備考

－126－



アーカイブズ・マネジメント論講義 2 ○ ○

日本史修士論文作成演習Ⅰ 4 ○

日本史修士論文作成演習Ⅱ 4 ○

日本史修士論文作成演習Ⅲ 4 ○

日本史修士論文作成演習Ⅳ 4 ○

日本史修士論文作成演習Ⅴ 4 ○

考古学講義 2 ○ ○ 考古学分野

考古学演習１ 2 ○

考古学演習２ 2 ○

日本考古学講義１ 2 ○ ○

日本考古学講義２ 2 ○ ○

日本考古学演習 2 ○

比較考古学講義 2 ○ ○

比較考古学演習 2 ○

考古資料論講義１ 2 ○ ○

考古資料論講義２ 2 ○ ○

考古資料論演習１ 2 ○

考古資料論演習２ 2 ○

文化財学講義 2 ○ ○

文化財学演習 2 ○

考古学修士論文作成演習 2 ○

中古文学論講義 2 ○ ○ 日本文学・日本語史学分野

中古文学論演習 4 ○

中世文学論講義 2 ○ ○

中世文学論演習 4 ○

近世文学論講義 2 ○ ○

近世文学論演習 4 ○

近現代文学論講義Ⅰ 2 ○ ○

近現代文学論演習Ⅰ 4 ○

近現代文学論講義Ⅱ 2 ○ ○

近現代文学論演習Ⅱ 4 ○

日本文学論講義 2 ○ ○

日本文学修士論文作成演習 2 ○

国語史講義 2 ○ ○

国語史演習 4 ○

国語学講義 2 ○ ○

国語学演習 4 ○

国語学修士論文作成演習 2 ○

中国文学講義Ⅰ 2 ○ ○

中国文学演習Ⅰ 2 ○

比較文学比較文化論講義 2 ○ ○

比較文学比較文化論演習 2 ○

テクスト分析講義 2 ○ ○

テクスト分析演習 2 ○

現代日本語学講義Ⅰ‐１ 2 ○ ○ 基盤日本語学分野

現代日本語学講義Ⅰ‐２ 2 ○ ○

現代日本語学講義Ⅰ‐３ 2 ○ ○

現代日本語学講義Ⅰ‐４ 2 ○ ○

現代日本語学演習Ⅰ‐１ 2 ○

現代日本語学演習Ⅰ‐２ 2 ○

現代日本語学講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

現代日本語学講義Ⅱ‐２ 2 ○ ○

現代日本語学講義Ⅱ‐３ 2 ○ ○

現代日本語学講義Ⅱ‐４ 2 ○ ○

現代日本語学演習Ⅱ 2 ○

現代日本語学講義Ⅲ‐１ 2 ○ ○

現代日本語学講義Ⅲ‐２ 2 ○ ○

現代日本語学演習Ⅲ‐１ 2 ○

現代日本語学演習Ⅲ‐２ 2 ○

社会言語学講義Ⅰ‐１ 2 ○ ○

社会言語学講義Ⅰ‐２ 2 ○ ○

社会言語学演習Ⅰ 4 ○

社会言語学講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

社会言語学講義Ⅱ‐２ 2 ○ ○

社会言語学演習Ⅱ 4 ○

語用論講義 2 ○ ○

語用論演習１ 2 ○

語用論演習２ 2 ○

語用論演習３ 2 ○

現代日本語学修士論文作成演習Ⅰ 4 ○

現代日本語学修士論文作成演習Ⅱ 4 ○

現代日本語学修士論文作成演習Ⅲ 4 ○

社会言語学修士論文作成演習Ⅰ 4 ○

社会言語学修士論文作成演習Ⅱ 4 ○

語用論修士論文作成演習 4 ○

比較日本学研究総論 2 ○ 比較日本学分野

比較日本文化研究Ⅰ 2 ○

比較日本文化研究Ⅱ 2 ○

比較日本文化研究Ⅲ 2 ○

比較日本文化研究Ⅳ 2 ○

比較日本文化研究Ⅴ 2 ○

比較日本文化研究Ⅵ 2 ○

比較日本文化研究Ⅶ 2 ○

比較日本文化研究Ⅷ 2 ○

比較日本学研究指導Ａ 2 ○

比較日本学研究指導Ｂ 2 ○

応用日本語学研究総論 2 ○ 応用日本語学分野

日本語学研究Ⅰ 2 ○

応用日本学コース
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日本語学研究Ⅱ 2 ○

日本語学研究Ⅲ 2 ○

日本語学研究Ⅳ 2 ○

日本語学研究Ⅴ 2 ○

日本語学研究Ⅵ 2 ○

日本語学研究Ⅶ 2 ○

日本語学研究Ⅷ 2 ○

日本語学研究Ⅸ 2 ○

言語学研究Ⅰ 2 ○

言語学研究Ⅱ 2 ○

応用日本語学研究指導Ａ 2 ○

応用日本語学研究指導Ｂ 2 ○

日本語教育学研究総論 2 ○ 日本語教育学分野

日本語教育学研究Ⅰ 2 ○

日本語教育学研究Ⅱ 2 ○

日本語教育学研究Ⅲ 2 ○

日本語教育学研究Ⅳ 2 ○

日本語教育学研究Ⅴ 2 ○

日本語教育学研究Ⅵ 2 ○

日本語教育学研究Ⅶ 2 ○

日本語教育学研究指導Ａ 2 ○

日本語教育学研究指導Ｂ 2 ○

芸術学専攻

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

アジア・アフリカ諸語Ⅰ‐１ 1 ○

アジア・アフリカ諸語Ⅰ‐２ 1 ○

ヨーロッパ諸語 2 ○

ヨーロッパ諸語１ 1 ○

ヨーロッパ諸語２ 1 ○

古典語Ⅰ 2 ○

古典語Ⅱ 2 ○

映像メディア論講義Ⅴ 2 ○ ○ アート・メディア論分野

映像メディア論演習Ⅴ 2 ○

映像メディア論講義Ⅵ 2 ○ ○

映像メディア論演習Ⅵ 2 ○

メディア文化論講義Ⅲ 2 ○ ○

メディア文化論演習Ⅲ 2 ○

メディア文化論演習Ⅵ‐１ 2 ○

メディア文化論演習Ⅵ‐２ 2 ○

メディア文化論講義Ⅶ 2 ○ ○

メディア文化論演習Ⅶ 2 ○

メディア論演習 2 ○

芸術環境論講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

芸術環境論講義Ⅱ‐２ 2 ○ ○

芸術環境論講義Ⅷ 2 ○ ○

芸術環境論演習Ⅱ‐１ 2 ○

芸術環境論演習Ⅱ‐２ 2 ○

実践芸術論演習Ⅰ‐１ 2 ○

実践芸術論演習Ⅰ‐２ 2 ○

身体メディア論講義Ⅳ 2 ○ ○

身体メディア論演習Ⅳ 2 ○

アート・メディア論修了研究演習１ 2 ○

アート・メディア論修了研究演習２ 2 ○

アート・メディア史講義 2 ○ ○

空間メディア論講義Ⅰ 2 ○ ○

空間メディア論演習Ⅰ 2 ○

空間メディア論演習Ⅵ 4 ○

アート・プロデュース論演習 2 ○

アーツ・プラクシス演習Ⅰ‐１ 2 ○

アーツ・プラクシス演習Ⅰ‐２ 2 ○

アーツ・プラクシス演習 2 ○

芸術計画論演習 2 ○

美学講義Ⅱ 2 ○ ○ 美学・文芸学分野

美学講義Ⅲ 2 ○ ○

美学演習Ⅱ‐１ 2 ○

美学演習Ⅱ‐２ 2 ○

芸術学講義Ⅰ‐１ 2 ○ ○

芸術学講義Ⅰ‐２ 2 ○ ○

芸術学講義Ⅳ 2 ○ ○

芸術学演習Ⅰ‐１ 2 ○

芸術学演習Ⅰ‐２ 2 ○

芸術学演習Ⅱ 2 ○

美学修士論文作成演習１ 2 ○

美学修士論文作成演習２ 2 ○

文芸学講義Ⅰ 2 ○ ○

文芸学講義Ⅱ 2 ○ ○

文芸学演習Ⅰ‐１ 2 ○

文芸学演習Ⅰ‐２ 2 ○

文芸学演習Ⅱ‐１ 2 ○

文芸学演習Ⅱ‐２ 2 ○

西洋古典学講義Ⅰ 2 ○ ○

西洋古典学講義Ⅱ 2 ○ ○

西洋古典学演習Ⅰ‐１ 2 ○

西洋古典学演習Ⅰ‐２ 2 ○

備考

単位数 科目区分

授業科目

アート・メディア論
コース

美学・文芸学コース

専攻共通

区分
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西洋古典学演習Ⅱ‐１ 2 ○

西洋古典学演習Ⅱ‐２ 2 ○

文芸学講義Ⅲ‐１ 2 ○ ○

文芸学講義Ⅲ‐２ 2 ○ ○

文芸学修士論文作成演習 4 ○

音楽学講義Ⅰ 2 ○ ○ 音楽学・演劇学分野

音楽学講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

音楽学講義Ⅱ‐２ 2 ○ ○

音楽学講義Ⅲ‐１ 2 ○ ○

音楽学講義Ⅲ‐２ 2 ○ ○

音楽学講義Ⅲ‐３ 2 ○ ○

実践音楽学講義 2 ○ ○

実践音楽学演習 2 ○

応用音楽学講義 2 ○ ○

応用音楽学演習 2 ○

音楽学演習Ⅰ‐１ 2 ○

音楽学演習Ⅰ‐２ 2 ○

音楽学演習Ⅰ‐３ 2 ○

音楽学演習Ⅱ‐１ 2 ○

音楽学演習Ⅱ‐２ 2 ○

音楽学演習Ⅱ‐３ 2 ○

音楽学演習Ⅱ‐４ 2 ○

音楽学演習Ⅱ‐５ 2 ○

音楽学演習Ⅲ 2 ○

音楽学演習Ⅲ‐１ 2 ○

音楽学演習Ⅲ‐２ 2 ○

音楽学演習Ⅳ 2 ○

音楽学修士論文作成演習１ 2 ○

音楽学修士論文作成演習２ 2 ○

演劇学講義Ⅰ‐１ 2 ○ ○

演劇学講義Ⅰ‐２ 2 ○ ○

演劇学講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

演劇学講義Ⅱ‐２ 2 ○ ○

演劇学講義Ⅲ‐１ 2 ○ ○

演劇学講義Ⅳ‐１ 2 ○ ○

演劇学演習Ⅰ‐１ 2 ○

演劇学演習Ⅰ‐２ 2 ○

演劇学演習Ⅱ‐１ 2 ○

演劇学演習Ⅱ‐２ 2 ○

演劇学演習Ⅲ‐１ 2 ○

演劇学演習Ⅳ‐１ 2 ○

演劇学演習Ⅳ‐２ 2 ○

演劇学演習Ⅴ‐１ 2 ○

演劇学演習Ⅴ‐２ 2 ○

演劇学修士論文作成演習Ⅰ‐１ 2 ○

演劇学修士論文作成演習Ⅰ‐２ 2 ○

演劇学修士論文作成演習Ⅱ‐１ 2 ○

演劇学修士論文作成演習Ⅱ‐２ 2 ○

日本美術史見学演習１ 4 ○ 日本東洋美術史・西洋美術史分野

日本美術史見学演習２ 4 ○

日本美術史演習Ⅰ 2 ○

日本美術史演習Ⅱ‐１ 2 ○

日本美術史演習Ⅱ‐２ 2 ○

日本美術史演習Ⅲ‐１ 2 ○

日本美術史演習Ⅲ‐２ 2 ○

東洋美術史演習Ⅰ‐１ 2 ○

東洋美術史演習Ⅰ‐２ 4 ○

日本美術史講義Ⅰ 2 ○ ○

日本美術史講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

日本美術史講義Ⅱ‐２ 2 ○ ○

日本美術史講義Ⅲ 2 ○ ○

東洋美術史講義Ⅰ‐１ 2 ○ ○

東洋美術史講義Ⅰ‐２ 2 ○ ○

日本東洋美術史修士論文作成演習１ 2 ○

日本東洋美術史修士論文作成演習２ 2 ○

西洋美術史講義Ⅰ 2 ○ ○

西洋美術史講義Ⅱ‐１ 2 ○ ○

西洋美術史講義Ⅱ‐２ 2 ○ ○

西洋美術史講義Ⅲ 2 ○ ○

西洋美術史演習Ⅰ 2 ○

西洋美術史演習Ⅱ‐１ 2 ○

西洋美術史演習Ⅱ‐２ 2 ○

西洋美術史演習Ⅱ‐３ 2 ○

西洋美術史演習Ⅱ‐４ 2 ○

西洋美術史演習Ⅲ‐１ 2 ○

西洋美術史演習Ⅲ‐２ 2 ○

西洋美術史演習Ⅲ‐３ 2 ○

西洋美術史演習Ⅳ 2 ○

西洋美術史講義Ⅴ 2 ○ ○

西洋美術史修士論文作成演習１ 2 ○

西洋美術史修士論文作成演習２ 2 ○

日本東洋美術史・西洋
美術史コース

音楽学・演劇学コース
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知のジムナスティックスプログラム

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

世界の中のアジア史 2 〇

グローバルフィロソフィー 2 〇

グローバル・アジア研究Ⅰ 2 〇

グローバル・アジア研究Ⅱ 2 〇

グローバル・アジア研究Ⅲ 2 〇

広域アジア史Ⅰ 2 〇

広域アジア史Ⅱ 2 〇

広域アジア史Ⅲ 2 〇

広域アジア史Ⅳ 2 〇

広域アジア史Ⅴ 2 〇

アジアの思想史Ⅰ 2 〇

アジアの思想史Ⅱ 2 〇

アジアの思想史Ⅲ 2 〇

アジアの思想史Ⅳ 2 〇

アジアの芸術史 2 〇

アジアの文化と社会Ⅰ 2 〇

アジアの文化と社会Ⅱ 2 〇

中国語圏文学Ⅰ 2 〇

中国語圏文学Ⅱ 2 〇

中国語圏文学Ⅲ 2 〇

中国語圏文学Ⅳ 2 〇

中国語圏文学Ⅴ 2 〇

中国の文化と社会Ⅰ 2 〇

中国の文化と社会Ⅱ 2 〇

中国の文化と社会Ⅲ 2 〇

ヨーロッパの哲学Ⅰ 2 〇

ヨーロッパの哲学Ⅱ 2 〇

ヨーロッパの哲学Ⅲ 2 〇

ヨーロッパの哲学Ⅳ 2 〇

ヨーロッパの哲学Ⅴ 2 〇

ヨーロッパの哲学Ⅵ 2 〇

ヨーロッパの歴史Ⅰ 2 〇

ヨーロッパの歴史Ⅱ 2 〇

ヨーロッパの歴史Ⅲ 2 〇

ヨーロッパの文学Ⅰ 2 〇

ヨーロッパの文学Ⅱ 2 〇

ヨーロッパの文学Ⅲ 2 〇

ヨーロッパの文学Ⅳ 2 〇

ヨーロッパの文学Ⅴ 2 〇

ヨーロッパの文学Ⅵ 2 〇

ヨーロッパの文学Ⅶ 2 〇

ヨーロッパの文学Ⅷ 2 〇

ヨーロッパの文学Ⅸ 2 〇

ヨーロッパの文学Ⅹ 2 〇

ヨーロッパの文学ⅩⅠ 2 〇

ヨーロッパの文学ⅩⅡ 2 〇

ヨーロッパの文学ⅩⅢ 2 〇

ヨーロッパの芸術Ⅰ 2 〇

ヨーロッパの芸術Ⅱ 2 〇

ヨーロッパの芸術Ⅲ 2 〇

ヨーロッパの芸術Ⅳ 2 〇

ヨーロッパの現代Ⅰ 2 〇

ヨーロッパの現代Ⅱ 2 〇

ヨーロッパの現代Ⅲ 2 〇

ヨーロッパの現代Ⅳ 2 〇

区分 授業科目

グローバル・アジア・
スタディーズ科目

グローバル・ユーロ・
スタディーズ科目

大学院副専攻プログラム（マルチリン
ガル・エキスパート養成プログラム）

大学院副専攻プログラム（マルチリン
ガル・エキスパート養成プログラム）

科目区分単位数

備考
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別表２

後期課程授業科目表

研究科共通

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

人文学実務研究 1 ○

人文学インターンシップ 1 ○

人文学専攻

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

哲学哲学史特殊講義Ⅰ 2 ○ 哲学哲学史分野

哲学哲学史特殊講義Ⅱ 2 ○

哲学哲学史特殊演習Ⅰ 2 ○

哲学哲学史特殊演習Ⅱ 2 ○

現代哲学特殊講義Ⅰ 2 ○

現代哲学特殊講義Ⅱ 2 ○

現代哲学特殊演習Ⅰ 2 ○

現代哲学特殊演習Ⅱ 2 ○

言語哲学特殊講義Ⅰ 2 ○

言語哲学特殊講義Ⅱ 2 ○

言語哲学特殊演習Ⅰ 2 ○

言語哲学特殊演習Ⅱ 2 ○

認識論特殊講義 2 ○

認識論特殊演習 2 ○

存在論特殊講義Ⅰ 2 ○

存在論特殊講義Ⅱ 2 ○

存在論特殊演習 2 ○

哲学哲学史博士論文作成演習 2 ○

科学技術社会論特殊講義Ⅰ 2 ○ 科学技術社会論分野

科学技術社会論特殊講義Ⅱ 2 ○

科学技術思想史特殊講義Ⅰ 2 ○

科学技術思想史特殊講義Ⅱ 2 ○

科学技術社会論特殊演習Ⅰ 2 ○

科学技術社会論特殊演習Ⅱ 2 ○

科学技術思想史特殊演習Ⅰ 2 ○

科学技術思想史特殊演習Ⅱ 2 ○

科学技術社会論博士論文作成演習Ⅰ 2 ○

科学技術社会論博士論文作成演習Ⅱ 2 ○

倫理学特殊講義 2 ○ 臨床哲学分野

倫理学特殊演習Ⅰ 2 ○

倫理学特殊演習Ⅱ 2 ○

倫理学特殊演習Ⅲ 2 ○

臨床哲学特殊講義 2 ○

臨床哲学特殊講義Ⅰ 2 ○

臨床哲学特殊演習 2 ○

臨床哲学特殊講義Ⅱ 2 ○

ジェンダー・セクシュアリティ研究基礎特殊講義 2 ○

ジェンダー・セクシュアリティ研究基礎特殊演習 2 ○

社会哲学特殊講義 2 ○

社会哲学特殊演習 2 ○

臨床哲学博士論文作成演習 2 ○

哲学対話法特殊Ⅰ 2 ○

哲学対話法特殊Ⅱ 2 ○

漢籍資料学特殊演習 2 ○ 中国哲学分野

中国哲学特殊演習Ⅰ 2 ○

中国哲学特殊演習Ⅱ 2 ○

中国哲学特殊講義Ⅰ 2 ○

中国哲学特殊講義Ⅱ 2 ○

中国哲学博士論文作成演習 4 ○

インド学・仏教学特殊講義 2 ○ インド学・仏教学分野

インド学・仏教学特殊演習Ⅰ 2 ○

インド学・仏教学特殊演習Ⅱ 2 ○

インド学博士論文作成演習 2 ○

仏教学博士論文作成演習 2 ○

インド学特殊講義 2 ○

インド学特殊演習 2 ○

仏教学特殊講義 2 ○

仏教学特殊演習 2 ○

古典語Ⅰ 2 ○

人文地理学特殊講義Ⅰ 2 ○ 人文地理学分野

人文地理学特殊講義Ⅱ 2 ○

人文地理学特殊講義Ⅲ‐１ 2 ○

人文地理学特殊講義Ⅲ‐２ 2 ○

人文地理学特殊講義Ⅲ‐３ 2 ○

人文地理学特殊演習 2 ○

人文地理学特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

人文地理学特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

人文地理学特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

人文地理学特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

地誌学特殊講義 2 ○

地誌学特殊講義Ⅰ 2 ○

備考

備考

単位数 科目区分

実務研究科目

グローバルヒスト
リー・地理学コース

区分 授業科目

単位数 科目区分

哲学コース

区分 授業科目
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地誌学特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

人文地理学博士論文作成演習 4 ○

地域文化空間論特殊講義 2 ○

人間・環境関係論特殊講義 2 ○

東洋史特殊講義 2 ○ 東洋史学分野

東洋史総合特殊演習 2 ○

東アジア史特殊講義Ⅰ‐１ 2 ○

東アジア史特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

東アジア史特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

東アジア史特殊演習Ⅰ‐３ 2 ○

東アジア史特殊演習Ⅰ‐４ 2 ○

東アジア史特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

東アジア史特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

東アジア史特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

東アジア史特殊演習Ⅱ‐３ 2 ○

東アジア史特殊演習Ⅱ‐４ 2 ○

東アジア文献学特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

東アジア文献学特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

東アジア文献学特殊演習Ⅱ‐３ 2 ○

東アジア文献学特殊演習Ⅱ‐４ 2 ○

中央ユーラシア史特殊講義Ⅰ‐１ 2 ○

中央ユーラシア史特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

中央ユーラシア史特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

中央ユーラシア史特殊演習Ⅰ‐３ 2 ○

中央ユーラシア史特殊演習Ⅰ‐４ 2 ○

中央ユーラシア文献学特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

中央ユーラシア文献学特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

中央ユーラシア文献学特殊演習Ⅰ‐３ 2 ○

中央ユーラシア文献学特殊演習Ⅰ‐４ 2 ○

東南アジア史特殊講義Ⅰ‐１ 2 ○

東南アジア史特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

東南アジア史特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

東南アジア史特殊演習Ⅰ‐３ 2 ○

東南アジア史特殊演習Ⅰ‐４ 2 ○

東南アジア文献学特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

東南アジア文献学特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

東南アジア文献学特殊演習Ⅰ‐３ 2 ○

東南アジア文献学特殊演習Ⅰ‐４ 2 ○

東洋史博士論文作成演習 2 ○

世界史特殊演習Ⅲ 2 ○

歴史学方法論特殊講義（概論） 2 ○

西洋古代史特殊講義 2 ○ 西洋史学分野

西洋古代史特殊演習１ 2 ○

西洋古代史特殊演習２ 2 ○

西洋古代史特殊演習３ 2 ○

西洋古代史特殊演習４ 2 ○

西洋古代史資料講読特殊演習１ 2 ○

西洋古代史資料講読特殊演習２ 2 ○

西洋古代史資料講読特殊演習３ 2 ○

西洋古代史資料講読特殊演習４ 2 ○

西洋中世史特殊講義 2 ○

西洋中世史特殊演習１ 2 ○

西洋中世史特殊演習２ 2 ○

西洋中世史特殊演習３ 2 ○

西洋中世史特殊演習４ 2 ○

西洋中世史資料講読特殊演習１ 2 ○

西洋中世史資料講読特殊演習２ 2 ○

西洋中世史資料講読特殊演習３ 2 ○

西洋中世史資料講読特殊演習４ 2 ○

西洋近世史特殊講義 2 ○

西洋近世史特殊演習１ 2 ○

西洋近世史特殊演習２ 2 ○

西洋近世史特殊演習３ 2 ○

西洋近世史特殊演習４ 2 ○

西洋近世史資料講読特殊演習１ 2 ○

西洋近世史資料講読特殊演習２ 2 ○

西洋近世史資料講読特殊演習３ 2 ○

西洋近世史資料講読特殊演習４ 2 ○

西洋近現代史特殊講義Ⅰ 2 ○

西洋近現代史特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

西洋近現代史特殊講義Ⅱ‐２ 2 ○

西洋近現代史特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

西洋近現代史特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

西洋近現代史特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

西洋近現代史特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

西洋近現代史特殊演習Ⅲ‐１ 2 ○

西洋近現代史特殊演習Ⅲ‐２ 2 ○

西洋近現代史特殊演習Ⅳ‐１ 2 ○

西洋近現代史特殊演習Ⅳ‐２ 2 ○

世界史特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

世界史特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

世界史特殊演習Ⅳ‐１ 2 ○

世界史特殊演習Ⅳ‐２ 2 ○

西洋史特殊演習 1 ○

西洋史博士論文作成演習 2 ○

歴史学方法論特殊講義（概論） 2 ○

世界史特殊演習Ⅰ 4 ○

グローバルセミナー特殊演習１ 2 ○
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グローバルセミナー特殊演習２ 2 ○

歴史学方法論特殊講義（各論１） 2 ○

歴史学方法論特殊講義（各論２） 2 ○

中国文学特殊講義Ⅰ 2 ○ テクスト表現論中国文学分野

中国文学特殊講義Ⅱ 2 ○

中国文学特殊演習Ⅰ 2 ○

中国文学特殊演習Ⅱ 2 ○

中国文学博士論文作成演習Ⅰ 2 ○

中国文学博士論文作成演習Ⅱ 2 ○

英文学作品研究特殊演習 4 ○ テクスト表現論英米文学分野

英文学史特殊講義Ⅰ 2 ○

英文学史特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

英文学史特殊講義Ⅱ‐２ 2 ○

英文学史特殊講義Ⅲ 2 ○

英文学史特殊講義Ⅳ 2 ○

英文学作品研究特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

英文学作品研究特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

英文学作品研究特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

英文学作品研究特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

アメリカ文学史特殊講義Ⅰ 2 ○

アメリカ文学史特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

アメリカ文学史特殊講義Ⅱ‐２ 2 ○

アメリカ文学作品研究特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

アメリカ文学作品研究特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

アメリカ文学作品研究特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

アメリカ文学作品研究特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

イギリス文化史特殊講義 2 ○

アメリカ文化史特殊講義 2 ○

英文学作品研究博士論文作成演習 2 ○

アメリカ文学作品研究博士論文作成演習 2 ○

ドイツ語学特殊演習 2 ○ テクスト表現論ドイツ文学分野

ドイツ語文学特殊講義 2 ○

ドイツ語文学特殊演習 2 ○

ドイツ語文学テクスト論特殊講義 2 ○

ドイツ語文学テクスト論特殊演習 2 ○

ドイツ文化・芸術論特殊講義 2 ○

ドイツ文化・芸術論特殊演習 2 ○

中欧文化論特殊講義 2 ○

中欧文化論特殊演習 2 ○

ドイツ文学・思想論特殊講義 2 ○

ドイツ文学・思想論特殊演習 2 ○

ドイツ語文学博士論文作成演習 2 ○

フランス文学特殊講義１ 2 ○ テクスト表現論フランス文学分野

フランス文学特殊講義２ 2 ○

フランス文学特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

フランス文学特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

フランス文学特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

フランス文学特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

フランス文学特殊演習 4 ○

フランス語学特殊講義１ 2 ○

フランス語学特殊講義２ 2 ○

フランス語学特殊演習１ 2 ○

フランス語学特殊演習２ 2 ○

フランス文学史特殊講義１ 2 ○

フランス文学史特殊講義２ 2 ○

フランス文学史特殊演習１ 2 ○

フランス文学史特殊演習２ 2 ○

フランス文学作品研究特殊講義１ 2 ○

フランス文学作品研究特殊講義２ 2 ○

フランス文学作品研究特殊演習１ 2 ○

フランス文学作品研究特殊演習２ 2 ○

フランス文学作品研究特殊演習 4 ○

フランス文学作品研究博士論文作成演習 2 ○

テクスト環境論特殊講義 2 ○ テクスト環境論分野

テクスト環境論特殊演習 2 ○

文化翻訳論特殊演習 2 ○

文学テクスト論特殊講義 2 ○

文学テクスト論特殊演習 2 ○

理論文学研究特殊演習 2 ○

テクスト実践論特殊演習 2 ○

物語越境論特殊講義 2 ○

物語越境論特殊演習 2 ○

比較文学比較文化論特殊講義 2 ○

比較文学比較文化論特殊演習 2 ○

比較文学研究特殊講義 2 ○

比較文学研究特殊演習 2 ○

テクスト分析特殊講義 2 ○

テクスト分析特殊演習 2 ○

テクスト環境論博士論文作成演習 2 ○

英語学講義Ⅰ 2 ○ 比較・対照言語学分野

英語学講義Ⅱ 2 ○

英語学演習Ⅰ 2 ○

英語学演習Ⅱ 2 ○

比較・対照言語学博士論文作成演習 2 ○

比較言語学講義 2 ○

英語史講義 2 ○

理論言語学講義 2 ○

理論言語学演習 2 ○

文学コース

比較・対照言語学コー
ス
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機能言語学演習 2 ○

対照言語学講義 2 ○

対照言語学講義Ⅱ 2 ○

英語史演習 2 ○

英語音声学講義 2 ○

対照言語学演習 2 ○

対照言語学演習Ⅱ 2 ○

言語文化学専攻

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

外国学専攻

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

2 ○

日本学専攻

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

専攻共通 Advanced Academic Skills for Humanities 1 2 ○

Advanced Academic Skills for Humanities 2 2 ○

Issues in Contemporary Japanese Studies 1 2 ○

Issues in Contemporary Japanese Studies 2 2 ○

現代日本学特殊講義 2 ○ 現代日本学分野

日本の文化と思想特殊講義 2 ○

日本の社会と歴史特殊講義 2 ○

日本の地域と民俗特殊講義 2 ○

日本のジェンダーと表象特殊講義 2 ○

現代日本学特殊演習 2 ○

フィールドワーク特殊演習 2 ○

オーラルヒストリー特殊演習 2 ○

思想史文献講読特殊演習 2 ○

表象資料分析特殊演習 2 ○

現代日本学博士論文作成演習 2 ○

歴史学方法論特殊講義（概論） 2 ○ 日本史学分野

世界史特殊演習Ⅰ 4 ○

言語認知科学特別研究Ａ

言語認知科学特別研究Ｂ

備考

表象文化論特別研究Ａ

表象文化論特別研究Ｂ

コミュニケーション論特別研究Ａ

コミュニケーション論特別研究Ｂ

第二言語教育学特別研究Ａ

第二言語教育学特別研究Ｂ

授業科目

単位数 科目区分

超領域文化論特別研究Ａ

超領域文化論特別研究Ｂ

理論言語学特別研究Ａ

理論言語学特別研究Ｂ

史的言語特別研究Ａ

史的言語特別研究Ｂ

デジタルヒューマニティーズ特別研究Ａ

デジタルヒューマニティーズ特別研究Ｂ

通訳翻訳学特論Ａ

通訳翻訳学特論Ｂ

多言語共生社会演習

先導的学際融合エスノグラフィー演習Ｂ

グローバル地域社会論Ａ

グローバル地域社会論Ｂ

グローバル地域研究演習Ａ

Global Area Studies A

備考

単位数

授業科目

広域対照言語論特別研究Ａ

区分 授業科目

単位数

ヨーロッパ・アメリカ言語社会論特別研究Ａ

広域対照言語論特別研究Ｂ

アジア・アフリカ言語構造論特別研究Ａ

アジア・アフリカ言語構造論特別研究Ｂ

アジア・アフリカ言語社会論特別研究Ａ

アジア・アフリカ言語社会論特別研究Ｂ

グローバル地域研究演習Ｂ

グローバル地域研究方法論

言語文化資源の活用と情報処理研究

ヨーロッパ・アメリカ言語社会論特別研究Ｂ

備考

現代英米政治外交史特殊研究

英米言語社会論

Global Area Studies B

科目区分

基盤日本学コース

科目区分

 世界文学・文化論

グローバル共生実践演習

先導的学際融合エスノグラフィー演習Ａ

アジア・アフリカ文化表象論特別研究Ａ

アジア・アフリカ文化表象論特別研究Ｂ

ヨーロッパ・アメリカ文化表象論特別研究Ａ

ヨーロッパ・アメリカ文化表象論特別研究Ｂ

ヨーロッパ・アメリカ言語構造論特別研究Ａ

ヨーロッパ・アメリカ言語構造論特別研究Ｂ
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日本古代史特殊講義 2 ○

日本古代史特殊演習 4 ○

日本古代史特殊演習 2 ○

日本中世史特殊講義Ⅰ 2 ○

日本中世史特殊講義Ⅱ 2 ○

日本中世史特殊演習Ⅰ 4 ○

日本中世史特殊演習Ⅱ 4 ○

日本中世史特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

日本中世史特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

日本中世史特殊演習Ⅱ 2 ○

日本近世史特殊講義 2 ○

日本近世史特殊演習 4 ○

日本近代史特殊講義 2 ○

日本近代史特殊演習 4 ○

日本文化史特殊講義Ⅰ 2 ○

日本文化史特殊講義Ⅱ 2 ○

日本史博士論文作成演習Ⅰ 4 ○

日本史博士論文作成演習Ⅱ 4 ○

日本史博士論文作成演習Ⅲ 4 ○

日本史博士論文作成演習Ⅳ 4 ○

日本史博士論文作成演習Ⅴ 4 ○

考古学特殊講義 2 ○ 考古学分野

考古学特殊演習１ 2 ○

考古学特殊演習２ 2 ○

日本考古学特殊講義１ 2 ○

日本考古学特殊講義２ 2 ○

日本考古学特殊演習 2 ○

比較考古学特殊講義 2 ○

比較考古学特殊演習 2 ○

考古資料論特殊講義１ 2 ○

考古資料論特殊講義２ 2 ○

考古資料論特殊演習１ 2 ○

考古資料論特殊演習２ 2 ○

文化財学特殊講義 2 ○

文化財学特殊演習 2 ○

考古学博士論文作成演習 2 ○

中古文学論特殊講義 2 ○ 日本文学・日本語史学分野

中古文学論特殊演習 4 ○

中世文学論特殊講義 2 ○

中世文学論特殊演習 4 ○

近世文学論特殊講義 2 ○

近世文学論特殊演習 4 ○

近現代文学論特殊講義Ⅰ 2 ○

近現代文学論特殊演習Ⅰ 4 ○

近現代文学論特殊講義Ⅱ 2 ○

近現代文学論特殊演習Ⅱ 4 ○

日本文学論特殊講義 2 ○

日本文学博士論文作成演習 2 ○

国語史特殊講義 2 ○

国語史特殊演習 4 ○

国語学特殊講義 2 ○

国語学特殊演習 4 ○

国語学博士論文作成演習 2 ○

現代日本語学特殊講義Ⅰ 2 ○ 基盤日本語学分野

現代日本語学特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

現代日本語学特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

現代日本語学特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

現代日本語学特殊講義Ⅱ‐２ 2 ○

現代日本語学特殊講義Ⅲ‐１ 2 ○

現代日本語学特殊講義Ⅲ‐２ 2 ○

現代日本語学特殊演習Ⅲ‐１ 2 ○

現代日本語学特殊演習Ⅲ‐２ 2 ○

社会言語学特殊講義Ⅰ‐１ 2 ○

社会言語学特殊講義Ⅰ‐２ 2 ○

社会言語学特殊演習Ⅰ 4 ○

社会言語学特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

社会言語学特殊講義Ⅱ‐２ 2 ○

社会言語学特殊演習Ⅱ 4 ○

語用論特殊講義 2 ○

語用論特殊演習１ 2 ○

語用論特殊演習２ 2 ○

語用論特殊演習３ 2 ○

現代日本語学博士論文作成演習Ⅰ 4 ○

現代日本語学博士論文作成演習Ⅱ 4 ○

現代日本語学博士論文作成演習Ⅲ 4 ○

社会言語学博士論文作成演習Ⅰ 4 ○

社会言語学博士論文作成演習Ⅱ 4 ○

語用論博士論文作成演習 4 ○

比較日本学特別研究Ａ 2 ○ 比較日本学分野

比較日本学特別研究Ｂ 2 ○

日本語学特別研究Ａ 2 ○ 応用日本語学分野

日本語学特別研究Ｂ 2 ○

対照言語学特別研究Ａ 2 ○

対照言語学特別研究Ｂ 2 ○

日本語教育学特別研究Ａ 2 ○ 日本語教育学分野

日本語教育学特別研究Ｂ 2 ○

応用日本学コース
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芸術学専攻

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

映像メディア論特殊講義Ⅴ 2 ○ アート・メディア論分野

映像メディア論特殊演習Ⅴ 2 ○

映像メディア論特殊講義Ⅵ 2 ○

映像メディア論特殊演習Ⅵ 2 ○

メディア文化論特殊講義Ⅲ 2 ○

メディア文化論特殊演習Ⅲ 2 ○

メディア文化論特殊演習Ⅵ-1 2 ○

メディア文化論特殊演習Ⅵ-2 2 ○

メディア文化論特殊講義Ⅶ 2 ○

メディア文化論特殊演習Ⅶ 2 ○

芸術環境論特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

芸術環境論特殊講義Ⅱ‐２ 2 ○

芸術環境論特殊講義Ⅷ 2 ○

芸術環境論特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

芸術環境論特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

実践芸術論特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

実践芸術論特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

身体メディア論特殊講義Ⅳ 2 ○

身体メディア論特殊演習Ⅳ 2 ○

空間メディア論特殊講義Ⅰ 2 ○

空間メディア論特殊演習Ⅰ 2 ○

空間メディア論特殊演習Ⅵ 4 ○

メディア論特殊演習 2 ○

アート・メディア史特殊講義 2 ○

アート・プロデュース論特殊演習 2 ○

アーツ・プラクシス特殊演習 2 ○

アーツ・プラクシス特殊演習Ⅰ-１ 2 ○

アーツ・プラクシス特殊演習Ⅰ-２ 2 ○

芸術計画論特殊演習 2 ○

アート・メディア論博士論文作成演習１ 2 ○

アート・メディア論博士論文作成演習２ 2 ○

美学特殊講義Ⅱ 2 ○ 美学・文芸学分野

美学特殊講義Ⅲ 2 ○

美学特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

美学特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

芸術学特殊講義Ⅰ‐１ 2 ○

芸術学特殊講義Ⅰ‐２ 2 ○

芸術学特殊講義Ⅳ 2 ○

芸術学特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

芸術学特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

芸術学特殊演習Ⅱ 2 ○

美学博士論文作成演習１ 2 ○

美学博士論文作成演習２ 2 ○

文芸学特殊講義Ⅰ 2 ○

文芸学特殊講義Ⅱ 2 ○

文芸学特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

文芸学特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

文芸学特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

文芸学特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

西洋古典学特殊講義Ⅰ 2 ○

西洋古典学特殊講義Ⅱ 2 ○

西洋古典学特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

西洋古典学特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

西洋古典学特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

西洋古典学特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

文芸学特殊講義Ⅲ‐１ 2 ○

文芸学特殊講義Ⅲ‐２ 2 ○

文芸学博士論文作成演習 4 ○

音楽学特殊講義Ⅰ 2 ○ 音楽学・演劇学分野

音楽学特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

音楽学特殊講義Ⅱ‐２ 2 ○

音楽学特殊講義Ⅲ‐１ 2 ○

音楽学特殊講義Ⅲ‐２ 2 ○

音楽学特殊講義Ⅲ‐３ 2 ○

実践音楽学特殊講義 2 ○

実践音楽学特殊演習 2 ○

応用音楽学特殊講義 2 ○

応用音楽学特殊演習 2 ○

音楽学特殊演習Ⅰ 2 ○

音楽学特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

音楽学特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

音楽学特殊演習Ⅱ‐３ 2 ○

音楽学特殊演習Ⅲ 2 ○

音楽学特殊演習Ⅲ‐１ 2 ○

音楽学特殊演習Ⅲ‐２ 2 ○

音楽学特殊演習Ⅳ 2 ○

音楽学博士論文作成演習１ 2 ○

音楽学博士論文作成演習２ 2 ○

演劇学博士論文作成演習Ⅰ‐１ 2 ○

演劇学博士論文作成演習Ⅰ‐２ 2 ○

演劇学博士論文作成演習Ⅱ‐１ 2 ○

演劇学博士論文作成演習Ⅱ‐２ 2 ○

演劇学特殊講義Ⅰ‐１ 2 ○

備考

音楽学・演劇学コース

美学・文芸学コース

区分

アート・メディア論
コース

科目区分

授業科目

単位数
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演劇学特殊講義Ⅰ‐２ 2 ○

演劇学特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

演劇学特殊講義Ⅱ‐２ 2 ○

演劇学特殊講義Ⅲ‐１ 2 ○

演劇学特殊講義Ⅳ‐１ 2 ○

演劇学特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

演劇学特殊演習Ⅰ‐２ 2 ○

演劇学特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

演劇学特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

演劇学特殊演習Ⅲ‐１ 2 ○

演劇学特殊演習Ⅳ‐１ 2 ○

演劇学特殊演習Ⅳ‐２ 2 ○

演劇学特殊演習Ⅴ‐１ 2 ○

演劇学特殊演習Ⅴ‐２ 2 ○

日本美術史見学特殊演習１ 4 ○ 日本東洋美術史・西洋美術史分野

日本美術史見学特殊演習２ 4 ○

東洋美術史特殊演習Ⅰ‐１ 2 ○

東洋美術史特殊演習Ⅰ‐２ 4 ○

日本美術史特殊演習Ⅰ 2 ○

日本美術史特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

日本美術史特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

日本美術史特殊演習Ⅲ‐１ 2 ○

日本美術史特殊演習Ⅲ‐２ 2 ○

日本美術史特殊講義Ⅰ 2 ○

日本美術史特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

日本美術史特殊講義Ⅱ‐２ 2 ○

日本美術史特殊講義Ⅲ 2 ○

東洋美術史特殊講義Ⅰ‐１ 2 ○

東洋美術史特殊講義Ⅰ‐２ 2 ○

日本東洋美術史博士論文作成演習１ 2 ○

日本東洋美術史博士論文作成演習２ 2 ○

西洋美術史特殊講義Ⅰ 2 ○

西洋美術史特殊講義Ⅱ‐１ 2 ○

西洋美術史特殊講義Ⅱ‐２ 2 ○

西洋美術史特殊講義Ⅲ 2 ○

西洋美術史特殊講義Ⅳ 2 ○

西洋美術史特殊講義Ⅴ 2 ○

西洋美術史特殊演習Ⅰ 2 ○

西洋美術史特殊演習Ⅱ‐１ 2 ○

西洋美術史特殊演習Ⅱ‐２ 2 ○

西洋美術史特殊演習Ⅱ‐３ 2 ○

西洋美術史特殊演習Ⅱ‐４ 2 ○

西洋美術史特殊演習Ⅲ‐１ 2 ○

西洋美術史特殊演習Ⅲ‐２ 2 ○

西洋美術史特殊演習Ⅲ‐３ 2 ○

西洋美術史特殊演習Ⅳ 2 ○

西洋美術史博士論文作成演習１ 2 ○

西洋美術史博士論文作成演習２ 2 ○

知のジムナスティックスプログラム

必修
選択
必修

選択
専門教育
科目

高度国際
性涵養教
育科目

高度教養
教育科目

科学技術文明論概論 1 ○

グローバルフィロソフィー特殊演習 2 ○

グローバルヒストリー特殊演習 2 ○

言語科学概論 2 ○

言語科学基礎１Ａ（音・単語の科学） 1 ○

言語科学基礎１Ｂ（音・単語の科学） 1 ○

言語科学基礎２Ａ（文構造の科学） 1 ○

言語科学基礎２Ｂ（文構造の科学） 1 ○

言語科学基礎３Ａ（意味と文脈の科学） 1 ○

言語科学基礎３Ｂ（意味と文脈の科学） 1 ○

言語科学基礎４Ａ（言語とこころの科学） 1 ○

言語科学基礎４Ｂ（言語とこころの科学） 1 ○

言語研究実践基礎 1 ○

グローバル日本学への招待 1 ○

国際学術研修 2 ○

アーツ・ベースト・リサーチ 1 ○

リサーチ・ベースト・アート 1 ○

日本東洋美術史・西洋
美術史コース

区分 授業科目

単位数 科目区分

備考

人文社会科学系オナー
大学院プログラム科目

科学技術文明論ユニット

言語科学ユニット

グローバル日本学ユニット

アーツ・ベースト・リサーチユニット
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別表３ 

 

前期課程の履修方法 

 

人文学専攻 

区分 修得単位数等 

専門教育科目 次の授業科目のうちから、必修の「人文学基礎（人文学と対話）」１単位

及び各コースの定めるところにより指定する各専門分野における「修士

論文作成演習（東洋史学分野においては「東アジア史リサーチ演習」を

含む。）」２単位以上を含め、計２１単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定める研究科共通の専門教育科目 

(2) 別表１に定める人文学専攻の専門教育科目 

(3) 別表１に定める他の専攻の専門教育科目 

高度国際性涵養教育科目 次の授業科目のうちから、計２単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定めるすべての高度国際性涵養教育科目 

(2) 他の研究科が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で人文学

専攻が指定する科目 

(3) 大学院横断教育科目で人文学専攻が認める科目 

(4) リーディングプログラム科目で人文学専攻が認める科目 

(5) 国際交流科目で人文学専攻が認める科目 

高度教養教育科目 次の授業科目のうちから、必修の「人文学基礎（現代の教養）」１単位を

含め、計１単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定めるすべての高度教養教育科目 

(2) 他の研究科が高度教養教育科目として提供する科目で人文学専攻が

指定する科目 

(3) 大学院横断教育科目で人文学専攻が認める科目 

(4) リーディングプログラム科目で人文学専攻が認める科目 

合計修得単位数 上記の要件をすべて満たしたうえで、専門教育科目、高度国際性涵養教

育科目及び高度教養教育科目の３つの区分の総修得単位数が３０単位以

上とならなければならない。 

 

言語文化学専攻 

区分 修得単位数等 

専門教育科目 次の授業科目のうちから、必修の「人文学基礎（人文学と対話）」１単位、

「研究実践基礎」１単位、「研究発表演習」１単位の計３単位及び言語文

化学専攻の専門教育科目１４単位以上を含め、計２１単位以上を修得す

ること。 

(1) 別表１に定める研究科共通の専門教育科目 

(2) 別表１に定める言語文化学専攻の専門教育科目 

(3) 別表１に定める他の専攻の専門教育科目 
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高度国際性涵養教育科目 次の授業科目のうちから、計２単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定めるすべての高度国際性涵養教育科目 

(2) 他の研究科が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で言語文

化学専攻が指定する科目 

(3) 大学院横断教育科目で言語文化学専攻が認める科目 

(4) リーディングプログラム科目で言語文化学専攻が認める科目 

(5) 国際交流科目で言語文化学専攻が認める科目 

高度教養教育科目 次の授業科目のうちから、必修の「人文学基礎（現代の教養）」１単位を

含め、計１単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定めるすべての高度教養教育科目 

(2) 他の研究科が高度教養教育科目として提供する科目で言語文学専攻

が指定する科目 

(3) 大学院横断教育科目で言語文化学専攻が認める科目 

(4) リーディングプログラム科目で言語文化学専攻が認める科目 

合計修得単位数 上記の要件をすべて満たしたうえで、専門教育科目、高度国際性涵養教

育科目及び高度教養教育科目の３つの区分の総修得単位数が３０単位以

上とならなければならない。 

 

外国学専攻 

区分 修得単位数等 

専門教育科目 次の授業科目のうちから、必修の「人文学基礎（人文学と対話）」１単位

及び外国学専攻の専門教育科目のうち「専攻言語」８単位以上を含め、

計２１単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定める研究科共通の専門教育科目 

(2) 別表１に定める外国学専攻の専門教育科目 

(3) 別表１に定める他の専攻の専門教育科目 

なお、別表１に定める研究科共通の「外国語科目（基礎）」の授業科目の

うち、高度国際性涵養教育科目に区分される科目の単位を修得した場合、

専門教育科目の単位として算入する。 

高度国際性涵養教育科目 次の授業科目のうちから、計２単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定めるすべての高度国際性涵養教育科目 

(2) 他の研究科が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で外国学

専攻が指定する科目 

(3) 大学院横断教育科目で外国学専攻が認める科目 

(4) リーディングプログラム科目で外国学専攻が認める科目 

(5) 国際交流科目で外国学専攻が認める科目 

高度教養教育科目 次の授業科目のうちから、必修の「人文学基礎（現代の教養）」１単位を

含め、計１単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定めるすべての高度教養教育科目 

(2) 他の研究科が高度教養教育科目として提供する科目で外国学専攻が
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指定する科目 

(3) 大学院横断教育科目で外国学専攻が認める科目 

(4) リーディングプログラム科目で外国学専攻が認める科目 

合計修得単位数 上記の要件をすべて満たしたうえで、専門教育科目、高度国際性涵養教

育科目及び高度教養教育科目の３つの区分の総修得単位数が３０単位以

上とならなければならない。 

 

日本学専攻 

区分 修得単位数等 

専門教育科目 次の授業科目のうちから、必修の「人文学基礎（人文学と対話）」１単位

及び日本学専攻の専門教育科目のうち各コースの定めるところにより指

定する授業科目１２単位以上を含め、計２１単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定める研究科共通の専門教育科目 

(2) 別表１に定める日本学専攻の専門教育科目 

(3) 別表１に定める他の専攻の専門教育科目 

高度国際性涵養教育科目 次の授業科目のうちから、計２単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定めるすべての高度国際性涵養教育科目 

(2) 他の研究科が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で日本学

専攻が指定する科目 

(3) 大学院横断教育科目で日本学専攻が認める科目 

(4) リーディングプログラム科目で日本学専攻が認める科目 

(5) 国際交流科目で日本学専攻が認める科目 

高度教養教育科目 次の授業科目のうちから、必修の「人文学基礎（現代の教養）」１単位を

含め、計１単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定めるすべての高度教養教育科目 

(2) 他の研究科が高度教養教育科目として提供する科目で日本学専攻が

指定する科目 

(3) 大学院横断教育科目で日本学専攻が認める科目 

(4) リーディングプログラム科目で日本学専攻が認める科目 

合計修得単位数 上記の要件をすべて満たしたうえで、専門教育科目、高度国際性涵養教

育科目及び高度教養教育科目の３つの区分の総修得単位数が３０単位以

上とならなければならない。 

 

芸術学専攻 

区分 修得単位数等 

専門教育科目 次の授業科目のうちから、必修の「人文学基礎（人文学と対話）」１単位

を含め、計２１単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定める研究科共通の専門教育科目 

(2) 別表１に定める芸術学専攻の専門教育科目 

(3) 別表１に定める他の専攻の専門教育科目 
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高度国際性涵養教育科目 次の授業科目のうちから、計２単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定めるすべての高度国際性涵養教育科目 

(2) 他の研究科が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で芸術学

専攻が指定する科目 

(3) 大学院横断教育科目で芸術学専攻が認める科目 

(4) リーディングプログラム科目で芸術学専攻が認める科目 

(5) 国際交流科目で芸術学専攻が認める科目 

高度教養教育科目 次の授業科目のうちから、必修の「人文学基礎（現代の教養）」１単位を

含め、計１単位以上を修得すること。 

(1) 別表１に定めるすべての高度教養教育科目 

(2) 他の研究科が高度教養教育科目として提供する科目で芸術学専攻が

指定する科目 

(3) 大学院横断教育科目で芸術学専攻が認める科目 

(4) リーディングプログラム科目で芸術学専攻が認める科目 

合計修得単位数 上記の要件をすべて満たしたうえで、専門教育科目、高度国際性涵養教

育科目及び高度教養教育科目の３つの区分の総修得単位数が３０単位以

上とならなければならない。 

 

別表４ 

 

後期課程の履修方法 

 

人文学専攻 

区分 修得単位数等 

専門教育科目 次の授業科目のうちから、人文学専攻の専門教育科目のうち各コースの

定めるところにより指定する各専門分野における「博士論文作成演習」

２単位以上を含め、計８単位以上を修得すること。 

(1) 別表２に定める研究科共通の専門教育科目 

(2) 別表２に定める人文学専攻の専門教育科目 

(3) 別表２に定める他の専攻の専門教育科目 

 

言語文化学専攻 

区分 修得単位数等 

専門教育科目 次の授業科目のうちから、言語文化学専攻の専門教育科目８単位を含

め、計８単位以上を修得すること。 

(1) 別表２に定める研究科共通の専門教育科目 

(2) 別表２に定める言語文化学専攻の専門教育科目 

(3) 別表２に定める他の専攻の専門教育科目 
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外国学専攻 

区分 修得単位数等 

専門教育科目 次の授業科目のうちから、外国学専攻の専門教育科目のうち専攻する言

語圏の授業科目８単位を含め、計８単位以上を修得すること。 

(1) 別表２に定める研究科共通の専門教育科目 

(2) 別表２に定める外国学専攻の専門教育科目 

(3) 別表２に定める他の専攻の専門教育科目 

 

日本学専攻 

区分 修得単位数等 

専門教育科目 基盤日本学コース 

次の授業科目のうちから、日本学専攻の専門教育科目のうちコースの定

めるところにより指定する各専門分野における「博士論文作成演習」２

単位以上を含め、計８単位以上を修得すること。 

(1) 別表２に定める研究科共通の専門教育科目 

(2) 別表２に定める日本学専攻の専門教育科目 

(3) 別表２に定める他の専攻の専門教育科目 

応用日本学コース 

次の授業科目のうちから、日本学専攻の専門教育科目のうちコースの定

めるところにより指定する「特別研究」４単位以上を含め、計８単位以

上を修得すること。 

(1) 別表２に定める研究科共通の専門教育科目 

(2) 別表２に定める日本学専攻の専門教育科目 

(3) 別表２に定める他の専攻の専門教育科目 

 

芸術学専攻 

区分 修得単位数等 

専門教育科目 次の授業科目のうちから、芸術学専攻の専門教育科目のうち各コースの

定めるところにより指定する各専門分野における「博士論文作成演習」

２単位以上を含め、計８単位以上を修得すること。 

(1) 別表２に定める研究科共通の専門教育科目 

(2) 別表２に定める芸術学専攻の専門教育科目 

(3) 別表２に定める他の専攻の専門教育科目 
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「「ググロローーババルル日日本本学学教教育育研研究究拠拠点点」」紹紹介介  
 
 
 大阪大学には、日本学に関係する全学組織として、グローバル日本学教育研究拠点（Global 
Japanese Studies Education and Research Incubator, 略称 GJS-ERI、https://www.gjs.osaka-
u.ac.jp/）が設置されています。 
 大阪大学の「学際融合・社会連携を指向した双翼型大学院教育システム」 (Double-Wing 
Academic Architecture: 通称 DWAA。https://itgp.osaka-u.ac.jp/systems/dwaa/ )を踏まえ
ていうと、人文学研究科日本学専攻は主として「知の探究（専門性の探究）」を担うのに対
し、日本学拠点は、「知と知の融合（学際融合の推進）」と「社会と知の統合（社会課題の解
決）」の多様な機会を提供しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 人文・社会科学系の各部局でなされているディシプリン・ベースの日本研究の成果を踏ま
えつつ，教育研究の両面で学際的・国際的・社学連携的展開を牽引することを目的とするグ
ローバル日本学教育研究拠点の諸事業には、大学院等高度副プログラム「グローバル・ジャ
パン・スタディーズ」の提供のほか、国際シンポジウム，月例ワークショップ，大学院生の
ためのカンファランスの開催など，大学院生の積極的参加が期待されているものが数多く
含まれています。 
 日本学専攻のみなさんが、グローバル日本学教育研究拠点の諸事業を多様な学びの機会
として活用してくださることを期待します。 
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〒560-8532 豊中市待兼山町1－5豊中事務部

箕面事務部

電話 06－6850－6111（代表）

〒562-8678 大阪府箕面市船場東3－5－10

電話 072－730－5111（代表）

大阪大学大学院人文学研究科 日本学専攻 


